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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年２月２１日

自  午前 ９時５８分

至  午後 ２時２３分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委 員 長 山下 博史 君

副 委 員 長 鵜瀬 和博 君

委   員 中山 功 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 山田 朋子 君

〃 川崎 祥司 君

〃 宅島 寿一 君

〃 中村 泰輔 君

〃 坂口 慎一 君

〃 清川 久義 君

〃 中村 俊介 君

〃 畑島 晃貴 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

教 育 長 前川 謙介 君

教 育 次 長 狩野 博臣 君

教 育 次 長 桑宮 直彦 君

教育 政策課 長 大塚 尚志 君

教育政策課企画監 山下 健哲 君

福利 厚生室 長 市瀬加緒理 君

教育環境整備課長 山﨑 賢一 君

教 職 員 課 長 高稲 稔也 君

義務 教育課 長 岡野 利男 君

義務教育課人事管理監 谷口 昭文 君

高校 教育課 長 田川耕太郎 君

高校教育課人事管理監 植松 信行 君

高 校 教 育 課 企 画 監 直塚  健 君

教育ＤＸ推進室長 岩坪 正裕 君

特別支援教育課長 石橋 善仁 君

児童生徒支援課長 長池 一徳 君

生涯 学習課 長 加藤 盛彦 君

学 芸 文 化 課 長 岩尾 哲郎 君

学 芸 文 化 課 企 画 監 麻生 政登 君

体育 保健課 長 松山 度良 君

体育保健課体育指導監 永田 数馬 君

教育センター所長 竹之内 覚 君

福祉 保健部 長 新田 惇一 君

福祉保健部次長 石田 智久 君

福祉保健部次長 中尾美恵子 君

福祉 保健課 長 安藝雄一朗 君

福祉保健課企画監
(地域福祉･計画担当) 野田  希君

監査 指導課 長 松尾  実君

医療 政策課 長 加藤 一征 君

感染症対策室長 長谷川麻衣子君

感染症対策室企画監 岸川 康博 君

医療人材対策室長 峰松 妙佳 君

薬務 行政室 長 斉宮 広知 君

国保・健康増進課長 川内野寿美子君

国保・健康増進課企画監
(健康づくり担当) 鶴田小百合 君

長寿 社会課 長 中村 直輝 君

長寿社会課企画監
(地域包括ケア担当) 山口 香織 君

障害 福祉課 長 佐藤 隆幸 君

障害福祉課企画監
(精神保健福祉担当) 藤井 祥二 君
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原爆被爆者援護課長 林田 直浩 君

こども政策局長 浦  亮治 君

こども未来課長 黒島 孝子 君

こども未来課企画監 村﨑 佳代 君

こども家庭課長 川村 喜実 君

総 務 部 長 中尾 正英 君

学事 振興課 長 櫻間 秀道 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５８分 開会 ―

【山下委員長】ただいまから、文教厚生委員会

を開会いたします。

まず、委員席でございますが、お手元に配布

いたしております、委員配席表のとおり、決定

したいと存じますので、ご了承をお願いいたし

ます。 また、本日、冒頭の理事者の出席につ

いて、中尾 総務部長は、総務委員会に出席して

いるため、総務部の概要説明の時に出席いただ

くことにしておりますので、ご了承ください。

それでは、議事に入ります前に、選任後、初め

ての委員会でございますので、一言、ごあいさ

つを申し上げます。

このたび、文教厚生委員長を仰(おお)せつか
りました、山下博史でございます。鵜瀬和博副

委員長をはじめ、各委員や理事者の皆様方のご

指導、及びご協力を賜りながら、公正かつ円滑

な委員会運営に努めてまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。さて、本委員

会の所管としましては、次世代の長崎を担う子

どもたちの育成に必要な、「子育て・教育」の

分野をはじめ、「福祉、保健、医療」の分野ま

で、広範囲に渡るものであり、県民一人ひとり

が非常に高い関心を持たれている事柄を扱って

いるところでございます。

教育分野では、産学官が連携したドローン等

の先端技術の習得や価値創造・課題解決能力の

学びの充実による人材育成、優秀な教員の確保、

ＤＸ環境の整備等を促進し最適な学びの充実、

また、選ばれる県立大学を目指し、教育環境の

整備・充実や、私立学校の魅力ある学校づくり

について。

福祉・保健・医療の分野では、持続可能な医

療提供体制の整備・充実や、医療、看護、福祉、

介護サービスを支える人材の確保・育成、県民

の健康寿命延伸への取り組み等について。

子育て分野では、結婚・妊娠・出産・育児ま

での一貫した切れ目ない支援、また、すべての

こどもが夢と希望をもって健やかに成長できる

環境整備への取り組み等についてなど、「新し

い長崎県づくり」のビジョン実現に向け、本委

員会では、このような様々な課題に対し、限ら

れた予算の中で、最大限の効果をもたらすため

には、どのような施策を打てば、県民一人ひと

りがいつまでも健康で、生きがいを持って活躍

していただけるような長崎県になっていくのか、

理事者の皆様方と一体となって考えてまいりた

いと思っております。

委員の皆様方、並びに理事者の皆様方におか

れましては、山積する課題の解決に向け、積極

的に論議(ろんぎ)を深めていただくことをお願
いし、皆様方からのご指導とご鞭撻を賜ります

ことを、重ねてお願い申し上げ、誠に簡単であ

りますが、私のあいさつといたします。 どう

ぞよろしくお願いいたします。

〔拍手〕
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次に、副委員長 並びに 委員の皆様方を

ご紹介いたします。

〔副委員長・各委員紹介〕

以上でございます。どうぞよろしくお願いし

ます。

次に、理事者側を代表して教育長からご挨拶

と、本日出席の幹部職員の紹介を受けたいと思

います。

【前川教育長】教育長の前川でございます。委

員会の開会に当たりまして、理事者を代表して、

一言ご挨拶を申し上げます。

文教厚生委員会では、教育行政、福祉保健行

政、こども福祉行政など、幅広い分野にわたり、

県が抱える重要課題につきましてご審議をいた

だくことになっております。

私共としましても、「新しい長崎県づくり」

の実現に向けて、山下委員長、鵜瀬副委員長を

はじめ委員の皆様方のご指導、ご協力を賜りな

がら、各種施策の推進に全力を尽くしてまいり

たいと考えておりますので、よろしくお願い申

し上げます。

まず、教育行政におきましては、本議会にお

いてご審議をお願いしております「第四期長崎

県教育振興基本計画」に基づき、「つながりが

創る豊かな教育」のテーマのもと、学校・家庭・

地域、行政などが相互に連携しながら、県民総

ぐるみで教育県長崎の確立に向けて取り組んで

まいります。

また、長崎県立大学におきましては、高い社

会人基礎力を有する人材の育成や、グローバル

化、情報化に対応した教育に取り組みます。さ

らに私立学校におきましては、建学の精神に基

づいた特色ある教育を推進してまいります。

次に、福祉保健行政におきましては、本議会

において計画変更のご審議をお願いしておりま

す「第５期長崎県福祉保健総合計画」に基づき、

県民一人ひとりの尊厳が保たれ、住み慣れた地

域で安心して暮らし続けることができる持続可

能な地域共生社会の実現を目指し、保健・医療・

介護・福祉施策の充実を図ってまいります。

さらに、子育て支援・少子化対策分野におき

ましては、こども施策を県政の基軸として位置

づけ、結婚、妊娠・出産から子育てまでの一貫

した切れ目ない支援を推進しているところであ

り、本県の将来を担う子どもが夢や希望を持っ

て健やかに成長できる社会となるよう県民総ぐ

るみの子育て支援を推進するとともに、結婚や

子育てに関する意識醸成と社会全体の機運醸成

など、各種施策を展開してまいります。

最後に、本日出席しております幹部職員を紹

介させていただきます。

〔幹部職員紹介〕

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

【山下委員長】ありがとうございました。それ

ではこれより議事に入ります。

まず、会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、中村泰輔委員、畑島委員

のご両人にお願いいたします。

次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。本日の議題は、「文教厚生行政所管事務に

ついて」及び「令和６年２月定例会における本

委員会の審査内容等について」であります。

審査方法につきましては、お手元にお配りし

ております審査順序のとおり、委員会を協議会

に切りかえて、関係部局の所管事務の概要説明

を受けることとし、その後、３月５日からの委

員会の審査内容等について、協議することとし

たいと存じますが、ご異議ございませんか。    
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〔異議なし〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。

なお、概要説明に関するご質問等につきまし

ては、今回は、特に理解しにくかった点につい

ての質問にとどめ、具体的な質問につきまして

は、各課へ個別に質問していただくか、３月５

日からの委員会審査において質問していただき

ますよう、よろしくお願いいたします。

それでは、委員会を協議会に切り替えます。

理事者入れ替えのため、しばらく休憩いたし

ます。理事者が入れ替わり次第、協議会を開始

します。

― 午前１０時 ７分 休憩 ―

― 午後 ２時２３分 再開 ―

【山下委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審査

内容については、原案のとおり決定されました

ので、理事者へ正式に通知することといたしま

す。ほかに、ご意見等はございませんか。

〔なし〕

ほかにご意見等がないようですので、これを

もちまして、本日の文教厚生委員会を終了いた

します。お疲れさまでした。

― 午後 ２時２３分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年３月５日

自  午前 ９時５９分

至  午後 ２時２７分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 山下 博史 君

副委員長（副会長） 鵜瀬 和博 君

委   員 中山  功 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 山田 朋子 君

〃 川崎 祥司 君

〃 宅島 寿一 君

〃 中村 泰輔 君

〃 坂口 慎一 君

〃 清川 久義 君

〃 中村 俊介 君

〃 畑島 晃貴 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

総 務 部 長 中尾 正英 君

学事 振興課 長 櫻間 秀道 君

６、審査事件の件名

〇文教厚生分科会

第1号議案

令和6年度一般会計予算（関係分）
第2号議案
令和6年度長崎県母子父子寡婦福祉資金特別
会計予算

第13号議案
令和6年度長崎県国民健康保険特別会計予算
第59号議案
令和5年度長崎県一般会計補正予算（第10号）
（関係分）

第69号議案

令和5年度長崎県国民健康保険特別会計補正

予算（第1号）

７、付託事件の件名

〇文教厚生委員会

（1）議 案

第16号議案
職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例（関係分）

第17号議案
長崎県手数料条例の一部を改正する条例

第24号議案
長崎県病院及び診療所の人員、施設等の基準

に関する条例の一部を改正する条例

第25号議案
長崎県医学修学資金等貸与条例の一部を改正

する条例

第26号議案
長崎県指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営の基準に関する条例等の一部を改

正する条例

第27号議案
長崎県指定介護療養型医療施設の人員、設備

及び運営の基準に関する条例を廃止する条例
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第28号議案
長崎県手話言語条例

第29号議案
長崎県指定通所支援の事業等の人員、設備及

び運営の基準に関する条例等の一部を改正す

る条例

第30号議案
長崎県婦人保護施設設置条例等の一部を改正

する条例

第31号議案
長崎県公立学校情報機器整備基金条例

第32号議案
市町村立学校県費負担教職員定数条例及び県

立学校職員定数条例の一部を改正する条例

第42号議案
長崎県公立大学法人の中期目標〔第4期〕の一
部変更について

第43号議案
長崎県公立大学法人定款の一部変更について

第51号議案
長崎県福祉保健総合計画の変更について

第52号議案
第四期長崎県教育振興基本計画（関係分）

（2）請 願

   な  し

（3）陳 情

・海運・船員の政策諸課題に関する申し入れ

８、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５９分 開会 ―

【山下委員長】皆さん、改めましておはようご

ざいます。

ただいまから、文教厚生委員会及び予算決算

委員会文教厚生分科会を開会いたします。

それでは、議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

16号議案「職員の給与に関する条例等の一部を
改正する条例」のうち関係部分、外14件でござ
います。そのほか陳情1件の送付を受けており
ます。

なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を文

教厚生分科会において審査することになってお

りますので、本分科会として審査いたします案

件は、第1号議案「令和6年度長崎県一般会計予
算」のうち関係部分、外4件であります。
次に、審査方法についてお諮りいたします。

審査は、従来どおり、分科会審査、委員会審

査の順に行うこととし、部局ごとにお手元にお

配りしております審査順序のとおり行いたいと

存じますが、ご異義ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山下委員長】ご異義ないようですので、その

ように進めることといたします。

これより、総務部関係の審査を行います。

【山下分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

総務部長より、予算議案の説明を求めます。

【中尾総務部長】 おはようございます。

それでは、総務部関係の議案についてご説明

いたします。

総務部の「予算決算委員会 文教厚生分科会関

係議案説明資料」をお開きください。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

1号議案「令和6年度長崎県一般会計予算」のう
ち関係部分、第59号議案「令和5年度長崎県一
般会計補正予算（第10号）」のうち関係部分で
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あります。

4ページをお開きください。
初めに、第1号議案「令和6年度長崎県一般会

計予算」のうち関係部分についてご説明いたし

ます。

令和6年度当初予算においては、県議会や市
町、有識者懇談会のご意見等をお伺いしながら

策定した「新しい長崎県づくり」のビジョンに

掲げる、概ね10年後のありたい姿の実現に向け、
施策を推進していくための基礎づくり・土台づ

くりを中心に、部局横断的に取り組んでいくこ

ととしております。

併せて、県勢のさらなる発展を図るため、長

崎県総合計画の着実な推進にも力を注いでまい

りたいと考えております。

このうち、総務部においては、地域に根差し

た実践的な教育等を通じて、若者の地元定着を

推進するほか、企業との連携強化、大学の競争

力向上に向けた教育環境の整備、充実を図るこ

とで、魅力ある選ばれる県立大学を目指します。

また、少子化の進展に伴う児童生徒の減少に

より教育を取り巻く環境が一段と厳しさを増す

中、建学の精神に基づいた特色ある教育による

魅力ある私立学校づくりを推進します。

歳入予算総額は40億859万4,000円、歳出予算
総額は132億1,788万1,000円を計上いたしてお
ります。

歳出予算の主な事業についてご説明いたしま

す。

5ページをお開きください。
長崎県公立大学法人に対する運営費交付金、

県立大学佐世保校の建替えのための施設整備事

業費補助金等に要する経費として、大学法人費

38億1,202万3,000円。
私立学校の教育条件の維持・向上、施設の安

全性の確保及び保護者負担の軽減を図る経費と

して、私立学校助成費93億315万2,000円を計上
いたしております。

次に、令和7年度以降の債務負担を行うもの
についてご説明いたします。

5ページでございます。
県立大学佐世保校建設整備に伴う建設工事関

連経費について令和7年度に要する経費として、
県立大学佐世保校建設整備事業費2億1,000万
円、SNS等を活用した相談業務委託について、
令和7年度に要する経費として、私立学校振興
事務費105万円を計上いたしております。
次に、第59号議案「令和5年度長崎県一般会

計補正予算（第10号）」のうち関係部分につい
てご説明いたします。

補正予算額は、歳入予算6億5,051万円の増、
歳出予算5億4,349万9,000円の減を計上いたし
ております。この歳出予算の主なものは、大学

費に係るものであります。

また、今回の補正予算のうち国において決定

された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」

に沿った国の補正予算等に適切に対処するため、

必要な予算を追加しようとするものとして、高

等学校私立学校助成費4,280万9,000円の増、中
学校私立学校助成費1,113万6,000円の増、小学
校私立学校助成費393万8,000円の増を計上い
たしております。

次に、令和6年度以降の債務負担を行うもの
についてご説明いたします。

県立大学佐世保校建設整備に伴う建設工事関

連経費について、令和6年度に要する経費とし
て、県立大学佐世保校建設整備事業費2億3,125
万1,000円の増を計上いたしております。
次に、繰越明許費についてご説明いたします。

物価高騰の影響を受ける子育て世帯の負担軽
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減を図るため、私立小・中学校の給食費及び私

立中学校・高等学校の寄宿舎運営費の支援にお

いて、国の経済対策補正予算を活用する事業で

あり、年度内に適切な事業期間を確保できない

ことから、私立学校助成費5,788万3,000円につ
いて、繰越明許費を設定しようとするものでご

ざいます。

最後に、令和5年度補正予算の専決処分につ
いて、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。

令和5年度の予算については、今議会に補正
をお願いいたしておりますが、今後、年間の執

行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要が生

じることから、3月末をもって令和5年度予算の
補正について専決処分により措置させていただ

きたいと考えておりますので、ご了承賜ります

ようお願いいたします。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

申し上げます。

【山下分科会長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【川崎委員】 おはようございます。それでは、

令和6年度予算についてお尋ねいたします。大
きくは2点。
私立学校の耐震化事業助成金2,885万8,000

円でありますが、耐震化率89.8％と、全国では
低位の方ということでした。未耐震化が10.2％、
あと1割ほど残っているということです。
説明では、私立学校は歴史的に古く、老朽化

した施設が多いが、学校経営も厳しいというこ

とで説明がありましたが、この予算執行のめど

についてお尋ねをいたします。

【櫻間学事振興課長】私立学校の耐震化につき

ましては、災害時における児童生徒、教職員の

安全確保のために早急に進める必要がある課題

と認識しております。

令和5年度は予算ゼロでございました。令和6
年度の当初予算で予算を計上しているんですけ

れども、こちら、私立学校1校から1棟の耐震化
の整備の計画が出ておりましたので、これに対

応するように予算を計上しているところでござ

います。

【川崎委員】 1校1棟ということで、耐震化率
がどこまで伸びますか。100％にはならないん
でしょうが、どうすれば100％を目指せるのか、
お尋ねいたします。

【櫻間学事振興課長】 この1校の改修が終わる
ことによっての率は、すみません、今計算がで

きてないんですけれども、今後の見込みとしま

しては、来年度において耐震化の基準を満たし

ていない建物として3棟ございます、特定の学
校なんですけれども。そちらが3棟を壊して1棟
を新たに建てるという計画もございます。

こういったことで、今のところ、そういった

形で耐震化が進むことは予定されているところ

です。ただ、100％にしていくためには、どう
しても私立学校側、委員からもご指摘がござい

ましたとおり、なかなか経営状況が厳しい、古

くからある学校が多いということで、経営上厳

しいということもございますので、やはり財源

確保というのが一番の課題になってまいります。

財源確保につきましては、国に対してにはな

りますけれども、事業費の確保と、それから補

助率が、同じ児童生徒の安全を守るということ

からすると、私立、公立で本来差があってはい

けないのかなというふうに考えております。そ

のため公立学校と同率の補助率を国に対して要

望しているところでございます。
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また、県におきましても、私立学校に対して

学校訪問を行っております。そういった機会に

改めて耐震化の推進についてお願いするととも

に、あと、県の予算としましては、学校施設が、

校舎が避難所の指定を受けている場合には、県

の方で補助率の引上げを行うようにしておりま

す。そういった制度についても私立学校にはご

紹介しながら、私立学校の耐震化の、今、着手

できていない私立学校に対しましては、しっか

りと働きかけをしてまいりたいと考えていると

ころでございます。

【川崎委員】ちょっと確認ですが、公立と同等

の補助率ということは、どういうことですか、

公立は補助ってあるんですか。

【櫻間学事振興課長】 国の補助になりますが、

耐震化の基準になりますIs値で0.3未満の場合
に、私立は2分の1補助ですけれども、公立は3
分の2の補助がございます。それから、0.3から
0.7の場合には、私立学校は3分の1ですけれども、
公立に対しては2分の1の補助があるという状
況でございます。

【川崎委員】わかりました、国の補助率のこと

ですね。承知しました。

いずれにしても、子どもたちの安全・安心な

学習の場ということを考えると、早期に対応を

お願いしたいと思うのと、経営のご事情もある

ものの、歴史的に古いということから、そうい

ったことを大切にされるという学風といいます

か、そんなことがもしあられるんだったら、な

かなか前に進まないと思いますが、そういった

ところはないんですか。

【櫻間学事振興課長】建物の歴史的な価値とい

うお話は、今のところ、学校からは聞いており

ません。

【川崎委員】 ありがとうございます。

では、次に移ります。

高等学校生通学費補助金1,880万7,000円に
ついてお尋ねをいたします。

まず、遠距離通学の皆さんに対する支援とい

うことでありますが、この遠距離の定義は、ど

ういったことになってますでしょうか。

【櫻間学事振興課長】通学費補助において遠距

離となる基準としましては、9キロを目安にし
ております。この9キロに相当する定期券代と
いうのが、今のところ、大体1万2,000円となっ
ております。ですので、この1万2,000円までは
ご自身でご負担いただくことになるんですけれ

ども、これを超える分について補助の対象とし

ているところでございます。

【川崎委員】 9キロということですが、定期券
代も今は1万2,000円かもしれませんが、今、運
賃の値上げもされています、あるいは路線が削

減されてあらゆる交通機関を組み合わせた形で

やらないといけないというケースも出てこよう

かと思います。

今後、1万2,000円というところが当然上がっ
ていくというところもあるわけで、この計算の

方法によれば、そういった増嵩に対して保護者

さんの負担を抑えるという制度にはなっていな

いように思うんですが、そういったところは配

慮されているんでしょうか。

【櫻間学事振興課長】まず、路線廃止とかに伴

って乗り継ぎが必要になった場合、複数の交通

機関を使う場合であっても、それは合算した額

で補助は行うようになっております。

今回、1万2,000円の部分についてですけれど
も、9キロを目安としていることで、どうして
も運賃が値上げされた場合には、その9キロに
相当する控除額というのが出てまいりますので、

この1万2,000円については、どうしても負担は
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増える形にはなろうかと思います。

ただ、その1万2,000円を超える部分につきま
しても、そこの運賃の改定に伴って増えた負担

につきましては、補助の対象として負担増にな

った分全額を対応するということにはならない

んですけれども、9キロを超える部分について
は、その増嵩分についても対応できる制度とな

っているところでございます。

【山下分科会長】 ほかにありませんか。

【堀江委員】 まず、横長資料の10ページ、サ
イドブックスで発信します。私立学校耐震化事

業費の2,885万円、でも、これはなかなかわかり
にくいので、2月の概要説明の方がわかりやす
いので、こちらを発信します。

これ、耐震化の推進の中の当初予算2,885万円
なんですけれども、耐震化率が89.8％というこ
とで、先ほどの川崎委員とのやり取りの中で、

耐震化率はどれくらいかということの中で計算

をしていないというふうにも答弁が聞こえたよ

うなんですが、この概要でいうところの89.8％
というのは、これは令和6年度の耐震化率とい
うことですか、予算を含んでいるということな

のかどうか、そのことを再度確認させてくださ

い。

【櫻間学事振興課長】 この89.8％というのは、
令和6年度当初予算を含まない形での数字にな
ります。申し訳ありません、先ほど答弁できな

かったんですけれども、令和6年度に1校の建替
えが終了した時点で90.36％となる予定です。
【堀江委員】そうしますと、耐震化率というこ

とは、今回、1校1棟の整備の申出があっている
ので90％を超える状況ということは理解いた
しました。

いずれにいたしましても、先ほどの答弁であ

ったように、財源確保が一番の課題ということ

ですので、私学側の都合ももちろんありますし、

そしてまた、その上での財源の確保ということ

もあります。耐震化を進めるというのは、当事

者である私学が一番思っていることだと思うの

で、あらゆる対応を取っていただきたいという

ことを私の方からも申し上げさせていただきま

す。

次に、同じく横長の10ページですが、発信し
ますね。

この中では、私立学校振興費の中の私立学校

助成費ですが、令和5年度の当初予算では県内
就職推進員の予算というのがあったんですけれ

ども、令和6年度の横長資料の10ページにはそ
の予算がないんですが、就職推進員の予算とい

うのはどこにいったのか、国との補助金のやり

取りがあるかと思うんですが、教えてください。

【櫻間学事振興課長】 令和5年度までは私立高
等学校県内就職推進事業として予算を計上して

いましたが、こちらの事業につきましては国庫

補助事業になっておりまして、国の運用の基準

が変更されまして、これまでのこの事業費とし

て実施した場合には、従来どおりの補助額の維

持が困難になってまいりました。そのため、こ

の県内就職推進員の設置に係る補助金を、今記

載しております中では私立学校教育振興費補助

金（全日制）という事業にメニューを移しまし

て、こちらの事業の中の特別加算の一部として

予算を確保するように取扱いを見直しておりま

す。

ですので、従来の事業の補助率ですとか、補

助対象、要件等は変えずに、予算を計上してい

る事業を変更したというのみになります。

【堀江委員】 そうしますと、横長9ページにな
りますかね、これを発信します。この高等学校

私立学校助成費の2番目ですね、言われた私立
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学校教育振興費助成金の全日制43億2,713万円
ですけれども、これは前年度の資料と比較いた

しますと、8,610万円増えてますよね、令和5年
度と比べて。

そうしますと、いろいろ内容が増えていると

は思うんですけれども、私が言っている県内就

職推進員の予算というふうに見た時に、これは

増えたのか減ったのかどうだったのか、変わら

ないのかというのは答弁可能ですか。

【櫻間学事振興課長】この積算上、予算上の話

になりますけれども、1校当たり250万円を上限
としております。これを10校分、総額で2,500
万円を見込んでいるところでございまして、令

和5年度の当初予算では2,193万1,000円でした
ので、増額になっているという状況でございま

す。

【堀江委員】 今、10校分の予算を見込んでい
るというふうに言われました。上限が250万円
ということなんですが、そうしますと、昨年の

決算審査の中で私学に、いわゆる県内就職推進

員というのは何校に配置をされているのかとい

う質疑の中で、9校配置をしていますという答
弁だったと私は理解しています。

そうしますと、令和6年度、新年度は、これ
は推進員を受け入れるというか、推進員を希望

する学校が10校になるということですか。それ
とも今の段階は、まだ9校までしか希望がなく
て、10校予算が可能なので、10校に至る、あと
1校募りますということなのか、今の時点で希
望があることなのか、それがわかりますか。

【櫻間学事振興課長】希望に基づく数字か、予

算見込みとしての数字かというところは、すみ

ません、今ちょっと把握できておりません。申

し訳ありません。

【堀江委員】 予算は積算根拠がありますよね。

だから、250万円を上限として10校分の予算を
見込んでいると、それはそれでいいとしても、

それが根拠に基づいたものかどうかというのが

答弁できないというのは、ちょっといかがなも

のかと思います。

いずれにしても、私学の県内就職推進員とい

うのは、これまでのやり取りの中で、学校に推

進員が配置されるだけではなくて、だから学校

に配置される学校数が増えればいいということ

ではなくて、私学の先生は、そこで勤務が長い

ので、いわば就職推進員以上にキャリアがあっ

て、いろんな人的つながりがあって、そこの学

校の先生の方が県内就職の人脈については窓口

となったほうがいいという学校もあって、いわ

ゆる就職推進員は、うちの学校は要りませんと

いうのも私学にはあるんですよというのが、こ

の間、言われてきたことだと思います。

そういう意味では、私としては、県内の就職

率を上げるためにも就職推進員というのは多く

の学校に配置をしてほしいというふうに思って

いるんですが、それで予算との兼ね合いで令和

5年度は9校配置をしているので、じゃ、令和6
年度はどうなのかというふうにお尋ねしている

ところなので、そこの状況がわかれば教えてい

ただきたいと思っております。

もう一つ、これは横長の8ページですが、サ
イドブックスで通知をしますと、同じく大学費

の中の県内就職支援員です。ここですけれども、

これは同じく4番目に県内就職支援員が掲げら
れているんですが、前年比で予算が170万円減
っています。これは私立の高校だけじゃなくて

大学も県内就職推進員というのは大きな役割を

果たすというのは、部長説明でも述べられてい

るとおりですが、170万円減になったことの内
容はどういうことなのか、説明を求めます。
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【櫻間学事振興課長】県内就職推進員に係る予

算につきましては、令和4年度から6年度までの
3か年の事業として計上しております。
当初は令和4年度ですけれども、この県内就

職推進員を配置しましたのが6月定例会で予算
をご承認いただいた後、7月からの配置になっ
ております。

そのため、年間予算としましては490万円で
計上しました。これは庁内の予算要求上の整理

になりますけれども、総合計画を推進するため

の特別枠として予算を計上しているところでご

ざいます。

令和5年度におきましては、そういった特別
枠という整理がなくなりまして、年間必要な

660万円を計上していたんですけれども、令和6
年度当初予算の要求に当たりましては、総合計

画特別枠として予算要求していたものについて

は、別途、別の予算として組むということで、

490万円だけが別の形になりまして、残りの170
万円については、その他の予算からもってくる

という形で、金額としての合計は660万円には
なるんですけれども、ただ、今、ご説明したよ

うなところで、結局、この整理というのが内部

での予算要求上の整理となりますので、本来、

ここでご審議いただく場合には660万円と記載
しておくのが適切であったかなと思っていると

ころでございます。

【堀江委員】 横長8ページに書いてある490万
円というのは、前年度に比べて170万円減って
いるんだけど、170万円というのは、ほかの予
算に隠れていて、だから県内就職支援員という

予算は変わりませんよということですね。ちょ

っと見にくいですね。ほかの人は見えるかもし

れないけど、私はちょっと見にくいですね。し

かも、明確に県内就職支援員ということの運営

費交付金の中を分けて、こうやって明確に述べ

ておられるということからすると、思わず就職

支援員の予算が減ったのかというふうに思った

んですが、答弁としては、いや、前年度と変わ

りませんということなので、そういう意味では

県内就職支援員ということでは、令和6年度も
変わらず、県内就職のために同じように頑張っ

ていただくという理解でいいですか、その点だ

け確認させてください。

【櫻間学事振興課長】これまでと変わらず、令

和6年度においてもご活躍いただくことを考え
ております。

【山下分科会長】 ほかにありませんか。

【中村(泰)委員】 私からは、横長資料の8ペー
ジ、県立大学の情報セキュリティ産学共同研究

センターの450万円ですけれども、設立されて
数年たつ中で、特に令和6年度、主だった内容
につきましてどういったものがあるのか、ご答

弁をお願いします。

【櫻間学事振興課長】セキュリティセンターの

運営におきましては、セキュリティセンターの

中にコーディネーターを配置しております。そ

のコーディネーターが例えば地域貢献活動です

とか、あとは入居している企業であるとか、県

内企業などとの研究面においてのマッチングの

活動ですとか、あるいは今後に向けて、今、セ

キュリティセンターの方に入居企業はございま

すけれども、そういった企業も入居期限がござ

いますので、その後の入居につながるような活

動ですとか、そういった取組をコーディネータ

ーにやっていただいているんですけれども、そ

こに係る予算がこちらの予算になっております。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。コー
ディネーターの人件費ということで理解をした

んですけど、これは従来と比べてどのようにな
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っているのか、お願いします。

【櫻間学事振興課長】このセキュリティセンタ

ーは今年度から開設しておりまして、今年度か

ら配置をして、今年度と同様の予算で来年度も

引き続き計上しているところでございます。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。地元
の企業でありますとか企業誘致とか、そういっ

た側面からも効果的であるというふうに私も伺

っておりますので、これは引き続きぜひともお

願いしたいと思います。

先ほど地域貢献とおっしゃられたんですが、

これは例えばリカレント教育のようなものなの

か、ご答弁お願いできないでしょうか。

【櫻間学事振興課長】地域のセキュリティーと

かに関心のある企業の方を招いてのリカレント

教育もございますし、あるいは地域の子どもた

ちですね、児童生徒等に対して地域のプログラ

ミング教室を開いたりですとか、あとは高校生

を招いて、そのセキュリティセンターの中を実

際に見学していただいてといったことも行って

いるところでございます。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。そう
いった形で地域でありますとか、子どもたちに

対して学びを提供されているということ、すご

くいいなと思いました。もしよかったらそうい

った参考資料を後からいただければと思います。

もう一つ、横長の12ページですけど、私立学
校の振興事務費、これは令和7年度からという
ことですけど、105万円、SNS等を活用した相
談業務委託ということですけど、まず、この内

容についてお尋ねいたします。

【櫻間学事振興課長】 こちら、SNSを活用し
た相談体制の構築ですけれども、事業としまし

ては教育庁で行っておりまして、私学の分につ

いても一緒に行ってもらうために、この予算と

しましては、私学の分として学事振興課で予算

を計上した上で教育庁にお渡しして、教育庁で

まとめてやっていただく事業になります。

事業内容としましては、県内の中高生に対し

て対面での相談がなかなか難しい、悩みとかの

相談が難しいというところがございますので、

SNSを活用して気軽に様々な相談ができるよ
うな体制を構築しているところでございます。

【中村(泰)委員】 SNSというのは、具体的にど
ういったツールなのかをお教え願います。

【櫻間学事振興課長】内容としましては、ライ

ンを用いたアプリです。

【中村(泰)委員】 私がいじめに関わる事業者の
方、ベンチャーの方とかと話をすると、最近、

いじめの種類がネットとかになってきていて、

逆にラインでいじめられることが多くて、むし

ろ本当にいじめで苦しんでいる子どもたちはラ

インはしないと。ラインでの相談はあまりよく

ないということで専門家から聞いて、その方は

新たなプラットホームを立ち上げてされていま

す。そのあたりの認識についてお尋ねいたしま

す。

【櫻間学事振興課長】ラインによるいじめが増

えているということは承知しております。これ

につきましてはSNSを通じたいじめ等の場合
には、短期間のうちに、その内容が拡散される

という危険性があるということで、これについ

てはいじめの対応の中でも早急に取り組まない

といけないということで、学校等にも周知をし

ているところです。

ただ、ラインを使った相談がなかなかしづら

いというところについては、そこは私たちは認

識としてあんまり持ち合わせてなかったんです

けれども、従来どおり、電話等での相談にも対

応はしておりますので、ラインだけではなくて、



令和６年２月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（３月５日）

- 14 -

あらゆる手段を用いて、そういった相談の声を

受け付ける体制を維持していくことが大事なん

だろうと思っております。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。ライ
ンで相談をする子たちは当然いると思います。

汎用性が高いというか、たくさんの子どもたち

が使ってますので。ただ、ラインで救えない子

どもたちがいるということは、わかっていただ

きたいと思いますので、踏まえて引き続きご対

応いただければと思います。

以上です。

【山下分科会長】 ほかに質疑ありませんか。

【坂口委員】おはようございます。よろしくお

願いいたします。

今、中村(泰)委員から債務負担行為の私学学
校振興事務費についてご質問がありましたけれ

ども、これについて、そもそもなんで債務負担

行為なのかということですね。性質上、役務の

提供を受けて負債として残っているという場合

が一般的な債務負担なんじゃないかなと思うん

ですけど、今、内容を聞いたところ、ラインと

いうプラットホームを使った、どっちかという

とソフト事業みたいなイメージで確認をさせて

いただいたんですけど、期間が令和7年度まで
となっていると。この辺の理由について教えて

いただければと思います。

【櫻間学事振興課長】この債務負担行為につき

ましては、例えば、特に今回のSNSの相談体制
などにつきましては、新年度、4月1日の午前零
時から契約が発効する必要がございます。予算

につきましては、令和6年度予算は4月1日から
の執行になりますけれども、その予算がない状

態で前年度に翌年度に係る契約を締結しないと

いけないということがございますので、前年度

において翌年度に係る契約を結ぶことについて、

まず議会のご了承をいただくというところで、

この債務負担行為を行っております。

今回、令和6年度の当初予算で計上しており
ますので、令和7年度に係る契約を令和6年度中
に行いますということでの債務負担行為となっ

ております。

【山下分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山下分科会長】予算議案に対する質疑がほか

にないようですので、これをもって質疑を終了

いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山下分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了いたしま

したので、採決を行います。

第1号議案のうち関係部分及び第59号議案の
うち関係部分は、原案のとおり、可決すること

にご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山下分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおり、それぞ

れ可決すべきものと決定されました。

【山下委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

総務部長より総括説明を求めます。

【中尾総務部長】 総務部関係の議案について、

ご説明いたします。

総務部の「文教厚生委員会関係議案説明資料」

をお開きください。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

42号議案「長崎県公立大学法人の中期目標〔第
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4期〕の一部変更について」、第43号議案「長
崎県公立大学法人定款の一部変更について」、

第52号議案「第四期長崎県教育振興基本計画に
ついて」のうち関係部分であります。

初めに、事件議案についてご説明いたします。

第42号議案「長崎県公立大学法人の中期目標
〔第4期〕の一部変更について」でございます。
本議案は、長崎県公立大学法人の中期目標〔第

4期〕の一部を変更しようとするものでありま
す。

変更の内容は、地方独立行政法人法の改正に

伴い、令和6年度から年度計画を廃止するため、
長崎県公立大学法人の中期目標〔第4期〕にお
ける年度計画に係る記載を削除するものであり

ます。

第43号議案「長崎県公立大学法人定款の一部
変更について」でございます。

本議案は、長崎県公立大学法人定款の一部を

変更しようとするものであります。

変更の内容は、地方独立行政法人法の改正に

伴い、令和6年度から年度計画を廃止するため、
長崎県公立大学法人定款に係る年度計画に関す

る記載を削除するものであります。

次に、計画議案についてご説明いたします。

第52号議案「第四期長崎県教育振興基本計画
について」のうち関係部分でございます。

本議案は、現在の「第三期長崎県教育振興基

本計画が今年度末に終期を迎えることから、新

たに令和6年度から5年間の本県の教育の振興
に向けた基本的な方向性や主要な施策等を計画

として定めるため、長崎県行政に係る基本的な

計画について議会の議決事件と定める条例第2
条の規定により、議会の議決を得ようとするも

のであります。

総務部の関係部分については、政策の柱01

「一人一人に応じた最適な学びを提供する」の

「主要施策」として「⑥切れ目ない校種間連携

の推進」、政策の柱02「新しい時代に求められ
る魅力ある学校をつくる」の「主要な施策」と

して「⑦私立学校の振興への支援と公私立連携

した取組の推進」、政策の柱03「①生涯にわた
り誰もが学び、活躍できる地域づくりを推進す

る」の「主要な施策」として「①生涯を通じて

学ぶことができる拠点づくり」でございます。

なお、第四期長崎県教育振興基本計画につい

ては、次期の長崎県教育大綱を兼ねており、今

後とも、知事と教育委員会がより一層連携し、

教育行政を推進してまいります。

次に、議案外の主な所管事項についてご説明

いたします。

今回、ご報告いたしますのは、私立高等学校

新規卒業者の就職状況について、県立大学の卒

業予定者の就職内定状況について、県立大学の

一般入試志願倍率について、情報セキュリティ

学科一般選抜（前期日程）における入試ミスに

ついて、でございます。

まず、私立高等学校新規卒業者の就職状況に

ついてでありますが、私立高校においては、県

内就職推進員の配置を支援するとともに、産業

労働部や長崎労働局とも連携して学校ごとの県

内企業説明会や県内企業見学会を推進するなど、

私立高校生の県内就職率の向上を図ってまいり

ました。

本県の1月末現在における私立高等学校の就
職希望者の就職内定率は80.4％で、前年同期比
10.2ポイントの減少となっており、このうち県
内就職希望者の内定率は77.5％、県外就職希望
者の内定率は87.6％となっております。
また、県内就職内定者の割合は69.2％と、前
年同期比7.2ポイントの減少となっております。
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一方、1月末現在の未内定者数は146人となっ
ているため、県といたしましては、定期的に県

内企業等の充足・未充足情報の提供を行った上

で、未内定者の多い学校に対し、生徒の状況把

握と継続的な支援に取り組むよう、指導をして

おります。

今後とも、引き続き県内就職推進員の配置を

支援するとともに、産業労働部などと連携しな

がら、私立高校生の県内就職の促進に取り組み、

若者の地元定着を図ってまいります。

次に、県立大学の卒業予定者の就職内定状況

についてでありますが、令和6年3月卒業予定者
の1月末現在の就職内定率については89.3％で、
前年同期比0.1ポイントの増となっております。
学部別の就職内定率については、記載のとおり

でございます。

一方、就職内定者のうち県内就職の割合は

35.8％で、前年同期比4.4ポイントの増となって
おります。学部別の割合については、記載のと

おりであります。

県立大学においては、県内企業で活躍する卒

業生との座談会の開催や、令和4年度から配置
している県内就職支援員による県内企業の求人

開拓、県内企業情報の学生への提供など、県内

就職の取組を強化しており、経営学部、地域創

造学部、国際社会学部、看護栄養学部において、

県内企業への就職内定率が向上したことから、

1月末時点では前年同期を上回る県内内定率と
なっております。

今後も、未内定者に対する就職支援に当たっ

ては、県内企業を中心に紹介しながら、県内就

職率向上への取組を推進するとともに、一人で

も多くの学生が就職できるよう、大学と一体と

なって最後まできめ細やかな支援に取り組んで

まいります。

次に、文教厚生委員会関係議案説明資料（追

加1）」をお開きください。
県立大学の一般入試志願倍率についてであり

ますが、長崎県立大学においては、課題発見力

などの社会人基礎力、社会のグローバル化や情

報化に対応する能力を有する人材育成を目指し

て、英語教育の強化や課題解決型学習を取り入

れた実践的な教育を実施するとともに、高校訪

問や様々な媒体を活用した大学のPRなどを実
施し、魅力ある選ばれる大学となるための取組

を進めております。

その結果、令和6年度一般入試における最終
志願倍率は、大学全体では前年度比0.5ポイント
増の6.7倍となっております。学部別の志願倍率
については、記載のとおりであります。

また、大学全体の志願者数及び県内生の志願

者数も増加しており、学部学科再編や県内高校

訪問の強化など、これまでの県内生進学促進へ

の取組が徐々に成果として現れているものと考

えております。

最後に、「文教厚生委員会関係議案説明資料

（追加2）」をお開きください。
情報セキュリティ学科一般選抜（前期日程）

における入試ミスについてでありますが、令和

6年2月25日に実施した県立大学の令和6年度一
般選抜（前期日程）において、情報システム学

部情報セキュリティ学科の試験室で、主任試験

監督者が受験生に対し、誤った試験時間を伝え

ていたという事案が発生いたしました。

当該試験室の主任試験監督者が試験開始前の

説明において、実際の試験時間は90分であるに
もかかわらず、120分と伝えていたものであり、
試験翌日に受験者の保護者から大学に問い合わ

せがあり、このような事実が判明いたしました。

そのため、県立大学では、当該試験室の受験
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生54名のうち希望者を対象に、3月3日及び4日
の日程において再受験を実施いたしました。

なお、再受験に係る交通費、宿泊費は、大学

が負担することとしております。

入試の実施につきましては、細心の注意を払

ってきたにもかかわらず、このような事態を招

いてしまい、受験生の皆様には多大なるご迷惑

をおかけすることになりました。大学において

は、再発防止と信頼回復に努めていくこととし

ております。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

申し上げます。

【山下委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【中山委員】 第42号議案の長崎県公立大学法
人の中期目標〔第4期〕の一部変更について、
内容は、令和6年度から年度計画を廃止すると
いうことでありますけれども、若干心配してお

るわけであります。

これまで年度計画の役割というのは、どうい

う役割を担ってきたのかということと、年度計

画があるということは、年度目標があったんじ

ゃないかと思うんですが、その年度目標という

のは今後どうなっていくのか。

併せて、年度目標があって、年度計画があっ

て、それぞれにどういうものに対して目標設定、

計画を立てておったのか、項目ごとにですね。

その計画の内容についてお尋ねしたいなと思い

ます。

【櫻間学事振興課長】これまで中期計画自体は

6年間ですけれども、これに対して毎年、単年
度ごとの計画を立ててまいりました。これは最

終的に6年後にその目標が達成できるのかどう

かというところで単年度ごとに目標を掲げて、

その実績を出した上で外部の有識者から成る法

人評価委員会に、毎年、毎年の取組がどうだっ

たかという客観的な成果として評価をしていた

だいていたところでございます。

今回、その年度計画が廃止となる理由としま

しては、これは地方独立行政法人法の改正によ

るものでございますけれども、その法律改正の

趣旨としましては、これまで中期計画というの

がそもそもあるにもかかわらず、単年度ごとに

計画を別途つくることについて大学側にとって

は相当な負担があると。それから、設置者側に

とっても毎年の計画に対して評価を行っていく

というところでの負担があって、大学が本来取

り組まないといけない、例えば地域における高

等教育機会の提供ですとか、地域貢献であると

か、教育の質の向上、そういったことに取り組

む時間が年度計画への対応に取られてしまって、

なかなかそちらの方に十分な時間が割けないと

ころが課題であるというふうな整理の下に年度

計画を廃止するということになったものでござ

います。

ただ、年度計画は廃止されますけれども、途

中段階ですね、4年目までの業務実績を評価す
る途中評価というのは残りまして、当然、最終

的な全期間に対する期間評価、最終評価につい

ては、引き続き実施していくことになっており

ます。

【中山委員】大学側にとっても、知事部局にと

っても、計画の目標を立てるのに時間がかかる

と、負担がかかるということでありましたけれ

ども、そっちから見れば負担がかかるかもしれ

ませんよね。ただ、中期計画というのは6年な
んですよ、そして予算は単年度予算ですよ。そ

の評価をするためには、目標なり計画がないと、
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評価委員会にかけるといっても、評価委員会は

プロがおるかもしれんけれども、その中で何を

基準に評価していくのか、その辺がよく見えて

こないんですよね。

その何を基準にするかという問題と、評価委

員会は誰が指名するんですか、そこをちょっと

教えてくれますか。

【櫻間学事振興課長】評価委員会につきまして

は、県の方から指名しております。

【中山委員】 今、大学もそうだけれども、県内

就職についても、これが大学の貢献の中でも最

たるものだと思います、長崎県に対してね。目

標を立てて、今度は少し、何％か、0.幾ら上が
ったけれども、10％ぐらい外れているわけよ。
毎年、毎年、委員会でも指摘を受けながら、評

価委員会でも受けながらやれないじゃないです

か。ましてや、今度、6年間ということになる
と、誰がチェックできるんですか、誰が言うん

ですか。学事振興課でやれるんですか、それが。

そういった意味で、私は、よっぽど学事振興

課がきちんとやらんことには進捗管理はできな

いと思いますよ。そういう意味からしまして、

年度計画を廃止するということについては、私

は心配してます。

それも併せて、今後は評価委員会で県がする

ということだから、大学がするよりはいいと思

うんですけれども、やはり自分たちに都合のい

い人しか選ばないんですよ、大学に対して理解

のある人を。そうなると、公募委員あたりは民

間から公募してやらせるというのも一つの方策

じゃないかと思っているんですよね。どうです

か、この辺の考え方。

【櫻間学事振興課長】委員の公募につきまして

は、これまで全て指名という形でしております

けれども、公募については、これまで検討して

おりませんでしたので、その公募の可能性につ

いては今後の課題とさせていただければと思い

ます。

それと、すみません、ちょっと補足になるん

ですけれども、国においては、毎年の年度計画

は廃止して、毎年の評価も行わないという形に

なっているんですけれども、委員おっしゃられ

るとおり、県としましても中期計画、年度計画

というのは、県が定めている中期目標を達成し

ていただくために具体的に取り組んでいただか

なくてはいけないことですので、それについて

は県としても、毎年、進捗がどうなのかという

のは、しっかり把握していく必要があるという

ところは認識しております。

ですので、法律上は法人評価委員会を開催す

る必要はないんですけれども、長崎県におきま

しては、毎年、法人評価委員会自体は開催させ

ていただきまして、法律の趣旨は負担を減らせ

という趣旨でございますので、これまでどおり

の負担というわけにはいきませんけれども、大

学に対しては、毎年、毎年、進捗が思わしくな

いところについては報告をしてもらって、それ

はちゃんと法人評価委員会にもご意見を聞く形

は毎年とっていこうというふうに考えていると

ころでございます。

【中山委員】 少し、安心まではせんけれども。

そこで遡って話をするけれども、年度計画、最

初に私が言うたように、大学には年度目標があ

るわけでしょう、これは県の方でつくっていた

わけでしょう。これはやれるわけやろう、違う

とね、それを聞いたんだけれども、どうなんで

すか。

【櫻間学事振興課長】目標につきましては、県

の方からは中期目標のみ示しておりまして、年

度ごとの目標というのは、県からは示しており
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ません。あくまで大学における毎年の年度計画

のみ策定されていたところでございます。

【中山委員】県の方は、中期目標があって中期

計画、年度目標があって年度計画というのが普

通だと私は思っていたものだからね。県の方は、

中期目標はつくるけれども、それ以外について

は、進捗状況については管理しておったけれど

も、具体的な目標をつくってやってはいなかっ

たということですね。その辺が一番弱いところ

ですたい、任せているということはね。計画が

なかったらば、しっかり進捗管理を、学事振興

課の力量が問われますよ。ぜひその辺をしっか

りやっていただきたいということ。

併せて、評価委員会につきましては、県民か

ら選んで、そういう人を入れてやることも活性

化につながると思いますので、ぜひひとつ今後

の方法の検討方をお願いしたいと思うんですけ

ど、再度お尋ねしたいなと思います。

【櫻間学事振興課長】今、ご提案いただきまし

たので、その公募委員というのが評価委員とし

てなじむのかどうかというところもございます

けれども、そこはいろいろ事例を調査した上で

活用ができるのかどうかというところは今後検

討してまいりたいと思います。

【中山委員】裁判員制度でも、あのプロの中に

一般国民が入ってやっているんですよ。私が言

いたいのは、評議員というのは、一定の専門性

を持った人だと思うんだけれども、そうじゃな

くて、やはり県立大学であって、選ばれる大学

というけれども、学生が選ぶんじゃなくて、や

はり地域貢献ということを考えた場合に、やは

り県民の中に有識者やいろいろな人がいるから、

熱意のある人を入れて、新しい視点で学校を見

てもらう、評価してもらうと、こういうことが

大事じゃないかと思いますので、ぜひ検討方を

要望しておきたいと思います。

以上です。

【山下委員長】ほかに議案に対する質疑はござ

いませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山下委員長】ほかに質疑もないようですので、

これをもって質疑を終了します。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山下委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終わりましたので、

採決を行います。

第42号議案、第43号議案及び第52号議案のう
ち関係部分は、原案のとおり、可決することに

ご異義ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山下委員長】 ご異義なしと認めます。

よって、議案は、原案のとおり、それぞれ可

決すべきものと決定されました。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について説明を

求めます。

【櫻間学事振興課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本委員会に提出して

おります総務部関係の資料についてご説明いた

します。

2ページをご覧ください。
陳情・要望に対する対応状況でございますが、

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

令和5年11月から令和6年1月までに県議会議長
宛てにも同様の要望が行われたものは、長崎県

私立中学高等学校協会ほか5名からの「私立学
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校等に対する助成制度の充実について」の1件
となっております。具体的な要望項目及び県の

対応につきましては、資料の2ページから6ペー
ジにお示ししております。

7ページをご覧ください。
附属機関等会議結果報告でございますが、令

和5年度11月から令和6年1月の実績は、11月14
日及び1月30日に開催しました長崎県公立大学
法人評価委員会2件となっております。会議の
結果につきましては、資料の8ページから10ペ
ージに記載のとおりでございます。

以上で資料の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げま

す。

【山下委員長】次に、学事振興課長より補足説

明を求めます。

その前に事務局より資料を配付いたします。

〔資料配付〕

【櫻間学事振興課長】私立学校教諭の大麻取締

法違反による逮捕事案についてご報告をいたし

ます。

こちら、お配りしております資料は、昨日、

委員の皆様方にGmailでお送りしておりました
ものになります。ですので、日付等が昨日の日

付となっております。それから、その時点での

情報としましては、ちょっと誤りがございまし

て、表題の下のところ、浦上署となっておりま

すけれども、こちら、正しくは時津署でござい

ました。

案件としましては、記載のとおり、私立学校

の教諭が大麻取締法違反により逮捕されたとい

うことでございます。

経過としましては、昨日、昼過ぎ頃に学事振

興課へ学校から連絡がございました。学校へは

直前に警察から連絡があって、連絡があり次第、

県に報告をしたということでございます。

通常は警察は事前に学校への報告等は行わな

いんですけれども、今回、報道で学校名も出る

ということで、あらかじめ報告があったという

ことでございます。

今、県の方で知り得ている内容は、こちらに

記載されている内容のみですけれども、県とし

ての対応としましては、学校に対しましては、

おそらく生徒、保護者はかなりショックを受け

られていることと思いますので、そういった児

童生徒、保護者に寄り添って適切に対応するよ

うにということで、県からは学校に申し伝えて

いるところでございます。

【山下委員長】次に、所管事務一般に対する質

問を行います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

【宅島委員】 政策等決定過程のところで、第3
回長崎県公立大学法人評価委員会、第4回長崎
県公立大学法人評価委員会、先ほど中山委員か

らも話がありましたとおり、この評価委員会は、

今から年度計画なしとしていく中で、委員のう

ちほとんど、3人ずつぐらい欠席をされている
んですよね。これは県が指名をされた方たちが

ここまで欠席をされるというのは、いかがなも

のかというふうに思います。ウェブで参加され

ている委員の方もいらっしゃるので、少なくと

もウェブで参加していただくような努力は県も

しなきゃいけないし、事前に委員の皆さん方が

出席できる日程をきちっと調整すべきだと思い

ますよ。これ、3名ずつぐらい欠席されてます
ね。ここの見解はいかがでしょうか。

【櫻間学事振興課長】委員ご指摘のとおりでご

ざいまして、本来、可能な限りご出席いただく
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というのがあるべき姿だと認識しております。

日程調整について、委員ができるだけ多く参加

できるところでということで設定はしているん

ですけれども、日時の設定とかについては、も

っと工夫が必要だったのかなというふうに思っ

ているところでございます。

【宅島委員】今後はしっかり対応していただき

たいと思いますし、少なくともウェブでの参加

ぐらいはきちっと県からも要請して参加してい

ただかないと、県が指名した人ですよね、県が

指名された方たちが委員なので、その人たちが

欠席ということはよくないと思いますので、し

っかりそこは注意していただきたいと思います。

以上です。

【山下委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山下委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事項について質問はありませんか。

【川崎委員】 県立大学のことですが、常々、県

内就職については話題に上がります。まず、概

要説明の時にもお聞かせいただきましたけど、

県内就職の定義についてお尋ねをいたします。

県内就職というものは、県内に本社がある企

業で県外勤務となった場合はどうなのか、ある

いは県外本社企業なんだけど、長崎支店勤務と

なった場合にはどうなのか、細かいことですけ

れども、お尋ねをいたします。

【櫻間学事振興課長】県内就職の定義でござい

ますけれども、県内本社企業で県外に勤務して

いる場合は、原則としては県内就職には含める

んですけれども、県外勤務であるということが

明確な場合には県外にカウント、就職先が県内

企業であれば県内という扱いでありますけれど

も、そこで県外に行っていたとしても県内就職

にカウントするんですけれども、明らかに県外

に勤務しましたとなれば、それは県外にカウン

トするということでございます。

それから、県外の本社企業で長崎支店等に勤

務した場合には県内就職に含めるという形でご

ざいます。

【川崎委員】 まず、県内の企業、県外の企業、

例えば誘致企業は県外の本社で長崎支店、営業

所とか結構あるわけで、要は、我々とすれば長

崎に定住というところがポイントなんだろうと

思ってまして、情報セキュリティが話題に上り

ますけど、ほとんどは県外、物理的にも移動し

てしまっているというような状況の中で、ぜひ

県内にとどまっていただけるような、そういっ

た新たな働き方というか、そういったところも

ぜひ考えていければなと思っているんてす。

特に、IT系の企業は勤務場所を選ばないスタ
イルが確立をしていると思います。パソコン一

つで、どこにいようと仕事ができるわけで、そ

ういったことで長崎県もワーケーションやノマ

ドワーカーの誘致、こういったことも推進をさ

れています。ワーケーションにしても、ノマド

ワーカーにしても一時的な滞在ですので定住と

いうことにはならないというふうに思いますけ

れども、どうしても若い人たちの思いとして中

央の大手の名だたる企業に就職したいというと

ころはあろうかと思います。

一方でそういった新たな働き方ということで

IT系という強みを生かして、地元に残りながら、
そして定住しながら、一方では大企業に勤めつ

つ、一定の処遇、報酬ですね、そういったもの

を得る。こういったところをつくり上げていけ

ないのか。長崎県モデルで、ぜひ情報セキュリ

ティ産学共同研究センター、そういったところ

でも研究をしていってほしいなと思います。

テーマも大きいし、産業労働部にもお手伝い
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をしてもらわないといけないところがあると思

いますので、ぜひ部長に見解を賜りたいと思い

ます。

【中尾総務部長】今、委員からご指摘のありま

したとおり、働き方が多様化していく中で場所

にとらわれない働き方、特にIT系といったもの
はそういうものがあるというのは、我々も常々

認識しているところであります。

そういう意味で県の事業としてノマドワーカ

ーをご紹介いただきましたが、そういったもの

の誘致といったものも進める中で、はからずも

働く場所が東京のような大都市にしか本社がな

いようなところがあって、そこで就職すること

で長崎を離れざるを得ないというような学生さ

んがいた時に、いやいや、こちらの方で、それ

こそパソコン一つで働ける環境というのが本社

の方で整備されているんですよということであ

れば、本人にとっても幸せでしょうし、我々に

とっても定住が促進されるということでは望ま

しいことであるというふうに思います。

そういう多様な働き方をする企業といったも

の、企業でもコロナ禍が明けまして職場回帰と

いったような話も一方ではございますが、そう

いった働き方ができるような環境というものが

様々な選択肢として用意されているということ

は事実ですので、そうした働き方をしている企

業といったものがどのようなものがあるか、こ

ういったことを情報提供することによって学生

の就職の幅も広がると思いますし、県としても、

そういった企業に就職できる学生をより育てて

いくということも大切であろうと思います。

そういった紹介ができるように、私どもで持

ち得る知識といったものはなかなか限られます

が、産業労働部と連携しながら、企業誘致本体

の、箱的なものとしての誘致も含めてですけれ

ども、ソフト的なそういった働き方も含めて産

業労働部と協力しながら雇用先の確保といった

ものを進めてまいりたいと考えております。

【川崎委員】これ、新たなチャレンジだと思っ

ていまして、パソコン一つですから家でもでき

る、大きなオフィスも要らない。しかも、自然、

食も豊かな長崎の地で生活しながら、例えば親

も近くにいれば、子育てだって応援をしてもら

うということもできるわけで、都心に行くと、

合計特殊出生率も1.0幾らとか、そういったこと
から考えていくと、やはりふるさとに残って、

近くに親、兄弟、親戚がいる中で仕事ができる。

しかも、自らのステータスもきちんと確立でき

るというところをぜひ目指して頑張っていただ

きたいなと思っています。

次に、私学の在校生の計画ですが、定員とい

うことですけど、少子化の進展に伴いまして、

これから急激にお子さんの数が減っていくとい

うところで、公立高校との調整、これがかなり

重要な問題になってくるんだろうと思ってます。

概要説明で7対3という割合はわかっているも
のの、私学の皆さんは、先ほども耐震化のとこ

ろで経営という感覚もありますが、経営という

ことは、つまり在校生の確保ということに、県

立大学もそうだと思うんですけど、それと直結

するわけで、公立とは異なるところがあろうか

と思います。

そういった中で調整について今後どういうふ

うに行っていくのか、お尋ねをいたします。

【櫻間学事振興課長】公私立の生徒数について

でございますけれども、公立、私立それぞれ、

翌年度の定員はどれくらいで募集するのかとい

うところについては、公立高校の募集定員につ

いて、公立、私立双方が集まる会議の場がござ

います。双方の学校長等で公私立高等学校連絡
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協議会というものを毎年開催しているんですけ

れども、ここの中で公立7、私立3という従来か
らの目安というのがございますので、翌年度の

中学校の卒業生の数などを見ながら、公立学校

において定員をどうするのかというところでの

議論をこの場で行っていただきまして、それぞ

れ公私立の意見を尊重した上で公立学校の定員

が決まるという形になっております。

公立学校の定員が決まりましたら、私立学校

におきましては、それぞれ独自の定員を定める

ことになりますので、目安として公立が7とい
うのを定め、私立学校については独自に決定す

るという形で定員の調整を毎年しているところ

でございます。

【川崎委員】毎年、調整をされているというこ

とでしたので、恐らくかなりせめぎ合いがあっ

ているんだろうと想像はいたしますが。

昨年の子どもさんの出生数が75万人、これは
外国人を含んで75万人、底落ちですので、日本
人だけだともっとぐっと減っていくんだろうと

思ってます。こういったお子様たちが高校に入

るのは15年後のことで、そう遠くないんですよ。
毎年、毎年ということでありますが、社人研の

予測よりも、それを上回るスピードで少子化が

進展している中で、毎年、毎年ということでは

なく、もう少し長期において、長期といっても

10年、15年は、そう長期でもないと思うんです
が、そこの視点に立って様々な検討をしていか

ないと、来年のことぐらいじゃ、なかなか私立

さんも大変だと思うんですが、いかがでしょう

か。

【櫻間学事振興課長】少し長期的な視点でとい

うことでございますけれども、先ほど申し上げ

た公私立が集まる会議におきましても、ある程

度先までの、今の中学3年生、2年生、1年生と

いうところの人数も見ながら、来年はそれでも

いいでしょう、しかし、再来年、何年後にはこ

ういう状況になりますよねというところで、少

し先を見据えた議論も行われているところでご

ざいます。

あと、そういったところで私立学校にとって

は公立学校のある程度長期的な考え方みたいな

ところも聞いた上で、私立としてはどういった

形で今後対応していくかというところは、それ

ぞれ独自に計画を立てられていると思うんです

けれども、その計画については県の方では把握

はしてないですけれども、県内の子どもたちが

減っていくというところで、私立学校によりま

しては、その分、県外から生徒を獲得するとか、

そういったところに力を入れて計画的に取り組

んでいる学校もあるところでございます。

【川崎委員】県外も多分減っていますよ、子ど

もはですね。まさにそこのところは、なかなか

厳しいなと思っていて、7対3、ずっとその割合
だけでいっていると私立さんは大変だし、逆に

私立さんを優先していくと、今度は公立を減ら

さんといかんとなれば、まさに離島・半島とい

った地域の公立高校の存続ということもまた課

題になってきて非常に頭が痛いところであろう

かと思いますが、ぜひここは少し長期の視点に

立って検討をお願いできればと思います。

続いて、いじめ対策ですが、一般質問でも教

育委員会には質問させていただきました。これ

は私立に対しても同じことでありますが、まず、

認知件数の推移についてお尋ねいたします。

【櫻間学事振興課長】認知件数の推移としまし

ては、ここ数年は大体100件前後で推移してい
るところでございます。今、手元で平成30年度
からの数字になりますけれども、認知件数91件、
平成31年度が76件、令和2年度が100件、令和3
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年度が110件、令和4年度が96件という形で、大
体100件前後で推移している状況でございます。
【川崎委員】教育委員会と各学校、公立の仕組

みと違って、教育委員会に匹敵するといいます

か、学事振興課の位置づけかなと、そう認識し

ているんですが、このいじめの問題についても

学事振興課の指導の下にしっかりと対策を打っ

ていただきたいなというふうに思っていますが、

そのいじめ対策について、どういった取組をさ

れているか、お尋ねをいたします。

【櫻間学事振興課長】県立学校の設置者は教育

委員会ということで申し上げますと、私立学校

におきましては、各学校の設置者は、それぞれ

の学校法人がなるところでございます。

ただ、いじめに関しましては、設置者ごとの、

それぞれの学校ごとに、学校内でいじめが起こ

った時にどう対応するかというところをそれぞ

れの学校が考えるような形でこれまで対応され

てきたかと思います。

ただ、このいじめの問題というのは、それぞ

れの学校が個別に、それぞれのやり方でやるも

のではなくて、やはり県内のどこの学校でも同

じような対応をやっていくべきだと思っており

ます。

そういう意味では、今年度からになりますけ

れども、私立学校の協議会にいじめ対策特別委

員会というのを設置していただきまして、そこ

の中で各私立学校が集まっていじめに対する対

応ですとか、そういったところについて今定期

的に委員会を開催して、私立学校全体の問題と

していじめを捉えて対策を考えていこうという

ことでの動きをやっていただいているところで

ございます。

【川崎委員】一般質問でもいろいろ提案をさせ

ていただきましたので、ぜひ参考に強化をお願

いできればと思います。

最後にお尋ねいたしますが、教育委員会に対

する一般質問で他の議員さんでしたけど、教育

委員会に対して最近問題になっている校則につ

いて質疑があっていました。

私学に対してはどうかなと思ってお尋ねをい

たしますが、まず、学校の校則というものは、

学事振興課は掌握されているんでしょうか。

【櫻間学事振興課長】私立学校の校則について

は、それぞれの学校の校則がどうなっているか

というところの詳細までは把握はしてないとこ

ろでございます。

【川崎委員】 掌握してないということなので、

もうこれ以上のことはないと思うんですが、最

近話題になっているブラック校則というものが

ないのかどうなのか、その対応がどうなってい

るかということについては、ぜひ関心を持って

お取り組みいただければと思いますので、いか

がでしょうか。

【櫻間学事振興課長】それぞれの学校の校則の

詳細については、承知はしてないところですが、

各学校、全ての学校について3年に1度、県が回
って副校長、教頭との面談を行っております。

そこの中で不適切な校則がないかということに

ついては、そこでそういった校則がないように

ということでの注意喚起は行っているところで

ございます。

さらに、校則の問題もございますけれども、

校則は例えばきちっとした校則であったとして

も、それを例えば検査をする時に不適切な検査

のやり方をやっているとか、そういったことも

問題はあろうかと思います。

そういったことも含めまして、今後も、面談

の機会もございますし、また、校長、教頭が集

まる会議の場も幾つかございますので、そうい
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った場でもそういった注意喚起を行ってまいり

たいと思います。

【山下委員長】 ここで暫時休憩します。

― 午前１１時２４分 休憩 ―

― 午前１１時２４分 再開 ―

【山下委員長】 委員会を再開いたします。

総務部関係の審査の途中ですが、午前中の審

査はこれにてとどめ、午後は1時30分から再開
し、引き続き総務部関係の審査を行います。

しばらく休憩します。

― 午前１１時２５分 休憩 ―

― 午後 １時２８分 再開 ―

【山下委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き、議案外所管事項について

質問を続行いたします。

質疑はありませんか。

【中山委員】長崎県立大学法人の地域貢献の現

状、また、今後の戦略等についてお聞きしたい

と思います。

どうしても県立大学ということで期待するわ

けであります。そういう中で県内就職率を高め

てほしいということで大分意見を言ってきたわ

けでありますけれども、なかなか目標に達成し

ないということで、いろいろ私なりに考えをめ

ぐらしてきました。それで一つの気づきとして、

この地域貢献を高めることによって頼られる県

立大学、頼もしい県立大学、そして県民と共感

できる大学になるためには、やはり地域貢献を

もう一回見直してみたらどうだろうかと思って

いるわけです。

そういう中で、部長の説明書の中にも、るる

触れてありますけれども、まず一つは企業振興

にどういう形で寄与していくのかという問題と、

地域に対してどういうふうな形で貢献していく

のか、また、大きく言えば長崎県にどういう形

で貢献していくのか、それについて少し分けて

質問してみたいなと思います。

最初の県内の産業の振興に貢献してまいりま

すということではっきりうたっておりますので、

その中でとりあえず大学の研究力の向上、そし

て、高度専門人材の育成・輩出、地場産業の支

援などとありますので、それぞれ取組を具体的

に紹介してもらうとともに、どういう効果を期

待しておるのか、それについてまずお聞きした

いなと思います。

【櫻間学事振興課長】県立大学における地域貢

献についてでございます。

まず、県立大学におきましては、大学独自に

研究テーマを定めて教員が研究を行う学長裁量

研究費というのがございます。これは学長が審

査を行って、その内容がいい研究であるかとい

うことの審査を行って研究費の配分をするんで

すけれども、その中におきまして長崎の地域課

題をテーマとした研究を進めるというところを

一つの大きな課題、テーマとして持っておりま

す。

そのほかにも離島であるとか、アジア国際戦

略とか、いろいろ種類がありますけれども、例

えば令和5年度の実績としましては、全部で42
件の学長裁量の研究内容があるんですけれども、

そのうちの22件は地域課題をテーマとした研
究となっております。研究面においては、そう

いった形で地域における課題の解決に向けた研

究を進めているというのが一つございます。

あとは、これは企業も含めてにはなりますけ

れども、地域公開講座というのを開催しており

まして、大学におきまして様々な研究成果等を

企業を含めた県民の皆様に還元をしているとい

うところがございます。
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あとは、県内の自治体からの受託研究である

とか共同研究といったことにも取り組んでいる

ところでございます。

【中山委員】取り組んでいる方向性については

わかりますけれども、それがあなたたちが言う

県内産業振興に貢献しているということについ

て、今の話だけではつながらんのですけれども

ね、私は理解できんとやけどもね。

具体的にその成果がどういう形で県内企業、

産業の振興に、生産力の向上なら向上につなが

ってきているという、そういう具体例を話して

もらわんことには、なかなか今の言葉だけでは、

やっているんじゃないかなと思うけれども、検

証のしようがないですね。

【櫻間学事振興課長】具体的な取組としますと、

これは大学の教員の研究ということではござい

ませんけれども、授業につきましては、学生の

教育の面におきましては、県立大学におきまし

ては地域に入っていっての、現場に入っていっ

ての実践的な教育に力を入れております。

そういった中で実際に企業の中に入って、例

えばインターンシップで入った場合には、その

企業の課題といいますか、そういったものを学

生が見出して、その解決策を提案するといった

取組を行っております。また、例えば商品開発

などに携わって学生が考えた商品が具体的に店

頭に並ぶような商品化をされたりといった取組

もされているところでございます。

【中山委員】今さっき言うた企業インターンシ

ップですね、どういう参加者がおって、そして、

それがどういう日程で進めていって、それが県

内就職にどう反映しているのか、説明できます

か。

【櫻間学事振興課長】県内就職率への反映につ

きましては、企業インターンシップのみをもっ

て、それが直接効果を上げたというところまで

は、なかなか言えないところかと思います。

企業インターンシップにつきましては、すみ

ません、休憩をお願いします。

― 午後 １時３５分 休憩 ―

― 午後 １時３７分 再開 ―

【山下委員長】 委員会を再開いたします。

【櫻間学事振興課長】企業インターンシップに

つきましては、実践経済学科と国際社会学科3
年次の必修科目として実施しております。それ

ぞれ必修科目ですので全員が受けるということ

になりますけれども、大体2週間程度､企業また
はNPO法人などにおいて、それぞれの就業体験
を行っているということでございます。

具体的に、これに参加したから県内就職率が

どれだけアップにつながったかというところま

では直接的にはなかなか言えないところでござ

います。

【中山委員】 企業インターンシップは2週間と
いうことですけれども、実質的には10日ぐらい
ですよね。これだけで、そこの企業の概要につ

いては、ある程度理解できると思いますけれど

も、やはりインターンシップするには基本的に

日数が少ないんじゃないかと、もっと増やすべ

きだというふうに私は考えています。

ぜひ、こういう効果が県内就職にどうつなが

っていくかについても、やはり検証する必要が

あると思います。これだけじゃないということ、

これを受けたことによって県内に対する反応が

変わってくるかもしれんし、そういう内容を含

めて、やはりこれを県内就職につなげるために

はどういうふうな検証をしていくのか。それを

含めて今後の課題としてやっていただきたいな

と思います。
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もう一つ、地域との連携で、しまのフィール

ドワークというものをやっていると思います。

これは4～5年やっていると思うんですけど、こ
の実績と、併せてしまのフィールドワークを受

けた人が一人か二人、県職員になったというこ

とは聞いたことがあっとですけど、併せて県内

就職につながっているのかどうか、これを検証

しているかどうか、お尋ねしたいと思います。

【櫻間学事振興課長】しまのフィールドワーク、

「しまなび」と呼んでおりますけれども、こち

らにつきましてこれまでトータル何人がこれに

参加しているのかというところは、すみません、

今、数字を持ち合わせていないんですけれども、

しまなび、しまのフィールドワークに参加した

学生が県内に就職しているというところはある

んですけれども、こちらにつきましても企業イ

ンターンシップと同様に、その相対関係といい

ますか、これが直接どれだけの割合で関わった

か、関与していったかというところは把握がで

きてないところでございます。

【中山委員】 この辺は大学が最もPRして、こ
ういうことで地域に貢献してますよと言ってい

るわけだから、地域貢献について、できるだけ

県内就職につなげていただきたいというふうに

私は思っているわけであって、ぜひひとつ、ど

ういう形で検証したらいいのかを含めて、ぜひ

前向きに検討をお願いしたいなと思います。

それと、今からの課題と思うんだけれども、

教職員が今どれだけおるかわからんとやけど、

教職員の数と併せて、教職員が地元貢献をどの

程度やっているのか、こういう検証をやってま

すか。

【櫻間学事振興課長】地域貢献に取り組んでい

る教員については、大学の方では把握ができて

いるんですけれども、今、こちらでは手元に何

人がというところの集計は持ち合わせておりま

せんので、確認ができましたらご報告させてい

ただければと思っております。

【中山委員】 教職員につきましては、100人以
上おると思うんですけれども、長崎県内の出身

者がほとんどいないと聞いているんですよ。ど

の程度が長崎県出身の教職員なのかを含めて、

ひとつ調査をしていただきたいなと思います。

併せてもうひとつ、あそこは3,000人以上、学
生がおると思いますけれども、学生が地域に入

ってどのような地域貢献をしているのか、具体

例があると思いますが、それについて少しお話

しできますか。

【山下委員長】 暫時休憩します。

― 午後 １時４３分 休憩 ―

― 午後 １時４４分 再開 ―

【山下委員長】 委員会を再開します。

【中山委員】私が話した現状を含めて後で資料

として提供してもらいたいなと思います。

最後に、本当は最初に聞かなければいけませ

んでしたが、地域貢献に対してどういうふうな

考え方、位置付けで捉えているのかという問題、

併せて県と大学の中で地域貢献に対してきちん

と話が煮詰まっているのか、一致しているのか

どうかという問題を含めて、今の課長の答弁を

聞くと、もっともっと掘り下げて聞く必要があ

るわけでございますけれども、そうなると今後

の問題として地域貢献を上げてほしいと私は思

っているんですよね。そのための戦略を策定し

てやっていく必要があると思います。言うたよ

うに今日の段階では現状を聞いたわけでありま

すので、それを受けて次回にさらに深掘りして

質問していきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いします。
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【山下委員長】午前中の質疑の関係で学事振興

課長より答弁が1つありますので。
【櫻間学事振興課長】午前中の分科会の審査に

おきまして、令和6年度当初予算の県内就職推
進員私立学校の分について、堀江委員からご質

問いただきまして答弁ができなかった分がござ

いまして、確認ができましたので。

県内就職推進員は、今年度9校だったのが令
和6年度は10校ということで1校増える分につ
いては、そういう見込みを立てたのか、それと

も実際に手が挙がるのかということでしたけれ

ども、こちらにつきましては各私立学校の方に

希望調査を取りまして手が挙がったのが10校
ということで、手が挙がった分の予算を措置し

ているということでございます。

【堀江委員】そのことも含めて議案外で発言し

たいと思います。

今の答弁については、了といたします。

いずれにいたしましても、分科会のところで

述べましたが、県内就職推進員というのは大き

な役割を果たしていると思いますので、希望が

ある学校には配置をしていただくということで

対応していただきたいということを重ねて要望

したいと思います。

私は、議案外として、まず部長追加説明の2
ですが、これはサイドブックスで発信をします。

これは入試ミスの問題ですよね。大きくは2つ
質問がありまして、要は、2日間、再受験をし
たということですが、人数が何人かというのは

わかるんですか。

【櫻間学事振興課長】再受験をいたしましたの

が、3月3日と4日に行っておりますけれども、3
日に受験したのが18名、4日に受験したのが3名
となっております。

【堀江委員】そうしますと、主任試験監督者と

いう方がいて、この方は一人じゃないんですよ

ね、主任というから、もう一人いたんですよね。

複数いて、こういう入試ミスがあったという時

に、いわゆるミスがあった時に今後の対応をど

うするか、いわゆる防止策をどうするかという

ことになるんですけれども、その点は今の段階、

どのように考えておられるのか。あるいはまだ

今後の対応について検討していない段階なのか、

答弁ができたらお願いします。

【櫻間学事振興課長】まず、再試験が昨日まで

行われておりました。ミス発覚後は、まずは再

試験の実施に向けて大学としても全力で取り組

んできたところでございまして、再発防止策の

検討につきましては、これからということにな

ります。

ただ、今回のミスにつきましては、まずは主

任試験監督者が実施要領の確認が、結局、実施

要領は持っていたものの、違う部分を読み上げ

てしまったということで、そういったところで

の読み上げの、まず試験要領の確認のミス、そ

れから、そういったミスを行った場合、ミスに

気づいた場合に、それを試験本部にまずは報告

をするというところが、今回、それがなされて

いなかったということで、そこも一つミスであ

ると考えております。

あとは、そういった主任試験監督者がミス、

主任監督者に限らずですけれども、一緒につい

ている監督者も、役割ですとか、ミスをしない

ためのしっかりとした意識づけといいますか、

そういったところが試験本部としても十分では

なかったというところが要因かというふうに大

学では考えられておりますので、そういった要

因を押さえた上で、これからそういった要因が

再発しないためにはどういったことができるか

ということを検討していくこととしております。
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【堀江委員】 いずれにいたしましても、今後、

どういうふうにするのかということがこれから

明らかになるという答弁だったというふうに思

います。

この報告を聞くだけでは考えられないミスと

いうか、いわゆる間違ったところを読み上げた

のであれば、その場にほかの人がいるわけです

から、なぜチェックができなかったのかという

ことも含めまして、本部に報告するなりといっ

た、そういうマニュアルは別としても、現場で

はいろんな状態、いろんな事態が起こりますか

ら、その時にどう対応するかということで一人

ではなく複数以上の対応があるかと思うんです

けれども、それすら取れていなかったという時

に、いわゆる防止策というか、それをどうする

かということでは非常に難しい部分があるので

はないかというふうに私としては思います。

いずれにいたしましても、入試のミスという

のは、学生にとりましても、それから県民にと

りましても、やっぱり信頼度、信用度に関わっ

てくる問題ですので、今後の方向性をきちんと

明らかにするという方向で対応していただきた

いというふうに思います。

もう一つ、ペーパーで出されました大麻の取

締法違反に対する逮捕ですね。情報としては、

これ以上のことは言えないという報告だったん

ですが、問題は、昨日、今日の話ではないと思

うんですよね、逮捕者が出るということは。と

いうことは、この逮捕された方の日常の生活を

含めまして、教職にある方だと思うんですけれ

ども、子どもたちに大きく影響するという立場

にある中で、こういう違法行為の、いわゆる生

活がまかり通っていた、そこをどのようにチェ

ックしていくかということもあるかと思うんで

すね。

「今後の対応については、生徒、保護者に寄

り添った適切な対応を依頼した」ということが

学事振興課として学校に要望しましたというこ

とで、それはそれとして了解いたしますけれど

も、問題は、これも今後の対応ということで、

どうなんですか、こういう大麻の逮捕という事

案は、これは初めてですか。

【櫻間学事振興課長】 私が知る限りにおいて、

私立学校でこういった事案が起こったのは、恐

らくここ数年では、ないことかと思います。

【堀江委員】私の認識が間違いなければ、近年、

公立学校でこうした事案があったのではないか

と私は記憶しているんですね。そうすると、公

立、私立問わず、こうした状況に置かれている

という、生徒たちのこういう大麻に関わる問題

というのも、過去、問題になったことはあって

も、教職員の立場の人たちで関わるという問題

は、そうそうないことなので、そうしますと、

言葉をどう選んだらいいかわからないんですけ

ど、氷山の一角ではないんですが、本当にこの

事例一つだったのかというふうな疑念も出てく

るというふうに思います。それだけ非常に危機

感を持って対応するべきだと私は思うので、私

学の、その学校の関わり方というのが一方では

あると思うことは承知の上で、学事振興課とし

て今回の事案については、今後の対応という部

分で今の段階で考えておられることがあれば答

弁を求めます。

【櫻間学事振興課長】今回の事案は、なかなか

我々としましても、まさかこういうことが起こ

るとはというような感想であります。こういっ

た大麻というのが県内に限らず、様々報道がど

んどん出てきているような状況、そういった事

例が出てきている状況でございますので、こう

いった事案について、私立学校、それぞれの学
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校の内部だけの対応というのは、なかなか難し

いかと思いますので、そこは今、具体的にどこ

がというのはございませんけれども、関係機関

というのがあろうかと思います。そういった関

係機関と私立学校とのつながりというのをより

強力に図っていくということがまずは必要かな

と思っております。

【堀江委員】今の段階の答弁としては、そうい

う答弁になるかと思います。3月4日に学事振興
課に連絡があった事案ですので、いわゆるペー

パーの報告ということになっています。

いずれにしましても、公立、私立問わず、教

職の立場にある人たちが、やはりそうした違法

行為といいますか、状況に置かれているという

事態を深刻に受け止めて、今後の対応としても、

一学校に任せるということではなくて、県内の

私学、そして教育委員会も含めて対応をどうす

るべきかという方向性といいますか、そこにつ

いても一つ議論していくことが必要ではないか

というふうに私は思っています。

いずれにいたしましても、こうした事例の方

向性が見えてきたら所管の文教厚生委員会に報

告するという対応をとっていただければなとい

うふうに思っています。これは希望として要望

しておきます。

以上です。

【山下委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【坂口委員】 よろしくお願いします。

文教厚生委員会は初めてですので、少し基本

的なところでのお伺いになりまして恐縮ですが、

まず、私立高校は23校あると思いますけれども、
この定員数、生徒数、そして、それから導かれ

る充足率、これは5年間でどのような推移をし
ているか、まずここの確認からお願いいたしま

す。

【櫻間学事振興課長】私立学校の定員数に対す

る実際の生徒数ということで充足率ということ

になりますけれども、概ねこの5年間でいいま
すと、大体9割弱ぐらいを維持しているという
状況でございます。

【坂口委員】 9割を維持しているということで、
率はそういうことで、生徒数と定員数も恐らく

同じぐらいなのかなというふうに想像します。

午前中も話がありましたけれども、公私の比

率が7対3ということで、公立の高校は、ここ10
年間で充足率が10ポイントぐらい減少してい
るということです。

全体でどう考えていくかとなった時に、公私

7対3を維持するのであれば、どこで調整をしな
いといけないかというのは、多分おのずと明ら

かといいますか、明日、申し上げるべきことな

んでしょうけれども、なので明日申し上げたい

と思いますが、少なくとも私立は一定数を保っ

ていて公立が減っているという構造がある中で、

それを念頭に置いて、公立高校だけの問題とす

るのか、私学まで含めた本県の教育環境の問題

として捉えていくのかを考えた時に、少なくと

も私立の高校がそれぞれ運営、経営をされてい

るわけですから、それぞれお考えがあると思い

ますけれども、私立高校全体としての考え方と

か、あとは合意とかを取っていかないといけな

いと思うんですけれども、そういうコーディネ

ーターの役割は学事振興課にあるんじゃないか

なと私は思っておるんですが、そのあたりの見

解はいかがでしょうか。

【櫻間学事振興課長】 私立学校全体としては、

確かに7対3の3の方ということで、全体として
の目安としては、そうあろうかと思います。

ただ、それぞれの個々の学校を見ていきます

と、なかなか定員を満たすのに苦労されている
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学校もあれば、定員を上回る生徒数を確保でき

ているところもありまして、なかなかそこを一

律という言い方はおかしいかもしれないんです

けど、全ての私立学校全体として3割ですよと
いうところでの調整を県において行っていくと

いうところは、なかなか難しいところもあるの

かなというふうに思っているところでございま

す。

【坂口委員】 7対3を維持してくださいとか、
そういうことではなくて、私立の高校はある程

度一定数保っている現状がある。さらに言えば、

どちらかというと長崎市内、佐世保市内に集中

してある。一方で公立高校は、10ポイント以上、
ここ10年で減少していて、どちらかというと長
崎市、佐世保市の都心といいますか、都会部、

まち部の方が100％近い充足率になっていて、
周辺が減っていくと。

そういう構造がある中で全体の教育環境とし

て考えた時に、公立高校で調整していく、公立

高校だけの問題として考えているのか、私学ま

で含めた全体の問題として考えていくのかとな

った時に、やはり私学の、それぞれお考え、状

況もあると思いますけれども、そのあたりの合

意を図っていく、そういうコーディネーターと

しての役割があるんじゃないですかということ

を申し上げたわけでありまして、そのあたりを

どうお考えかなということを伺いました。

【櫻間学事振興課長】午前中に申し上げました

公私の定員を協議する会議自体、我々、学事振

興課で全体の調整といいますか、会議を開催し

ております。

そこで決まるのは、確かに公立の定員、概ね

7の部分ではあるんですけれども、かといって7
以外の部分については、私学が自由に皆さん好

き勝手にといいますか、好きにしていたのでは、

なかなか私学自体も計画的な経営はなかなかで

きないということがございますので、そこにつ

きましては私学においても適正な規模というの

は守っていただく必要がございます。

そういったところにつきましては、これは補

助金の制度の話になりますけれども、私立学校

に対しまして経常費の補助を行っております。

これにつきましては、生徒数一人当たりという

形の金額が決まってくる部分がございますけれ

ども、その際に定数の充足率が70％を切った場
合、あるいは130％を超えた場合、これについ
ては補助の対象外とするということで、あくま

で適正な定員の維持というところを私立学校に

対しては、補助金の制度を活用しながら、そう

いった働きかけをしているところでございます。

なお、130％を超えたところにつきましては、
補助がなくてもやっていけるでしょうというこ

とで、即、補助金は打ち切りになるんですけれ

ども、70％を下回る場合には経営改善の計画を
出していただくことで経過措置を設けて、即、

補助金をなしにするということはしない。

そういった形で定員に関しましては、県の方

でも私立学校に対して働きかけているところで

ございます。

【坂口委員】最後ですけれども、少なくとも公

立は第三期長崎県立高等学校改革基本方針で整

備・再編ということで、課題認識としては持た

れていると。具体的な方策までは示されていま

せんけれども、課題としては認識されていると

いう中で、そこにどう私学とうまく調整をして

いかれるのかなという心配がありましたので発

言をさせていただきました。また機会を捉えて

伺っていきたいと思います。ありがとうござい

ます。

【山下委員長】ほかに議案外の質疑はありませ
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んか。

【中村(泰)委員】 お疲れさまでございます。先
ほどから県立大学の地域貢献というところでの

議論がありましたけれども、予算の関係でもリ

カレント教育ということで触れさせていただき

ました。

まず、県立大学のリカレント教育の取組につ

きましてお尋ねいたします。

【櫻間学事振興課長】県立大学におけるリカレ

ント教育としましては、例えば地域創造学部に

おきましては、公的機関ですとか地域活性化に

携わる方などを対象としまして商店街の再生に

関するプログラムといったものを行っておりま

す。これはリカレント講座として開催しまして、

そういった方たちにお集まりいただいて商店街

の再生に関する講演、講義を行っております。

それから、看護栄養学部におきましては、栄

養や健康に関する業務に携わる方などを対象と

しまして、例えば糖尿病の食事、運動療法に関

するプログラムなどを実施しているところでご

ざいます。

こうしたリカレント講座の開催というのが、

今のところ、中心となっているところでござい

ます。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。こち
らのホームページから引っ張ってきました。さ

っきおっしゃっていただいた地域創造学部の商

店街の再生、あと栄養や健康に関するところ、

そういった教育をされているということでござ

います。

そこで、リカレント、学び直しということで

していく中で、実際、参加された方々が、どう

いったものを得られて、実際それが本当に再就

職であるとか、また、今やっていらっしゃると

ころで役に立っておられるのかどうか、そのあ

たりの認識をまずお尋ねいたします。

【櫻間学事振興課長】リカレント講座等受講い

ただいた皆様が、その受講を契機にどういった

効果があったのかというところについては、把

握はできておりません。ただ、講座に参加され

た方にはアンケートを取るような形で、どうい

った講座を開いてもらいたいのかというところ

で、そういった希望を踏まえて、その後の講座

の内容の改善にはつなげているところでござい

ます。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。他県
の県立大学さんとか、また、長崎大学さんのリ

カレント講座、教育というのを調べてみました。

提供できるものがどれだけあるのかというとこ

ろが一番ポイントになってくると思います。も

ちろん予算のところもあると思うんですが、あ

る県立大学さんは、潜在的な看護師に職場に戻

っていただくような取組ということで踏み込ん

でやっていらっしゃるところもありましたし、

長崎大学さんは情報データ科学部がございます

ので、そういったところでITのかなり深いとこ
ろまで教えて、実際の職場で、その経験を生か

してもらえるような、そこまで踏み込んでされ

ているところもあったりします。

県立大学も情報セキュリティ学科がございま

すし、看護のところでも、先ほど申し上げたよ

うなことも、もしかしたらできるかもしれない

ので、もう少し踏み込んでいただいて、これを

見る限り、リカレント教育というか、公開講座

というか、そういったものかなというふうにも

ちょっととれたものですから、地域貢献であり

ますとか、県内の企業に貢献をするためにも、

ぜひともそういった取組を検討いただければと

思いますので、ご答弁をお願いできないでしょ

うか。
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【中尾総務部長】先ほど中山委員からもご指摘

がございました。県立大学が果たす役割の一つ

として、やはり地域貢献というものは非常に重

要な要素だと思います。

その部分について、これまで様々、県立大学

でも取組を行ってきておりますけれども、ご指

摘にありますとおり、それがどう結びついてい

るのかという検証の部分がなかなか足りてない

というのは、本当に私どもがご指摘を踏まえる

べきところかと思います。

いずれにせよ、そういったものが実際に地域

にどう役立ったかということが目に見えるよう

な形になるかどうかは、その性質によるかもし

れませんけれども、できるだけその効果を検証

して地域に貢献しているという姿が、大学の一

つの姿として見えるような取組というものを考

えていきたいと思いますし、そのための実際の

行動というのも起こすべきかなというふうに考

えております。

他大学の事例なども参考にしながら、いろい

ろと工夫していきたいと思いますので、その旨、

大学とも協議をしてまいりたいと考えておりま

す。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。前向
きなご答弁をいただいたと思います。非常に厳

しい中でやっていらっしゃると思うんですけれ

ども、リカレント教育が今注目されていますし、

大学のそういったリソースを求めていらっしゃ

る方も必ずいると思いますので、よろしくお願

いいたします。

次のお尋ねですけれども、今回の予算でも私

立大学・短期大学外国人留学生支援事業という

のがあります。私も不勉強だったので、県がこ

ういったことをやっているんだということを知

りました。

要は、長崎に来ている、特に私立に通われて

いる外国人の留学生の方に、ぜひとも長崎で働

いてほしいといったこともされていると。これ、

産業労働部でされているような事業なのかなと

思ったんですけど、学事振興課でされていると

いうことで、現在の取組についてお尋ねいたし

ます。

【櫻間学事振興課長】この私立大学に対します

外国人の留学生支援事業ですが、主には留学生

に県内の大学に来ていただく取組の支援、それ

から、留学していただいた学生に県内に就職を

していただくための支援について補助をするよ

うにしております。

県内の就職についての支援ですけれども、具

体的に申し上げますと、例えば、留学生を採用

していただくための企業訪問に要する経費です

とか、それから、外国人留学生向けの企業セミ

ナー、相談会の実施経費といったものに対しま

して、こういった活動に対しまして補助してい

る状況でございます。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。産労
部との連携は、どういうふうにやっていらっし

ゃいますか。

【櫻間学事振興課長】産労部との連携につきま

しては、この事業自体は、個々の大学の活動に

対しての補助になりますので、学事振興課とし

て私立大学に対して行っている補助の内容と産

業労働部との連携という部分については、今、

ご説明できるような具体的な事例はございませ

ん。

【中村(泰)委員】 要は、支援をしているので、

学生さんが、留学生がどこの企業に行っている

か、詳細を確認されていないということだと思

います。産業労働部の方で受入れの企業、そう

いった留学生を必要とする企業がどこなのかと
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いうのは、当然わかっていると思いますので、

ぜひともそこのコミュニケーションを取ってい

ただいて、もう少し産労部と連携することで、

こういった事業をせっかくやっていただいてい

るのであれば、もっと生かしていただければと

思います。

そこで、他県を見た時に、私も一般質問で外

国人材の活躍推進ということで申し上げたんで

すけれども、実は留学生のところからワンスト

ップセンター、ワンストップでマッチングを行

うような取組をされている県もあったりします。

なかなかすぐにこういったものを立ち上げて

くださいというのは、ちょっと難しいと思いま

すので、ぜひとも産業労働部とも話をしながら、

こういう取組を進めていただければと思います。

最後のお尋ねですけれども、私立学校ですね、

特に中学、高校というところにはなるんですけ

れども、発達障害の生徒、児童に対しての支援

というところでお尋ねをいたします。

公立の学校であれば発達障害の子どもに対し

て、結構細かくフォローができると、先生が発

達障害の子どもに気づいた時には、相談員、支

援員が定期的にやって来てチェックもするし、

また、ハートセンターで、なかなか時間はかか

りますけれども、そういったところで面談であ

りますとか、ずっと経過を追っていくというこ

とであります。

しかしながら、私立学校になると、そういう

ことで細かく見ることができないので、学校の

運営をされている方、校長先生とかと話をする

と、やはりスクールカウンセラーといったもの

に頼らざるを得ない。そうなってくるとお金が

すごくかかるんだと。県から一定の支援をいた

だいているけれども、正直言って、今の支援で

は全然回らないと、そういったお声を伺ってお

ります。

私立学校の発達障害を持った児童生徒の対応

について、県の認識をお尋ねいたします。

【櫻間学事振興課長】発達障害児の児童生徒の

支援についてですけれども、従来からスクール

カウンセラーを活用するというのが中心になっ

てきたところではあるんですけれども、やはり

考え方としましては、各学校、教員を特別支援

教育コーディネーターというふうに一人指定を

しまして、教員としては、その方を中心に特別

支援教育に携わることになっております。

そういった場合にコーディネーターに指定さ

れた教職員ですとか、スクールカウンセラーな

どが特別支援教育の必要性を理解した上で、ど

ういった支援方法がよいのか、そういった支援

方法を学ぶこと。そして、それらの人たちだけ

に任せるのではなく、学校全体として組織的に

対応することが必要だというふうに考えており

ます。

これまでも、私立学校によって様々なんです

けれども、特にこういった発達障害の児童生徒

に対するかなり手厚い対応をしている学校もご

ざいます。ただ、今年4月からになりますけれ
ども、合理的配慮を必要とする児童生徒に対し

ては、それに配慮しないといけないということ

で法律が改正されますので、そこについては、

これまで発達障害児の教育に力を入れていたと

ころだけではなくて、全ての学校において学校

全体として取り組む体制をしっかり整えていく

必要があるというふうに認識しております。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。私立
学校の先生から言われたのは、お金がないから

支援をしてくださいと、はっきりそういうこと

でした。ただ、限られた予算の中でどこまでで

きるのかというところだと思います。学校の先
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生にも、そういった専門の立場を与えてされて

いるということを伺いました。国の方で合理的

配慮というところで、するようにというふうに

なっているんですけれども、いろいろ話を聞く

と、公立であればしっかりケアをされると。た

だ、ケアをされるということが、むしろそれを

敬遠してしまうご家庭もあったりするそうです。

うちの子どもは、要は発達障害じゃないと。だ

から、そういったことが嫌になって私立学校に

行くケースも一部ではあるということで。なの

で、私立学校における発達障害の対応というの

は、私も肌で本当に必要なことなんだなと感じ

ておりますので、その問題意識を改めて共有さ

せていただくということで質問させていただき

ました。よろしくお願いします。

【櫻間学事振興課長】そういった特別教育に関

する支援をということにつきまして、すみませ

ん、ご紹介が遅れたんですけれども、それぞれ

の私立学校の魅力を高めるための事業として、

よかとこ推進プロジェクト事業という予算を持

っております。そこにおきまして令和6年度か
らこういった特別支援教育に係る活動に関する

経費というのも補助対象メニューに加えて対応

することとしております。

【山下委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【畑島委員】 部長説明の3ページの私立高等学
校の新規卒業生の就職状況についてお伺いいた

します。

本県の1月末現在における私立高等学校の就
職希望者の就職内定率は、前年同期比で10.2ポ
イントの減少ということですけど、この要因は

どのように分析されてますでしょうか。

【櫻間学事振興課長】主な要因分析としまして

は、従来から卒業者における就職希望者が多い

学科として、商業科ですとか工業科が特に就職

する割合が高かったのでございますけれども、

そういった商業系、工業系の学科におきまして

定員が減になっております。それに伴いまして、

もともと高い就職率であった学科が廃止された

ことに伴いまして、全体的に就職率が下がって

いるというところが一つございます。

あと、公務員希望者につきましては、公務員

に合格しただけでは、まだこの数字に内定者と

してのカウントが上がってまいりません。一つ

の自治体にのみ合格していれば、そこで決まり

なんですけれども、複数の内定を取った生徒に

つきましては、最終的にどこに行くのかという

ことを決めた段階で初めて就職内定者に数が上

がってくるものですから、今の時点において、

公務員希望者で就業地を決めてないという生徒

が一定数いるということでございます。

主には、そういったところが率が下がってい

る要因と分析しております。

【畑島委員】ありがとうございます。私学です

ので、学事振興課がどこまで県としてそれぞれ

の教育内容をフォローしたりとかやっていくか

ということは、関与の仕方といいますか、悩ま

しいなと思います。

今、どの産業種においても、人手不足、人手

不足と言われているところがございますので、

まさに部長説明の中にもありましたが、産業労

働部ともしっかり連携して情報提供を行ってい

くといったところなので、そうした面でもしっ

かりサポートしていただければというふうに思

います。

また、県としての役割としましては、部長説

明にもございますが、やはり建学の精神に基づ

いて各私立学校の特色をしっかり伸ばしていく

ようなサポートをするというところが大事かな

というふうに思っております。
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議案の中でお聞きすればよかったんですけど、

今回、よかとこプロジェクトが2,400万円ほど計
上されているということですけれども、こうし

た産業分野とか、まさに就職を希望する方々へ

のサポートであったりとか、また、そういう特

色ある教育を伸ばしていく、専門性を高めてい

くみたいな、そうしたところもあったらいいの

かなと思うんですけど、何かそうした観点にお

いて想定されているメニューとかございますで

しょうか。

【櫻間学事振興課長】就職に関連したメニュー

としましては、例えば職業・ボランティア・文

化・健康・食等の教育の推進というメニューが

ございまして、職業体験ですとか、ボランティ

ア活動、そういう体験を行う授業といいますか、

学校が活動を行う場合に、これも対象メニュー

としております。あとは県内定着を図るという

意味でいいますと、地域の伝統文化の体験です

とか、自然体験、地域社会や産業界と共同した

取組、そういったものに対する取組についても

メニューとしております。

【畑島委員】ありがとうございます。やはり私

立学校が特色を伸ばしていくといった中で、当

然、進学を希望されている方々への学習指導と

いったところもありますけど、そうしたところ

は一定、塾とか民間の分野でも、市場の中でも

カバーできるかなと思っておりまして、そうじ

ゃなくて、本来、高校で人格形成を含めて子ど

もたちに対してしっかりと学習体験の場を提供

していく、その中で長崎の私立学校じゃないと

できないことは何なのか。そうしたところをぜ

ひ伸ばしていただきたいなと思いますので、今

回、そういう予算も計上していただいて大変あ

りがたいなと思っておりますので、引き続き、

各学校ともコミュニケーションを取りながらサ

ポートしていっていただければと思っておりま

す。

以上です。

【山下委員長】 ほかに質問はありませんか。

【堀江委員】議事進行についてですが、先ほど、

委員を先生と発言する部長答弁があったかと思

いますので、議事録を精査の上、委員長、副委

員長で対応方、よろしくお願いいたします。

【山下委員長】 かしこまりました。

ほかに質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山下委員長】ほかに質問がないようですので、

総務部関係の審査結果について整理したいと思

います。

しばらく休憩します。

― 午後 ２時２５分 休憩 ―

― 午後 ２時２６分 再開 ―

【山下委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、総務部関係の審査を終了

いたします。

本日の審査は、これにてとどめ、明日は午前

10時から委員会を再開し、教育委員会関係の審
査を行います。

大変お疲れさまでした。

― 午後 ２時２７分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年３月６日

自  午前 ９時５９分

至  午後 ４時３４分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 山下 博史 君

副委員長（副会長） 鵜瀬 和博 君

委   員 中山  功 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 山田 朋子 君

〃 川崎 祥司 君

〃 宅島 寿一 君

〃 中村 泰輔 君

〃 坂口 慎一 君

〃 清川 久義 君

〃 中村 俊介 君

〃 畑島 晃貴 君

３、欠席委員の氏名

    な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

教 育 長 前川 謙介 君

教 育 次 長 狩野 博臣 君

教 育 次 長 桑宮 直彦 君

教育 政策課 長 犬塚 尚志 君

教育政策課企画監 山下 健哲 君

福利 厚生室 長 市瀬加緒理 君

教育環境整備課長 山﨑 賢一 君

教 職 員 課 長 高稲 稔也 君

義務 教育課 長 岡野 利男 君

義務教育課人事管理監 谷口 昭文 君

高校 教育課 長 田川耕太郎 君

高校教育課参事 田代 賢司 君

教育ＤＸ推進室長 岩坪 正裕 君

特別支援教育課長 石橋 善仁 君

児童生徒支援課長 長池 一徳 君

生涯 学習課 長 加藤 盛彦 君

学芸 文化課 長 岩尾 哲郎 君

学芸文化課企画監 麻生 政登 君

体育 保健課 長 松山 度良 君

体育保健課．体育指導監 永田 数馬 君

教育センター所長 竹之内 覚 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５９分 開議 ―

【山下委員長】 おはようございます。

委員会及び分科会を再開いたします。

これより、教育委員会の審査を行います。

なお、植松高校教育課人事管理監から欠席す

る旨の届が出されておりますので、ご了承をお

願いいたします。

また、直塚高校教育課企画監から欠席し、田

代高校教育課参事が代理出席する旨の届が出さ

れておりますので、ご了承をお願いいたします。

【山下分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

教育長より予算議案の説明を求めます。

【前川教育長】 おはようございます。

予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説明

資料、教育委員会の2ページをお開きください。
教育委員会の議案についてご説明をいたしま
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す。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和6年度長崎県一般会計予算」の
うち関係部分、第59号議案「令和5年度長崎県
一般会計補正予算（第10号）」のうち関係部分
であります。

まず、令和6年度の教育行政の基本指針でご
ざいますが、これにつきましては2ページの中
ほどに記載のとおりでございます。

それでは、令和6年度の主要事業について、
新規・拡充事業を中心にご説明をいたします。

まず、2ページ後段の確かな学力の育成につ
きまして、小中学校においては、令和6年度か
ら、「令和の長崎スクール事業」として、現行

の学習指導要領や中教審答申「『令和の日本型

学校教育』の構築を目指して」等で提唱されて

いる様々な理念等の具現化を図る事業を、全て

の市町教育委員会と連携して展開していきます。

今求められる学校の姿、学びの姿について、そ

の背景を踏まえて理論を整理するとともに、協

力校における実践等をまとめた手引書を作成し、

県内の全ての教員に周知することにより、本県

児童生徒の資質・能力の向上に向けた取組を推

進してまいります。

次に、3ページの中段、豊かな心の育成につ
きまして、「第五次長崎県子ども読書活動推進

計画」に基づき、「みんなで創る！ながさき読

書活動推進事業」として、学校及び図書館関係

者をはじめ、福祉医療関係者、民間団体等のつ

ながりを生かしながら乳幼児期からの読書活動

を活性化させる取組の推進を図ってまいります。

また、学校や地域における読書活動を牽引して

いく児童生徒を育成するなど、子どもの主体的

な読書活動の推進に努めます。さらには、障害

のある子どもなど多様な子どもの読書活動を支

える環境の充実を図ってまいります。

健やかな体の育成につきましては、記載のと

おりでございます。

4ページでございます。
ふるさと教育・キャリア教育・職業教育の推

進といたしまして､3パラグラフ目から、高等学
校段階においては、令和6年度から「NEXT長崎
人材育成事業」として、急速な技術の発展等に

よる社会情勢の変化に対応し、柔軟な発想で課

題解決や新しい価値の創造ができる人材を育成

するため、企業見学や外部人材による講座を通

じて、半導体関連など成長分野の企業や先端技

術を学ぶ機会の充実を図るとともに、アントレ

プレナーシップ教育プログラム開発やアプリ開

発講座を実施いたします。

また、幅広い産業で今後活用が見込まれるド

ローンについて、ドローンの操縦やプログラミ

ングなどを体験できる講座や専門高校において

ドローンの専門的な技術を学ぶ講座を実施する

など、各産業でドローンを活用できる人材の育

成を図ってまいります。

5ページのグローバル化に対応した教育の推
進、地域資源を活かした体験活動の提供は、記

載のとおりでございます。

6ページです。
後段の特別支援教育の推進といたしまして、

特別支援学校における医療的ケアを必要とする

児童生徒の安全・安心な学校生活を確保するた

め、令和6年度から、通学車両に乗車し、医療
的ケア等を行う「医療的ケア通学支援看護職員」

を必要な学校に配置し、医療的ケア児とその保

護者に対する支援の充実を図ってまいります。

教育DXの推進といたしまして､7ページの5
行目からでございます。

離島・半島地域の小規模高校等における学び
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の充実を図るため、令和7年度に開設を予定し
ております「長崎県遠隔教育センター（仮称）」

について、施設の整備や学校のニーズに応じた

コンテンツ開発及び配信の試行などを進めてま

いります。

県立学校の魅力化の推進については、記載の

とおりです。

教員の「働きがい」改革の推進といたしまし

て、近年、急速に教員採用試験の倍率が低下す

るとともに、教員が出産や病気による休職等に

なった場合の代替職員が不足していることを受

け、一人でも多くの教員を志す人材の確保や、

学校教育の質を維持していくことが本県教育の

最重要課題の一つとなっております。その背景

には、教職に対するマイナスイメージが先行し、

本来のやりがいや魅力が社会に十分伝わってい

ないことなどがあると考えており、令和5年度、
各分野で活躍されている有識者や民間企業の方

からなる「教職の魅力化作戦会議」を立ち上げ、

教職の魅力を高めるための御意見を数多くいた

だいたところです。

次のパラグラフです。

この会議の意見を踏まえ、業務支援員の配置

やデジタル採点システムの導入、モデル校にお

ける実践研究など、教員の業務負担軽減につな

がる取組を推進し、優秀な人材を確保すること

により、よりよい教育を実現してまいります。

8ページ後段の安心して学べる環境の整備と
いたしまして、不登校児童生徒が増加を続ける

中、学校内あるいは学校外に、児童生徒の学び

の場や居場所を確保していくことは喫緊の課題

であると捉えています。このため、令和6年度
から「学校内外における児童生徒の学びの場創

出事業」として、小・中学校において、クラス

に入ることができない子どもたちの学びの場と

なる校内教育支援センターの設置を推進すると

ともに、学校外の様々な相談機関等と連携体制

の強化を促す新たな事業を実施することとして

おり、これらの取組を通し、不登校児童生徒の

支援の一層の充実に努めてまいります。

9ページ中段の生涯を通じて学ぶことができ
る拠点づくりについては、記載のとおりでござ

います。

地域と学校の未来をつくる活動の推進といた

しまして､10ページ中ほどの4パラ目からです。
令和6年度からは「対話でつながる！ながさ

き子育てネットワーク推進事業」において、参

加者が語り合いながら家庭教育について主体的

に学ぶ「ながさきファミリープログラム」のさ

らなる活用を推進し、保護者や地域住民、企業

や各種団体の子育てを応援する意識を醸成する

ことで、親と子が安心して育つことができる環

境を整備してまいります。

地域で育む文化・スポーツ活動の推進､11ペ
ージの文化芸術活動の推進、文化財の保存・活

用については、記載のとおりでございます。

北部九州総体の開催について。「インターハ

イ」の愛称で親しまれる全国高等学校総合体育

大会は、オリンピックをはじめ、世界の舞台で

活躍する日本代表選手を数多く輩出してきた高

校スポーツ最大の祭典であります。

令和6年度は、福岡・大分・佐賀・長崎の北
部九州ブロックを主会場として開催され、本県

では、卓球・ソフトテニス・ソフトボール・ボ

ート・弓道・ホッケー・ウエイトリフティング・

アーチェリー・空手道の9競技を開催します。
大会の開催に向けて、選手が十分力を発揮で

きるよう、また、運営にかかわる地元高校生に

とっても実りある大会となるよう、大会運営役

員の養成や高校生活動等を推進し、関係機関と
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連携を図るなど、開催に向けて万全の準備を進

めてまいります。

競技スポーツの推進といたしまして、2024年
は、パリオリンピックが開催されます。本県の

選手が一人でも多く日本代表として活躍できる

よう、県内在住の実績のある選手への強化・支

援に取り組んでまいります。

さらに、県スポーツ協会と連携し、本県出

身の社会人アスリートがふるさと長崎に戻り、

選手や指導者として活躍できる環境を整備す

ることで、本県スポーツ界の好循環を推進し

てまいります。

次に、これまで申し上げました主要事業を含

め、第1号議案「令和6年度長崎県一般会計予算」
のうち関係部分についてご説明いたします。

教育委員会所管の歳出予算総額は、1,330億
4,390万5,000円となっており、内訳は、記載の
とおりでございます。

13ページをお開きください。
歳入予算総額は、270億7,356万円で、内訳は、

記載のとおりでございます。

歳出予算の主なものについては、記載のとお

りでございます。

15ページをお開きください。
後段の債務負担行為につきましては、16ペー

ジ前段にかけて記載のとおりでございます。

16ページの中段でございます。
第59号議案「令和5年度長崎県一般会計補正

予算（第10号）」のうち関係部分についてご説
明いたします。

教育委員会所管の補正予算額は、歳入予算で

は、合計7億1,391万3,000円の増、歳出予算で
は、合計5億1,966万3,000円の減であります。
この結果、令和5年度の教育委員会所管の歳

出予算総額は、1,249億7,771万5,000円となり

ます。

歳入予算及び歳出予算の主な内容につきまし

ては、17ページから18ページに記載のとおりで
ございます。

19ページの中ほどでございます。
今回の補正のうち、国において決定された、

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に、

沿った国の補正予算等に適切に対処するため、

必要な予算を追加しようとするものとして、長

崎県公立学校情報機器整備基金事業費として8
億5,805万6,000円の増のほか、記載のとおり計
上をいたしております。

繰越明許費につきまして、その内容は、20ペ
ージから21ページにかけて記載のとおりでご
ざいます。

21ページの中段でございます。
令和5年度の予算については、今議会に補正

をお願いしておりますが、今後、年間の執行額

の確定に伴い、調整・整理を行う必要が生じて

まいりますので、3月末をもって、令和5年度予
算の補正について専決処分により措置させてい

ただきたいと考えておりますので、ご了承を賜

りますようお願いいたします。

以上で教育委員会関係の説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【山下分科会長】 次に、提出のありました「政

策等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」、「政策的新規事業の計上状況」について、

説明を求めます。

【犬塚教育政策課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき本分科会に提出いたし

ました政策等新規事業の計上事業のうち、教育

委員会関係の事業について、ご説明いたします。
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資料の3ページをお開きください。
教育庁関係では、上から6つ目、令和の長崎

スクール事業費以下、次の4ページにかけて記
載しております7事業について、新規事業とし
て要求を行いました。

表の右から4列目に要求額、その右側に計上
額を記載しており、計上内訳、内容につきまし

ては、事業内容等の精査が3件、事業費の精査
が4件となっております。
以上、政策的新規事業の計上状況について、

説明を終わります。

【山下分科会長】次に、教育環境整備課長より

補足説明を求めます。

【山﨑教育環境整備課長】教育環境整備課の補

正予算につきまして、補足してご説明をさせて

いただきます。

サイドブックスの補足資料、令和5年度2月補
正予算及び令和6年度当初予算案についてをご
覧ください。

今回、補正予算として計上しております長崎

県公立学校情報機器整備基金事業費8億5,805
万6,000円につきましては、国策として進められ
たGIGAスクール構想により整備いたしました
義務教育段階における1人1台端末等が今後更
新時期を迎えることから、国の経済対策補正予

算により国から交付されます更新費用等を基金

へ積み立てようとするものでございます。

この基金につきましては、第31号議案として、
基金の設置条例案を別途上程させていただいて

おりますけれども、端末等の更新に当たりまし

ては、国が今後5年間、同等の条件で支援を継
続することとしております。また、国からは、

各都道府県に基金を設置し、都道府県を中心と

した共同調達によって計画的な整備、更新を行

うよう求められております。

なお、補正予算に計上しております8億5,805
万6,000円は、基金設立時点の配分額として国か
ら本県に内示された金額でございまして、今後、

更新等で必要となる財源につきましては、国が

実施いたします端末の需要調査を基に追加交付

される予定でございます。

また、義務教育課におきまして令和6年度当
初予算に計上しております4,653万1,000円に
つきましては、令和6年度に更新を迎える3市町
の更新経費に対する補助及び事務費等で、全額

基金を財源として実施するものでございます。

補足説明は以上でございます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山下分科会長】次に、高校教育課長より補足

説明を求めます。

【田川高校教育課長】高校教育課から、空飛ぶ

未来を拓くドローンワールドプロジェクト費に

ついて、ご説明を申し上げます。

この事業は、ビジョン特別事業のイノベーシ

ョン分野として、「挑戦と失敗の先へ、見たこ

とのない暮らしをつくろう」のテーマの下、最

先端のデジタル技術で地域課題を克服し、「県

民が豊かで快適な生活を送っている」というあ

りたい姿の実現に向けて、企画部、農林部、土

木部、教育庁の複数の部局が連携、融合して一

つの事業を構築し、取り組む事業でございます。

「多分野、多種のドローン導入によるドロー

ン活用先進地の実現」を目指して、「長崎県ド

ローンプラットフォーム（仮）」の設置やドロ

ーンサービスの利用拡大を推進するほか、オペ

レーター資格取得の支援による人材育成や農業、

建設業、教育など、各分野におけるドローン活

用の拡大を図るため、関係部局において予算を

計上しております。
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このうち教育庁においては、3事業概要のと
おり、高等学校でドローンを学ぶ機会を創出し、

将来の産業界でドローンを活用する人材の育成

を図ることとしております。

（1）に記載しておりますように、入門講座
では、ミニドローンの組立てやプログラミング、

操縦等の基本を学ぶ研修を実施し、（2）専門
講座については、専門高等学校等において、外

部人材等を活用してドローンに関する専門的な

知識、技能習得につなげてまいります。

説明は以上でございます。

【山下分科会長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】 まず、今、補足説明がありました

公立学校情報機器整備基金について、質問した

いというふうに思います。

まず、この当初予算の4,653万円なんですけれ
ども、これは横長で言いますと特定財源になっ

ているのですが、この特定財源の中身を教えて

ください。

【岡野義務教育課長】 ありがとうございます。

その4,653万1,000円につきましては、先ほど教
育環境整備課長から説明がありました基金から

の繰入金ということになっております。

【堀江委員】そうしますと、さきの説明の部分

に戻るのですが、8億5,805万円を基金に積んで、
令和6年度当初予算でその中から4,653万円使
うということで、端末の費用については基金の

額を超えないと理解いたします。

そこで、この説明にも書いてあるんですけれ

ども、令和6年度は、島原、平戸、佐々の3市町
の更新費用に補助するということで、この補助

割合が3分の2でしたか。確認させてください。

【岡野義務教育課長】 3分の2で間違いござい
ません。

【堀江委員】そうしますと、端末の更新という

のは出てくるんですけれども、これは保護者の

負担はどうなりますか。

【岡野義務教育課長】保護者の負担はございま

せん。

【堀江委員】そうしますと、保護者の負担がな

いとすれば、これは市町が負担をするというこ

とになりますか。県教育委員会としては、端末

のための基金を積んで、市町が端末の更新で必

要な部分をこの基金から助成するということに

なった時に、その3分の1の部分は自治体の負担
という理解でいいのでしょうか。

【岡野義務教育課長】市町に対しましては地財

措置が行われておりますので、その3分の1をそ
れで負担するということになろうかと思います。

【堀江委員】こういう質問をするのは、いずれ

も1人1台端末を手にするようになって、必ず更
新が来ます。その負担がどうなるのかというこ

とを確認したくて質問しているんです。

そこで、これは公立学校ですから小、中なん

ですが、そうしますと高校はどうなりますか。

更新費用も高校生も必要になってくると思うの

ですが、関わりまして、高校生の場合はどうな

るのか、この機会に教えてください。

【岩坪教育DX推進室長】 県立高校の1人1台端
末についてですけれども、整備して2年半が経
過をしております。現在、生徒にとって重要な

学習ツールの一つになっているというふうに考

えております。

今後の端末更新については、国の方針等がま

だ示されていない状況ですので、はっきりした

ことは申し上げられないのですが、国の方針や

他県の状況等も参考にしながら検討していきた
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いというふうに考えております。

【堀江委員】 検討していきたいということは、

要は、保護者の負担があるのか、あるいは生徒

たちの負担がどうなるのかということですよね。

国の施策によって、GIGAスクールとなれば、
公立で小、中が対象とは理解をいたしておりま

すけれども、それに加えて高校生も端末の保持

ということで今、学んでおられると思うんです

けれども、今言われるように、必ず更新が来ま

す。今、検討するということは、確約として、

保護者や生徒の負担についてはどうなるのかと

いうことでは、今のところ、検討するという答

弁以外にはできないのですか。

【岩坪教育DX推進室長】 ご存じのように、高
校の端末についてはGIGAスクールの対象には
なっておりません。そういう意味で、県によっ

て、公費で導入しているところもあれば、保護

者負担というところもございます。そのあたり

も踏まえて、公費それから保護者負担、いろん

な形があると思いますので、それも含めて検討

したいというふうに考えております。

【堀江委員】 ちなみに、長崎県の場合は、高校

生の端末の導入は、どういう負担割合だったの

ですか。

【岩坪教育DX推進室長】 高校の端末の導入に
ついては、コロナの臨時交付金を活用して、全

額公費で導入をしております。

【堀江委員】長崎県の場合は、いわゆる特別交

付金を活用して導入した。しかし、今後につい

ては、小、中についてはGIGAスクールをとい
うことで、国の対応もあるということですけれ

ども、高校生については今の段階、わからない

ということであれば、検討するという答弁以外

はできないと思いますので、いずれにしまして

も、保護者それから生徒たちの負担にならない

ような方向で検討していただきたいということ

を、この機会に要望しておきたいと思います。

次に、これは横長資料の38ページなんですけ
れども、この中の長崎県学力調査実施事業費

538万円なんですが、これは前年に比べますと
80万円プラスになっています。増の予算の中身
を教えてください。

【岡野義務教育課長】長崎県学力調査実施事業

の80万円の増につきましては、これは印刷代の
高騰によるものです。

【堀江委員】 そうしますと、内容とか、ほかに

ついては何ら令和5年度と変わりなく、ただ印
刷代の高騰で、このプラス80万円という理解で
いいですか。

【岡野義務教育課長】おっしゃるとおり、内容

等は変更ございません。

【堀江委員】 では、次に移りたいと思います。

横長45ページなんですけれども、学校内外にお
ける児童生徒の学びの場創出事業について、質

問したいというふうに思います。これは先ほど

説明がありました政策的新規事業の計上状況の

中で、要求額が3,856万円で、計上額が3,333万
円ということで、要求に対して523万円の減と
いうことなんですけれども、事業内容の精査と

いうことですが、具体的に、要求した内容と実

際に落ち着いた中身と、どういうところが違う

のかということを説明してください。

【長池児童生徒支援課長】この事業は、不登校

児童の増加を踏まえた上で、県内の小中学校に

おける校内教育支援センター（スペシャルサポ

ートルーム）を設置するということを計画して

いるものでございますが、1つは財政的な面と、
それからあと希望する市町、実際に計画をする

市町に調査をかけた結果、それに相当する額と

して、最終的に3,333万円という形で予算要求を
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しているところでございます。

【堀江委員】ここの資料はSideBooksに載って
いないんですけれども、ペーパーで、主な事業

の9ページに掲載をされている内容で、これは
一般質問の中でも、それぞれ各議員が取り上げ

た内容なんですけれども、要は、校内教育支援

センターというところがどういうふうに設置を

されているのかということが問題だと思うんで

すけれども、今回9市町が要望があったので、
そこに支援をしますということなんですけれど

も、この校内教育支援センターというのは、そ

こに配置をする予算ということで理解をしてい

いのですか。補助対象内容としては、市町立の

小中学校の校内教育支援センターに配置する指

導員の報酬や交通費ということですけれども、

人件費が丸々この3,333万円ということの理解
でいいのでしょうか。

【長池児童生徒支援課長】ご指摘のとおり、こ

れは補助対象経費は、市町が設置するスペシャ

ルサポートルーム（校内教育支援センター）に

必要な事業費、指導員の人件費の2分の1を上限
に補助するものでございます。

【堀江委員】 今回は9市町の要望に応える形に
なるんですけれども、長崎県内の自治体の数か

ら言うと全ての自治体ではないわけですが、今

後の見通しということについては、どのように

考えておられますか。

【長池児童生徒支援課長】 来年度は9市町にお
いて行っていくわけですけれども、その行う際

のいろんな実践事例、先行する事例になると思

いますので、そういった取組については、来年

度中からでも随時、他市町にもいろんな形で情

報提供、あるいは同時に、そういった効果例な

ども通して、他市町の不登校支援の方にも参考

にしていただくような働きかけはしていきたい

と思いますし、当然それによって、さらに次の

年度以降、他市町でもこういった取組をしても

らうような形にできればというふうに考えてお

ります。

【堀江委員】子どもの学びの場をどうつくるか

ということは、一般質問の中でも、それぞれの

議員の中から指摘があって、今回は、校内教育

支援センターというところに予算をつけるとい

うことは、学校には行けるけれどもクラスに入

れない生徒を対象ということなんですけれども、

一般質問の中でも出されましたが、学校に行く

ことができない生徒というのももちろんいるわ

けで、それ以外の部分、要するに、この予算は、

学校に行く、しかし教室に入れないという子が

対象の予算ということは理解をいたしますけれ

ども、タイトルとして、学校内外における児童

生徒の学びの場創出事業となれば、そうであれ

ば、実際の中身は学校に行けるけれども教室に

入れない子たちを対象にした予算ということに

限定されるんですけれども、それ以外のところ

で学びたい、あるいは学ぶ場をどう保障するか

ということについては、どのように考えている

のかということも、ちょっと大きく広げて見解

を示していただきたいと思います。

【長池児童生徒支援課長】ご指摘ありがとうご

ざいます。おっしゃるとおり、この事業は、学

校内外における学びの場の創出事業ということ

でございますので、今ご説明しました校内教育

支援センターは、当然、学校内の学びの場とい

うことになりますが、今回この事業を行う9市
町においては、校内教育支援センターの設置を

するに当たって、それぞれの市町内のいわゆる

校外の学びの場、子どもたちの居場所になると

ころ、特に民間の団体とかも含めてそういった

ところと連携をして、子どもたちの幅広い支援
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をしていくということを要件化しております。

ですので、校内教育支援センターを設置すると

いうことは、同時に、そういった校外のいろん

な施設であるとか団体との連携をしながら不登

校児童生徒への支援をしていくという、そうい

う取組になっていきます。

【堀江委員】一つ校内教育支援センターを核と

して、連携をするところを、ある意味、実践を

積み重ねていくということだと思うのですが、

そうしますと、9ページに連携というふうに書
いてあるのですが、要望があった9市町のとこ
ろは、こうしたフリースクールであったり、子

ども食堂、放課後児童クラブと明確に連携をし

ていくという方向性が言わば見えている、そう

いうところの9市町という理解になるのですか。
【長池児童生徒支援課長】この事業を実施する

に当たっては、そういった要件を示した上で計

画を出していただくことになりますので、委員

のご指摘のとおり、そういった校外における取

組等も行うことを前提とした事業ということで

行っていただくことになります。

【堀江委員】いずれにいたしましても、子ども

たちが置かれている状況がどういう状況であっ

ても学びが保障されるということは大事なこと

だというふうに思いますので、令和6年度は新
たにこれを立ち上げるということで、これから

の実践がどういうふうになっているのかという

ことでまた変わっていくかと思うのですが、ぜ

ひどの子も学びの場をどういう状況であれ保障

されるということでお願いをしたいというふう

に思います。

もう一つ、スクールカウンセラーの事業につ

いて、質問したいと思います。スクールカウン

セラー活用事業なんですけれども、これは前年

度と比べて132万円、だからスクールソーシャ

ルワーカーは前年度と比べて71万円増えては
いるんですけれども、これだけではちょっとわ

からないので、これは2月に説明がありました
概要説明の方がわかりやすいと思うので、そち

らを発信いたしますが、スクールカウンセラー

の活用事業につきましては、ここに記載されて

いるように、スクールカウンセラーについては、

全体として508校の配置の予定で、派遣として
は250回というふうに記載をされています。こ
れが令和5年度とどうなるかとなりますと、こ
れは令和5年度の概要説明なんですけれども、
この時、スクールカウンセラーの配置といたし

ましては513校、そして配置の回数は400回とい
うふうになっています。要するに、私が何を言

いたいかというと、今回令和6年度、スクール
カウンセラーがどうなるのかとなった時に、配

置校にしても、それから派遣回数にしても、令

和6年度は令和5年度に比べて回数それから配
置校が少ないんです。ということは、拡大と言

っても、一口に言いまして、これは離島留学の

部分でスクールカウンセラー、スクールソーシ

ャルワーカーが増えるということになるんです

けれども、そうしますと令和6年度はスクール
カウンセラーそれからスクールソーシャルワー

カー、離島留学の部分は置いておいて、これは

増やさない、そのまま現状維持ということなの

か、そのことを教えてください。

【長池児童生徒支援課長】今ご説明ありました

ように、令和6年度のカウンセラーの配置、派
遣については、令和5年度と同程度の計画をし
ておりますので、数の違いはありますけれども、

基本的には同様の計画を考えているところです。

【堀江委員】要は、増やさないのかということ

です。これは教育振興基本計画もそうですけれ

ども、第四期の教育振興基本計画が委員会の時
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に審議になりますけれども、こういうスクール

カウンセラー、スクールソーシャルワーカーを、

要するに1校に配置をする、大規模校にしては
複数配置をするということを私は進めていって

ほしいというふうに思います。配置校そのもの

についても、小学校のグループ、中学校区のグ

ループということで、そこに配置をして、そこ

からそれぞれの学校に派遣をするというやり方

を取っておりますけれども、そうではなくて、

1つの学校に必ず常勤をしている、あるいは複
数いるという状況をつくっていくには、予算も

増やして配置をするということを私は取ってほ

しいと思うのですが、そうした見解はないです

か。

【長池児童生徒支援課長】ご意見ありがとうご

ざいます。委員のご指摘のとおり、我々も、こ

れは現場の方では、教育相談体制の充実を図る

にはカウンセラーの力を借りなければいけない

という要望はいろんなところから上がってきて

おりますので、それに応えようというふうには

考えております。

ただ、現状としては、先ほども言いましたよ

うに、いろんな財政上の問題や、あるいはカウ

ンセラーの方々の勤務状況とか、負担等もござ

いますので、今年度から、基本的に全中学校区

に配置をして、ほぼ全ての学校にスクールカウ

ンセラーが行って、いろんな相談をできるとい

う体制を始めたばかりでございますので、その

状況も検証しながら、今ご指摘のあったような

配置数の問題でありますとか、あるいはカウン

セラー自体の効果的な活用の仕方については、

引き続き研究していきたいというふうに思って

おります。

【堀江委員】子どもを取り巻く環境、あるいは

置かれている状況が個々様々な複雑な問題を抱

えた時に、スクールカウンセラー、スクールソ

ーシャルワーカーの役割は、私以上に皆さんの

方が重要だと認識をしているというふうに思い

ます。そうした中で、中学校区を一つの単位と

して、そこに配置をしているから、中学校区の

中でA校、B校、C校それぞれ派遣ができるとい
うことをよしとするのではなくて、勤務の仕方

はいろいろあっても、一つの学校に常勤をして

いるということがあってこそ、いろんな相談の

窓口も開かれるというふうに私は思っているの

で、予算が増になっているのは、離島留学のと

ころで増にはなっているものの、全体としては、

さっき言われましたように、配置の数も513校
が508校ということで、ほぼ変わらないという
答弁なんですけれども、ここの予算は増やして

ほしかったなというのが私の意見としてありま

すが、ぜひそうした方向を検討していただきた

いということを申し上げて、とりあえず終わり

ます。

【山下分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

す。

【中山委員】 教育委員会は予算額が1,300億円
程度ということでありますので、大変大きいな

というような感じがいたしますが、そういう中

で、人口減少が来ておりまして、併せて生徒数

も小学生、中学生で約2,000人程度減じているの
ではないかと思いますが、それを受けて、職員

の定数を100前後改定しようという形でござい
ますけれども、全体としては1万3,134人いると
いうことで、この専門家をいかに資質を向上し

ていくのかというのが一つの大きな課題である

し、そのための予算も組んでいるようでありま

すけれども、今日は、それより教員の不満、負

担軽減のために各種のマンパワーを多様な形で

配置しておりますので、それにつきまして、事



令和６年２月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（３月６日）

- 47 -

業効果等も含めて、例えば具体的には、先生と

子ども1人当たりの向き合う時間がどういうふ
うな形で好転しているのかを含めて、少し総括

的に質問をさせていただきたいと思います。

まず最初に、教育の基本であります教職員1
万3,134人のうちで、今年度、新規採用がどれだ
けおったのかという問題と、もう一つは、精神

的な疾患で休職している職員数と、併せて新し

いパワーというか、民間人出身がどの程度この

1万3,000人の中に入っているのか、お尋ねした
いと思います。

【山下分科会長】 しばらく休憩します。

― 午前１０時４１分 休憩 ―

― 午前１０時４４分 再開 ―

【山下分科会長】 委員会を再開します。

【谷口義務教育課人事管理監】新規採用者数で

すが、小、中、高、特支、そして養護教諭含め

まして、令和5年度が503名となっております。
それと、休職者数につきましては、令和5年度
92名ということになっております。
【中山委員】令和6年は出らんと。4月現在の。
【山下分科会長】 民間の方は数字は出ますか。

【谷口義務教育課人事管理監】民間につきまし

ては、この時点、わかりませんので、後ほど調

べましてご報告をさせていただきたいと思いま

す。

【中山委員】 わかりました。

それでは、今、教育長の説明がありましたけ

れども、働きがい改革をやろうということです

から、その意味からすれば、キーポイントを握

っているのは校長、教頭なんですよね。そこで、

小学校、中学校、高校、特別支援学校の校長先

生、教頭先生の数と男女別について、お尋ねし

ます。

【山下分科会長】 暫時休憩します。

― 午前１０時４６分 休憩 ―

― 午前１０時４７分 再開 ―

【山下分科会長】 委員会を再開します。

【谷口義務教育課人事管理監】 小、中、そして

県立の校長の数ですけれども、令和5年度は522
名となっております。うち女性につきましては

51名ということになっております。
【中山委員】 私は小学校、中学校、高校という

ことで話したんですけれども、522名の内訳は。
【谷口義務教育課人事管理監】 小学校が302名、
中学校が151名、そして県立が69名となってお
ります。

【中山委員】もう少し丁寧にやってくれません

か。小学校が、校長の300名のうちの男性、女
性どうなっているのか、中学校が男性、女性が

どうなっているのか。

【谷口義務教育課人事管理監】 小学校が、302
名のうち女性が29名、中学校が、151名のうち
女性が14名、県立学校が、69名のうち女性が8
名となっております。

【中山委員】 それでは、後で教頭、副校長につ

いても資料提出をお願いしておきたいと思いま

す。

ここでは本体の分ですから、今日の質問の趣

旨の部分じゃないんですよ。基本的なものを聞

いただけであって、これで待った、待ったで通

されたって、皆さん方の委員会に取り組む姿勢

が少しがっかりというか、どこまで真剣にやっ

ているのかなというふうな感じがしてならんの

ですけれどもね。

私が今日聞きたかったのは、これだけの先生

たちがおって、これが非常に多忙化していると

いうことだから、負担軽減をやるために多様な
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人材を配置しているんですよね。例えば、一つ、

非常勤・常勤講師、学校実習助手、一つ、先ほ

ど堀江委員からあったスクールカウンセラー、

一つ、スクールソーシャルワーカー、一つ、ス

クール・サポート・スタッフ、一つ、教員業務

支援員、一つ、学校コーディネーター、一つ、

キャリアサポートスタッフ、これは未来人材課

で予算を組んでいると思いますけれども。一つ、

学習支援員、一つ、ICT支援員、一つ、GIGA
スクールサポーター、一つ、図書館非常勤の職

員、一つ、ALT（外国語指導助手）、一つ、部
活動指導員、一つ、離島留学支援員、一つ、舎

監業務常時職員数、一つ、副校長・教頭のマネ

ジメント支援員、私が調べた範囲ではこれだけ

ですけれども、これ以外にもありますけれども、

まず、この辺の役割、そして勤務体制、事業効

果見込みについて、それぞれ説明いただけます

か。

【谷口義務教育課人事管理監】ありがとうござ

います。今、挙げていただいた名前のものにつ

きましては、国が提示しているものもあります

ので、もちろん本県で採用していないものもご

ざいます。それぞれの効果、役割等につきまし

ては、後ほど一覧にまとめてご提示をさせてい

ただきたいと思います。

一つ、スクール・サポート・スタッフという

ものが今回また新たに予算化しておりますので、

その点についてご説明をさせていただきたいと

思いますが、スクール・サポート・スタッフ（教

員業務支援員）というものにつきましては、ま

ず業務内容としまして、教師の負担軽減を図り、

教師が児童生徒への指導や教材研究等により注

力できるよう、データの入力であるとか集計、

また各種資料の整理、行事や式典等の準備補助

等をサポートする役割を担う者であります。こ

のスクール・サポート・スタッフにつきまして

は、今や、改革を推進していく上で学校現場に

欠かすことができない、そのような存在となっ

ているところです。

効果としましては、国の調査によりますと、

この教員業務支援員を配置している小中学校で

は、教師1人当たり週2.45時間もの勤務時間が減
少しているという配置効果が出ているところで

すので、我々としましても、この配置について

は進めていきたいと思っているところでござい

ます。

【中山委員】 今日の質問の趣旨の目的は、今、

あなたは一覧表を後でやるということであった

けれども、議員としては、それでもよか。しか

し、委員会を通じて、県民にどういう形で情報

を提供するのかと、そこが一つ、狙いがあるん

ですよ。その辺を含めて、いずれの機会で、委

員会でこれだけのことを主体的にやっています

よということを堂々と言って、それを委員会を

通じて県民に理解してもらうと。これは委員だ

けに答弁では済まされん問題なんです。ぜひそ

の辺をよく考えてほしいということであります。

先ほど、スクール・サポート・スタッフで効

果があったということだけれども、問題なのは、

そういう小さなことじゃなくて、これ全体でど

れだけの負担軽減になっているのかと、そこが

見えてこないんですよ。それを総括して出して

ほしいというのが1つ。
もう一つは、このマンパワーの人数と人件費

総額と、どれだけになるのか、これと教員の平

均賃金とを比較してみた場合に、どういうふう

になっているのかというのがよくわからない。

あなたたちは各事業について、これは効果があ

りますよ、これは効果がありますよと言うけれ

ども、実質的になかなかわからない。そういう
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ことで、教育委員会として、トータルとしてこ

ういう形で軽減になったということをぜひお示

しいただきたいということを申し上げておきた

いと思います。

それで、一つだけ具体的にお尋ねしようと思

っておりますけれども、ALT（外国人指導助手）、
これをいつから配置されて、今、配置について、

どういう状況になっているのか、教えてくれま

すか。

【山下分科会長】 暫時休憩します。

― 午前１０時５５分 休憩 ―

― 午前１０時５６分 再開 ―

【山下分科会長】 委員会を再開します。

【田川高校教育課長】ただいまのご質問ですけ

れども、ALTの配置につきましては、JETプロ
グラムによる招致が昭和62年から始まってお
ります。

【中山委員】 それでは、現在どういう状況、昭

和62年から、単年度だけでも2億3,000万円。こ
れは昭和62年ということになると、30年以上や
っているんだな。相当の金を投資したけれども、

中学生の個々の英語力が、どういうふうにこれ

が効果を出してきているのかというのが、なか

なかそこが私は見えてこんとですよ。果たして、

これは事業効果があるのかどうか。30年以上や
って、恐らく、30年実施すると50億円以上をこ
れに投資しているんじゃないかと思うんですよ

ね。それが見えてこない。これの事業効果、投

資対効果について、どういうふうに考えていま

すか。

【岡野義務教育課長】 ありがとうございます。

確かに中学生の英語力の向上と、英語力が英検

3級以上ということが求められているんですけ
れども、その点でいけば、確かにALTの活用が

どうだったのかということを問われると、まだ

まだ課題が残ろうかというところもあるところ

です。

しかしながら、ALTの先生と学ぶことによっ
て、外国の文化を理解できたり、あるいはいろ

んな人とのコミュニケーションを図ることがで

きたり、英語力の側面でははかれない様々な効

果もあろうかというふうに考えているところで

す。したがって、ALTの配置というのは非常に
効果的なものだというふうに考えているところ

です。

【中山委員】今の若者は、外国との文化とじか

に交流してということはあった。私も最初、そ

う思っておった。しかし、若者は海外には行き

たがらんよ。留学生なんかものすごく減ってい

るよ。それを含めて、ぜひこれは第三者を入れ

て、どういう効果があったのか、そしてまたど

うすればさらに効果が出てくるのか含めて、一

回検証する必要があるんじゃないかと思ってい

るんですけれども、いかがですか。

【岡野義務教育課長】海外への留学といったこ

とに挑戦をするという、そういう気持ちを子ど

もたちの中に培いたいという思いは、我々も同

じくしているところでございます。したがいま

して、ALTの配置だけにそこは求めるものでは
ございませんし、様々な事業から、例えば、今

行っております、ふるさと教育であるとか、あ

るいは英語教育におきましても、海外で挑戦す

るというようなことを踏まえて、今年度から新

たな事業、「Believe You Can」英語発信力強
化事業に取り組んでいるところでございます。

趣旨的には、中山委員のご指摘なさったことと

合致しているところではないかというふうに考

えているところです。

【中山委員】先ほどマンパワーについて具体的
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な報告がなかったので、私の個人的な感想です

けれども、教員支援員とか、ここあたりをもう

少し突っ込んでやるためには、これに2億3,000
万円をかけてやるより、こっちの方に金を使っ

た方がいいんじゃないかというぐらいに私は思

いますよ。それを含めて、ひとつ私が先ほど言

った資料について、きちんとした形で提供して

いただきますように、お願いしておきたいと思

います。

【山下分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【川崎委員】横長資料の長崎県遠隔教育センタ

ー開設準備事業費について、お尋ねいたします。

補正予算も合わせて9,540万円ほど計上して
おられて、かなり大きな額、力を入れていこう

とされているのはわかります。目的は、ICT環
境の活用で小規模校などの生徒に多様な学びを

提供ということで承知をいたしておりますが、

この小規模校というところの定義、在籍校で線

を引っ張っていくのか、地域なのか、どのよう

な学校が対象になるのか、お尋ねをいたします。

【岩坪教育DX推進室長】 長崎県遠隔教育セン
ターの対象校ですけれども、現在のところ、離

島・半島部の小規模高校等というふうにしてお

ります。今年度は、1学年1学級の6校に受信用
の機器を整備して、令和6年度には、1学年2ク
ラスの9校に整備をする予定にしております。
まず、これらの学校で取組を進めて、効果や課

題を検証していきたいというふうに考えており

ます。

【川崎委員】そうしますと、まだ数的にそう多

くないので、具体的に学校名を挙げられますか。

【岩坪教育DX推進室長】対象校ですけれども、
1学年1学級の6校については、宇久、豊玉、奈
留、北松西、中五島、平戸、この6校になって
おります。それから、1学年2クラスの9校につ

いては、島原翔南、西彼杵、大崎、諫早東……。

【山下分科会長】 暫時休憩します。

― 午前１１時３分 休憩 ―

― 午前１１時４分 再開 ―

【山下分科会長】 委員会を再開します。

【岩坪教育DX推進室長】 大変失礼いたしまし
た。1学年2クラスの9校については、上対馬、
五島南、五島海陽、大崎、西彼杵、小浜、西彼

農業、島原翔南、諫早東、この9校になってお
ります。

【川崎委員】ありがとうございました。具体的

にそこまで設定されて取り組まれるということ

で承知いたしました。

ICT環境の発展は非常に目覚ましく、いろん
なことができるんだろうというふうに思ってい

るのですが、この中で、他校とのオンライン交

流というテーマがありました。どう具現化をさ

れていくのか。単なるZoomとかでやり取りとい
うぐらいだったら、もうちょっと何か工夫がで

きないかなと思っているのですが、まさに同じ

ような空間で学習ができるようなそういった交

流の場所をICTを使って具現化するのか、お尋
ねをいたします。

【岩坪教育DX推進室長】 他校とのオンライン
での交流ということですが、現段階では、先ほ

どご指摘のありましたウェブ会議システムを使

って他校とつなぎ、大型ディスプレーでお互い

の顔を見ながら話し合いを行うようなイメージ

というふうに考えております。

ただ、予算面等の課題もありますが、将来的

には、バーチャル技術であるとか、メタバース

空間等を活用して、実際に隣で話しているよう

な感覚で交流できるような方法についても研究

をしていきたいというふうに考えております。
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【川崎委員】ぜひそういったところを目指して

いただければと思います。知事部局の方では、

メタバースのこともいろいろ研究されていると

思いますので、連携を図っていただければと思

います。

次に、横長の40ページ､44ページ、2つに分か
れて、高校生の離島留学推進事業7,174万1,000
円について、お尋ねをいたします。

恐らく、委員会で具体に説明があるのかもわ

かりませんが、壱岐高校の重大事案を踏まえて

の新たな改革だと承知をいたしておりますが、

まず壱岐高校の件については、原因、どう分析

をし、どう総括されてこの事業に臨もうとされ

ているのか、お尋ねをいたします。

【田川高校教育課長】離島留学の壱岐事案につ

いて、お尋ねをいただきました。これまで、こ

の壱岐事案が起こりまして、それ以来、「これ

からの離島留学検討委員会」を立ち上げまして、

当時の壱岐高校2年生が里親宅を出ていった背
景につきまして、様々な方面から調査を行い、

分析をいたしました。

その中で、報告書の中では、里親宅での出来

事のみならず、親しかった先輩の卒業ですとか、

あるいは友人の転居、そして本人の将来に対す

る不安や迷い、そういったことを日常的に抱え

ておりまして、複合的な要因があったという形

で報告書にはまとめられております。

また、総括的に申し上げますと、離島留学生

や里親のSOS、そういったものをキャッチする
組織的な体制といったところが不十分であった

というご指摘もありまして、そのような観点か

ら改善策を講じているところでございます。

【川崎委員】施策の内容については、資料もあ

りましたので確認をさせていただきました。

1つ、聞く前に、まず離島留学が5校あります

が、各学校の定員について、お尋ねいたします。

【田川高校教育課長】定員について、お答えを

いたします。対馬高校については40名、壱岐そ
れから五島、五島南高校については各20名ずつ、
それから奈留高校については10名程度という
ふうにしております。

【川崎委員】 ありがとうございました。

まず確認は、様々複合的な要因ということで

壱岐高校のことを総括いただきましたが、今度

は里親改め「しま親」という表現ということで

伺っておりますけれども、このしま親の皆様に

ついては、全員ヒアリングを行って今回の施策

構築、改善ということに至っているのか、確認

いたします。

【田川高校教育課長】しま親宅の訪問につきま

しては、当該事案が起こりました壱岐市内の里

親については、全てのご自宅を訪問させていた

だきまして、現状のヒアリングを行ったところ

でございます。また、五島ですとか対馬につい

ては、検討部会を開催いたしまして、その中で、

しま親代表の方へ来ていただきまして、実情を

伺ったというところでございます。

【川崎委員】こういった重大事案があったので、

ぜひ全ての方にヒアリングをした上で、取組を

いただければというふうに思っております。こ

れからも遅くないので、しっかりと意見を聞い

ていただければと思いますが、こういったこと

もあって、しま親の方、辞退するような方がい

らっしゃらなかったのか、確認をさせてくださ

い。

【田川高校教育課長】こういった事案が起こっ

たからかどうかという理由は別になりますけれ

ども、実態といたしましてご回答いたします。

まず、壱岐では、お一人が退任をされまして、

次年度から新たにお一人加わる予定になってい
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ます。また同様に、対馬においても、お一人退

任されまして、新たにしま親が一人増えるとい

う状況でございます。

【川崎委員】理由は定かではないにしろ、なか

なか継続していくということは、しま親さんに

とっても非常に大変な状況、負担が大きいんだ

ろうと思っていまして、そういったところで今

回の改善案というふうなことで承知をいたして

おりますが、このサポートする体制の中の一つ

として、離島留学支援員という方の増員という

ことが書かれておりましたが、こういう皆様は、

どのようなスキル、資格、経験とかを持ってい

る方が担われるのか、お尋ねいたします。

【田川高校教育課長】離島留学支援員につきま

しては、現在、五島、壱岐、対馬に合計3名配
置をしております。これまで支援員になってい

ただいた方の中には、中学校の校長先生を退職

されて5年間務めていただいた方もいらっしゃ
います。あるいは、そういうベテランの方では

なく、若い方で、島っこ留学を担当された方も

いらっしゃいます。資格取得、そういったもの

の要件は、こちらとしては念頭にございません

けれども、やはり子どもたちに対して愛情を持

って接していただける方、そしてまた地域の中

に入って様々な交渉をしていただける方、ある

いは保護者の方とも熱心に対話をしていただき

ながら相談ができるような方、そういった方を

新たに募集したいというふうに考えております。

【川崎委員】ぜひ生徒さんに寄り添う方で、ご

経験が豊富な方が望ましいんだろうと思います

が、人手不足の中、大変かと思いますけれども、

しっかりと充足していただきたいと思います。

離島留学生を対象とした心の健康という部分

での観察するウェブシステムを導入するとなっ

ていますが、これはどういったことが狙いで、

どのようなシステムなのか、お尋ねいたします。

【田川高校教育課長】 現在、1人1台端末が整
備されておりますので、その端末を使いまして

質問に回答するということで心の状態をキャッ

チするようなシステムになっております。

キャッチできるものとしましては、身体の不

調ですとか、自殺リスク、あるいはいじめ等に

遭っていないか、そういったものがキャッチで

きる内容としております。

実施時期としては、年2回を想定しておりま
して、それ以外にも、必要に応じて保健室など

での活用も考えているところでございます。

【川崎委員】一人で抱え込むのではなく、気軽

に相談という表現が適正かどうかわかりません

が、機能するようにお願いしたいと思います。

離島留学が5つある中で、対馬高校は韓国語
に強化を、壱岐高校は中国語、奈留高校は英語、

五島高校はスポーツということが恐らく中心だ

と思いますが、五島南高校なんですけれども、

普通科の夢トライコース、中学校の時に、学校

になじめなかったり、登校することが難しかっ

たりした生徒さんが入学をしていると承知をし

ております。体調面から、通院もされている学

生さんもひょっとしたらおられるのかもわかり

ませんが、そう考えますと、こういった医療機

関との連携も必要となってくるのではないかと

思いますが、とりわけ五島南高校については、

少し配慮が必要かと思うんですけれども、見解

を伺います。

【田川高校教育課長】五島南高校につきまして

は、今、川崎委員がおっしゃいましたように、

中学校時代に不登校を経験した子どもたちが多

数入学をしてきております。そのため、ほかの

4校とは異なった支援体制を築いているという
ところでございます。
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まず1つは、通級指導を導入しております。
そのため、特別支援学校の教員が1名加配でそ
こに在籍をしておりまして、週に何度か特別な

授業を講じまして、ソーシャルスキルですとか、

あるいは友達となじめない生徒への相談とか、

そういったことに乗っているというところでご

ざいます。

また、支援員も配置しておりますし、教員も

加配という形で、手厚い体制で人員を配置して

いるところでございます。

【川崎委員】わかりました。よろしくお願いし

ます。

これは新たな仕組みというのは、義務教育の

部分、小中学校も離島留学制度はあると思うの

ですが、これが適用されるのでしょうか。

【岡野義務教育課長】小中学校における離島留

学につきましては、各市町が主体となって進め

ているところでございますので、県の教育委員

会としては、その情報の共有とか、そういった

ところで関わりを持っているところでございま

す。

【川崎委員】 わかりました。

次に、横長41ページ、NEXT長崎人材育成事
業費1,292万5,000円について、お尋ねいたしま
す。

この中で1点だけ、アントレプレナーシップ、
起業意識、起業教育というんですか、スキルと

いいますか、そういったところを身につけられ

るというところで、いつも長崎県は上場企業が

ないというところから、そういった課題、そし

て起業家を育成するために、CO-DEJIMAとい
うところも使って力を入れておられるわけであ

りますが、まさに若年の時代からそういった意

識を持つということは、非常に大切なことなん

だろうと思っています。この教育プログラム、

どういった開発方針をお持ちなのか、お尋ねい

たします。

【田川高校教育課長】今お尋ねいただきました

アントレプレナーシップ、いわゆる起業家精神

を育む事業につきましては、新たな発想やアイ

デアを生むことにつながるため、これからの時

代、そしてこれからの長崎を支える人材を育成

するためには必要な教育だろうというふうに考

えて、高校教育課では、これまで3か年にわた
り、毎年度約20名の生徒を対象に、アントレプ
レナーシップゼミに取り組んでまいりました。

現状、全国的にもこのアントレプレナーシッ

プ教育というものはまだまだ一般化されており

ませんで、十分にそのノウハウというものが研

究されていない分野でもございますので、教員

を対象にしたアントレプレナーシップの研修会、

そういったものも行いながら、本県の各高校に

おいても活用できるようなモデル的なプログラ

ムを開発したいという形で、今回予算計上して

いるというところでございます。

【川崎委員】これは全校で取り組む事業ですか。

【田川高校教育課長】これまで全県下に案内を

し、県下の高校生、希望者を募りまして、20名
ずつやってきた取組になります。次年度からは、

生徒たちのみならず、教員もその対象に加えま

して、そしてアントレプレナーシップを各校で

どのようにしたら有効的に育んでいくことがで

きるかというようなモデルを考案していくため

の新たな事業という形になります。

【川崎委員】いろいろ欲張ってはいけませんけ

れども、どこにどういう才能とかやる気を持っ

ているお子さんがいらっしゃるかわからない中

で、ついつい起業家だから実業高校系とか、そ

のように思いがちですけれども、ひょっとした

ら普通科の方でも、起業して長崎の経済にと思
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われる方も出てくるやもしれませんから、何か

広くそういった教育、様々な機会に接していけ

るようなそんなチャンスをぜひお与えいただけ

ればと思いますが、いかがでしょうか。

【田川高校教育課長】これまで、アントレプレ

ナーシップゼミですとか、あるいは長崎を元気

にするアイデアコンテスト、そういった探究的

な学習に力を入れてまいりました。実は、先達

て産業労働部の方で行われましたミライ企業

Nagasakiというスタートアップを支援するイ
ベントがございまして、その中には、島原翔南

高校の生徒が見事優秀賞に輝きまして、賞金

100万円を得たと、そういうようなものも出て
おりまして、こういった取組の成果というもの

も少しずつ出てきているのかなというふうに実

感しているところでございます。

【山下分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【宅島委員】それでは、質問させていただきま

す。

まず、概要説明の28ページのところなんです
けれども、教育センター関係の予算で2,229万
7,000円を上程されておりますけれども、この中
で、教育相談体制の充実ということで、24時間
子供SOSダイヤルという事業がありまして、こ
れは子どもがSOSを発信するとか、求めるとい
う事業なのか、先生方がSOSを出すのか、事業
としては、どっちなんですか。

【長池児童生徒支援課長】 24時間SOSダイヤ
ルは、基本的には児童生徒が対象ですけれども、

その児童生徒を持つ保護者からの相談も受け付

けるようにしております。

【宅島委員】 わかりました。

そこで、相談をされる方がフリーダイヤル

0120-078-310、こういう番号に子どもたち、か
けますかね。かけないと思います。だから、例

えば虐待とか、いちはやく（189）こういった
短縮ですぐつながるようなホットラインという

か、そういったことをきちっとできるはずです

よ。そういったことは検討されなかったのか、

どうでしょうか。

【長池児童生徒支援課長】この事業については、

業者の方に委託をして行っているものでござい

ますし、それから電話以外でも、メールそれか

らSNS、LINE等の窓口といったいろんな形で
の相談の受付をしておりますので、子どもある

いは保護者の方の使いようによって、それぞれ

相談の窓口は持っているところでございます。

【宅島委員】それならそれで、きちっとここの

説明の中にLINEとかということも書くべきだ
し、とにかく短縮ダイヤル、3桁の番号ですぐ
SOSが出せるようなことを今後きちっと対策
を打っていただきたいと思います。子どもたち

は大体こんなフリーダイヤルにかけませんよ。

そういったことをぜひ注意していただきたいと

思います。

そして、一つは、これは概要説明の5ページ
になりますけれども、教育政策課の障害者雇用

の推進ということであるんですけれども、教育

委員会において、障害者雇用の拡大に向けた対

策を推進する、知的障害者の方を会計年度任用

職員として雇用し、県庁で働く経験を通じて就

労に対するスキルアップを図り、民間企業等へ

のステップアップにつながるワークサポートオ

フィスを設置、特別支援学校の同様の場として

ワークサポートグループを設置、特別支援の未

就学者等を雇用し、自校や近隣の学校で業務補

助に従事、オフィスグループには支援員を配置

し就労のサポートを行うとありますけれども、

具体的に、現在、知的障害者の方は何名ぐらい

雇用されておりますか。
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【犬塚教育政策課長】障害者の区分ごとの人数

でございます。令和5年6月1日現在の数字でご
ざいますけれども、知的障害者の方が13名とな
っております。なお、参考までに、身体障害者、

精神障害者ということでございますと、身体障

害者が117名、精神障害者が32名という数字と
なっております。

【宅島委員】 わかりました。

企業等々においても、50名以上の企業は障害
者の方を雇用しなければならないという法律も

ありますし、県としても、しっかり目標という

か、そういったものを持ちながら取り組んでい

ただきたいと思います。

それと、概要説明の19ページ、ドローンの事
業、1,108万5,000円計上されておりますけれど
も、これは空飛ぶ未来を拓くドローンワールド

プロジェクト費として計上されておりますけれ

ども、具体的に、何校ぐらいを想定されている

のか、教えてください。

【田川高校教育課長】ドローンの事業について、

お尋ねをいただきました。ありがとうございま

す。この講座につきましては、基礎講座と専門

講座の2階建てになっておりまして、まず入門
講座の方につきましては、学校という枠ではご

ざいませんで、全県下の高校に広く募集をかけ

まして、定員としまして30名ぐらいを想定して
いるところでございます。

次に、専門高校を想定している事業の方では、

現在のところ、専門高校を中心に16校、生徒数
でいきますと約800名程度を対象として考えて
いるところでございます。

【宅島委員】わかりました。ありがとうござい

ます。

なぜ質問したかというと、30名の方がそうい
った講習を受ける、また16校がそういった対象

になるということなんですけれども、こういっ

たことを例えばきちっとしっかり映像で記録し

ていて、それに参加できなかった高校とか生徒

の皆さん方にも見ていただくようなことをやっ

ていただきたいんです。この人たちだけで終わ

ってほしくないんです。そういったところを含

めて考えられているのか、教えていただきたい

と思います。

【田川高校教育課長】具体についてはこれから

の検討ということになりますので、今回ご指摘

いただいた内容について、前向きに検討してい

きたいというふうに思っております。

【宅島委員】 ありがとうございます。

関連しますけれども、芸術に触れる事業につ

いても予算計上してあって、もし可能であれば、

行けない児童生徒さんたちにもきちっと学校で

例えば映像で見せてあげれるようなことを配慮

していただきたいと思うんですけれども、そう

いったことを今まで、令和5年度ぐらいまでの
事業でやられたことはありますか。

【岩尾学芸文化課長】 県教育委員会の方では、

児童生徒の文化芸術の振興のために、プロの方

の演奏なんかを青少年劇場ということで各小中

学校に派遣しておりますけれども、その点につ

きまして、著作権等の問題がありまして、今の

ところ、映像で学校で配信するというふうなこ

とは行っておりません。

【宅島委員】 わかりました。

著作権が発生するところは発信できないかも

しれないけれども、広く、一部の児童生徒たち

だけが触れ合うんじゃなくて、広く、そこの現

地に行かなくても、ほかの生徒たちはウェブ上

で見れるとか、そういったところの対策をすべ

きだと思いますので、ぜひそこら辺も検討しな

がら今後取り組んでいただきたいと思います。
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【山下分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【坂口委員】少し関連になりますけれども、同

じくドローンの事業についてです。これは入門

講座、専門講座に分かれているということで、

先ほど、入門講座については、希望制で30名ぐ
らいというご答弁だったと思いますけれども、

これは少し少ないような気がして、県下の普通

高校、学生に、もう少しあまねく広めていただ

ければと思います。

そして、専門講座につきましては専門高校で

ということですけれども、これは年間大体何時

間ぐらい予定されているものでしょうか。

【田川高校教育課長】現在のところは、授業時

数については、まだ詳細は詰めておりませんけ

れども、実際実施に当たりましては、各高校の

授業の中で実施をするという形になりますので、

週1時間とかいうような頻度ではなくて、年間
何時間というような形になろうかと思っており

ます。

【坂口委員】 詳細は今からということで、1つ
ご提案にはなるかと思うんですけれども、ドロ

ーンは先端技術のうちの一つでありますので、

そのほかにも、先ほど、メタバースとか、遠隔

教育のところでご紹介ありましたけれども、AR
とか、ほかのデジタル技術全般で、その中の一

つがドローンですよということを、もう少し全

般的に、体系的にデジタル教育ということで進

めていただければと思いますし、国も、

Society5.0の実現を目指しておりますので、ぜ
ひそこの推進になるような内容にしていただけ

ればと思いますし、また重ねてですけれども、

入門講座の方も、もう少し枠を広げて実施をし

ていただければと思います。よろしくお願いい

たします。

もう一点、これも関連になりますが、先ほど

来、遠隔教育センターが出ておりますが、部長

説明の7ページですけれども、上の方、仮称長
崎県遠隔教育センターについて、「施設の整備

や学校のニーズに応じたコンテンツの開発及び

配信の試行」という記載になっております。現

場の状況がよくわからないので、少し言葉尻を

捉えたような形になってしまうので恐縮なんで

すが、「学校のニーズに応じた」というところ

はすごくわかりやすいのですが、施設の整備に

応じたコンテンツの開発及び配信ということに

ついて、もう少し詳しくご説明いただければと

思います。

【岩坪教育DX推進室長】 この表現ですけれど
も、施設の整備及びニーズに応じたコンテンツ

の提供ということで、施設の整備については、

学校のニーズに沿うということではなくて、配

信に適した形で整備を進めたいというふうに考

えております。

【坂口委員】よく理解ができなかったんですけ

れども、何に応じた施設の整備ですか。すみま

せん、ちょっと聞き取れずに。

【岩坪教育DX推進室長】 令和6年度について
は、施設の整備並びに学校のニーズに応じた配

信コンテンツの開発を行っていきたいというふ

うに考えております。

【坂口委員】それはこれを読めば理解できるの

ですが、要は、施設の整備状況が学校のニーズ

を満たしていればいいんでしょうけれども、そ

うではなくて、これが学校のニーズに応じて施

設の整備を促進し、コンテンツの開発及び配信

の試行ということであればわかるのですが、そ

のニーズが、施設の整備の状況に制限されはし

ないかという質問があって、こういう質問をし

ているわけですが、ニーズに合わせて施設を整

備していくというのも、これはDX、デジタル化
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の推進ということですので、そのあたりの状況

を詳しくお聞かせいただけないかと思います。

【岩坪教育DX推進室長】 遠隔教育センターに
は、配信のためのスタジオを、今のところ7部
屋整備をすることにしております。現在、受信

校も先ほどお答えしたとおり検討しているわけ

ですけれども、7つの配信室があれば、現在の
ところ、ニーズに十分対応できるというふうに

考えております。

【坂口委員】 そのスタジオ7室というのは、ど
ちらですか。遠隔教育センターに7室のスタジ
オがという理解でよろしいですか。

【岩坪教育DX推進室長】 遠隔教育センターを
整備します教育センターの方に7つのスタジオ
を整備したいというふうに考えております。ま

た、受信校においては、現在、空き教室等を使

って、そこに受信の機器等を整備して、受信す

る環境を整えているというところであります。

【坂口委員】では、現在の遠隔教育センターの

整備の状況で言えば、先ほど川崎委員のご答弁

にあったように、ある程度、限定した学校数で

の実施という理解で間違いないですか。

【岩坪教育DX推進室長】 現段階では、先ほど
申し上げた小規模高校を対象に配信を始めてい

きたいというふうに思っておりますが、成果で

あるとか、課題等を検証しながら、受信校の拡

大であるとか、コンテンツの増加等についても

検討していきたいというふうに考えております。

【坂口委員】ということは、このコンテンツの

内容というよりは、今お考えになっていること

は、現在の設備の状況で一応満たすことができ

るという理解でよろしいですか。

【岩坪教育DX推進室長】 現段階では、十分配
信は可能であるというふうに考えております。

【山下分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【中村(泰)委員】 お疲れさまでございます。
まずは、先ほど来、英語教育の質疑があって

いたかと思います。まず、昨年の7月ですけれ
ども、全国学力調査で、小学校、中学校ともに

全教科で全国平均を下回るという報道関係の記

事とともに、すごくインパクトがあったのが、

英語が全国平均のマイナス5.6ポイントだった
ということでございました。まず、こちらにつ

きまして、全国で何番だったのか、ご答弁をお

願いいたします。

【岡野義務教育課長】全国学力・学習状況調査

の実施主体は国でありまして、その実施要領は

国が定めているところでございます。この国の

実施要領によりますと、教科ごとにその順位を

表すというのは、これは避けていただくという

ことになっておりますので、そのことにつきま

しては回答することができないということで、

よろしくお願いしたいと思います。

【中村(泰)委員】 ありがとうございました。
正答率ですけれども、全国が45.6％で、本県
が40％ということで、特に中学英語で、全国に
比べて我が県の結果が好ましくなかったという

ことが示されておりますけれども、これはすぐ

解決すべき問題だと思いますし、ずっとこれま

でも取り組まれてきたけれども、なかなか成果

が出ていないのか、これを踏まえて、今年度の

予算で、どのような形で取り組もうとしている

のか、お尋ねいたします。

【岡野義務教育課長】 令和6年度に向けまして
は、中学校の英語授業改善研修、このことに力

を入れてまいりたいと思っております。

もう一点は、小学校段階からの英語力の強化

ということも考えまして、小学校教員のボトム

アップ事業、こういったところにも力を入れて

まいりたいというふうに考えているところです。
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【中村(泰)委員】 ありがとうございます。
そういった形で課長がコメントをされていた

のも拝見をしておりますけれども、これまでと

比べて、大きく何を変えようとしているのか、

大事なことは当然変えれないんですけれども、

特にここを工夫したというところがあれば、お

伝え願います。

【岡野義務教育課長】 マイナス5ポイントとい
うのは、我々としても非常に大きなものだった

というふうに考えているところです。ところが、

このマイナス5ポイントの原因が間違いなくこ
こだという明快な原因というか、そういったこ

とを追求するということはなかなかに難しいこ

とでありまして、まずは今、大学の先生等のご

指導を仰ぎながら、どういったところに長崎県

の中学校英語教育あるいは小学校英語教育の課

題があるのかといったところを検討を進めてい

るというところでございます。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。
なかなか私もその原因を言えと言われても、

非常に難しいというのは本当にそこはわかって

おりますけれども、ただ何とかせんばいかんと

いう状況には変わらないわけで、こういう結果

が出てしまった以上、国際都市長崎というとこ

ろもありますので、ここはいろいろ工夫をしな

がらぜひとも進めていただきたいと思います。

先ほどからの遠隔のところでまたお伝えをし

ようと思うんですけれども、先に、高校生の離

島留学の推進事業費です。こちらは今年度の離

島・半島地域振興特別委員会でもお伝えいたし

ましたけれども、私のところにも、里親さんと

の関係で悩んで、本土から渡ったけれども、途

中で退学をしたと。夢を持って出ていったけれ

ども、もういられないということで帰ってきた

と、そういったことでご相談、ご意見をいただ

いたということでお伝えもさせていただきまし

た。

当事者の方といろいろお話をしていると、里

親の方にその適性があるのかというご意見をい

ただくんです。特別委員会の場でも、里親の適

性について、どれだけ議論をして、第三者の方

も踏まえてこれをチェック、確認できる機能、

組織になっているのかということをお尋ねした

んですけれども、それができているということ

でしたが、今回の事業を見ても、ちょっとそう

いったものが見えてきません。そういう内容が

もしあるのであれば、ご答弁をお願いします。

【田川高校教育課長】 しま親の適性について、

ご質問をいただきました。離島留学制度の改善

策については、また後ほど詳しくご説明をさし

あげますけれども、今ご質問がありました適性

のことにつきましては、離島・半島地域振興特

別委員会の中でも中村(泰)委員の方からご指摘
をいただきました。その後、しっかりと改善策

の中に織り込む形で、しま親の質の担保といっ

た意味では、今回の改善案の中に講じさせてい

ただいたところでございます。

しま親の認定につきましては、離島留学推進

会議という会議を新たに設けまして、そこで高

校ですとか、市の関係課あるいは市教委、県の

振興局、そういった地域の方々も含めて入った

協議会の中で、しま親の認定を図るようにして

おります。また、しま親の条件につきましても

事細かに明文化をいたしましたので、後ほど、

ご説明の中で説明させていただきたいというふ

うに思っております。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。
その推進会議のお話は、この間もお伺いをし

たところなんですけれども、お金をどれだけつ

けるということではないのですが、これは確認
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ですけれども、実際、里親のなり手不足という

根本的な問題もあるというのも踏まえつつも、

その方に里親を継続していただくのか、また新

しくなっていただくのか、これを推進会議とい

うところで、第三者の視点も入れながらご議論

いただけるということでよろしいのでしょうか。

【田川高校教育課長】そこの中で、里親の適性

についてはしっかりと判断をしていただきまし

て、里親を続けるべきではないという認定にな

りましたら、その協議の中で判断していただい

て、里親を辞退していただくということも十分

あり得るというふうに考えております。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。
離島・半島地域振興特別委員会の時より明確

におっしゃっていただいたので、その後、いろ

いろご議論いただいていたのかなと思います。

ありがとうございます。

続きまして、長崎県遠隔教育センターですけ

れども、先ほどから議論が続いております。ま

ずは、離島・半島の高校からというところで、

明確にどこの高校をターゲットとしていると、

そういったこともおっしゃっていただきました。

そこで、この事業を行うことで、先生方のご

負担がどれほどなくなるのか、なかなか時間で

言うのも難しいんでしょうけれども、そういっ

たメリットのところをなるべく定量的にお示し

いただけないでしょうか。

【岩坪教育DX推進室長】 遠隔教育センターの
開設による教員の負担の軽減ということですけ

れども、特に離島・半島部の小規模校では、や

はり教員数が限られておりまして、例えば、地

理歴史科であるとか、理科等で、専門外の科目

を教えなければならないというような状況もご

ざいます。そういう点で、遠隔教育でそのあた

りがカバーできれば、教員の負担というのはか

なり減ってくるというふうに考えております。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。
そうだろうなとは思うところで、例えば、そ

こに配置しないといけなかった先生が、要は、

配置しなくてよくて、本土から指導できるとか、

そういったことがもし実現できれば、必要とな

る先生の数も当然減ってくると思うんですけれ

ども、そういった視点での何か、要は、予算に

対してのメリット、BバイCのところにはなるん
ですけれども、明確にBバイCが幾らというとこ
ろまではお尋ねしないんですけれども、ある程

度、その辺が見えているのかというふうなこと

であるのですが、お願いできないでしょうか。

【岩坪教育DX推進室長】 遠隔教育を行うこと
で、どの程度教員の数が減らせるかとか、その

ようなことかと思いますが、現在のルールでは、

遠隔授業を実施する場合に、受信校においても、

教員がその教室につく必要があるということは

あります。そういう点もありまして、すぐ教員

を減らせるような状況にすることは難しいとい

うふうに考えておりますが、このあたりのルー

ルについても文部科学省が検討を進めていると

ころですので、そのあたりのルールが変わって

くれば、さらに効率的な教員配置というところ

も可能になってくるかというふうに考えており

ます。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。わか
りました。そのあたりは、今後進めていく中で

だと思います。

これは要望なんですけれども、今回は高等学

校のみというところですけれども、例えば、先

ほど申し上げたように、英語教育とかそういっ

たことを小中学生に進めていくというところに

おいても、こういうものはすごく使えるんだと

思うんです。あくまでも可能性のところを申し
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上げています。これはあくまでも高校から始め

るというところですけれども、大学入試におい

てもですし、たくさんの学びを求める子どもに

対して、これを提供できる可能性というのをす

ごく秘めていると思いますので、幅広にこれを

ぜひともご議論いただいて、離島・半島だけじ

ゃなくて、県内の小中高の子どもたちにメリッ

トが得られるような教育センターになっていた

だければということを要望いたします。

最後に、教員のなり手不足で、高校でデジタ

ル採点システムというのを導入されるというこ

とですけれども、これは小中学校とかも同じよ

うな取組ができるはずなんですが、そのあたり

のご議論の状況について、お尋ねいたします。

【岡野義務教育課長】お尋ねにあった自動採点

システムについては、今現在、小中学校では、

各市町教育委員会が導入を進めているというよ

うな状況で、幾つかの市町で実際に行われてい

るということを聞いております。

【山下分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【山田委員】私の方から、教員のなり手不足解

消プロジェクト費の方を質問させていただきた

いと思います。

今回、1.7億円ぐらい予算要求して、結果、
6,000万円しかついていないこの事業費の中で、
どのようにして教員の業務負担軽減を行ってい

く、なり手不足解消をしていくのか、そのあた

り、お尋ねをしたいと思っております。

まず、それぞれに今の教員の充足率、そのあ

たりを教えていただきたいと思います。

【谷口義務教育課人事管理監】教員の充足率と

いうお尋ねですけれども、義務教育の場合は、

小中学校の場合は、今年度初めに、必要な定数

という部分については、しっかりと配置をさせ

ていただいているところです。ただ、臨時的任

用の職員が不足をしておりますので、途中で病

休者が出たりとか、そういった場合の代替を何

校か入れ切れていないという状況にあります。

【田川高校教育課長】高校関係、高校と特別支

援学校関連でお伝えをいたします。令和5年度、
4月1日現在におきまして、講師ですとか、ある
いは育休の代替講師、そういったところが充足

できていない数が合計で20名いるという状況
でございます。

【山田委員】それぞれ教頭先生が授業をされた

り、科目じゃない先生が授業をされたりとかい

うのも義務教育ではありますよね。今このよう

な形で数字を示していただきましたが、今回、

当初予定していた分と大きく違う、何をどう削

られたのか、当初やりたかったんだけれども、

できなかったことというのはどういったことな

のかを教えてください。

【田川高校教育課長】今のご質問で、大幅減に

なった原因ということでございますけれども、

その大部分は、高等学校で配置を予定しており

ましたいわゆるスクール・サポート・スタッフ、

その分の減になります。当初は、全ての高等学

校に1名を配置する計画でございましたけれど
も、全国的に見ても、高校でスクール・サポー

ト・スタッフの活用事例が多くないという現状

と、それから国が示しております配置の効果と

いうことで、1人配置いたしますと、教職員1人
当たり、1週間約5時間減じられるという結果を
文部科学省が示しているところがございますけ

れども、5時間の効果が出るまでに4年間かかる
というようなデータがございまして、まずはモ

デル校において、その効果を実証すると、どう

いった業務を委ね、そしてどういう使い方をし

ていけば効果が出ていくのかというその検証の

ために、まずは5校からスタートしていくとい
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う結果になったという状況でございます。

【山田委員】 結果が出るまで4年ぐらいかかっ
て週5時間程度ということは、ちょっときびし
目に、どういう数字の下にされたかよくわから

ないけれども、結構厳しい結果だなというのが

わかりました。

主にはこれということで、今回、効果があま

り見込めないということもあり、この分は予算

がつかなかったけれども、この教員のなり手不

足解消プロジェクト約6,000万円を活用して、先
ほど言われたような不足分をどのような形で、

それが数字として、目標はどのようになってい

るのか、効果をどのように示す予定なのかをお

聞かせいただきたいと思います。

【田川高校教育課長】まず、県立高校の方でご

ざいますけれども、デジタル採点システムの導

入ですとか、ほかに、モデル校による新たな学

校運営について模索していきたいというふうに

考えております。まず、モデル校の方では、こ

れまで長崎県の高校では、生徒のためという理

由で、長時間労働が慣例的になっていた現状が

ございます。これからは、そうではなくて、例

えば学習面においては、標準時数を超えて授業

をやっている高校ですと、そういった授業時数

を若干減らしていきながら、子どもたちの主体

性を引き出しつつ、そして教職員の働き方と連

動させるような取組、新しい学校文化をつくり

出していくような取組が必要だろうというよう

なことで、そういった新しい学校運営の創出と、

そういったものにチャレンジしてまいりたいと

いうふうに考えております。

【岡野義務教育課長】義務教育段階では、スク

ール・サポート・スタッフが要求をしていたと

おりの人数でついておりますので、53人分ほど、
今年度よりも増えていくという形になろうかと

思います。したがいまして、そういう方々に学

校の先生たちのいわゆる授業以外の簡単にでき

る業務の部分、こういった部分を賄ってもらい

ますので、随分と先生方の負担は減るのではな

いかというふうに考えているところです。

もう一点は、コミュニティ・スクールを導入

して働き方改革を推進していくということも考

えております。コミュニティ・スクールという

のは、学校運営協議会というものを置いた学校

のことを言うんですけれども、ここに地域も豊

かになる、学校教育も豊かになる、どちらも考

えていった時に、やっぱり先生たちの業務負担

というのはしっかり考えていかないと両方が成

り立たないだろうということを考えながら、そ

ういうコミュニティ・スクールを増やしていき

たいという取組も行っていきたいと思っている

ところです。

【山田委員】高校教育課長が先ほど言われた規

定の授業の時間をちょっとオーバーしていると

いうか、ちょっと多い分は、ちゃんとそこまで

に抑えて、子どもの主体性、子どもたちが自学

とか、もっと自分たちでやるようにしようとい

うお話だったということで理解してよろしいで

すか。わかりました。

それで、今、義務教育の方は、人数が具体的

に53人分増えるということで、負担軽減、そし
てコミュニティ・スクールの推進等々で、少し

明るい兆しが見えるかなと思いますが、結果、

なかなか効果がないと言われたスクール・サポ

ート・スタッフを入れることができない中で、

県立高校の不足分をどう補っていくかというの

は非常に課題が残っているかなと思っておりま

す。

まずは、モデル校での実施の中で、本当に文

部科学省の調査結果どおりなのかどうか、いろ
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いろ試していただく中で、先生方の負担軽減を

ぜひともお願いしたいと思います。

【山下分科会長】それでは、午前中の審査はこ

れにてとどめ、しばらく休憩いたします。

午後は、1時30分から委員会を再開し、引き
続き教育委員会の審査を行います。

― 午前１１時５５分 休憩 ―

― 午後 １時２８分 再開 ―

【山下分科会長】 会議を再開します。

午前中に引き続き、教育委員会の審査を行い

ます。

初めに、義務教育課人事管理監より説明を受

けたいと存じます。

【谷口義務教育課人事管理監】午前中、公立学

校の管理職員の配置状況についてご説明をさせ

ていただいたところですが、校長のみを説明さ

せていただきました。副校長と教頭の配置状況

についても、今からご報告をさせていただきた

いと思います。

お配りの資料をご覧いただきまして、副校長

につきましては、小学校12名、うち女性が1名、
中学校16名、うち5名が女性、県立が14名、う
ち女性が6名となっております。また、教頭に
つきましては、小学校303名、うち女性が42名、
中学校が163名、うち女性が21名、県立学校91
名、うち女性が17名となっております。
なお、下の方には女性の比率等も記載をして

おりますので、ご覧ください。

【山下分科会長】次に、教育次長より発言を求

められております。

【狩野教育次長】午前中、中山委員からご質問

いただいておりましたスクール・サポート・ス

タッフなどの各種職員の役割でございますとか、

事業効果等につきましては、総括的に取りまと

めまして資料を作成しまして、6月の委員会で
ご説明申し上げたいと思いますが、それでよろ

しいでしょうか。

【山下分科会長】中山委員、よろしいでしょう

か。

【中山委員】 はい。

【山下分科会長】ありがとうございます。その

ようにさせていただきたいと思います。

それでは、予算議案に対する質疑を続行しま

す。

【畑島委員】 新規・拡充の事業を中心に、幾つ

か質問させていただきます。

まず、新規の令和の長崎スクール事業につい

て、お伺いしたいと思います。

学習指導要領や国の答申が出された背景、理

論や実践上の留意事項を整理するとともに、協

力校における実践等をまとめた手引書を作成、

周知というふうにありますけれども、手引書の

作成、周知に至るスケジュール感を教えてくだ

さい。

【岡野義務教育課長】 ありがとうございます。

手引書につきましては、第1年次から作成に入
っていきたいと思っております。3か年研究で
はありますけれども、3年分をまとめて手引を
作るというよりは、1年目から手引書の作成に
かかっていくと。その都度、その都度、市町教

育委員会に対しましては情報を周知しまして、

こういう形で今、研究が進んでいるということ

の確認等をやっていきたいと思っているところ

です。

【畑島委員】確認させていただきます。小学校

について、わかりやすく議論を絞らせていただ

きたいと思いますけれども、現行の学習指導要

領、小学校においては、いつから施行されてい

ますでしょうか。
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【岡野義務教育課長】 小学校につきましては、

今年度が全面実施4年目になります。
【畑島委員】 いつからになりますか。

【岡野義務教育課長】 令和2年度からです。
【畑島委員】 現行の学習指導要領は平成29年
に告示されて、移行期間を経て、全面施行が令

和2年からというような形かなと思っておりま
して、現行の学習指導要領が発表されて全容が

明らかになってからは、もう既に7年が経過し
ようとしているところかなというふうに理解し

ておりますけれども、その中で、このタイミン

グでまた現行の学習指導要領に対する手引書を

作成しようとするこの事業が始まった、タイミ

ング的に、なぜ今なのかといったところについ

て、背景を教えていただければと思います。

【岡野義務教育課長】 ありがとうございます。

まさに、今この時期が一番大事かなというふう

に考えたところです。

大きく2点ございまして、1点目は、次の学習
指導要領が恐らく令和9年度あたりに告示され
るのかなということを考えれば、残り3年間の
取組というのは非常に大事なものになってくる

だろうということ、もう一点は、今まさに委員

から指摘があったように、令和2年度からこの
全面実施があったわけですけれども、ちょうど

その頃に新型コロナウイルスの感染が拡大しま

して、本当に学校で「主体的・対話的で深い学

び」というキーワードが学習指導要領、新しい

キーワードだったんですけれども、この浸透が

十分に図れないうちにGIGAスクール構想がや
ってきたり、「個別最適な学び」、「協働的な

学び」、こういうキーワードがやってきたりし

て、これ自体は悪いことではないんですけれど

も、今現在、ちょっと消化不良になっているん

じゃないのかなという実態がございます。

【畑島委員】 ありがとうございます。私も、こ

の事業は非常によい取組だなと思って、応援さ

せていただきたいと思っております。

今、課長から答弁ありましたとおり、現行学

習指導要領が発表されてから時間は経過してい

るんですけれども、その途中、コロナも経て、

学習的な本質というよりも、コロナ禍を踏まえ

た、どちらかと言うと、その中、環境の変化に

よる学習手法の方が先行して取り組まないとい

けない時期であったかなと思っております。

そうした中で、また改めて現行の学習指導要

領で示されているような本質的な学びの部分と

いったところをしっかりと生徒たちにも伝えて

いくといったところで、先ほど、このプロジェ

クトについては、3か年というプロジェクトだ
ということでございましたけれども、市町とも

連携しながら、手引書の作成を通じて、しっか

りと浸透していくような形になっていただけれ

ばと思います。

また、課長からも言及ありましたけれども、

恐らく、もうすぐ次の学習指導要領の改訂のタ

イミングが来ようかと思います。概ね10年に一
度と言われていますので、恐らく、もう少しし

ましたら、その議論が国の方で始まるんじゃな

かろうかと思っております。ただ、学習指導要

領も、急に国ががらっと一気に変えるというも

のではなくて、これまで学校現場で培ってきた

もの、皆様方が築いたものを、その延長線上に

またさらなる改訂というのが起こると思います

ので、まずはしっかりと今の学習指導要領を地

に足つけて浸透させていっていただきたいと。

その上で、恐らくまた近々始まるであろう次の

国の改訂の議論の方向性というものもしっかり

意識しながら、学校の先生たちと一緒になって

作っていっていただければというふうに思って
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おります。

続きまして、教員のなり手不足解消プロジェ

クトの義務教育の段階の方につきまして、コミ

ュニティ・スクールによる働き方改革といった

ような取組が1つあろうかと思いますが、この
コミュニティ・スクールと働き方改革の関連性

について、もう少し詳しくご説明いただけます

でしょうか。

【岡野義務教育課長】コミュニティ・スクール

本来の目的を維持しつつ、学校が担ってきたこ

れまでの役割、こういったものを地域の方、保

護者の方にも一緒に担っていただきたいという

ことを考えているところです。

例えば、文部科学省は随分前から、本来的に

学校の業務ではないものというような形で提示

をされています。その筆頭に来るのが登下校の

見守りというようなところです。今現在、多く

の小中学校では、登下校の見守り、学校の先生

方がやっていらっしゃるところと、これは「や

ってください」とお願いされてやっているもの

ではなくて、自主的に先生方がやっていらっし

ゃるところが多いんですけれども、何となく、

みんなでやっているから横並びにやっていかな

ければならないというようなところもあるんじ

ゃないかなと。こういったところを地域の方に

やってもらうこと、学校の教員は、朝、学校で

しっかりと子どもたちを迎えて、授業に専念し

てもらうことというような形で、こんな取組を

重ねていきたいと思っているところです。その

ために、コミュニティ・スクールというのが一

つの大きな原動力になるのではないかというふ

うに考えているところです。

【畑島委員】 ありがとうございます。

私も、課長の答弁、まさにおっしゃるとおり

かなと思っておりまして、本来、教育というも

のは、学校教育だけではなくて、学校教育と地

域と家庭と、この3本柱で初めて成立するもの
かと思っておりますので、まさにそうしたとこ

ろがしっかり踏まえていけるように、この事業

についても期待しているところですが、ただ、

その上でもう一点確認しておきたいんですけれ

ども、長崎県下における小中学校のコミュニテ

ィ・スクールの導入状況について、教えてくだ

さい。

【岡野義務教育課長】 令和5年度で小中学校
119校がコミュニティ・スクールを導入してお
りますので、全体の4分の1といったところでご
ざいます。

【畑島委員】 恐らく、まだ全国と比較しても、

ちょっと低い水準であるのかなというふうに思

っておりますので、また働き方改革と絡めて、

コミュニティ・スクールという意義もしっかり

と周知を図って、ご理解いただきながら、同時

に進めていっていただければというふうに思う

次第です。

続きまして、NEXT長崎人材育成事業につい
て、お伺いいたします。

成長分野の企業や先端企業への企業見学を実

施していくというふうな取組がございますけれ

ども、こちらについては離島の高校も対象とな

りますでしょうか。

【田川高校教育課長】離島の高校生も対象に加

えていきたいと考えております。

【畑島委員】離島の場合ですと、成長分野の企

業や先端企業といったところがなかなか地元に

少ないかなという印象を受けているんですけれ

ども、そのあたりの対応は、どのようにお考え

でしょうか。

【田川高校教育課長】教育には格差ができるだ

け少ない方がいいというふうに考えております。
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したがいまして、離島の子どもたちに対しても、

先端の企業ですとか、先端的な学びといったも

のは優先的に考えていく必要があろうかと思っ

ておりますので、半導体産業ですとか、成長分

野の企業、そういったところの見学が離島の子

どもたちにとってもできるような、そういう配

慮をしてまいりたいというふうに考えておりま

す。

【畑島委員】 ありがとうございます。

自分も離島でずっと育ちまして、離島の高校

を出たところですけれども、なかなか離島です

と、そうした最先端の企業であったり、時代を

先にリードしていくような企業というのがなか

なかなくて、そうしたところで働く人たちであ

ったり、そうした企業が何をやっているかとい

う後ろ姿をなかなか見ることができず、自分の

将来的なキャリアを見る時の参考にもなかなか

なりにくいところもあるかと思いますので、ぜ

ひこういった事業を通じて、離島においても、

そうしたところに関心を持ってチャレンジがで

きるような環境というのをぜひつくっていって

いただければと思っております。

最後に、未来ながさきスポーツプロジェクト

推進事業について、お伺いいたします。

一般質問の中でも、千住議員より質疑がござ

いましたけれども、改めて、この事業の目的、

狙いといったところをお聞かせいただければと

思います。

【永田体育保健課体育指導監】お答えいたしま

す。

この未来ながさきスポーツプロジェクト推進

事業でございますけれども、現在、本県では、

小学生、中学生、高校生のジュニア選手、そし

て成年選手、各世代に応じた競技力向上対策を

行っているところでございます。現在、もちろ

ん国民スポーツ大会だけではございませんけれ

ども、各競技団体さん、官民あるいは企業の方、

競技団体さんから構成されます長崎県競技力向

上対策本部の方のご意見で、本県においては実

業団等が少ない県でございますので、そういっ

た特に成年選手を支援、サポートしていくとい

うような仕組みづくりが大切というようなご意

見をいただいております。

そういった中で、特に成年選手の世代を充実

させていくためには、成年選手の活動費の捻出

でありますとか、あるいは成年選手が活動しや

すい企業側のご協力、そういったところの課題、

そして県内の社会人クラブを中心として活動し

ていただいていますけれども、そこに新たな選

手を確保して、いわゆる選手の世代交代が必要

だと考えております。そうした中で、県の競技

団体が加盟をしています県のスポーツ協会の方

に、そういった社会人アスリートを支援するよ

うな新たな組織を設置しようというふうに考え

ております。現在、県のスポーツ協会では、本

県にUターンやIターンも含めて、競技を継続し
ながら仕事をしていきたいという選手のお声も

ありますので、厚生労働省の無料職業紹介場の

認可を受けまして、長崎県アスリート就職支援

事業というのを現在、取り組んでいるところで

ございます。

ただ、協力いただく企業の方からも、実際、

選手に対して、どんなサポートをしていいのか、

あるいは選手側からも、具体的に、どういった

職種があって、どういう勤務地であってと、い

ろんなところがありますので、今回、この事業

の中で、今ご説明しましたように、新たに企業

等協力意欲を開拓するような、あるいは社会人

クラブ、成年選手が活動するようなスポンサー

企業の開拓でありますとか、企業と競技団体が
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社会人チームとコラボして、子どもたちにジュ

ニア教室を開いたりとかいうような形で取り組

んでいければと思っております。

行く行くは、選手が引退をした後、指導者と

してまた新たな子どもたち、選手を育てていく、

そういったスポーツの好循環を目指した意味で、

今回、事業を計上させていただいております。

【畑島委員】 ありがとうございます。

今、答弁の中でも言及ありましたけれども、

スポーツの中において、スポーツの好循環とい

うキーワードは非常に重要かなというふうに思

っております。本事業が本県の競技力の向上に

つながることはもちろんですし、今おっしゃっ

ていただいたように、行く行くは指導者になっ

ていっていただく、それによって、まさに今、

抱えている部活動の地域移行の受皿にもなるよ

うな、そうした指導者にもつながっていくとい

ったところで、様々な波及効果が期待できる事

業かなというふうに思っております。

また、企業とアスリートのマッチングといっ

たところでは、最近では東京の方では、アスリ

ートを専門としたような民間の人材マッチング

の転職サービスであったり、民間市場において

もそうしたサービスは出てきているところでご

ざいますので、またそのあたりのノウハウの活

用あるいは連携といったところも見据えて、ま

だ始まったばかりで、すぐに形になるかどうか

はわかりませんけれども、しっかりそうしたと

ころを見ながら、活用できるところを活用しな

がら、しっかりと進めていっていただければと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

【山下分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【中村(俊)委員】 私からは、1点だけ確認をさ
せていただきたいと思います。冒頭に、グロー

バル化に対応した教育の推進ということで、教

育長から熱の籠もったご説明をいただきました。

しかしながら、国際理解教育推進費、ALTの
招致費になるかと思いますが、令和5年度、こ
れは減額補正が出ておりまして、また令和6年
度の予算についても、前年度比で予算が減とい

うことでございます。この点について、もう少

し詳しくその理由を教えていただけませんか。

【田川高校教育課長】 ただいま中村(俊)委員が
おっしゃられた該当箇所は、恐らく、横長42ペ
ージの国際理解教育推進費のところになろうか

と考えております。ここでいきますと、予算額、

対前年比で615万4,000円の減という形になっ
ております。この減額の内容について、ご説明

をいたします。

もともと、これまで3か年の予定で、国から
の委託事業で、ワールド・ワイド・ラーニング

という事業を行ってまいりました。この事業は、

広い視野で物事を考え、そして主体的に行動が

できるグローバル人材の育成を目指した国の事

業でございました。この事業が約900万円程度
の事業費でございまして、これが今年度で終了

になるということが主な理由となります。

しかしながら、この事業の後継事業として、

横展開を県内で図っていくということで、県独

自の新たな事業を300万円程度で構築しており
まして、そういったことでこの事業の後継事業

を考えているところで、最終的には、この金額

の減というふうになったところでございます。

【中村(俊)委員】 ご説明ありがとうございます。
先ほど来、中山委員そして中村泰輔委員から

もありましたALTの件になりますけれども、
ALTの先生方というのは多種多様な方々がい
らっしゃいます。私も以前からいろいろと懸念

をしていることがありまして、例えば、ALTの
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先生方というのは一般の教員の先生方に比べる

と月額の報酬というのも高めに設定をされてい

たり、あるいは住宅費の補助等々、手厚い補助、

かなり恵まれた状態の中で、補助としての責務

を果たしていただいているのですが、どうして

もALTの先生方にも、先ほど言ったとおりで、
例えば、日本に興味があって、日本語を教えた

いということで日本に来られる方々も多くいら

っしゃるわけなんですけれども、単純に、日本

に来て英語を教えることで、それなりの報酬が

いただけて、そこでお金をためて、例えばその

後、仕事が終わった後に、日本国内を旅行した

り、そこからアジアの方に旅行に行こうか、み

たいな方々も中にはいらっしゃいます。全ての

方じゃないですけれども。そういう意味では、

やはりALTの先生方には一定の質を持った
方々にその職責を果たしていただきたいという

ところがございますので、今後とも、ALTの先
生方の人材については、質の高い方々を招致し

ていただきたいという意見を付して、私の確認

に代えさせていただきます。

【山下分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山下分科会長】ほかに、質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

【堀江委員】 第1号議案「令和6年度長崎県一
般会計予算」のうち関係部分につきましては、

教育委員会の予算1,330億4,390万円のうち、教
職員等の給与費は1,170億5,394万円で、88％を
構成します。もちろん、この予算については賛

成です。どの子にも確かな学力をと、長時間労

働と言われる中で、子どもたちに寄り添い、日

頃から頑張っておられる教職員の皆さんに敬意

を表します。

しかし、当初予算の中で、長崎県が進めてい

る県の学力調査、本予算とは直接関係はありま

せんが、長崎県が取り組んでいる全国学力調査

について、私は賛成できません。全国学力テス

トの平均正答率以上を掲げ取り組んでいますが、

いまだ達成ができておりません。子どもたち、

先生たちは、テストの成績を上げることをさら

に求められます。子どもたちは、数値でははか

れません。一人ひとりの子どもの学びを支える

取組は、各学校で、一人ひとりの子どもに合わ

せ工夫して行われており、全国学力調査を基準

にする理由が見つかりません。スクールカウン

セラー、スクールソーシャルワーカーも、実質

的な増員の予算は計上されませんでした。

子ども一人ひとりに目が行き届く少人数学級

の早期実施を、教職員の増員を、こうした現場

の声を申し上げて、反対討論といたします。

【山下分科会長】 ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山下分科会長】ほかに討論がないようですの

で、これをもって討論を終了いたします。

予算議案対する質疑・討論が終了いたしまし

たので、採決を行います。

まず、第1号議案のうち関係部分について、
採決を行います。

第1号議案のうち関係部分は、原案のとおり
可決することに、賛成の委員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

【山下分科会長】 起立多数。

よって、第1号議案のうち関係部分は、原案
のとおり可決すべきものと決定されました。

次に、第59号議案のうち関係部分について採
決いたします。

第59号議案のうち関係部分は、原案のとおり、
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可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山下分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、第59号議案のうち関係部分は、原案
のとおり、可決すべきものと決定されました。

【山下委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

教育長より総括説明を求めます。

【前川教育長】教育委員会関係の議案について

ご説明をいたします。

文教厚生委員会関係議案説明資料、教育委員

会の2ページをお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第16号議案「職員の給与に関する条例等の一部
を改正する条例」のうち関係部分、第31号議案
「長崎県公立学校情報機器整備基金条例」、第

32号議案「市町村立学校県費負担教職員定数条
例及び県立学校職員定数条例の一部を改正する

条例」、第52号議案「第四期長崎県教育振興基
本計画について」のうち関係部分であります。

第16号議案「職員の給与に関する条例等の一
部を改正する条例」は、地方自治法の改正によ

り新たに在宅勤務等手当の支給が可能となった

ことを踏まえ、国家公務員の取扱いに準じ、令

和6年度から在宅勤務等手当を新設するととも
に、在宅勤務等に伴い通勤回数が減少する職員

について通勤手当の調整を行うなど、所要の改

正をしようとするものであります。

第31号議案「長崎県公立学校情報機器整備基
金条例」は、GIGAスクール構想に基づき、義
務教育段階における1人1台端末等を更新する
ことを目的として国から交付される「公立学校

情報機器整備事業費補助金」を受け入れる基金

を設置するために必要な事項を定めようとする

ものであります。

第32号議案「市町村立学校県費負担教職員定
数条例及び県立学校職員定数条例の一部を改正

する条例」は、児童生徒数により算定される教

職員定数の増減に伴い、関係条例について所要

の改正をしようとするものであります。

3ページでございます。
第52号議案「第四期長崎県教育振興基本計画
について」は、現在の第三期長崎県教育振興基

本計画が今年度末に終期を迎えることから、新

たに令和6年度から5年間の本県教育の振興に
向けた基本的な方向性や主要な施策等を計画と

して定めるため、長崎県行政に係る基本的な計

画について議会の議決事件と定める条例第2条
の規定により、議会の議決を得ようとするもの

でございます。

なお、第52号議案につきましては、後ほど、
教育政策課企画監から補足説明をさせていただ

きます。

続きまして、議案外の主な所管事項について

ご説明いたします。

男性職員の育児休業取得率の目標変更につい

ては、記載のとおりでございます。

（新規高等学校卒業者の就職内定状況につい

て）

本県の公立高等学校における新規卒業者の就

職内定率等は、記載のとおりであります。

県教育委員会では、これまで、キャリアサポ

ートスタッフの配置や各高等学校への定期的な

訪問指導など、県内就職希望者を支援する事業

を展開するとともに、長崎労働局や産業労働部

といった関係機関と連携して県内企業に対して

働きやすい職場づくりと従業員のキャリア形成

への支援を要請するなど、就職支援に取り組ん

でまいりました。
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今後も長崎県総合計画の令和7年度県内就職
率68％の達成に向け、生徒の希望進路実現に向
けた支援に努めてまいります。

（高校生の離島留学制度の改善策について）

昨年の3月に行方不明となった壱岐高校の離
島留学生が亡くなったことなどを受け、離島留

学制度の運営上の課題についての取りまとめや、

必要な措置について検討することを目的として、

臨床心理士や弁護士等の外部有識者を含めた

「これからの離島留学検討委員会」を令和5年4
月20日に設置し、9月3日の第3回委員会におい
て「壱岐事案についての検証結果及び離島留学

制度の改善に向けての報告書」として、取りま

とめていただきました。

この報告書を踏まえ、長崎県教育委員会にお

いてこれまで離島留学実施5校及び実施3市の
各機関と協議を重ね、臨床心理士や社会福祉士

などの専門家の助言もいただきながら、具体的

な改善策について策定したところでございます。

今後は、この改善策を実施することにより、

離島留学生が安心して充実した生活を送れるよ

うに、そして、卒業後も島民の方々とぬくもり

ある交流が続いていくよう、制度自体がより魅

力的で持続可能な制度となるよう努めてまいり

ます。

なお、こちらにつきましては、後ほど高校教

育課長から補足説明をさせていただきます。

（特別支援教育の推進について）

「第二期長崎県特別支援教育推進基本計画第

一次計画」のもと、本校化に向けて準備を進め

てまいりました県立鶴南特別支援学校時津分校

は、いよいよ今年4月に「県立時和特別支援学
校」として開校いたします。

これにより、地域に根ざした学校運営の充実

を図り、障害のある子どもたちの教育活動のさ

らなる充実に繋げてまいりたいと考えておりま

す。

引き続き、全県的、中・長期的な視点に立っ

て計画的に特別支援学校の環境整備と教育の充

実に向けて取り組んでまいります。

「子ども県展」の開催について及びスポーツ

における活躍については、記載のとおりでござ

います。

ここで追加資料の2ページをお開きください。
（第五次長崎県子ども読書活動推進計画の策定

について）

先の11月定例会で素案へのご意見をいただ
くとともに、12月4日から12月25日の期間にお
いて、パブリックコメントを実施しました。そ

こでいただいたご意見を踏まえ、本計画を策定

したところです。

今後、本計画に基づき、関係者との連携を図

りながら、子どもの読書活動の推進に努めてま

いります。

次の教職員の不祥事につきましては、説明資

料の当初版の6ページ、後ほど、追加1の2ペー
ジの後段をお開きいただくことになります。ま

ずは、当初版の6ページからでございます。
（教職員の不祥事について）

令和5年11月に旅行で滞在していた福岡市内
において、覚醒剤を使用したとして覚醒剤取締

法違反（使用）容疑により逮捕され、さらに、

勤務先の学校内に覚醒剤を所持していたとして

覚醒剤取締法違反（使用・所持）により起訴さ

れた県立高校の副主幹事務長を令和5年12月15
日付けで懲戒免職処分といたしました。

次に、追加1をお願いいたします。後段でご
ざいます。

また、令和4年11月頃から令和5年9月にかけ
て、複数の生徒に対して人権を著しく侵害する
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不適切な発言をした中学校教諭を令和6年2月
20日付けで減給1月の懲戒処分といたしました。
さらに、令和6年1月15日に、長崎市内の県立

高校教諭が路面電車内で女子高生のスカートの

中を盗撮したとして、性的姿態等撮影容疑で逮

捕されました。

加えて、令和6年2月14日に、南島原市内の県
立高校教諭が霊能力者を名乗り不妊治療と称し

て女性にわいせつな行為をしたとして、準強制

性交等容疑で逮捕されました。なお、本日の新

聞報道でもございましたとおり、同じ女性に別

の日にもわいせつな行為をしていたとしまして、

3月5日に再逮捕されております。これらの案件
につきましては、今後、事実関係を慎重に確認

のうえ、厳正に対処してまいります。

ここでまた当初版にお戻りいただきまして、

中ほどでございます。

県内の教育関係者が総力を挙げて不祥事根絶

と信頼回復に向けて取り組んでいる中、教職員

によるこのような不祥事が発生したことは、学

校教育に対する信頼と期待を裏切り、県民に失

望と不信感を与えるものであり、県議会をはじ

め、県民の皆様に深くお詫び申し上げます。

今後も引き続き、全教職員に対し、あらゆる

機会を通して、児童生徒の教育に携わる職にあ

ることの自覚を厳しく促し、使命感や倫理観の

高揚、服務規律の徹底を図るとともに、全ての

教育関係者と力を合わせて、不祥事根絶と信頼

回復に向けた実効ある取組の推進に全力を傾け

てまいります。

ここで、追加2の2ページをご覧ください。
（懲戒処分取消請求等にかかる訴訟について）

平成25年に虚偽の公務災害の認定請求を行
い、療養補償費を不正に交付させたこと等によ

り懲戒免職処分となった県立学校の元教諭が、

懲戒免職処分を不服として処分の取り消し等を

求めていた訴訟について、令和4年2月22日付け
で長崎地方裁判所において、さらに、令和6年2
月7日付けで福岡高等裁判所において、懲戒免
職処分を取り消す判決が示されました。

地裁判決及び高裁判決の趣旨としましては、

本県の主張にある関係生徒及び関係職員の供述

は信用できないとされており、本県の主張と大

きく隔たりがあることから、上級裁判所の更な

る判断を仰ぐため令和6年2月22日付けで上告
いたしました。

以上をもちまして、教育委員会関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【山下委員長】次に、教育政策課企画監より補

足説明を求めます。

【山下教育政策課企画監】 第52号議案「第四
期長崎県教育振興基本計画について」、補足し

てご説明いたします。

文教厚生委員会、横長の説明資料10ページを
ご覧ください。

第四期目となります本計画の策定に当たりま

しては、有識者からなる懇話会を設置し、ご議

論をいただいたほか、子どもたちへアンケート

を実施し、教育や学校に対する意見を聞くなど、

様々な方々からご意見をいただきながら策定を

進めてまいりました。また、11月議会におきま
して素案をお示しし、県議会の皆様からもご意

見をいただきました。その県議会の皆様からい

ただいたご意見や12月に実施したパブリック
コメントで県民の皆様からいただいたご意見な

どを踏まえまして修正を行い、今回、計画議案

として提出をさせていただきました。

2にありますとおり、計画期間は、令和6年度
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から10年度までの5年間となっております。
3、計画の基本テーマにつきましては、「つ

ながりが創る豊かな教育」としております。こ

れは教育における課題が多様化、複雑化してお

り、支援を必要とする児童生徒への対応、新た

な資質、能力の育成など、学校、家庭だけでは

解決が困難な状況となってきております。その

ため、これまで以上に学校、家庭、地域をはじ

め、行政や企業などともつながりを深めながら、

未来を担う子どもたちを地域総がかりで育てる

気運を醸成し、諸課題の解決に当たりたいとい

う思いから設定いたしました。

4、計画の概要に記載の体系でございますが、
計画の柱01から04までの4つの柱と、丸文字で
記載しております18の主要施策で構成をして
おります。

これまでの計画との大きな違いといたしまし

ては、これまでの計画も、様々な方々からご意

見を伺いながら作成してまいりましたが、加え

まして、多くの子どもたちの意見を直接聞き作

成したこと、それから現計画は140ページほど
ございましたが、教育行政のことを詳しく、丁

寧に説明をしておりました一方、学校などにお

いて、忙しくて手に取る余裕がない、一般の方

からは、内容が難しいなど、ご意見も伺いまし

たので、新たな計画は、関係者とのつながりの

例示など、図を交えてわかりやすく、かつコン

パクトにして、特に取り組んでいきたい方向性

をお示ししているところでございます。

なお、計画の本体は、議案書第3号の6ページ
から37ページに掲載をしております。
本議会におきましてご承認をいただきました

ら、つながりによる豊かな教育を実践しながら、

どのような時代が来ても、子どもたちが将来、

持続可能な社会の創り手となり、豊かな人生を

切り拓く力を身につけられるよう、子どもたち

の成長と様々な課題解決へ取り組んでまいりた

いと考えております。

説明は以上でございます。

【山下委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】 まず、第32号議案について、質
疑します。これは委員会の横長ですので、通知

をします。

この議案では、市町立学校につきまして、小

学校、中学校が107人の減、それから県立にお
きましては、中学校、高校が2人の減というこ
とで、トータル88人の減ということになるんで
すけれども、例年に比べて減になる先生方が多

いというふうに思うのですが、この減の理由は

何ですか。

【岡野義務教育課長】小中学校における減の一

番大きな原因は、まず学校の統廃合、それから

児童生徒の減少、この2つでございます。
【堀江委員】私の認識が間違いなければ、教職

員の定数の中には、法に定める標準定数と県単

独で措置をしている県単定数があるというふう

に思っているのですが、これは間違いないです

か。

【岡野義務教育課長】 その点につきましては、

委員のおっしゃったとおり、まずは「義務教育

標準法」という法律で定められているところで

ございます。もう一方の県単というところにつ

きましては……。

【山下委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ２時６分 休憩 ―

― 午後 ２時６分 再開 ―

【山下委員長】 委員会を再開します。
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【岡野義務教育課長】失礼しました。委員のご

指摘のとおり、県単の配置ということもござい

ます。

【堀江委員】そうしますと、この減になってい

る例えば107人、そして2人の減ということの中
で、県単の減というのは何人ですか。そういう

区分けがわかりますか。

【岡野義務教育課長】県単の減というのはゼロ

でございます。

【堀江委員】 そうしますと、今回のこの減は、

全て国の法律に基づいた標準の定数に基づいて

の減ということですか。

【岡野義務教育課長】そのとおりでございます。

【堀江委員】 ご説明ありがとうございました。

もう一つは、第52号議案の第四期教育振興基
本計画ですけれども、このことについてもサイ

ドブックスで発信をします。1つは、スクール
カウンセラーを指標に挙げなかったのはなぜか

という質疑なんですけれども、この第四期教育

振興基本計画は、昨年の11月の文教厚生委員会
で素案の時に説明があって、委員会として審議

をいたしました。その時に私は、今回、スクー

ルカウンセラーの配置の指標がないと。例えば、

第一期はスクールカウンセラーの配置数、それ

から第二期はスクールカウンセラーの配置校率、

そして第三期がスクールカウンセラーの配置校

数ということで、指標は変わるんだけれども、

スクールカウンセラーについて拡充していく、

拡大していくということでの指標があると。そ

れをどうして今回は挙げないのかということで、

私としては、その進行状況をチェックするのに

も指標に挙げるのが必要ではないかということ

で、これは計画になってしまったら終わりなの

で、ぜひ素案の時に検討してほしいというふう

に発言をいたしました。その後、どのような検

討がされたのか、答弁を求めます。

【長池児童生徒支援課長】スクールカウンセラ

ーにつきましては、11月議会でも堀江委員の方
からご指摘ありました。それを受けまして、SC
に関する指標の設定について改めて検討いたし

たところでございますが、先ほどの全体の説明

もありましたとおり、この第四期計画において

は、全体の考え方として、学校がどれくらい取

り組んだのかという活動指標を極力減らすこと

で指標を絞り込み、また子どもたちがどのよう

に変わったかという、いわゆる直接的な成果が

見えるような指標を掲げる方針としていること、

これにのっとりまして、今回は、SCに特化した
指標ではなく、学校内または学校外の専門的な

指導や相談を受けた不登校児童生徒の割合、こ

ちらの方が適当であるというふうに判断をして、

設定いたしました。

【堀江委員】スクールカウンセラーのいわゆる

配置校、配置率、スクールカウンセラーを増や

すということよりも、子どもたちや生徒たちが

どれだけ相談したかと、そっちに力を入れると

いうことで、第四期についてはスクールカウン

セラーの実質的な増員、そのことが見える指標

はないんだという答弁ですが、今の答弁の中で、

直接指標が見えるというふうな指標ということ

を言われました。その中で、先ほど私が発信し

ましたここの部分なんですけれども、子どもた

ちが、結局、どう答えるか。学校に行くのが楽

しいと答える生徒の割合、それから自分が高校

生だったら社会への関心や課題能力が高まった

と考える生徒の割合とか、どう考えるかという

ことで、生徒や子どもたちがどう考えるか、ど

う思ったか、そのことが指標として出されると

いうふうに思っているんですけれども、そうい

う意味で、私は、子どもたちがどう思ったかと



令和６年２月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（３月６日）

- 73 -

いうことよりも、具体的な指標、例えば少人数

学級をどれくらい実施したかとか、客観的な指

標をもっと増やすべきではないかというふうに

11月議会でも質問したんですけれども、その点
についてはどう検討したのか、併せて答弁を求

めます。

【山下教育政策課企画監】 11月の委員会でも
お答えしましたが、少人数学級など予算を伴う

ものにつきましては、なかなか本県の単独予算

では設置が厳しいというものもありまして、そ

のようなもの、実現可能性がまだ見えていない

ものについては記載をできませんでした。

ただ一方、委員がおっしゃいましたように、

生徒にどのように届いたかということを今回の

計画では入れさせていただいていまして、授業

がわかると回答した児童生徒の割合であるとか、

それから客観的に見る指標としましては、全国

学力調査の平均正答率など、子どもにどれだけ

届いたかというものと客観的な数字で表せるよ

うなもの、そのようなものを指標と設定いたし

ました。

【山下委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山下委員長】ほかに、質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

【堀江委員】 第32号議案「市町村立学校県費
負担教職員定数条例及び県立学校職員定数条例

の一部を改正する条例」については、これは生

徒の減によって法律上減らすということでの条

例改正だとは理解をしておりますけれども、私

は、先生たちを減らすということにつきまして

は反対の立場ですので、賛成できません。

第四期の長崎県教育振興基本計画につきまし

ては、第52号議案ですけれども、関係部分につ
いて、以下の理由で反対いたします。

私は、これまで基本計画そのものについて、

教育の自主性を脅かし、子どもの柔らかい心を

国が定める鋳型に押し込める内容として反対を

してきました。県民が求めている教育への要望

は、子ども一人ひとりに目が行き届く少人数学

級の実施、教職員の増員、高過ぎる学費の引下

げ、どの子も伸び伸びと過ごせる学校生活など、

憲法、子どもの権利条約を具現化することにほ

かなりません。国の実施を待つだけでなく、少

人数学級をどう拡充するか、何年かけて、どれ

だけの教員を確保するかなど、教育条件整備の

具体的な数値、目標がありません。スクールカ

ウンセラーの指標すら削られました。

全国学力・学習状況調査の平均正答率を指標

に掲げ、中心に据えられるべき教育条件の整備

が不十分な計画は、県民の願いに応えた計画と

言えず、反対といたします。

【山下委員長】ほかに討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了いたしました

ので、採決を行います。

まず、第32号議案について、採決を行います。
第32号議案は、原案のとおり可決することに、
賛成の委員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

【山下委員長】 起立多数。

よって、第32号議案は、原案のとおり可決す
べきものと決定されました。

次に、第52号議案のうち関係部分について、
採決いたします。

第52号議案のうち関係部分は、原案のとおり
可決することに、賛成の委員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕
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【山下委員長】 起立多数。

よって、第52号議案のうち関係部分は、原案
のとおり可決すべきものと決定されました。

次に、その他の議案について採決いたします。

第16号議案のうち関係部分、及び第31号議案
は、原案のとおり可決することにご異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山下委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、議案は、原案のとおり、それぞれ可

決すべきものと決定されました。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について説明を

求めます。

【犬塚教育政策課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき本委員会に提出いたし

ました教育庁関係の資料について、ご説明申し

上げます。

対象期間は、令和5年11月から令和6年1月ま
ででございます。

資料の2ページをご覧ください。
1,000万円以上の契約状況一覧表でございま

す。教育庁所管では、こちらの2件、入札結果
につきましては、3ページから4ページに記載の
とおりでございます。

次に、5ページから10ページに、陳情・要望
事項対応要旨を記載しております。これは知事

及び部局長等に対する陳情・要望のうち、県議

会議長宛てにも同様の要望が行われたものでご

ざいます。

内容は、島原半島振興対策協議会ほか3期成
会からの要望及び全日本海員組合、全国海友婦

人会からの申入れとなっております。

11ページをご覧ください。

教育庁附属機関等会議結果報告でございます

が、私的諮問機関等として、教職の魅力化作戦

会議及び長崎県不登校支援協議会の計2件の開
催状況を掲載しております。

議事概要等につきましては、12ページ及び13
ページに記載のとおりでございます。

以上で説明を終わります。

【山下委員長】次に、高校教育課長より補足説

明を求めます。

【田川高校教育課長】離島留学制度の改善策に

つきまして、教育委員会補足説明資料でご説明

をいたします。

本県の離島留学制度を利用し、壱岐高校に通

っておりました高校2年生の男子生徒が昨年の
3月1日、行方不明となりまして、その後、死亡
が確認された案件につきまして、行方不明にな

ってから1年が経過いたしました。この間、弁
護士や臨床心理士などの外部有識者を含む委員

で構成する、「これからの離島留学検討委員会」

を立ち上げ、3回にわたり改善の方向性を検討
していただきました。9月3日の第3回委員会で
報告書を取りまとめていただき、その後、報告

書の提言内容に沿って、離島留学実施校5校及
び実施の3市の関係機関と取組内容や役割分担
などについて協議を重ね、具体的な改善策を検

討してまいりました。

なお、これまで使ってまいりました「里親」

という名称につきましては、児童福祉法上の里

親と区別するため、「しま親」に変更すること

といたしましたので、あらかじめお伝えしてお

きます。

それでは、資料2ページをご覧ください。
構成としましては、3ページから11ページが

説明資料で、13ページからは、詳細内容を記載
した資料編となります。
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3ページをご覧ください。
1に記載しています（1）から（4）の記載事

項が報告書で提言された改善の柱の4項目にな
ります。そして、2には、その改善の柱の（1）
から（4）の項目ごとの改善策の全体像として、
体系図を掲載しております。具体的取組につい

ては、予防措置と緊急時の対応を分けて整理を

しております。

では、その具体的取組事項について､4ページ
から、特に主立ったところをご説明させていた

だきます。

まず、（1）生徒やしま親に対するサポート
体制の強化についてです。

「①生徒がSOSを発信した時の組織的な対応
の強化」になりますが、記載しておりますよう

に、まず各離島留学実施校5校において、3つの
組織を構築しました。

まずは、図1の一番上にあるⅠの「離島留学
推進協議会」についてです。この会は大本の会

議で、制度の運用や地域における見守り機能に

ついて検証する会でございまして、その中で、

しま親の承認なども行います。構成員は記載の

とおりであり、学校のみならず、県や市、市教

委の課長級以上で構成することとしています。

続いて、同じく図1の左側にあるⅡの「離島
留学支援チーム」です。緊急事態や、学校やし

ま親だけでは解決できない懸案事項が生じた際

に速やかに連携し、学校への支援や助言を行い、

解決を図ることを目的としています。構成員は

記載のとおりで、学校の教職員をはじめ、スク

ールカウンセラーや保健師、社会福祉士など、

状況に応じてメンバー内で情報共有を行い、対

応について協議することとしています。

続いて、図1の右側にあるⅢの「しま親連絡
協議会」です。この会は、しま親と保護者が信

頼関係を深めたり、しま親の研修を行ったりす

る会になります。研修内容については、後ほど

ご説明いたします。

続いて､6ページに、「危機管理マニュアル」
について、ご説明いたします。

図2をご覧ください。こちらは離島留学生に
特化したものになります。例えば、「離島留学

生が行方不明になった」などといった緊急事態

が発生した場合、その緊急事態を認知した者、

つまり発見者は、まず教頭へ報告します。教頭

は、校長の指示を受けつつ、校内で情報とその

後の対応を共有するとともに、先ほどご説明い

たしました離島留学支援チームとも情報を共有

し、外部機関とも連携して迅速な対応を図るこ

ととしています。

続けて､7ページの心の不調を早期にキャッ
チするための心の健康観察webシステムの導入
について、ご説明いたします。

導入の背景は、「これからの離島留学検討委

員会」の中で、SOSを発することのできる生徒
の支援策だけでなく、SOSを発することのでき
ない生徒への支援策についても検討すべきとの

意見をいただいたことに基づく対応となります。

具体的には、生徒が所有するタブレット端末

を用いて質問に回答することで、心の不調をキ

ャッチするシステムになっています。

キャッチできるものとしては、身体不調や自

殺リスク、そしていじめ等といったものになり

ます。実施時期としては、4月末と9月の上旬の
年2回を原則とし、必要に応じて保健室などで
も随時実施できるような体制を整えていきたい

と考えております。

続けて、「②しま親が一人で悩みを抱え込ま

ないような体制づくり」についてです。

丸の2つ目、しま親の条件についてでござい
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ます。この項目は、午前中の審査の中で中村泰

輔委員からご質問があった部分になります。

四角囲みをご覧ください。このしま親の条件

につきましては、質の担保を図るという意味で、

枠囲みの中の①から⑥を明文化するとともに、

新規のしま親については、大本の組織でありま

す離島留学推進協議会で審査を行うこととして

おります。

また、資料編の19ページに、しま親の担う役
割として、住環境であれば、1人1部屋を提供す
ること、エアコンを設置することなどを明文化

し、また食事は毎日3食提供することや保護者
への対応や、けがや病気をした際の学校との連

携の在り方などを記載しております。

資料8ページをお願いします。
2つ目の丸、「しま親同士の情報交換会及び

研修会の実施」についてですが、こちらはしま

親に対する研修会の具体的な内容になります。

生徒理解やアンガーマネジメント研修、栄養管

理、危機管理や人権教育について、年2回実施
するしま親連絡協議会の中で実施することとし

ています。

資料9ページをお開きください。
「④学校に配置している離島留学支援員の増

員と役割の明確化」についてです。報告書の中

でも、生徒やしま親のSOSをキャッチするため
に、この離島留学支援員の増員が必要であると

の意見をいただいておりました。今回の増員に

より、県内に計3名だった支援員を倍増し、6名
を配置する予定としております。

また、これに伴い、支援員の業務内容も明確

化し、そのための研修も実施することといたし

ております。

続けて、「（2）生徒の受入れ体制の見直し」
についてです。

①は、入学前のアセスメントの実施について

です。報告書中で、専門家を交えたアセスメン

トを入学前にしっかりと行い、ミスマッチを防

ぐことが重要であるとの指摘をいただいたため、

丸の1つ目、留学生の受入れの条件づくりとし
て、アセスメントの前段階の留学生の受入れの

条件として、受検前には必ず来島し体験入学へ

参加することや、入学後においても、保護者の

関わりが薄いケースもあったため、保護者の責

務や、加えて離島留学生が果たすべき役割を明

文化いたしました。

また、丸の2つ目、専門家のアセスメントと
して、体験入学で来校した際、24ページの資料
9のアンケートを実施し、アンケート結果を踏
まえてスクールカウンセラーなどの同席の下、

親子面談を実施し、入学後、親元を離れて充実

した3年間の高校生活をやっていくことができ
るかどうかについての確認を行います。体験入

学後も複数回オンライン面談を行い、意思確認

を行っていくことで、入学後のミスマッチを防

いでいきたいと考えております。

資料10ページになります。
②には、「しま親」への名称を変更した理由

を記載していますが、児童福祉法上の里親は、

実質的な保護者同様の責任を負う必要があるた

め、離島留学制度とは負うべき責任の度合いに

違いがあることから、冒頭申し上げましたよう

に、今回、離島留学制度においては、今後「し

ま親」という呼称を使うこととしています。

③の親子留学の導入についてです。次年度か

ら親子留学の制度を新たに設け、制度の拡充を

図ることとし、親子留学を活用するひとり親世

帯などの保護者に対し助成する制度を創設する

ことといたしました。

続けて、「（3）生徒に対する地域全体の見
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守り」についてです。留学生の人間関係が学校

やしま親だけに限定されないよう、様々なボラ

ンティアや行事に参加する機会を設け、島内の

様々な大人と交流する機会を増やしたいと考え

ております。

最後に､11ページをご覧ください。
「（4）教員の負担を軽減する環境づくり」

については、対馬高校と五島高校の2校には寮
が整備されていますが、教員の舎監業務の負担

を軽減するために、舎監業務従事職員を新たに

3名雇用することとしており、教員の負担を軽
減し、持続可能な離島留学制度へと、その充実

を図っていきたいと考えております。

今後の予定につきましては、文教厚生委員会

でのご意見を踏まえて、3月14日に開催する定
例教育委員会で報告し、その後、ホームページ

で公表することとしております。

また、改善策については、新年度に入り、離

島留学実施校のしま親や保護者に対してご説明

し、周知を図っていくこととしております。

説明は以上になります。

【山下委員長】 ありがとうございました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情一覧表のと

おり、陳情書の送付を受けておりますので、ご

覧願います。

審査対象の陳情番号は、80番であります。
陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山下委員長】質問がないようですので、陳情

につきましては、承っておくことといたします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山下委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事項について、ご質問はありません

か。

【清川委員】私の方からは、学校給食について、

お尋ねをいたします。

皆様もご承知のとおり、2月26日に福岡県の
小学校で、給食を喉に詰まらせ死亡するという

残念な事故が起こっております。このことに関

して、長崎県でも多くの学校で給食が提供され

ていると思いますが、県内の公立小中学校にお

ける給食の実施校や、また調理場数など、お分

かりでしたら教えていただければと思います。

【松山体育保健課長】 令和5年9月現在となり
ますが、県内の公立小中学校における給食の実

施校数につきましては、民間調理場で調理され

る給食も含めまして、470校で完全給食が実施
をされております。また、市町の調理場数につ

きましては、その学校の給食を調理する単独調

理場が87施設、それと主に2校以上の給食を調
理し、提供する共同調理場が52施設、合計で139
施設がございます。

【清川委員】 ご答弁ありがとうございました。

本県でも多くの学校が給食を実施しているよ

うです。県内で、このような同様の事故等が過

去にあったのか、お尋ねをいたします。

【松山体育保健課長】今回起こりました福岡県

と同様の事故につきましては、本県では起こっ

てはおりません。

なお、学校給食におきまして、危険な事故に

つながるような事例が起こった場合につきまし

ては、報告をいただくようにしておりまして、

近年、確認をしておりますが、ここ10年、県内
でこのような事例というのは起こったという報
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告はあっておりません。

【清川委員】 ありがとうございます。

安全・安心な給食を実施していく中で、県は、

このことについてどのようなことを行っている

のか、お尋ねをいたします。

【松山体育保健課長】安全・安心な学校給食を

提供していくためには、継続的に注意喚起ある

いは指導を行っていくということが大変重要か

というふうに考えております。このため県では、

窒息事故に限らず、食中毒あるいは異物混入と

いった事故も含めまして、各市町教育委員会あ

るいは県立学校に対しまして、毎年、事故等の

発生防止についての通知、あるいは研修会を通

して徹底を図っているところでございます。

【清川委員】 ありがとうございました。

この福岡県での事故の発生後に、ただいま各

市町への連絡を行ったというふうにお聞きしま

したけれども、その辺をもう少し詳しく、どの

ような対処方法を取られたのか、お尋ねをいた

します。

【松山体育保健課長】今回の事故を受けまして、

文部科学省の方から改めて通知が出されており

ますが、食事の指導や窒息への対処方法などの

徹底について、県としましても、改めて市町教

育委員会、県立学校に対しまして注意喚起を行

ったところでございます。

指導のポイントとしましては、食べ物は食べ

やすい大きさにして、よく噛んで食べるように

指導すること、早食いは危険であることを指導

すること、学級担任等が注意深く児童生徒等の

様子を観察すること、全職員間で個別対応な児

童生徒の共通理解を図ること、以上に加えまし

て、事故発生時の対応につきましても指導を行

ったところでございます。

【清川委員】 ご答弁ありがとうございます。

現場でこのような事故が起こった場合に、当

然、給食をする時には、担当先生と、補助職員

と一緒に給食を召し上がるとは思うんですけれ

ども、こういった事故が起きると、非常に慌て

て、どのように対処していいのかというように

混乱を招いたかと思っております。そしてまた、

一緒にいた児童生徒さんたちも非常に動揺した

というふうに思っております。そういった時に、

やはりしっかりとした何らかのマニュアルとか

そういったものが必要かと思いますけれども、

その辺について、もう一度、お尋ねいたします。

【松山体育保健課長】文部科学省の方で、食に

関する指導の手引というのが平成31年3月、こ
れは第2次の改定版になりますが、出されてお
りまして、その中にも、緊急時の対応につきま

して細かく記載がされておりますので、学校に

つきましては、しっかりこの点を踏まえまして

対応が取られていくものだというふうに思って

おります。

【山下委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【中山委員】前川教育長に、教育姿勢等につい

て、幾らか質問をさせていただきたいと思いま

す。

平田元教育長、そして中﨑前教育長、特に中

﨑前教育長は健康の理由で任期途中ということ

でありましたので、知事に対しても、任命責任

はどうかということで、重く受け止めていると

いうことでありましたし、その後、前川教育長

が誕生したということでありますので、期待を

込めながらいるところでありますが、前川教育

長のキャリアを見ますと、教育行政については

全く携わってなかったという問題、併せて民間

の第1号で出向したということでありますし、
文化観光国際部長ということであって、ある反

面、民間感覚に優れているのではないかと思っ
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ているわけでして、そういう意味からしまして、

私が常々考えているのは、やはり今、教育界内

で一番問題なのは、学校現場と実社会との距離

が非常に離れてしまっているということであり

ますので、この辺を民間感覚に優れている前川

教育長に縮めていただく、縮めるチャンスじゃ

ないかと、そういうふうに私自身は思っている

わけでありますが、それを含めて、教育長とし

ての教育姿勢について、お尋ねしたいと思いま

す。

【前川教育長】 ご質問ありがとうございます。

今、ご質問の中にもありましたとおり、教育

委員会での勤務は初めてでございまして、知事

部局で若い頃は財政や企画部門の勤務が長うご

ざいまして、予算面も含めた事業の企画立案に

長く携わってまいりました。管理職になりまし

てからは、文化観光や国際分野、離島振興、ま

ちづくりなど、民間の方々と一緒になって事業

を展開していくという、そういった事業に携わ

らせていただきました。

そうした中で、事業を進めていく上で、その

成否の鍵となるのは、やはり人であると、誰が

その事業をやるのかということで、事業のよし

あしが決まるということを実感いたしておりま

して、そういう意味では、教育は、まさに人づ

くり、人材育成の根幹となるものでございます

ので、県全体の施策を進めていく上でも、極め

て重要な分野であると感じております。

教育行政の中では、ふるさと教育であったり、

あるいは県立高校の魅力化、不登校、いじめの

問題ですとか、特別支援、様々な課題がありま

して、どれも大変重要だと思っておりますけれ

ども、中でも、まず早く成果を出したいと思っ

ているのは、教員の働きがい改革ではないかと

思っております。

中山委員のご指摘にもありました、今、教育

現場と民間の方々の距離が少し離れているんじ

ゃないかという部分も、教員が忙し過ぎて、な

かなか外に目を向ける時間もないと思っており

ます。教育委員会の予算、先ほど堀江委員から

もございましたけれども、9割が人件費でござ
います。この教職員こそが教育委員会の最大の

経営資源だと思っておりますので、まずはここ

を活性化させて、そしてその経営資源を活用し

て事業取組を進めていきたいと思っております。

子どもたちを第一と考え、どんな事業でも、

これは本当に子どもたちのためになるのかとい

うのを常に考えながら、児童生徒や教職員はも

ちろん、保護者の方あるいは地域の方、市町、

民間企業、様々な方々と関係を構築しながら前

に進めてまいりたいと考えております。

文教厚生委員の皆様をはじめ、県議会の皆様

のご支援、ご協力も賜りながら、しっかり取り

組んでまいりたいと思っておりますので、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。

【中山委員】人づくりの根幹は教職員でござい

ますので、教職員に民間との交流とか国際交流

等を含めて、大いに新たな人と交わることによ

って教員自身の人間力を高めていくと、そのこ

とが子どもに伝わっていくというふうに考えて

おりますので、ぜひそういう意味から、民間交

流をひとつ積極的に取り入れていただきたいと

思います。

そこで、働き方改革の話もございましたけれ

ども、今、皆さん方は教育委員会としては、教

育界全体の司令塔というふうに考えております

ので、そうなると働き方改革含めて、現状の教

育委員会の在り方、認識、そしてまたこれは改

革しなくていいのかどうか、教育界の改革、こ

れについてはどのように考えているのか、お尋
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ねしたいと思います。

【前川教育長】 教育委員会、これまで、先ほど

中山委員のご質問にございましたとおり、前任

の中﨑前教育長あるいは平田元教育長、かつて

知事部局でも机を並べていろんな議論を交わし

ながら、池松元教育長も含めて、前任の方々が

教育長になられた時に、私、まだ若い年齢でご

ざいましたけれども、いろんな教育の議論なん

かも昼間も夜も含めて、いろんな話を意見交換

させていただいておりました。

そうした中で、教育委員会自体も、前任の方々

は、その時々はその在り方が最適と考えながら

事業に取り組まれたと思いますけれども、常に

世の中は激しく動いておりますので、その時点、

その時点で改善すべきものはしっかり改善して

いくという姿勢を持って取り組んでいかなけれ

ばならないと思っております。

教育委員会の在り方につきましても、まだ着

任して2か月でございます。今までがどうだっ
たのか、今後どうすべきなのかということは、

これからしっかり取り組んでまいりたいと思っ

ておりますので、いずれにしましても、現状を

よしとするのではなく、常に改善、改革という

意識を持って取り組んでまいりたいと思ってお

ります。

【中山委員】常に改善、改革に取り組むという

ことでありましたので、まさにそこが前川教育

長の持ち味になっていただければありがたいな

と考えております。

私は、教育行政に、特に教育委員会含めて、

イメージ的に感じているのは、やはりトップダ

ウン、文部科学省から県教委、それから校長先

生、先生から生徒と、トップダウンでやってい

くと、こういう流れですね。それと、何度もビ

ルド、ビルド、ビルドでどんどん、どんどん、

我々が通達したことについては、あなたたちは

守りなさいよと文書通達でやってしまうと。全

て否定するわけじゃないですよ。ここから今後

は、ボトムアップをしながら、まずスクラップ

ですよ。スクラップして、その後、必要があれ

ばビルドしていく、こういうふうな形で、仕事

自体がそういうふうにかじを切ってもらわなけ

ればいけないし、そのことによって長崎県らし

い子どもファーストの魅力ある教育立県を実現

してほしいし、ぜひそういう形でひとつ取り組

んでいただくことを期待しておきたいと思いま

す。

そこで、具体的に少しお聞きしたいと思いま

すけれども、働きがい改革を推し進めていくた

めには、やはり何といいましても地域の司令塔

である学校の改革を小中高校含めてやっていく

以外にないというふうに思いますし、そうなる

と、私が今、考えているのは、働きがい改革も

そうなんですけれども、学び方改革と両車輪で

やっていく以外にない。どっちかというと学び

方改革を基本的にやりながら、そして働きがい

改革を同時にやっていくという、こういう形で

学校改革が進めば大変ありがたいと思っており

ますけれども、これについて、私の認識につい

て、教育長の考え方をお聞きしたいと思います。

【前川教育長】まさに委員おっしゃるとおりだ

と思っております。学び方改革、子どもたちに

とって、どういう学びが一番子どもたちのため

になるのかということを常に第一に考えたいと

思っております。それを進めていく上でも、教

員の働き方改革は、そこを進めていく大きな一

つの手段と申しますか、そこが大きな手だてに

なっていくんだろうと思っております。

極力私も学校現場に足を運びまして、我々教

育委員会、先ほど委員からトップダウンという
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お話しございましたけれども、どうしても施策

を企画立案していく上では、マクロで物事を考

えがちでございますけれども、教育現場では、

教員一人ひとりが子どもたち一人ひとりに向き

合いながら、それぞれ一人ひとりの子どもたち

のためにという取組を行っておりますので、そ

ういう声にしっかりと耳を傾けながら、現場の

声を聞いてボトムアップで、スクラップすべき

ことはスクラップして、しっかり取り組んでま

いりたいと思っております。

【中山委員】学校改革をやるために、先ほど私

が、校長先生、教頭先生の役割が大事だという

ことで資料を出していただいたわけであります

けれども、私の調査によると、校長の役割、時

代の潮流を読んだ上で、明確な方向性を示し、

学校内で共有すると。その上で、方法論とか戦

術については教職員に任せる。そして、先ほど

言ったように、校長先生としてのトップダウン

は10％ぐらいに、最低限に止めておくと。そし
て、教職員によるボトムアップ、共有した中で

聞いてもらう。そして最後は、この結果につい

ては校長である私が全ての責任があるというよ

うな、そういうふうな教育文化をやってほしい

し、それを教育委員会が支えていくという、こ

ういう形になれば一つの理想的かもしれません

けれども、それについてお尋ねいたしたいと思

います。

【前川教育長】学校現場の経験がない私が軽々

に物を言うというのもちょっとはばかられると

ころでございますけれども、中山委員がおっし

ゃったところというのは、学校現場に限らず、

組織論として、やはりそうあるべきだと思って

おります。教育委員会としても、私がトップで、

トップダウンは、細かいことではなく、方向性

を10％程度で、具体的な企画、政策立案は次長、

課長たちでしっかり取り組んでいただいて、最

後の責任は私が取らせていただくという、そう

いう思いを持って取り組んでまいりたいと思い

ます。

学校現場、校長先生、教頭先生ともしっかり

と意見交換をしながら、そういった学校現場を

つくっていけるように、教育委員会としてもサ

ポートしてまいりたいと考えております。

【中山委員】 ありがとうございました。

それで、具体的な事業を変えるためには、や

はり事業観を転換する必要があると。そして、

知識の部分と課題解決部分を明確に区分して、

知識の部分については見て学べと、課題とか、

こういう問題について対面で教師が話をしてい

くと、こういう姿勢に教職員がなっていただく

と、非常に大きく学校は変わっていくのではな

いかというふうに考えているところであります

ので、ひとつ参考にしていただければと思いま

す。

もう一つは、働き方改革です。これを今、「生

きがい改革」と言っていますけれども、問題は、

そこを一つ先に進んで。これは生きがい改革な

んですよ。ワーク・ライフ・バランス、この生

きがいじゃないんですよ。生きがいの先なんで

すよ。そこを見た改革をぜひ目指してほしいと

いうのが基本的な考え方でございますけれども、

実質的に、私が調べた学校においては、一番問

題になったのが職員会議だそうです。これを一

番メインに直したと。月に1回やっていたけれ
ども、ここで一番問題なのは、伝達とか、報告

事項、これらについては資料を渡すだけでいい

と。そして、共有事項、場合によっては合意事

項について共有を進めて、毎月していたものが、

1年半で6回しかしていないと。それも15分程度
で終わると。その結果、退勤時間が、4時半に
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は半分以上が退勤した。時間外勤務は、45時間
を超えている職員が一人もいないと。これは

100人以上の学校なんですよ。
こういうことが現実にできたという報告をい

ただいていますので、こういう形で職員会議に

ついて、もう一回ぜひ見直しを図っていただけ

れば。ここが一番ネックだという話があってい

ますので、ぜひひとつよろしくお願いしたいと

思います。

それと、課題があるのは、教育長と教職員と

の関係、ここをどういう形で信頼関係を結べる

のか、ここが一つの大きな鍵になってくると考

えておりますので、これに対する教育長の考え

方があれば、教えていただきたいと思います。

【前川教育長】先ほどもご答弁申し上げました

けれども、教育庁、教育委員会は、マクロでの

施策を立案していく部分が多うございます。ま

た、学校現場の教職員は一人ひとりの子どもた

ちと向き合っているということでございますの

で、そうした学校現場で今どういうことが起こ

っているのか、学校現場はどういった課題を抱

えているのか、そこを十分現場の教員の皆さん

と、私だけではなく、ここにいる教育委員会事

務局の職員全てがしっかり情報共有をして、本

県が教育立県として進むべき道というのを1万
3,000人の教職員全て一体となって取り組んで
いけるような、そういったチーム学校、チーム

長崎で取り組めるような形を取っていきたいと

考えております。

【中山委員】答弁いただきましたけれども、端

的に言えば、まず校長先生は、名前と顔を覚え

てくださいよ。そして、できるだけ対面化。オ

ンラインで対面できるわけですから、できるだ

けじかに話をするということが求められており

ますので、一日に2人やったとしても、1年間に

すれば500人になるんですよ。10分か15分あれ
ばやれますよ。ぜひそういう形で実践してほし

いということと、もう一つ、できれば前川レポ

ート。私はこういうふうに思っているんだと、

教育委員会とこう話をして、こういう意見があ

るんだと。そしてまた、教職員の皆さん方と、

何かご意見あったら私に会い、直接提案してく

ださいと、そして一緒にやっていきましょうじ

ゃないかと、こういう何かの形のキャッチボー

ルをやっていただければ、非常にまたこれは信

頼関係の醸成につながっていくんだと思うんで

すけれども、いかがでございますか。

【前川教育長】 元来筆不精でございますので、

レポートの方は自信がございませんが、フェイ

ストゥフェイスでしっかりと向き合っていくと

いうところは得意とするところだと思っており

ます。各校長先生と、そういった関係づくりに

しっかり取り組んでまいりたいと思っておりま

す。

【中山委員】ぜひそういう取組をしていただき

ますと大変快く思いますし、それともう一つ私

が懸念しているのは、学校での教職員の関係で

す。地域貢献活動が全く足りません。学校に保

護者とかが来るけれども、学校、家庭、地域と

いうけれども、本人たちが学校の所在地、家に

帰ってから地域との触れ合いが少ないんじゃな

いかと思います。この辺はちょっと難しい問題

があると思いますけれども、ぜひ教職員が地域

活動に貢献をするように、ひとつそういう仕掛

けもしていただければ大変ありがたいと考えて

おりますので、そこを要望して、質問を終わり

たいと思います。

【山下委員長】それでは、ここで暫時休憩した

いと思います。

再開を15時10分としたいと思います。
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― 午後 ２時５５分 休憩 ―

― 午後 ３時 ８分 再開 ―

【山下委員長】 会議を再開します。

ほかに、質問はありませんか。

【堀江委員】県内の学校で、生徒から集めた積

立金の不明瞭な会計処理という事例があります。

この積立金は、卒業記念代金などのために生徒

から集めた、いわゆる私費の会計のお金です。

卒業記念品の内容について、生徒、保護者への

了解も取られておらず、生徒や保護者は、卒業

記念品に1人当たり幾ら手出しをしたのか認識
すらできていなかったり、あるいはこの積立金

は、いろいろ使った後、残金が出ますので、こ

れは生徒に返金されるというふうになるのです

が、それが返金されていないということで、学

校関係者の対応が問われている事案です。

そこで、質問いたします。こうした事案とい

いますか、事例といいますか、この事例を把握

しているかどうか、質問いたします。

【山﨑教育環境整備課長】ただいま委員からご

指摘がありました事案につきましては、私ども

の方で把握をしております。

【堀江委員】この問題は、昨日今日の話ではな

くて、数年続いているというふうに認識をして

いるのですが、教育委員会の対応として、今後

どのように考えているのか。これは私の質疑は

中継、インターネットで聞いておられますので、

明確に答弁を求めます。

【山﨑教育環境整備課長】今後の対応というこ

とでございますけれども、まずこの経緯につい

て簡単にご報告をさせていただきます。この事

案につきましては、昨年の6月に学校長からご
相談をいただいておりました。その後、7月に
学校長等からの説明を受け、さらに9月以降、

本年1月末まで、本課において調査を進めてき
たところでございます。

調査した結果でございますが、まず委員から

先ほどご指摘がありましたような卒業記念品へ

の執行ということ、それと、もともとは修学旅

行等の積立てということで執行しておりました

けれども、その執行残について、学校の方で、

委員がおっしゃられたような卒業記念品の方に

充てられたというようなことでございました。

本来は、きちんと保護者等の同意を得る必要

がございまして、執行するに当たっては、そう

いった保護者の同意が必要でございますけれど

も、保護者全体の同意を得ずに記念品を購入す

るなど、意思決定過程に不備があったというこ

とで認識をしております。また、保護者等への

決算報告、そういったことも行われていなかっ

たという実態もございました。

そういった中で、保護者等への説明責任が果

たされていないというようなことでございまし

たので、私どもといたしましては、今後、学校

に対して、本事案に対して、きちんと精査をし

た上で、保護者に理解していただけるように、

返金することも含めまして、適切な対応を求め

ていきたいと考えております。

【堀江委員】 適切な対応を求めていきたいと。

保護者の関係者の皆さんは、相談したのは、も

う去年の話ですよね。だから、適切な対応とい

うことなのですが、もう3月ですよね。卒業の
時期です。そうなりますと、適切な対応という

のは言葉の上ではわかりますが、例えば、区切

って、3月までにきちんと説明責任を果たしま
すなり、そういう明確な見通しを持った答弁は

できないのでしょうか。

【山﨑教育環境整備課長】現在の状況でござい

ますが、学校の方から、本日、当時の保護者に
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対して、文書により状況の説明を郵送したとい

うようなことを聞いております。

それを受けまして、私どもといたしましても、

少なくとも年度内には、きちんと学校の方にも

指導をしていくということで考えております。

さらに、他の県立学校におきましても、こう

いう事例がないように、しっかりと適切に処理

をするように、改めて周知徹底をしていきたい

というように考えております。

【堀江委員】私に寄せられた情報で、なかった

のが、本日、郵送という形で関係保護者に経緯

についての説明なりが送られているということ

が今明らかになりました。少なくとも年度内、

3月末の間に、もう卒業している生徒、保護者
もおりますから、そうした関係する皆さんに対

応していくという答弁をいただいたという認識

をいたしますけれども、それでよろしいですか。

【山﨑教育環境整備課長】そのとおりでござい

ます。

【堀江委員】 いずれにしても、この問題は、学

校関係者の対応が、学校への不信であったり、

いろんな意味で信頼関係を崩していっていると

いう状況がありますので、これまでも危機感を

持って対応していたかとは思いますけれども、

そうであっても、もう数か月もかかっていると

いうことでは、私は、寄せられた皆さんからの

思いというのは、ここできちんとその対応を伝

えてほしいという希望もありましたので、今回

この形で取り上げさせていただきましたが、ぜ

ひその答弁どおりに対応していただきたいとい

うふうに思っています。

あと幾つかお尋ねしたいのは、高校生の離島

留学推進事業費の中で、るる説明がありました

ので、それはそれとして、これまで強く要望し

ておりました支援員の増員、主な事業の概要版

の中の17ページで、支援員を3人から6人に増員
しましたと。対馬の1名は変わらないんですけ
れども、壱岐が1人から2人に、五島南が1人か
ら2人に、そして奈留は、いなかったんですけ
れども、1名体制にしましたということなので
すが、問題は、人員の確保といいますか、支援

員がきちんと確保されているのか、そこがこれ

までも支援員の増員とは言いつつも、なかなか

その人選ができていないというか、そこがあっ

たかと思うんですけれども、その人員の確保が

なされているのか、その点だけ確認させてくだ

さい。

【田川高校教育課長】お尋ねいただきました支

援員の増員につきましては、正式にはこれから

という形になりますけれども、これを前提に、

各地区の方では、いい方がいらっしゃれば早め

に目をつけるというんでしょうか、そういうふ

うな形で動いてほしいということを話しており

ますので、各学校の方で少しずつ人選の方は進

んでいっているんだろうというふうに思ってお

ります。

【堀江委員】ぜひ予定どおりに人員が確保でき

るよう努力をしていただきたいというふうに思

っております。

もう一つ、夜間中学の問題で質問したいとい

うふうに思っています。

概要版では、夜間中学校設置調査研究という

ことで、設置に向けた調査研究を実施するとい

うふうに令和6年度の事業について説明があっ
ておりました。新聞報道等で、開かれています

佐世保市議会の中で具体的な内容が明らかにな

っておりますけれども、この夜間中学の研究状

況について、説明を求めます。

【田川高校教育課長】夜間中学の検討状況につ

いて、ご報告いたします。ご案内のとおり、3
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月4日、佐世保市の議会の中で、夜間中学を令
和7年度に開設をするということが正式に公表
がなされました。県教育委員会としましては、

佐世保市が設置します夜間中学校の支援をして

まいりたいというふうに考えておりまして、佐

世保市と県教委との間では、ワーキンググルー

プを既に立ち上げているところでございます。

その中で、教育課程はどういったものが最適

なのか、それから人材の確保、教職員の確保、

そういったところはどうしていくのかですとか、

施設設備はどうするのかというようなことを中

心に協議しております。

当初、ニーズ調査を県の方でやろうかという

ことで考えておりまして、経費も計上しており

ましたけれども、こちらの方は、令和7年度に
早期に開設したいということで、佐世保市の方

でニーズ調査も行われたというところで、主に

は、会議等の旅費が中心になってこようかとい

うふうに思っております。

【堀江委員】夜間中学については、これまでも

いろいろ調査があって、ぜひという声が寄せら

れたという経緯は私も承知をいたしております

が、そうしますと周知といいますか、県民にど

うお知らせするのかということでは、もちろん

来年4月から開設するというのは報道等で、そ
して今、課長が答弁したとおりですけれども、

これから具体的内容を詰めていくとなれば、県

民の皆さんに周知をする、どういう形でどうこ

うというのは、まだずっと先ということになり

ますか。

【田川高校教育課長】周知は、これから一番大

切な部分になってこようかと思います。県内で

初めて立ち上がるこの夜間中学を、どのような

特徴の学校にし、どのような学びを実現し、そ

していわゆる学びのセーフティーネットとして、

本当に学びたい人たちに学んでいただける環境

をつくっていく、そういった学校を実現してい

くためには、今後、さらなる協議も必要かとい

うふうに思っております。そういったことを含

めて検討していきながら、決まり次第、県とし

てもバックアップしながら、周知に努めてまい

りたいというふうに考えております。

【堀江委員】今の段階としては、それ以上の答

弁はもちろんできないというふうに理解をして

おりますが、開設の時期が明確になって、ここ

からとなりますと、具体的に、逆算して、それ

までに何をどうしてというふうなスケジュール

になっていくかとは思いますけれども、県民も、

どういう形で、どんなふうにというのは、これ

はまた知りたい、あるいは聞きたい情報だと思

いますので、ぜひ早急にまとめていただいて、

言わば対象となる方たちが学びの場の一つとし

て活用できるというか、そういう場になるよう

に、大変ですけれども、ぜひ努力をしていただ

きたいというふうに思っております。

最後に、通告をしていないので、認識がなけ

れば見解をお示ししてほしいと思うのですが、

県内の高校で、地域企業と連携したアルバイト

の推進というのが行われています。これは県内

の企業からしますと、働き手、人材不足の解消

にもなりますし、また企業を知ってもらいたい

というPRにもなります。学校の側からしますと、
生徒に企業を知ってもらいたいし、より社会と

つながるキャリア教育へというふうなことも考

えていると言われました。生徒からすると、企

業との交流、接点で、就労体験、それから企業

について知るということも可能だし、キャリア

意識の向上になるというふうなことで、バイト

とインターンシップをつなげて「バイターンシ

ップ」というふうに言われるんだそうですけれ
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ども、そういうことを進めている学校がありま

して、先日、卒業式の中で、学校に伺いました

時に、もちろんその学校の取組ですけれども、

こうした方向は、県内で一つのやり方として広

めていく方向もあっていいのではないかという

校長先生のご意見もありました。ご存じかどう

かわかりませんけれども、私も面白い取組だな

と思ってお話を聞かせていただいたんですけれ

ども、見解がありましたら、お示しいただきた

いと思います。

【田川高校教育課長】今お話しいただきました

バイターンシップ、これはもう少し全国的に導

入するといいますか、それをやっている学校が

見られるようになりました。本県におきまして

も、長崎工業ですとかそういった学校で、いち

早くこのバイターンシップというのを推進して

いる学校も県内にはございます。

これまで高校生のアルバイトにつきましては、

適正な金銭感覚が養えるかどうかというような

懸念の声もありまして、どちらかというと否定

的な声が多かったのではなかろうかというふう

に思っております。しかしながら、本日のこの

委員会での議論の中でも、やはり学びといった

ものが学校の中で閉ざされたものだけではなく

て、社会に通じるものでなければならないとい

うようなご意見もあり、そしてそのご意見は私

たちも賛同する部分も大いにある部分になりま

す。

これからの時代は、高校生が社会の中に出て

いきながら、社会の方々から協力してもらいな

がら教育を施してもらうといった部分もその方

向性の大きな柱になっていくのではなかろうか

と思います。一方で、先ほど申し上げました金

銭感覚といったところもございます。夜のアル

バイト、心配される部分もございます。そうい

ったところを整理しながら、このバイターンシ

ップといったところを長崎県でどう根づかせて

いくか、それは高校教育課としても今後協議し

てまいりたいというふうに思っております。

【山下委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【中村(泰)委員】 お疲れさまです。
私の方からは、まず学校におけるアレルギー

疾患対応指針について、お尋ねをいたします。

お子様がアレルギーを持たれている方と今、

意見交換をさせていただいておりますけれども、

県の教育委員会で、学校におけるアレルギー疾

患の対応指針ということで作成をされておりま

して、この資料について、お尋ねをいたします。

具体的な研修会を実施するということで、こ

ちらの資料がございますけれども、実施内容、

また回数、そちらにつきましてお尋ねいたしま

す。

【松山体育保健課長】食物アレルギーの研修会

についてのお尋ねでございますが、従来から、

県教育委員会主催で、専門医等を講師として招

きまして、食物アレルギーによるアナフィラキ

シーへの対応でありますとか、エピペンの使用

方法を含めた研修会を実施しているところでご

ざいます。

本年度につきましては、オンライン開催とな

りましたけれども、昨年5月11日に開催をいた
しまして、長崎大学病院の小児科の先生に講師

となっていただきまして、食物アレルギーへの

対応について、エピペンの使い方も含めまして

講義を行っていただいたところでございます。

また、アレルギー疾患対応につきましては、管

理職員が自らリードして、組織として体制を整

える必要がございますので、新任校長を対象に、

食物アレルギーに関する概要でありますとか、

学校における対応について講義をさせていただ
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いたところでございます。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。
長崎大学の先生がそういったことをされたと

いうことで、まず、それは年に1回だけされた
ということですか。校長先生方に向けた話もさ

れたということですけれども、例えば、対象を

変えた形でされたのか、そのあたりも確認させ

てください。

【松山体育保健課長】 管理職員及び保健主事、

その他、教員も含めた研修会は、先ほど申しま

した5月に実施をしておりまして、新任校長に
つきましても、同様に年1回開催をさせていた
だいております。このほか、養護教諭あるいは

栄養教諭の研修会というのが地区ごとに開催を

されておりますけれども、そういったところに

体育保健課の指導主事が出席をいたしまして講

義をしたという研修はございます。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。対象
を変えてされたというところもあられるという

ことで、わかりました。

全職員を対象にされているということかと思

いますけれども、大体全職員の何％ぐらいがこ

の研修に参加をされたのでしょうか。

【松山体育保健課長】すみません、正確には数

字として出せるかどうかなのですが、先ほど申

しました5月に実施した研修会への参加が127
名、先生方が1万1,500人ぐらいですので、1％
程度かと思います。それと、新任校長につきま

しては、義務教育、県立含めまして72名に対し
講義を行っているような状況でございます。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。なか
なか細かいパーセント、割合を示すのは難しい

かと思いますけれども、大体1％ぐらいかもし
れないと、そういったご答弁だったかと思いま

す。

ここで申し上げたいことは、食物アレルギー

に対しての最低限の知識、これが先生方にない

場合に、要は、万が一、子どもたちが食べては

ならない物を食べてしまうことがあり得るとい

うことでございます。例えば、理科の実験や、

また家庭科の調理実習、そういった時に、口に

する機会というのがあろうかと思うんです。学

校の課外での活動とかも含めてだと思いますけ

れども、そこでほかの子たちが食べているから

自分も食べていいとか、そういった時に、食べ

てはいけない物を食べて、極端な話、死に至る、

そういったことまでこれは考えられるんです。

なので、本当にリスクが高いものだと。私も話

をさせていただきながら、自分が知識がないと

いうことがよくわかりました。

1％というのは、かなり低いと思います。で
すので、基本的な内容だけでも多くの先生方に

知っていただきたいと思うんですけれども、こ

のことにつきまして、ご見解を求めます。

【松山体育保健課長】食物アレルギーの症状と

いうのを発症させないためには、やはり学校、

家庭、医療機関が連携をしながら、組織の体制

を整えて対応する必要があると思います。通常、

学校は新学期が始まりますと、食物アレルギー

に関する調査というのを各児童生徒にさせてい

ただいております。その調査を基に、まず実態

を把握いたしまして、その後、校長、担任、養

護教諭、保護者、児童生徒交えて面談をしなが

ら対応を決定していくわけなのですが、この対

応の結果につきましては、最終的には学校、職

員全体で共通認識の下、対応するということに

なっておりますので、基本的には、アレルギー

疾患に関する知識については、全職員が認識を

持っているというふうに考えております。

【中村(泰)委員】 そういった会議をしているか
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ら持っているはずだというところなんですけれ

ども、それが絶対かというのは、当然なかなか

難しいところであろうかと思います。ここで、

県としては、やるべきことをしっかりやってい

るんだということかと思いますが、改めて、こ

このリスクと先生方に対しての周知をぜひとも

お願いしたいと思います。ここについては具体

的な答弁というのはまだなかなか難しいと思い

ますけれども、引き続き、先生方に知っていた

だくというところでの意見交換をさせていただ

ければと思います。

続きまして、市町教育委員会の支援というこ

とで書かれていますけれども、具体的に、どの

ような支援を行っておられるのでしょうか。

【松山体育保健課長】 まず1つは、先ほど申し
ました研修会もそうなのですが、毎年、事例あ

るいはヒヤリ・ハット事例、これを収集いたし

まして県の方で整理しましたものを、市町教育

委員会を通じて各学校にフィードバックを行っ

ております。そのほか、食物アレルギーシステ

ムというものを開発いたしまして、ICTを活用
し、児童生徒が有する食物アレルギーの情報の

共有化を図れるようにしております。現在、7
つの市の方で活用をいただいているような状況

でございます。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。
そういった形でシステムを立ち上げて、情報

共有を漏れなくしていこうということで、その

該当の児童生徒のアレルギーと、あと例えば献

立とか、そういったものの情報を結びつけなが

ら、ここは注意した方がいいとか、多分そうい

ったものが出てくるようなことをされているん

だと思います。

ただ、しかしながら、7市町でしかシステム
が取り込まれていないということですけれども、

財政的な面が問題なのか、なぜ7つしか使われ
ていないのか、お尋ねいたします。

【松山体育保健課長】毎年、年度初めに市町の

担当者を集めた協議会を開いておりますが、そ

の際にも、導入に向けてお願いをしているとこ

ろでございます。なかなか広まりを見せないの

は、1つは、やはり大きく財政的な課題、それ
と個人情報の取扱い、あとは環境の問題、環境

と申しますのが、通信環境の問題というところ

が聞かれるところでございます。

【中村(泰)委員】 通信環境の問題というのが、

学校はほぼほぼどこでもインターネットの環境

下にあると思うんですけれども、本当にそれが

理由なのですか。

【松山体育保健課長】今、共同調理場あたりは

学校と離れているというところもございまして、

そのあたりの通信環境の点になるかと思います。

【中村(泰)委員】 わかりました。
そこは多分、そういったものを見越してなく

て、例えば調理をするところはネット環境がな

くても、というところかとは思うんですけれど

も、そういうことが理由であれば、早急に対応

すべきだと思いますので、ここはお願いに代え

させていただきます。

続きまして、同じ内容なんですけれども、最

寄りの消防署とアレルギー疾患がある幼児、児

童生徒の情報を共有することというふうに県は

示しているんです。要は、もし何かあった時に

救急が駆けつけるというところで、こういった

ものを定めておられるんですけれども、具体的

に、今どういう連携をされていますか。

【松山体育保健課長】 年に1回、関係者が集ま
っての情報共有の場を持っているところでござ

います。関係者と申しますのが、学校関係者、

それにこども政策局、医師会、あとは学校給食
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会、そういう方々に集まっていただいておりま

す。委員ご指摘の消防署なんですが、消防署の

方では出席していただいていないのですが、県

の消防保安室の方に出席をいただきまして、年

1回、アレルギーに対しての情報共有の場を設
けているところでございます。

【中村(泰)委員】 県の消防保安室がその会議に
参加をして、例えば、ある小学校のそばの消防

署の方が、そこの小学校にこういったアレルギ

ーを持っている子がいると、それは県の消防保

安室が確実に通知をされているのですか。

【松山体育保健課長】通知をされているかどう

かというところまでは把握できておりませんが、

委員がおっしゃられるとおり、最寄りの消防署

というのは大切な機関になってまいりますので、

現在、共通の場として設けているのが、県単位

で設けさせていただいておりますので、今後は、

市町の教育委員会とも協議を図りながら、どの

ような対応ができるのかというのは研究をして

みたいというふうに思います。

【中村(泰)委員】 研究というのはどういうこと
ですか。これは最寄りの消防署と連携をすると

県は書いているんですよ。具体的に、この対応

指針で何を目指したのでしょうか。最寄りの消

防署の連携を具体的に言ってください。

【松山体育保健課長】国の指針の方では、消防

機関というふうになっているかと思います。消

防機関の方との連携ということで、今回このよ

うな対応をしておりますけれども、今後につき

ましては、委員の方からのご指摘もございまし

たので、改善を図っていく方向で、どのような

対応がいいかというのは検討させていただきた

いというふうに思っております。

【中村(泰)委員】 質問にぜひともちゃんと答え
ていただきたいんですけれども、この指針を作

った時の最寄りの消防署との連携について、尋

ねています。どういうことですか。

【松山体育保健課長】消防機関との連携という

ことで認識をしておりましたので、今回、方針

に基づいて、最寄りの消防署の方にも情報共有

がしっかり図られるような体制、また通知の在

り方につきましても考えていきたいというふう

に考えております。

【中村(泰)委員】 お答えいただいていないんで
すけれども、最寄りの消防署が、近くの小学校、

アレルギーを持っている子どもたちの情報を持

つべきだと、そういったことをおっしゃってい

ただいたと思いますので、ぜひともそういう体

制になるように取り組んでいただきたいと思い

ます。

もう一つ、アレルギー疾患緊急対応マニュア

ルというものを長崎県の教育委員会が作ってお

られるんですけれども、こちらをどのように使

っておられますか。それが各学校にあるのか、

各学校の先生がこれを知っているのか、お尋ね

いたします。

【松山体育保健課長】対応マニュアルにつきま

しては、各学校に配付をさせていただいており

まして、職員室をはじめ、保健室、すぐ手に届

くところに配置がされているものというふうに

思っております。

ただ、全職員が全てを読んでいるかどうかと

いうところにつきましては、調査を行ったこと

もございませんので把握はできておりませんが、

しっかりアレルギー疾患についての知識、認識

を深めていただくために、しっかりマニュアル

の方を確認していただくように、通知等を含め

まして、周知を図っていきたいというふうに思

っております。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。
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ぜひともこういったものがあるから使ってく

れと、そういうふうな形で周知をお願いしたい

と思います。

厚生労働省で、アレルギーポータルというも

のがあるんです。これが要は、行政、学校の関

係の方向け、医療従事者の方向け、また患者さ

ん、一般の方向けということで、3つあります。
なので、国の方は、学校でこれを使ってほしい

ということでこれをつくっているんですけれど

も、まず県がこれを認識しているのか、そして

学校に対して、こういったものがあるから使っ

てほしい、使ってくれと言っているのかどうか、

2点お尋ねいたします。
【松山体育保健課長】まず、大変申し訳ござい

ません、私個人なのですが、私の方としては、

そのポータルサイトを認識しておりませんが、

通常、厚生労働省を含めまして、そういうサイ

トができた場合には、文部科学省を通じまして

周知の依頼が来ております。恐らく、各学校に

つきましては、市町の教育委員会、県立学校の

方に通知が行っているものと思いますが、確認

をさせていただければというふうに思っており

ます。

【中村(泰)委員】 市町は、市町が通知をしたの
か。本来、県が市町に通知をするべきものなの

かと思うんですけれども、県立高校がどうなっ

ているかもわからないのですか。

【山下委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ３時３９分 休憩 ―

― 午後 ３時３９分 再開 ―

【山下委員長】 再開します。

【中村(泰)委員】 確認していただいて、ぜひと
も教えていただければと思います。

時間も限られているんですけれども、不適切

事案を2つお伺いさせていただきます。
道徳的に問題がある発言をして、生徒が学校

をやめてしまったといった事象がございました。

学校の先生が、冗談が過ぎてその生徒の心を痛

めてしまったということで後からお伺いをいた

しましたけれども、ある以前中学校の校長先生

をされていた方と話をした時に、学校の先生は

お山の大将というか、大学を卒業して先生にな

られて、極端な話、ずっとそこで過ごしていら

っしゃる方もいると。なかなか外との接点を持

つことができずに、自分が一番というふうに思

ってしまうような環境があるのは否めないとい

ったことをおっしゃっておりました。その元先

生の意見が正しいのかどうかというのはちょっ

とあるんですけれども、そういう中で、なかな

か勘違いというか、冗談の行き過ぎ、その先生

の適性に問題があったんだと思うんですけれど

も、この事案を踏まえて、どのように先生方に

指導していくのか、お尋ねをいたします。

【谷口義務教育課人事管理監】委員ご指摘のよ

うに、ほとんどの教員は、教育的愛情を基に、

児童生徒のために日々一生懸命に教育活動に取

り組んでおります。しかしながら、このように

人権を侵害するような暴言等の不適切な指導が

一旦起こりますと、教員はどうなのかと、全て

の教員がそういった不適切な発言、指導を行っ

ているのではないかと、こう捉えられてしまう、

そういったことが大変残念であります。

そういう意味におきましては、当該教諭が行

った不適切な指導というのは、日々一生懸命頑

張っておられる先生方、そして学校関係者を裏

切る行為であるというふうに捉えており、責任

は大変重いと考えているところです。

おっしゃるように、教員という世界は、ずっ

と子どもの頃から現場にいて、そのまま学校現
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場で育ってきていると、学んできているという

ところがありますから、おっしゃるようなちょ

っと閉ざされた空間にあるということも否めな

いかとは思っております。ただ、多くの先生方

は、日々、保護者であるとか、地域の方々とも

接しておりますし、そういった意味では、社会

性というのもある一定持っている方がほとんど

ではないかと思っております。

しかしながら、こういった者が出たというこ

とは、我々としても、しっかり検証をしていか

なければいけないと思っていますし、今後につ

きましては、処分をした後、2月20日付けで県
教委から各市町教育委員会に対して、教職員の

綱紀保持についてという通知を発出させていた

だいているところです。この中で、各市町教育

委員会教育長に対して、例えば、人権に関する

校内研修等を通して教職員の人権尊重の意識の

醸成また高揚に努めること、さらには令和4年
度12月に改訂されました生徒指導提要という
ものがあるわけですけれども、それを基に児童

生徒の発達を支えるような生徒指導の在り方に

ついて、全教職員で学びを深めること等につい

て通知を出したところであります。

今後も、体罰、不適切な指導のみならず、教

職員の不祥事根絶に向けて、様々な機会を捉え

て指導の徹底を図ってまいりたいと思っており

ます。

【中村(泰)委員】 もう時間なので、お願いだけ
なんですけれども、もちろん、多くの先生方が

そうだと言っているつもりは全くありませんし、

私も、様々な先生方と話ながら、社会性がある

先生方ばかりです。ただ、これ1件だけじゃな
くて、ほかにも、冗談が過ぎて子どもを傷つけ

たということを聞くことは複数回これまであり

ました。今おっしゃっていただいたのは、対策

というか、通知であって、もうちょっと踏み込

んで、何か今の時世の状況を踏まえた対策が要

るんじゃないかと思いますので、氷山の一角で

あるということを申し上げて、もう少し踏み込

んだ対策をお願いしたいと思います。

【山下委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山田委員】教職員試験について、伺いたいと

思います。

まず、昨年度の採用状況について、教えてく

ださい。

【山下委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ３時４５分 休憩 ―

― 午後 ３時４６分 再開 ―

【山下委員長】 委員会を再開します。

【田川高校教育課長】今年度実施をいたしまし

た教員採用試験におきましては、最終的な合格

者数は493名、倍率1.9倍という形になっており
ます。

【山田委員】 1.9倍ということであります。そ
れで、失礼もあるので発言はあれですけれども、

3倍を低下すると質の問題があるとか、一般的
に公務員の世界でも言われているようでありま

す。

そこで、ホームページもいろいろ見させてい

ただいたのですが、いろいろ試験制度があり過

ぎて、よくわからなかったもので、お尋ねをし

たいと思います。まず、大学の推薦枠があるか

と思いますが、これは特定の大学だけじゃなく

て、全国全てを対象にしている、そこの大学か

らの数も絞っていないとか、1次試験が免除、
そういったことでよろしかったですか。この枠

の実績も教えてください。

【田川高校教育課長】 まず、県立学校、高等学

校、特別支援学校の大学推薦の状況につきまし
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ては、ここは合格実績のあるところという形で、

しっかりと質の担保ができるような形で大学の

方を絞らせていただいているところでございま

す。

【谷口義務教育課人事管理監】義務教育課にお

いても、大学につきましては、実績に基づいて

選定をさせていただいております。

【山田委員】過去に合格した大学に対して、こ

ういった制度があるから、ぜひ推薦をしてほし

いという通知か何かを送られているということ

ですよね。

それぞれ、直近の人数とかわかりますか。

【田川高校教育課長】実績を申し上げます。校

種ごとに、最終合格者の数を申し上げます。小

学校57名、中学校18名、高等学校4名、特別支
援学校7名が今年度実施の実績という形になり
ます。

【山田委員】私が思っていたよりも、かなり多

めな数だったなというふうに思いました。この

分に関しては、理解をいたしました。

そして、一般的に教職員試験というのは、民

間とか行政職の試験よりも遅いこともあって、

教育学部でも、そちらに流れる傾向があるとい

うことで、愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市

においては、3年次の採用を始めているようで
ありますが、そういったことの検討はしていな

いのかどうか、お願いします。

【田川高校教育課長】なり手不足の時代にあり

まして、本県でも、教員をどのように確保して

いくかといったところは、義務教育課、高校教

育課、両課の方で協議をしているところでござ

います。

先ほど山田委員おっしゃいましたように、現

在、他県では、3年次の試験をやっているとい
うところもございます。ただし、それぞれの都

道府県の状況を見てみますと、3年次で一般、
教職教養のみを実施し、専門試験につきまして

は4年生でというような都道府県の方がほとん
どでございます。実際に3年生で一般、教職教
養のみを実施した場合に、受験生の確保になる

のかどうなのかといったところは、実施をして

いる都道府県の様子を確認してからというよう

なことで議論をしているところでございます。

また、本県ならではの大胆な採用の在り方等も

今後は検討していかなければならないというふ

うに考えております。

【山田委員】わかりました。まず効果を見てい

ただいてということになるかと思います。ただ、

2次試験のオンラインとかもいろいろされてい
るようでありますので、またそのあたりも詳し

く個別にお聞きをしたいと思っております。

あともう一点、免許のない社会人を採用して

いる都道府県もあるようであります。もともと

東京と埼玉で行っていて、近いところで言うと、

熊本県も導入をするということでありますが、

こういったことというのも検討しているのかど

うか、お聞かせください。

【田川高校教育課長】社会人の積極的な採用と

いうことで、本県では、特別免許状という、一

般の普通免許状を有している方の採用とは別に、

例えば、英語、家庭科あるいは情報、工業です

とか、非常に専門性の高いような教科、科目に

つきましては、一般の教職員の免許状を持たな

い方についても、その専門性と人間性が担保で

きれば、特別免許状といったものを付与した民

間人の登用について、制度として設けていると

ころでございます。

【山田委員】それで、実績はどれくらいありま

すか。

【山下委員長】 休憩します。
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― 午後 ３時５１分 休憩 ―

― 午後 ３時５２分 再開 ―

【山下委員長】 委員会を再開します。

【田川高校教育課長】 過去2年間の実績でいき
ますと、情報が1名、家庭科で1名、英語が1名
という状況でございます。

【山田委員】他県が免許のない社会人の教員試

験を行っているけれども、本県においても、同

様の試験を既にされているということでありま

した。

こちらの方も、もっと数が増えるように取組

をしていただきたいと思います。

あと一点、お尋ねをしたいと思います。学校

の集金とか、学校に納めないといけないもの、

私も子どもの現場から大分離れているのでわか

りませんが、今どのような制度になっているの

か、キャッシュレス導入も一部広がっているよ

うでありますが、県内における学校の様々納め

ないといけない費用は、通常どおり袋で子ども

が持っていっているのか、口座振替なのか、様々

あるかと思いますが、その状況がわかれば教え

てください。

【岡野義務教育課長】全てを正確に把握してい

るわけではありませんが、今、委員がおっしゃ

ったように、子どもたちが袋にお金を入れて持

ってきて、それを先生たちが集金しているとい

う実態の学校は少なくはないと思っております。

なるべくこの部分を公会計化していただきたい

ということをお願いしているところですけれど

も、今、その取組に向けて、各市町教育委員会

が検討しているといったところではないかと思

っています。

【山﨑教育環境整備課長】県立学校について申

し上げますと、県立学校では校納金システムと

いうものをもちまして口座振替をしているとこ

ろでございます。

【山田委員】 高校は、私の息子が五、六年前、

高校生だった頃は、模試代とかいって急に2万
幾らとか持っていかせたりしていましたけれど

も、今、そういうものがもうなくなっていると

いう理解でいいですか。

【山﨑教育環境整備課長】先ほどご答弁申し上

げました校納金システムにつきましては、その

翌月に引き落としをする分をシステムで口座振

替をするということになっています。ただ、緊

急的に、例えば模試代とかを徴収する場合には、

現金で徴収している学校もあると思っておりま

す。

【山田委員】教員が子どもたちから集めて集計

して、滞っているところには催促したりとかい

うのも、通常どおりやっぱり教職員が行ってい

る業務であるというふうな理解でよろしいです

か。

【岡野義務教育課長】そういう学校もあるかと

は思っております。

【山田委員】ぜひ一度、次の議会までで結構で

ありますので、県内の状況を調べていただきた

いと思っております。今、ほとんどの方がスマ

ホも持たれているでしょうし、キャッシュレス

決済を導入しているところもかなり多くあるよ

うであります。催促する時も、ボタン一つで送

れるし、先生方の業務の負担軽減になると思い

ますので、ぜひこれをお願いしたいと思ってお

りますし、令和5年11月の第3回教職の魅力化作
戦会議でも、委員の方からもこのご指摘が挙が

っていたようであります。ぜひともまずは調査

をしていただき、先生方の負担軽減に努めてい

ただきたいと思います。

【山下委員長】 ほかに、質問はありませんか。
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【川崎委員】学びの多様化学校について、お尋

ねいたします。

不登校特例校が先ほどから質疑があっていま

すが、不登校特例校改め学びの多様化学校とな

るということでございまして、先ほどから夜間

中学の質疑があっております。夜間中学が2025
年、佐世保市に新設されるということになりま

したけれども、学びの多様化学校が併設される

ものと、こう認識をしておりましたら、新聞記

事ではありますが、佐世保市教育長は、併設で

はない旨、答弁がされているように捉えました。

今後、学びの多様化学校の整備に当たりまし

て、県はどう関わりながら推進をされていくの

か、お尋ねをいたします。

【長池児童生徒支援課長】先ほどから質疑あり

ましたように、現在、佐世保市の方では、既存

の中学校内に開設が可能な夜間中学を設置する

方向で検討がなされるということでお聞きして

おります。

その際、不登校児童生徒の増加、またそのニ

ーズの高まりもあることから、学びの多様化学

校の設立についても研究を進められているとい

うことで、現在のところは、独立した学校とし

ての設置に時間を要するということを課題とさ

れているということで、例えば、民間施設を借

り上げて開設する分校型等も含めた幅広い研究

を進めていく意向を示されたところというふう

にお聞きしております。

県としましても、佐世保市が研究を進める上

で生じたいろんな疑問点を共有しながら、現在

も本課の方から文部科学省に問合せをしてサポ

ートするなどの支援を続けているところでござ

います。引き続き、学びの多様化学校の開設に

向けて、佐世保市の方と情報共有しながら、連

携に努めてまいりたいというふうに思っている

ところです。

【川崎委員】ということは、つまり物理的な場

所はひょっとしたら変わるかもわからないけれ

ども、佐世保市内では整備をされるという、そ

ういう認識でよろしいのでしょうか。

【長池児童生徒支援課長】そこも含めて、佐世

保市の方が研究をされているというふうに伺っ

ておりますので、県の方としても、先ほど申し

上げたように、情報はしっかり共有しながら対

応していきたいというふうに考えております。

【川崎委員】 では、次の質問です。英語教育で

すが、これも先ほど来、皆さんから質疑があっ

ておりますけれども、これは新聞で拝見したの

ですが、英検の準2級の取得について、全国順
位が長崎県は43位というふうに低位になって
いますが、これについてはどういう認識をお持

ちか、お尋ねをいたします。

【田川高校教育課長】川崎委員がおっしゃいま

した英語の準2級程度取得者の数が、割合が43
位だということでございますけれども、恐らく、

その情報は、今年2月17日の日本経済新聞の記
事ではなかろうかというふうに思っております。

英語学力についてのそのものの県の順位という

ものは公表されておりませんで、ここで言う43
位といいますものが、ここ五、六年のスパンで

過去を遡って、そこからの取得率の変化を見て

とった数字のようでございます。

本県におきます英語の学力状況について申し

上げますと、令和4年度までこの五、六年間、
高等学校におきましては、概ね全国平均の数値

を上回る実績を上げておりました。ただし、令

和4年度に全国平均を下回ったという形になっ
ておりまして、このいわゆる伸び率の計算をし

た期間でいきますと、その伸び率で43位になっ
たということとして分析をしております。
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過去に、民間の検定試験を活用しまして本県

の高校生の英語の学力を分析したことがござい

ました。その中では、いわゆる英語4技能のう
ち、「読む」「聞く」「書く」は全国平均を上

回っておりましたが、話すという領域において、

やや弱いという結果が出ておりました。そこで、

昨年度より、つながる・広がる英語教育支援事

業というものを展開しまして、話す力の増強に

努めているという状況でございます。

【川崎委員】 わかりました。じゃ、その4つの
分野では、話す力が少し劣るということで、今、

力を入れておられると。

やっぱり話すことなんですよね。振り返れば、

私たちの頃も、読むとか、書くというようなこ

とは一生懸命でありましたけれども、ほとんど

話すということは学んでなかったような気がし

ていて、話すことによってそれが身についてい

くんだろうと。逆に、そこに力を入れることに

よって、まさに読むとか、聞く力も自然に育っ

ていくような感じもいたしますが、今後の推移

を見たいと思います。

この新聞の記事の中に、佐賀県は、デジタル

教材の活用が奏功したということで紹介があり

ましたが、これについての見解を求めたいと思

います。

【田川高校教育課長】今申し上げました英語の

話す力を伸ばすための昨年度からやっておりま

す、つながる・広がる英語教育支援事業は、現

在生徒たちが持っております1人1台端末を使
って、オンライン教材という形で外国のネーテ

ィブのスピーカーと対話をするというようなも

のでございます。そういった意味で、これから

それの効果をはかりつつ、ほかの学校にも事業

の効果といったもので展開していきたいという

ふうに考えておりますし、中には、1人1台端末

を使ってチャットGPTを使った実践をやって
いる学校もございます。そういった意味では、

1人1台端末を使った英語学力の増強といった
ところも少しずつ学校の中には進展していると

いうような状況でございます。

【川崎委員】ぜひ学力増強に向けて取り組みい

ただきたいと思います。

次に、ミライon図書館の電子書籍のことで、
お尋ねをいたします。

導入されて1年近くだと思いますが、活用状
況について、お尋ねをしたいと思います。登録

者、また世代別の利用者、そういったものをど

のように分析されているのか、お尋ねをいたし

ます。

【加藤生涯学習課長】 ミライon図書館におけ
る電子書籍につきましては、令和5年2月25日に
サービスを開始しております。サービスの開始

時は1,900冊のコンテンツでスタートいたしま
した。現在は2,600冊の電子書籍が利用できるよ
うになっております。

利用登録者は、1月末現在で4,534名となって
おります。利用者の年代別の傾向といたしまし

ては、30代、40代、50代のユーザーが中心でご
ざいまして、この30代から50代までで全体の7
割を占めているという状況でございます。

【川崎委員】 ありがとうございます。1月末現
在で4,500名。これは目標はありましたか。
【加藤生涯学習課長】私どもの初年度の想定と

いたしましては、月当たり1,700件、この程度が
他県の導入状況を踏まえながら私たちが目指し

ておったところでございます。現在のアクセス

数は月当たり1,600件というところで、目標に描
いていたところには近づいている状況でござい

ますが、まだ今後広げていきたいというふうに

考えているものでございます。
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【川崎委員】 30代から50代が7割ということで、
言わば働く世代の方がほとんど利用されている

と。要は、なかなか図書館に行こうと思っても

行けないような方。もちろん近くで借りる手段

もあるのでしょうが、やはり読みたい時にぱっ

と読めるというこのありがたさというか、借り

る手間、返す手間も要らないというところは非

常に優れたシステムなんだろうと思っています

し、しかも、読み上げていただけるところが非

常によくて、目が疲れている時なんかも非常に

いい取組なんだろうと思っておりまして、ぜひ

もう少し多くの方に周知をし、そして利用して

いただくような工夫、さらにコンテンツも1,900
から2,600と大幅に増えておりますが、これもど
んどん増やしていっていただきたいと思います

が、このコンテンツの中でも、どのような分野

が多く利用されているのか、お尋ねいたします。

【加藤生涯学習課長】現在特に読まれている内

容といたしましては、最も多いのがビジネス関

連の書籍になっております。その次が郷土に関

わる書籍、ここが中心となっております。

【川崎委員】やはりビジネスということでいけ

ば、何とか推測ができますよね。そういったと

ころから、ビジネス書も多くの種類があります

し、日々情報が更新されていますね。そういっ

た意味でいけば、どんどん充実をしていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

次に、いじめ対策でございますが、一般質問

もさせていただきました。特に一般質問の中で、

いわゆるいじめる人、加害者、いじめられる人、

被害者、傍観者、そしてはやし立てる人、観衆

と、そんな4層構造に分かれていると。その中
から、傍観者について、ぜひ意識改革をという

ところでお話をさせていただきました。

ちょうどその前日には、ピンクシャツデーと

いう取組もして、まさに傍観者の人に訴えかけ

るいい運動だなと思っておりました。特に、そ

のカナダでやった学校は、それ以降、いじめは

ないということは、こんなにスピーディーに効

果があるというものはそうそうないぐらいすば

らしい取組なんだろうと思って評価をしており

ます。

この形がどうかは置いておいても、このよう

に全体で取り組む、集中して、ある日を決めて

取り組むということは、かなり運動として効果

があるように思います。このピンクシャツデー、

あるいはそれに匹敵するようなもの、ぜひ長崎

県も全体的にお取り組みいただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。

【長池児童生徒支援課長】ありがとうございま

す。確かに委員のご指摘のとおり、いじめの防

止といいますか、いじめというものをなくして

いく第一歩としては、子どもたち同士、あるい

は大人も含めて人間同士の関わり合いというと

ころに根本があると思います。まず、そういっ

た相手に関心をしっかり示し、そして自分の振

る舞いをまた考えていくというところから本来

の人間関係、適切な人付き合いができるのでは

ないかというふうに思います。そういったこと

を考える機会として、今、委員のご指摘のあっ

たような取組というのも一つの例として挙げら

れるかと思います。

本県では、毎年1学期から2学期にかけまして、
「長崎っ子の心を見つめる教育週間」というも

のに取り組んでおります。この中で、それぞれ

の学校、それぞれの地域、いろんな取組をする

中で、今申し上げたような子どもたち同士、あ

るいは地域の大人と子どもたちがいろんな形で

関わり合って、取り組み合って、学校としての
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いろんな活動をしていっております。そんな中

で、今、委員がご指摘されたようないじめにつ

いて考える機会であるとか、あるいは自分たち

の学びの在り方とか、いろんなことを考える機

会をそれぞれの学校で取り組んでおりますので、

今ご指摘いただいたような、いじめをみんなで

考えるような機運を盛り上げていければという

ふうに思っております。

【川崎委員】 ご検討をよろしくお願いします。

最後に、高校生の1人1台のパソコンについて、
お尋ねいたします。

これも先ほど来、質疑がありましたので、概

ね理解をしておりますが、更新時期が、今、2
年半ぐらい経過していますので、恐らく、あと

1年半と。まだまだ国の方針とか、明確になっ
ていないので、これからということではありま

すが、しっかりと保護者負担がないようにして

もらいたいと思うんですけれども、その購入の

在り方で、ぜひこれはどうにかならないかと思

っているのですが、必ずWTOにかかって、県外
の事業者さんが参入してしまうということが非

常に残念でなりませんで、これはパソコンシス

テムの環境整備という部分であれば、十分地場

の企業さんでやれるんですけれども、どうして

も制度において、他県の方が持っていってしま

うというところが、どうにか工夫してほしいと

思っているのですが、ご見解を賜ります。

【山﨑教育環境整備課長】委員がおっしゃられ

ますように、例えば県内地域の発展であります

とか、県内企業の育成、そういったことで県内

企業を優先して受注機会を与えるということは、

非常に重要な視点であるというふうに認識をい

たしております。

ただ、どうしてもWTOというのは国際的なル
ールでございますので、地域要件を付すといっ

たローカルルールの設定はできませんけれども、

あくまでも一つの考え方ではございますけれど

も、調達予定台数の多寡に応じて、例えば納期

を分割する、あるいは無理なく納品できるよう

な納期を設定したり、端末納入後の各種設定作

業、あるいは不具合発生時の迅速な対応、特に

迅速な対応という点で地元企業がその強みを活

かすことができると考えておりますので、そう

いった条件を設定することも一つの事例として

考えられるのではないかと思います。

また、前回1人1台パソコンを導入した時には、
納入時にブロックに分けて入札をしたというよ

うなこともございますので、そういったことも

参考にして、また他県の状況とかも参考にしな

がら、地元企業に優先して受注機会が与えられ

るような取組を進めていきたいというように考

えております。

【川崎委員】努力、工夫は本当に評価をいたし

ますが、どうにかしてほしいんです。県費が他

県に流出をするというところ、地域経済を考え

ていった時に、とにかく徹底して考えていって

ほしいんです。結局、年度で縛るからWTOに乗
っかって、分割しようが、他県の事業者さんが

入ってしまうという、これが今、仕組みでしょ

うから、例えば更新も、私が今使っているパソ

コンなんて、4年とか5年とか言わないですもの
ね。もっと長く使っているわけで、もう少しメ

ンテナンスをしながら更新時期を少し延ばしな

がら平準化を図っていったりして、ばらけさせ

て、そしてWTOにかからないような計画とかを
立てていきながら、何とか県内の事業者さんに

しっかりとカバーしていってもらうような、そ

ういったところも工夫してほしいんです。いま

一度、ご見解をお願いいたします。

【山﨑教育環境整備課長】委員がご指摘されま
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すように、県内の企業優先ということについて

は、私どもも十分そういう視点で取り組んでま

いりたいというふうに考えております。ただ、

やはりどうしてもWTOを逃れるためにそうい
った操作をするというのはなかなか難しい状況

というふうに考えております。繰り返しになり

ますけれども、県内企業へ優先的に受注できる

機会を与えるというような視点については、今

後もそういう視点を持って取り組んでいきたい

というふうに思います。

【山下委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【宅島委員】委員会の議案の方でもう通ってい

るので、その時質問すればよかったんですけれ

ども、教育庁生涯学習課が今年の1月31日に契
約をされた図書館情報システム関連機器等賃貸

借及び保守3億1,000万円、この事業なんですが、
3億1,000万円で契約をして、どのくらいの期間、
この3億円が有効なのでしょうか。
【加藤生涯学習課長】 ミライon図書館ができ
まして5か年経過しております。そして、今後5
か年のシステムとして、この金額で契約を行っ

ているものでございます。

【宅島委員】ありがとうございます。そうした

ら、1年間に6,000万円ぐらいということですね。
わかりました。

あと、私の地元雲仙市にある県立の千々石少

年自然の家の件で、老朽化に伴い、説明も私も

受けております。そして、雲仙市の方ともよく

協議をしてくださいということでお願いをして

ありますけれども、その進捗状況とか、市の見

解含めて、もし何かわかることがあったら、教

えていただきたいと思います。

【加藤生涯学習課長】千々石少年自然の家の今

後の在り方につきましては、今後の廃止も含め

た上で、様々なご意見をいただいているという

状況でございます。ですので、今現在におきま

しては、まだ方針を定めているという状況では

ございません。例えば、雲仙市の教育委員会で

あったり、また雲仙市の住民の方々、千々石の

職員の方々、学校関係者、こういう方に個別に

お話をお伺いしながら、今、方向性を定めてい

るという状況でございます。

一定方向性を取りまとめましたら、ぜひこち

らの委員会でも今後、ご報告、ご指導いただき

たいというふうに考えております。

【宅島委員】 ありがとうございました。

先般、高校の卒業式がございまして、その時

に校長先生から、県外からバレーボールの大会

とか、そういった選手、児童生徒たちがその自

然の家を使って来ているんだと、何とか存続し

てくださいというようなこともご相談を受けた

んですけれども、現地に行ってみますと、やっ

ぱり老朽化が激しいというのは現実であります

し、築年数も約50年近く経っていると思います
ので、危険であるということは認識しておりま

す。

そこで、新設の自然の家というのは大変厳し

いことだと認識もしておりますけれども、例え

ば、民間に建てていただいて、県が賃貸料を払

うというようなPFI方式もぜひ検討していただ
きたいと思います。

PFI事業も、もう20年ぐらい前から言葉だけ
はここ県議会でも出るんですけれども、全く県

が採用しようとしないんです。だから、民間の

力も借りながら、県は一遍にお金がかかるわけ

じゃないので、そういった工夫もしながら、財

政にとってもそっちの方がいいでしょうし、よ

くそこら辺も検討していただきたいと思います

けれども、どうでしょうか。

【加藤生涯学習課長】この施設の在り方につき
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ましては、私どもも国土交通省のサウンディン

グで、多くの民間の方々からもご意見をいただ

いたり、またPFIに関するご意見等もいただき
ながら進めているところでございます。そうい

ったことも含めながら、多角的に検討した上で、

今後、方向性を定めていきたいと思っておりま

すので、またご指導いただければと思います。

【宅島委員】 ありがとうございました。

【山下委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【坂口委員】私からは、県立高校の再編整備に

ついて、少し伺いたいと思います。

先ほどの議案のところで伺ってもよかったの

ですが、第四期長崎県教育振興基本計画、こち

らの方には直接的に県立高校の再編整備に言及

した箇所がないようにお見受けするのですが、

第三期の方では、統廃合も含む再編整備を行い

という明確に記載がしてあるのですが、このあ

たりの経緯について、まず確認をしたいと思い

ます。

【田代高校教育課参事】振興基本計画につきま

しては、先ほど説明がありましたように、ちょ

っとコンパクトにした関係もありまして、統廃

合という言葉自体が載せられていないという形

になるんですけれども、統廃合に関しましては、

第三期長崎県立高等学校改革基本方針というと

ころで、10年間の計画という形でお示しを令和
2年3月にしているところでございまして、令和
3年度からの取組ですので、今、3年目に当たる
というところでございます。

【坂口委員】まず、コンパクトにしたから文言

がないというところが、私、すんなりと腑に落

ちないところがありまして、第四期を見ますと、

うがった見方をすれば、高校の魅力度向上とか、

そういう言葉に置き換えられているのかなと思

ったりもしたんですけれども、やはり少しトー

ンダウンした感は否めないのかなというのが率

直な感想でして、コンパクトにしたから文言が

ないというところが私、理解ができませんので、

再度答弁いただいてよろしいですか。

【田代高校教育課参事】コンパクトにしたとい

うのもありますし、今、定員が不充足なところ

が離島・半島地域の高校が目立っております。

なかなか子どもの数が減っている、都市部の高

校の方に流出しているという現状がございまし

て、そこをまず離島・半島地域の高校が小規模

化し、なくなった場合、地域の活力の低下につ

ながるというのを市町の首長さんからもお話を

お伺いしているところでございます。そこで、

いま一度、離島・半島部地域の高校の魅力化を

図るという取組を今年度からやっておりまして、

その部分を振興基本計画の方に記載させていた

だいているという状況でございます。

【坂口委員】 ということは、私、先ほど、うが

った見方をすればというふうに申し上げのです

が、まさにそのとおりと、言葉が置き換わって

いるという理解でよろしいでしょうか。

【田代高校教育課参事】 魅力化を図りながら、

今後、少子化という点で10年、15年後を見据え
た時に、子どもの数が現状の3割は減っていく
という状況は明らかですので、統廃合というの

も考えていく必要はあろうかと思っております。

【坂口委員】 そうですね。第四期の6ページを
見ると、ものすごく課題は、以前の三期と比べ

ても、より明確に、危機感を持ったような書き

ぶりになっている印象はあります。例えば、公

立の小中学校は、児童数の減少により統廃合が

進み、学校数が減少していますとか、全体とし

て年少人口がピーク時よりも76％減少してい
るとか、そういった課題は、より明白に書いて

あるのですが、じゃ、どうするといったところ
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が少しぼやけたようなイメージを私は受けたと

ころであります。

先ほど、定員数のお話もありましたけれども、

ここ10年で、まず公立と私立の割合が7対3とい
うことで、昨日も確認させていただいたのです

が、私立の方は、ここ5年間、ほぼ充足率が変
わっていないと、定員、入学者数、ほぼ同じ規

模を維持していると。ただ、県立の方は、ここ

10年で見ると、充足率が10ポイント以上減少し
ていると。ということは、この7割がどんどん
規模が縮小していっているということになろう

かと思うんですけれども、先ほどご紹介ありま

したように、私立は、ほとんどは長崎市、佐世

保市に集中してあるわけであります。県立の方

も、町部の方はまだ充足率100％、あるいはそ
れに近いところを保っている中で、周辺部がど

うしてもやっぱり厳しいと。

そういった構造があるわけですけれども、先

ほど、高等学校改革基本方針、こちらの方で具

体的には進めていくんですよというお話があり

ましたけれども、この方針の中でも、さらに実

施計画をつくってやっていきますということだ

ったと思うのですが、今、第9期まで計画が令
和4年、5年の実施する計画としてあると思いま
すけれども、第10次計画はいつ頃になるのか、
10次の中で、そういった統廃合のお話が出てく
るのかどうか、その辺の見通し、そのあたりを

教えていただければと思います。

【田代高校教育課参事】 第9次実施計画につき
ましては、令和3年6月に策定いたしまして、委
員がおっしゃるとおり、令和4年度、令和5年度
の時代に即した新たな学科について策定してい

るところでございます。実施計画というのは、

先ほど申し上げました10年間の基本計画の下
にぶら下がっているものでございまして、教育

制度の改善とか、新しいタイプの学校、学科の

改編、あとは学校の統廃合等についても基本方

針に基づいて高校の改革の諸施策について策定

をしております。これまでも、必要なタイミン

グで策定し、公表をしているところでございま

す。

第10次実施計画につきましては、担当課、高
校教育課の方で担当しているんですけれども、

その中で今、議論をしているという状況でござ

いまして、今後につきましては、いつ策定、い

つ公表するかについては、まだお答えできるよ

うな状況ではございません。

【坂口委員】確認させていただきましたけれど

も、結構飛び飛びで実施計画、策定をされてい

るようですので、この統廃合について、いつぐ

らいの議論になるのかは、今のところ待つしか

ないといったようなところでしょうけれども、

ただ現状、先ほど、地元首長さんのご要望とか

もありましたが、確かにそれもあるとは思いま

すけれども、ただ、現状を維持していくと、こ

のままでいけば、7対3のうちの7がどんどん縮
小していってしまうというこの現実から目を背

けてもいけないのかなと私、個人的には思いま

す。

先ほど教育長も、現状をよしとすることなく、

常に改善、改革というふうに力強いお言葉をい

ただきましたけれども、この件について、何か

ご所見をいただければと思います。

【前川教育長】委員からもご指摘ございました

とおり、ここ10年15年で子どもの数が3分の2
になっていくという状況、3割減少していくと
いうことでございます。単純に考えますと、や

はりそこで学級数も学校数も減少ということは

否めないかと思いますが、そこを先ほど来、申

し上げておりましたとおり、どういった学校の
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在り方が子どもたちにとって最適なのかという

のを地元の市町、現場とも十分話をしながら、

まずは県立学校の魅力化ということでしっかり

取組を行ってまいりまして、その魅力化の取組

の中で、場合によっては統廃合というのは避け

て通れない部分もあろうかと思います。

普通科高校あるいは専門高校も現状ございま

すけれども、今の私立と公立のバランスもござ

いますけれども、普通科高校と専門高校とのバ

ランスというのも現状のままというわけではな

く、そこも今後、その割合をどうしていくのか、

配置をどうしていくのかというところもしっか

りと踏み込んで考えていく時期があろうかと思

っております。そういったところも踏まえなが

ら、まずは県立高校の魅力化というところに全

力で取り組んでまいりたいと思っております。

【山下委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【中山委員】 今、宅島委員から、千々石少年自

然の家について、存続してほしいというような

話がありましたけれども、私の方にも、文教厚

生委員だということを確認された上で、何とか

をこれを存続してほしいという希望が寄せられ

ておりますので、ぜひそういう形で取り組んで

ほしいと思いますが、これは先ほど課長の話を

聞くと、廃止ありきじゃないんだと。その中で、

いろいろ地元に説明しながら、地元の意見を聞

きながら、多角的に判断をして、委員会に提案

したいという話がありましたので、そうなると

委員会に提案することが予定されているようで

すので、それを目指してロードマップといいま

すか、どういう段取りを踏んで委員会に出すの

か、それについてお尋ねしたいと思っておりま

す。

【加藤生涯学習課長】まずは、私どもといたし

ましては、個別に様々な方々のご意見を聴取す

るというのを今行っているところでございます。

このことを踏まえながら、どの時期でこの委員

会にご相談、ご審議をいただくかというところ

については、まだはっきりとした明確な目標を

持てていないという状況でございます。まずは、

今度4月に入りましたら、千々石の地区の自治
会長さんたちのお話もお聞きすることも想定し

ておりまして、そういった中で、そのスケジュ

ールも含めて、ご相談をぜひさせていただきた

いと思っております。

【中山委員】スケジュールが明確にないという

ことであれば、5年先でも10年先でもよかとで
すよ。ゆっくりやってくださいよ。地元の意見

を最大限尊重して、ぜひその辺を踏まえていた

だいて、私としては、時期についてはこだわり

ませんので、ゆっくりどうぞ意見を聞いてやっ

ていただきますように強く要望しておきたいと

思います。

【加藤生涯学習課長】私どもは、一定の危機感

は持っております。施設の老朽化というところ

がございまして、この自然の家というものは、

例えば全国的には、約4割ほどこの20年の間に
減じていっているという状況がございます。そ

ういった中で、どのように施設の方向性を定め

ていくかというところについては、一定このご

意見を聞いていった中で、私どもの方向性とい

うものも、あまり遠くない時期、5年10年とい
う話ではなくて、もう少し早いスパンで考えて

いく必要はあるのかと考えております。

【中山委員】 ぜひ慎重にやっていただいて、5
年がだめなら3年ぐらいにしてくださいよ。と
にかく慎重に慎重に、一回壊してしまうと、そ

こから諫早に行かなければいけないようになる

と大変不便なんですよ。地域振興にも関わって

くるし、いろいろな問題が係ってくるので、特
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に雲仙市の皆さん方は地元愛が非常にすばらし

いわけですから、それに対しても影響が出てき

ますので、あくまで慎重に慎重に、できるだけ

遅く委員会に提出するようにひとつ頑張ってい

ただきたいということを要望しておきたいと思

います。

【山下委員長】 ほかに、質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山下委員長】ほかに質問がないようですので、

教育委員会関係の審査結果について整理したい

と思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時３３分 休憩 ―

― 午後 ４時３４分 再開 ―

【山下委員長】 委員会を再開いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は、午前

10時から委員会を再開し、こども政策局を含む
福祉保健部関係の審査を行います。

大変お疲れさまでした。

― 午後 ４時３４分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年３月７日

自  午前 ９時５８分

至  午後 ４時３４分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 山下 博史 君

副委員長（副会長） 鵜瀬 和博 君

委   員 中山  功 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 山田 朋子 君

〃 川崎 祥司 君

〃 宅島 寿一 君

〃 中村 泰輔 君

〃 坂口 慎一 君

〃 清川 久義 君

〃 中村 俊介 君

〃 畑島 晃貴 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

福祉 保健部 長 新田 惇一 君

福祉保健部次長 石田 智久 君

福祉保健部次長 中尾美恵子 君

福祉 保健課 長 安藝雄一朗 君

福祉保健課企画監
(地域福祉・計画担当)

野田  希 君

監査 指導課 長 松尾  実 君

医療 政策課 長 加藤 一征 君

感染症対策室長 長谷川麻衣子 君

感染症対策室企画監 岸川 康博 君

医療人材対策室長 峰松 妙佳 君

薬務 行政室 長 斉宮 広知 君

国保・健康増進課長 川内野寿美子 君

国保・健康増進課企画監
(健康づくり担当)

鶴田小百合 君

長寿 社会課 長 中村 直輝 君

長寿社会課企画監
(地域包括ケア担当)

山口 香織 君

障害 福祉課 長 佐藤 隆幸 君

障害福祉課企画監
(精神保健福祉担当)

藤井 祥二 君

原爆被爆者援護課長 林田 直浩 君

こども政策局長 浦  亮治 君

こども未来課長 黒島 孝子 君

こども未来課企画監 村﨑 佳代 君

こども家庭課長 川村 喜実 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５８分 開議 ―

【山下委員長】 皆様、おはようございます。

分科会及び委員会を再開いたします。

これより、こども政策局を含む福祉保健部関

係の審査を行います。

【山下分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

福祉保健部長より予算議案説明を求めます。

【新田福祉保健部長】 おはようございます。

本日、説明に入ります前に、2月21日の概要
説明の際に出席しておりませんでした幹部職員

をご紹介させていただきたいと存じます。

〔幹部職員紹介〕

以上でございます。よろしくお願いいたしま
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す。

続きまして、福祉保健部関係の議案について

ご説明をさせていただきます。

「予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説

明資料」の福祉保健部の2ページをご覧くださ
い。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和6年度長崎県一般会計予算」の
うち関係部分、第13号議案「令和6年度長崎県
国民健康保険特別会計予算」、第59号議案「令
和5年度長崎県一般会計補正予算（第10号）」
のうち関係部分、そして、第69号議案「令和5
年度長崎県国民健康保険特別会計補正予算（第

1号）」の4件でございます。
はじめに、第1号議案「令和6年度長崎県一般

会計予算」のうち関係部分についてご説明をさ

せていただきます。

令和6年度当初予算におきましては、県議会
や市町、有識者懇話会のご意見などをお伺いし

ながら策定いたしました「新しい長崎県づくり」

のビジョンに掲げます、概ね10年後のありたい
姿の実現に向け、施策を推進していくための基

礎づくり・土台づくりを中心に、部局横断的に

取り組んでいくこととしております。

併せまして、県勢のさらなる発展を図るため、

長崎県総合計画の着実な推進と長崎県福祉保健

総合計画の基本理念「県民一人ひとりの尊厳が

保たれ、住み慣れた地域で安心して暮らし続け

ることができる持続可能な地域共生社会の実

現」に向けまして、施策の充実・強化や新たな

事業展開を図ってまいります。

歳入予算は、福祉保健部合計で174億9,014万
1,000円でございまして、歳出予算は、福祉保健
部合計で1,089億9,172万9,000円となっており
まして、各科目につきましては2ページから3ペ

ージに記載のとおりでございます。

当初予算の主な内容についてご説明させてい

ただきます。

（持続可能な医療提供体制の整備・充実につい

て）

誰もが必要な時に必要な医療サービスを受け

られ、安心して日々の暮らしを送ることができ

るよう、持続可能な周産期医療体制を確保する

ため、死亡症例検証による今後の方向性の検討、

高次医療施設と地域開業医療施設の情報連携に

要する経費といたしまして344万8,000円、離島
等医療連携ヘリ（RIMCAS）を非稼働日におい
てドクターヘリとして活用するための基地病院

の燃料施設改修や現行のドクターヘリの運航に

要する経費といたしまして3億1,929万円、地域
に必要とされる医療提供体制の確保を図るため、

地域医療構想に基づく病床機能分化・連携を目

的とした施設・設備整備に対する助成等に要す

る経費といたしまして4億9,092万9,000円を計
上いたしております。

4ページ中段をご覧ください。
（がん罹患者への支援について）

がん検診Web予約システムの整備などによ
り、働く世代の検診行動の定着化を図るととも

に、患者の苦痛軽減と療養生活の質の向上を図

るため、ライフステージに応じた支援に要する

経費といたしまして1,246万1,000円を計上い
たしております。

（障害児等の支援体制の強化について）

障害のある子どもが家族とともに地域で安心

して暮らし、質の高い療育が受けられるよう支

援体制を強化するため、医療的ケア児の看護経

験を有する看護師などを派遣し、助言・指導等

を実施する体制の整備などに要する経費といた

しまして1,811万3,000円、障害児支援の中核的
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役割を担う児童発達支援センター等から障害児

通所支援事業所等に対する技術的支援の強化に

要する経費といたしまして711万8,000円を計
上いたしております。

5ページ、中段をご覧ください。
（長崎県ケアラー支援条例推進体制の構築につ

いて）

令和5年4月施行の「長崎県ケアラー支援条
例」に基づきまして、ケアラー支援に関する施

策を総合的かつ計画的に推進する体制を構築す

るための広報啓発、人材育成、支援体制整備、

民間支援団体支援に要する経費といたしまして

1,269万1,000円を計上いたしております。
（医療・看護・福祉・介護サービスの提供体制

を支える人材の確保等について）

誰もが必要なときに必要な医療・介護サービ

スを受けられる体制のづくりに向け、医療及び

介護人材を確保するため、県内で勤務する研修

医などに対する専門医取得のための研修資金の

貸与に要する経費といたしまして2,160万円、県
内外看護学生や転職・再就業看護職員向けの情

報発信、県内医療機関向けの採用力向上セミナ

ーや合同就職説明会の開催などに要する経費と

いたしまして1,002万3,000円、薬学生の県内就
職を促すための制度の検討や、薬学部設置大学

への訪問、薬学生への就職支援などに要する経

費といたしまして149万円、介護のしごと魅力
伝道師等を活用したコンテンツによる学生・求

職者等への魅力発信や介護業務を体験する機会

の提供等に要する経費といたしまして2,021万
5,000円などを計上いたしております。

6ページの下段をご覧ください。
（介護現場のデジタル化推進について）

生産年齢人口の減少が深刻となり、介護人材

の確保が喫緊の課題とされる中、職員の業務負

担の軽減や介護の質の向上を図るため、介護施

設における介護ロボット等の導入補助など、介

護現場のデジタル化の支援に要する経費といた

しまして3億121万3,000円、介護ロボット・ICT
等のテクノロジーの導入・活用にする生産性向

上をワンストップで支援するセンターを開設す

る経費といたしまして1,436万2,000円などを
計上いたしております。

7ページの中段をご覧ください。
（長崎健康革命プロジェクト事業費について）

県民による健康づくりの促進のため、運動・

食事等を通じて自然に健康になれる環境を整備

するとともに、ながさき健康づくりアプリ「歩

こーで！」の機能を強化する経費といたしまし

て4,611万8,000円を計上いたしております。
（生活困窮者等の支援について）から13ページ
中段の（債務負担行為について）、その内容に

つきましては記載のとおりでございます。

14ページをご覧ください。
次に、第13号議案「令和6年度長崎県国民健

康保険特別会計予算」についてご説明をいたし

ます。

歳入・歳出予算ともに、合計で1,534億4,878
万4,000円となっており、各科目につきましては
14ページに記載のとおりでございます。
長崎県国民健康保険特別会計は、国民健康保

険法の改正により、平成30年度から県も国民健
康保険の保険者となり、国保財政運営の中心的

な役割を担っております。

県全体で必要となる保険給付費等の支出の額

を見込み、その財源の一部を市町から納付金と

して徴収し、市町には保険給付費などに必要な

額を交付金として支払うものでございます。

また、被保険者の健康の保持増進や医療費適

正化等の取組を推進するため、市町の保健事業
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への支援など、予防・健康づくりに関する事業

を実施してまいります。

債務負担行為については、総務管理費につい

て計上しており、内容につきましては記載のと

おりでございます。

次に、第59号議案「令和5年度長崎県一般会
計補正予算（第10号）」のうち関係部分につい
てご説明をさせていただきます。

歳入予算は、福祉保健部合計で63億5,379万
4,000円の減でございまして、歳出予算は、福祉
保健部合計で62億2,449万3,000円の減となっ
ており、各科目につきましては、15ページから
16ページに記載のとおりでございます。
補正予算の主な内容につきましては、16ペー

ジから17ページ記載の年間所要見込みに基づ
くものであり、このほか、17ページからの（繰
越明許費について）、18ページ中段の（債務負
担行為について」、その内容につきましては記

載のとおりでございます。

18ページ下段をご覧ください。
次に、第69号議案「令和5年度長崎県国民健

康保険特別会計補正予算（第1号）」について
ご説明をいたします。

歳入予算、歳出予算ともに、合計で24億5,189
万8,000円の増となっております。
これは、国民健康保険保険給付費等交付金の

増など、年間所要見込みに基づくものでござい

ます。

最後に、歳入歳出予算の確定に伴う整理など

を行うため、3月末をもって令和5年度予算の補
正を知事専決処分により措置させていただきた

いと考えておりますので、ご了承を賜りますよ

うお願い申し上げます。

以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【山下分科会長】 次に、こども政策局長より、

予算議案の説明を求めます。

【浦こども政策局長】おはようございます。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。

こども政策局関係の議案について、ご説明い

たします。

「予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説

明資料」のこども政策局の2ページをお開きく
ださい。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和6年度長崎県一般会計予算」の
うち関係部分、第2号議案「令和6年度長崎県母
子父子寡婦福祉資金特別会計予算」、第59号議
案「令和5年度長崎県一般会計補正予算（第10
号）」のうち関係部分の3件であります。
はじめに、第1号議案「令和6年度長崎県一般
会計予算」のうち関係部分についてご説明いた

します。

令和6年度当初予算においては、「新しい長
崎県づくりのビジョン」に掲げる、概ね10年後
のありたい姿の実現に向け、施策を推進してい

くための基礎づくり・土台づくりを中心に、部

局横断的に取り組んでいくこととしております。

併せまして、子どもが夢と希望を持って健や

かに成長できる環境づくりのため、結婚から子

育てまでの切れ目ない支援を行うとともに、き

め細かな対応が必要な子どもと親への支援を一

層強化するなど、関連施策に取り組んでまいり

ます。

歳入予算は、合計で32億5,347万9,000円、歳
出予算は、合計で267億3,214万2,000円となっ
ておりまして、各科目につきましては記載のと

おりでございます。
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3ページの中ほどをご覧ください。
当初予算の内容について、新規事業等を中心

とした主な内容についてご説明いたします。

（ビジョン実現に向けた主要事業について）

こどもの居場所を作りたいと思う人がチャレ

ンジでき、協力したいと思う人が貢献できる環

境を整え、すべてのこどもが自分らしくいられ

る居場所を選択できるほか、支援を要するこど

もが居場所を通じて必要な支援につながるなど、

こどもが主役のこども場所をみんなで創る社会

を目指してまいります。

そのため、こどもが安心できる居場所などの

「こども場所」の充実を促進するため、長崎県

青少年育成県民会議等と連携し、多様な主体の

活動を支援する体制整備や、民間団体等による

居場所づくり支援のための持続可能な仕組みを

構築するための経費として、2,692万2,000円を
計上いたしております。

4ページをご覧ください。
（結婚、妊娠・出産から子育てまでの切れ目な

い支援について）

県民が希望どおりに結婚、妊娠・出産し、安

心して子育てできる社会の実現に向け、未婚

化・晩婚化に歯止めをかけるための結婚支援の

強化と、県民の皆様が安心して子育てできる環

境の充実を両輪として取り組んでまいります。

1、保育士等の資質向上と離職防止を図るた
め、本県独自の処遇改善を市町と連携して実施

するための経費として、2億1,761万1000円。
2、結婚・子育ての希望がかなう環境づくり

を推進するため、企業や団体の主体的な取組の

促進を通じた機運醸成、若い世代への効果的な

情報発信・意識醸成、新しい出会いの場の創出

などの取組に要する経費として、3,276万5,000
円。

3、子どもたちがインターネット・電子メデ
ィアを安心して利用できる環境づくりを推進す

るため、リスクと安全性の兼ね合いを子どもた

ちが自ら考え、大人や社会に対する提言を広く

発信するための取組などに要する経費として、

451万2,000円を計上いたしております。
（きめ細かな対応が必要な子どもと親への支援

について）

生まれた状況や育った環境に関わらず、すべ

ての子どもが夢と希望を持って健やかに成長で

きる社会の実現に向け、きめ細かな対応が必要

な子どもや親への支援に取り組んでまいります。

1、子育て世代包括支援センターとこども家
庭総合支援拠点の機能を一体的に有する「こど

も家庭センター」の設置に要する経費として、

2,505万1,000円。
2、児童相談所における面談記録や会議資料

等の情報を一元的に管理するために、児童相談

所情報管理システムを導入する経費として、

3,188万8,000円。
3、児童心理治療施設において、支援が必要

な子どもや保護者に対し、心理士等の専門職に

よる相談や検査、支援を実施するための経費と

して、1,469万4,000円。
4、ひとり親家庭等の自立を図るため、就業

支援、各種給付金などの経済的支援のほか、養

育費の確保を目的とした公正証書の作成費用等

の一部補助に要する経費として、9,836万3,000
円を計上いたしております。

その他の主な内容につきましては、5ページ
中段の（結婚・出会いに対する支援について）

から、11ページ中段までに記載のとおりでござ
います。

飛びまして、11ページの下段をご覧ください。
第2号議案「令和６年度長崎県母子父子寡婦
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福祉資金特別会計予算」についてご説明いたし

ます。

歳入予算、歳出予算ともに合計で1億5,133万
7,000円となっており、各科目については記載の
とおりであります。

これは、母子及び父子家庭並びに寡婦の経済

的自立等を図り、併せてその扶養している児童

の福祉を推進するために、修学資金、就学支度

資金等を貸し付けるものであります。

12ページをご覧ください。
次に、第59号議案「令和5年度長崎県一般会

計補正予算（第10号）」のうち関係部分につい
てご説明いたします。

歳入予算は、合計で7億9,590万6,000円の増、
歳出予算は、合計で10億1,634万5,000円の増と
なっており、各科目については記載のとおりで

あります。

補正予算の主な内容については、所要見込み

の増減などであり、13ページに記載のとおりで
あります。

また、（繰越明許費について）、（債務負担

行為について）、その内容については14ページ
に記載のとおりでございます。

14ページ中ほどをご覧ください。
最後に、令和5年度補正予算の専決処分につ

いて、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。

令和5年度予算につきましては、今議会にお
いて補正をお願いいたしておりますが、歳入に

おきまして国庫補助等に未確定のものがあり、

また、歳出におきましても、年間の執行額の確

定に伴い整理を要するものがございます。

したがいまして、これらの調整、整理を行う

ため、3月末をもって、令和5年度予算の補正を
知事専決処分により措置させていただきたいと

考えておりますので、ご了承を賜りますようお

願いいたします。

以上をもちまして、こども政策局関係の説明

を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山下分科会長】 次に、提出のありました「政

策等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料 政策的新規事業の計上状況」について、説

明を求めます。

【安藝福祉保健課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本分科会に提出いた

しました福祉保健部関係の資料についてご説明

いたします。

今回、ご報告しますのは、政策的新規事業の

計上状況についてでございます。

資料の2ページをお開きください。
2ページ、上から3つ目の誰一人取り残さない
がん対策事業費から、3ページ、一番上の児童
発達支援センター等機能強化事業費までの6事
業であり、内容につきましては記載のとおりで

ございます。

説明は以上でございます。

【黒島こども未来課長】引き続き、こども政策

局の政策的新規事業の計上状況についてご説明

いたします。

資料の2ページ1段目、こども場所等官民連携
プロジェクト費、資料3ページの2段目、こども
まんなかメディアリテラシー向上事業費から5
段目、児童相談所業務改善事業費までの合計5
事業であり、内容につきましては、資料記載の

とおりでございます。

以上で説明を終わります。

【山下分科会長】次に、こども未来課長より補

足説明を求めます。
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【黒島こども未来課長】私から、今回計上して

おります新規事業の中から2つの事業について、
補足して説明をいたします。

まず、資料の表題に「令和6年度予算 保育

士等処遇改善推進事業」と記載いたしました資

料に基づいて、保育士等処遇改善推進事業につ

いてご説明をいたします。

この事業の目的として、園内研修を充実させ、

幼児教育・保育の質の向上を図るとともに、保

育士等がその専門性を高めることにより魅力や

やりがいを再認識し、離職防止にもつなげてい

くことを目的として、よりよい幼児教育・保育

の提供ができる環境づくりを目指し、県内市町

と連携し、本県独自に構築した事業でございま

す。

事業の内容ですが、原則全員を対象とする参

加型の園内研修を実施する保育所、認定こども

園、幼稚園、地域型保育事業所、認可外保育施

設に対し、施設に在籍する保育士、幼稚園教諭、

保育教諭へ、常勤・非常勤に関わらず一人当た

り年額2万円を支給する費用の助成を行う事業
でございます。

対象となる園内研修の内容につきましては、

3項目想定をしておりますが、1つ目は、県から
テーマや進め方を示して、それに従って実施し

ていただくもの、2つ目は、幼児教育アドバイ
ザーの派遣を受けて実施するもの、3つ目は、
市町が実施する研修を園内で伝達していただく

ものとしております。

予算計上額でございますが、2億1,761万
1,000円となっており、県内保育士等1万800人
分の補助と事務費を計上しており、一般財源1
億8,761万1,000円とふるさと納税3,000万円を
財源としております。

なお、補助のスキームとして、保育所、幼保

連携型認定こども園、中核市内の認可外保育施

設に対しては市町経由での補助とし、私立の幼

稚園、幼稚園型認定こども園、中核市以外の認

可外保育施設に対しては県から直接補助を行う

流れの予定であります。

続きまして、こども場所等官民連携プロジェ

クトについて、補足して説明いたします。

資料は、表題に「こども場所等官民連携プロ

ジェクトについて」と記載しましたものでござ

います。

この事業は、多様な主体の連携による子ど

も・子育て支援の充実と新たな視点、発想によ

る施策の展開のため、ビジョン実現に向けた推

進体制、支援体制を構築することを目的として

おります。

子どもの居場所づくりについては、子どもの

多様なニーズに応えるため、子どもや若者の意

見を取り入れながら、行政だけでなく、民間と

連携した取組を地域の実情に応じて進めること

が必要と考えております。

このため、事業の内容といたしましては、こ

ども場所等の充実に向けた全体構想の策定等に

取り組むこととしており、まずは市町や関係団

体、企業等のニーズや活動状況を把握した上で、

県の役割の整理や支援策の検討を行うとともに、

多様な主体による居場所づくりを進めるための

持続可能な仕組みを構築してまいりたいと考え

ております。

また、子どもの貧困対策として、こども食堂

等の子どもの居場所を各地域に広めるための支

援施策の検討を行うほか、県内全域に子育て支

援団体とのつながりを有する長崎県青少年育成

県民会議等と連携し、市町や地域で活動する民

間団体、支援意向のある企業などとのネットワ

ークの構築を進めながら、こども場所の充実に
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向けた周知啓発やモデルづくりなどに取り組ん

でまいります。

子ども場所等官民連携プロジェクト全体での

予算計上額は2,800万1,000円となっておりま
す。

なお、このうちチラシ、ポスター、Webマッ
プ作製等の広報関係経費107万9,000円につき
ましては、ビジョン実現事業にかかる戦略的か

つ統一的な情報発信を行うため、ながさきPR
戦略課から、ほかのビジョン実現事業の広報関

係経費とともに一括して予算計上されており、

こども未来課での予算計上額は2,692万2,000
円となっております。

以上をもちまして、補足説明とさせていただ

きます。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【山下分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】まず、こども政策局から質問しま

す。横長20ページ、これはサイドブックスで発
信しますけれども、この中の女性相談支援セン

ター費1,553万円、これは前年度と比較しますと、
婦人相談所費が、名称が改められて「女性相談

支援センター」になったと理解をいたしますが、

この名称変更はどうしてですか。まず、ここか

ら教えてください。

【川村こども家庭課長】今回、女性相談支援セ

ンター費ということで事業項目を改めておりま

す。このことにつきましては、後ほど議案の方

でまたお伝えするんですけど、令和6年4月から
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法

律」が施行され、そこで婦人相談所等が女性支

援センター等に名称が改められておりますので、

そこを見越して名称を変更しているところであ

ります。

【堀江委員】 委員長、すみません、条例改正と

関わるので、ちょっと条例の分を発信させてい

ただきます。

これは、右が改正前、婦人相談所なんですよ、

第17条。そして左が18条になって女性相談支援
センターと名前を変えますと。そのための議案

が今議会で出されているんですよね。だから、

今から審議するんでしょう。

要するに、条例改正で初めて成立をして婦人

相談所が女性相談支援センターになるというの

に、それを見越して、条例審議をまだしていな

いのに、見越してこの予算議案の横長は名称を

変えるんですか。これはちょっと理解できない

んですけれども、どういう認識のもとに、まだ

条例審議もしていないのに変えたのか。

それとも、この横長資料がそんなに意味がな

いものなのか、ちょっと理解ができないんです。

再度見解を求めます。

【川村こども家庭課長】委員からのご指摘、今

いただきました事業概要に記載している事項名

になりますけれども、これにつきましては先ほ

ども申し上げましたけれども、令和6年4月から
「困難な問題を抱える女性の支援に関する法

律」、これが国の方で施行されます。これを見

越して事項名も新たな名称に変更させていただ

いているところです。

予算のこちらに書いております左側の款項目、

それと事業名、それとは異なりまして事項名と

いうのは議決事項等ではないという認識であり

ますので、そういうことでありますが、委員ご

指摘のとおり、こちらの記載の方につきまして

は新旧の名称が混在しておりますので、今後、

議会による議決等の状況等も踏まえながら適切
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な対応を心がけたいと思います。申し訳ありま

せんでした。

【堀江委員】 再度、横長20ページを発信しま
すけれど、今、課長が言われたとおりに女性相

談支援員設置費、女性相談支援センター費とい

いながら、一番下には婦人相談所というふうに

混在しているのね。確かに款項目で見て、婦人

保護対策費という予算をどうするかということ

なので、横長の部分は婦人相談所が女性相談支

援センターに変わったといっても、予算上の審

議はさほど問題がないという理由も一方では成

り立ちますけれども、しかし、今回の議会に出

してなきゃいいのに、今回の議会に条例改正を

出しておいて、片や当初予算ではもう改正後の

表記をするというのは、ちょっと私はこれは親

切ではないと思います。

少なくとも、2022年に国の法律が変わって、
詳しいことは条例改正でやりますけれども、

2022年に変わったんだから、それまでの間に、
去年の令和5年度のうちに条例改正してもよか
ったんじゃないですか。そうすると、当初予算

から全てきれいに新しい名称でできるというこ

ともあるんですけれど、最後に局長、この点に

ついて、私はちょっと不親切だと思いますし、

丁寧な説明ではないと思うんですが、見解を求

めます。

【浦こども政策局長】ただいまご指摘をいただ

きました件につきまして、まず、条例の改正に

ついての時期の問題については、私も今、「困

難な問題を抱える女性への支援に関する法律」

に基づく計画の策定にも取り組んでおりまして、

そうした策定に取り組みながら、今回の議会に

おいて条例改正を提出させていただいたという

流れになっております。

ご指摘のとおり、もう少し早めに出せるので

はなかったのかというご意見につきまして、名

称の変更だけではなくて、女性に変えることで

どういった施策が今後展開されていくのかとい

う議論もしながらの改正というのがより適切で

はなかろうかということで、こういう時期での

提出となったものでございます。

ただ、一方で、今ご指摘があったように、こ

の予算説明資料でありますけれども、非常に新

旧の名称が混在してわかりにくいというふうな

ご指摘は確かにあるかと思っておりますので、

今後、そういったところにも配慮しながら、丁

寧な資料の作成に努めてまいりたいと考えてお

ります。

【堀江委員】予算審議ですので、そこでこの女

性相談支援センターの1,553万円ですけれども、
これは昨年と比べて57万円減っているんです。
それがなぜかということと、同じようにその上

の女性相談支援員設置費なんですが、1,319万円、
これは446万円増なんです。これはこれでいい
と思いますので、57万円の減、446万円の増、
この中身について説明を求めます。

【川村こども家庭課長】今、お話がありました

増につきましてですが、まず、女性相談支援員

設置費ですけれども、こちらは、女性相談支援

システムが今古いシステムになっておりますの

で改修を予定しております。そこが経費の大き

な部分となっております。

それと、女性相談支援センター費の減ですが、

これは扶助費の減が主な要因になっております。

【堀江委員】いずれにいたしましても、女性の

保護の問題は、根拠となる法律も変わり、役割

も、さらにまた、公的支援という形が大きくな

るというふうに思っておりますので、これまで

も対応していただいたと思いますが、これまで

以上に、根拠法が変わったことによって十分な
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対応をお願いしたいということを申し上げたい

と思います。

引き続き、福祉保健部について質疑をしたい

と思います。

これは社会福祉振興費の中の横長44ページ、
これも発信をしたいと思いますが、真ん中辺の

重層的支援体制整備事業費の1,158万円、これは
市町への助成になるんですけれども、これは新

規の事業ということになります。

具体的にこの事業の中身を教えてもらってい

いですか。

【野田福祉保健課企画監】重層的支援体制整備

事業の事業内容についてお答えいたします。

この事業ですけれども、令和3年4月に施行さ
れた改正社会福祉法に基づいて市町が実施する

任意事業でございます。地域共生社会の実現を

目指し、地域住民の複雑化、複合化した支援ニ

ーズに対応する包括的な支援体制を構築するこ

とを目的としております。

具体的にどういった事業をするかということ

でございますが、まず、市町において高齢や障

害、生活困窮、子どもなど、属性に捉われない

包括的な支援体制を構築するものでございまし

て、既存の相談支援の取組を活かしつつ、大き

く3本の事業を一体的に実施しようとするもの
でございますが、1つ目は「断らない包括的な
相談支援」、2つ目が「狭間のニーズに対して
社会とのつながりを回復させるための参加支

援」、3つ目が「全ての住民を対象とした交流
の場や居場所の確保を進める地域づくりに向け

た支援」を一体的に実施しようとするものでご

ざいます。

県内においては、現在、6自治体において体
制構築に向けた準備事業に取り組んでおります

が、予算を今回計上しておりますのは、令和6

年度から長崎市と五島市において本格的に事業

を実施する予定でございまして、その実施に当

たり、県の負担4分の1でございますが、その分
の予算計上でございます。

【堀江委員】私がこのことを質問するのは、事

業の中身としては必要なことだというふうに思

うんですけれども、要は、市町のばらつきがな

いかどうかということなんですよ。言われたよ

うに、いろいろ重層的支援というか、包括的に

いろいろやりましょうと、平たく言えばそうい

う事業なんですが、そこに県が支援をする際に、

やはり21市町ばらつきがないようにしてほし
いというのが私の思いでありまして、令和6年
度が長崎市と五島市、しかし、6自治体がまだ
今検討しているということです。

そうしますと、これは、21自治体ばらつきが
ないようにするという方向性というか、そこに

ついてはどのように認識したらいいですか。

【野田福祉保健課企画監】 来年度から2自治体
で実施するということですけれども、重層事業

は複雑化、複合化する住民ニーズに対応するた

めの市町における包括的な支援体制の整備の手

法の一つでございます。

他の手法により体制を整えることが可能であ

れば、必ずしも重層事業を実施しなければなら

ないということではございませんが、ただ、制

度の壁があり支援ができないケースとか、声を

上げることができずに支援が届かないケースは

少なからず存在しているため、どこに住んでい

ても、同じように支援が受けられるよう、県下

全域で包括的な支援体制の整備を進めていく必

要があると考えております。

【堀江委員】ちょっと今の答弁だと重層的支援

体制整備事業費、これでなくても、ほかの手法

もあるんですよと。だから、これに拘らなくて
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もいいんですよというふうにも聞こえてきたん

ですが。そうはいってもこの事業は必要ですと

いうふうな、平たく言ってしまえばそういう答

弁をしていたと思うんですが、私が心配してい

る市町のばらつきはないのかということについ

ては、どういうふうに認識したらいいんですか。

【野田福祉保健課企画監】ご指摘のとおり、現

状ではばらつきですね、認識の差はございまし

て、まだ全く検討も進んでいないという自治体

もございます。ですので、県としましては、来

年度から取り組む長崎市と五島市の取組で得ら

れたメリットなどをお伝えしながら、未実施自

治体にも働きかけをしていきたいと考えており

ます。

【堀江委員】 拘ってごめんなさいね。私は、福

祉の制度はどこに住んでも市町のばらつきがな

いようにしてほしいという基本的なベースがあ

るんです。この重層的支援体制整備というのは、

相談ひとつとっても、ここに行かないと相談が

できないということじゃなくて、ここに行けば

みんなが対応できますよと、平たく言ってしま

えばね、そういう相談体制をつくりますという

ことでしょう。

今の答弁だと、検討していないところもある。

そうであれば、県の役割として、検討していな

いところに、新年度は長崎市と五島市がやりま

すから、そういう情報をきちんと伝えて、じゃ

あどうするのかというところまで一緒に考えて

いくという県の姿勢があるのかどうか、その点

を最後に確認させてください。

【野田福祉保健課企画監】堀江委員のご指摘の

とおり、こういった複雑化している問題を抱え

る住民に効果的な支援を円滑に行い、地域全体

で支える仕組みがあることは大変重要なことだ

と考えております。

重層事業は市町の任意事業でありまして、実

施の期限があるということでもなく、また、予

算措置も必要となりますことから、県としては

市町の意向を尊重していくことになりますが、

それぞれの市町において、今後、包括的な支援

体制をどのように整備していくのか、重層事業

を活用するのかなどについて、具体的に検討に

着手していただきたいと考えております。

県としましては、まずは準備事業を実施して

いる市町が来年度以降スムーズに本格実施へ移

行できるよう後押ししていくとともに、事業構

築のノウハウや事業効果などを未実施の自治体

に対してしっかりお伝えしていきたいと考えて

おります。

また、先行市町の取組状況の共有や意見交換、

国の全国キャラバンを今年度実施しましたが、

そういったものを活用して関係機関向けの研修

の実施などにより、市町の包括的な支援体制の

構築促進に努めてまいりたいと考えております。

【堀江委員】市町の実施する任意事業というの

は私も承知しておりますが、ぜひ、少なくとも

ばらつきがないというか、するかしないかはそ

の市町のあれであっても、県としてはどこも同

じように情報提供していただきたいということ

を重ねて要望したいと思います。

次に、横長46ページですけれども、発信しま
すと、これは災害対策費、この中では大きく昨

年度と比べて予算が減になっているのは、非常

用物資保管倉庫整備事業費2億円余りの予算が
昨年は計上されていたんだけれども、今回はそ

れがないということの減だというふうに理解を

しておりますけれども、その中の災害救援備蓄

費が2,249万円増えておりますが、この内容につ
いてお示しください。

【安藝福祉保健課長】 災害救援備蓄費の約
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2,000万円増の主な要因といたしましては、災害
救助基金積立金の増でございます。

基金の積立額については法で定められており

まして、そこの不足分について積立てを増額し

ているものでございます。

【堀江委員】そのことと関わって、長崎県は危

機管理課と福祉保健課で令和2年6月5日に「避
難所開設運営における新型コロナウイルス感染

症対策チェックリスト（手引版）」を作ってお

られて、その後、令和3年度にまた改定をされ
たというふうに理解をしております。

今回、避難所開設のことにつきましては、い

ろいろ災害が続く中で、今回の能登半島の地震

を受けて、まだ避難所暮らしを余儀なくされて

いる状況が続いている中なんですけれども、今

回のこうしたチェックリストとかも、今回の能

登の被害を受けて見直しなりということもある

のかということだけ確認させてください。

【安藝福祉保健課長】新型コロナに対しての避

難所の運営のチェックリストについては、令和

5年5月にコロナが5類に変更されたということ
もあって、現状見直してはおりませんけれども、

能登の状況を見ながら、必要に応じて、見直す

必要があれば検討してまいりたいと考えており

ます。

【堀江委員】 福祉保健部の横長の57ページで
す。これをサイドブックスで発信をしますと、

ドクターヘリの運営費3億1,929万円、冒頭でも
部長から説明がありましたが、1機では足りな
いと。それで、現在、離島にドクターを運んで

いるヘリを活用するということで準備をすると

いうことなんですが、昨年の決算審査の時に、

何とか予算の確保をしたいと熱く医療政策課長

は語られました。それで、予算の確保ができた

のかなというふうに予算を見たんですが、しか

し、実際は、これは令和6年度、新年度はいわ
ゆる整備改修ということで、ドクターヘリを受

け入れる改修ということで、運航が令和7年度
からということになれば、令和6年度も今の1機
で、現状としては要請があっても行けないとい

う状態が続くということになるんですか。この

現状だけ教えてください。

【加藤医療政策課長】 現状、年間150件ほど重
複要請で対応できない状況がございます。

佐賀県との相互応援協定に基づきまして、当

初、80件ほど佐賀県に飛んでいただいたんです
が、ここ数年はコロナの関係で県を往復できな

いということでストップしていた時期があった

ので30件程度だったんですけれども、コロナが
5類になったものですから、佐賀県をフル活用
するということであれば、80件程度の応援はい
ただけるんじゃないかというふうに思っており

ます。

さらに、令和7年度からはRIMCAS（リムキ
ャス）を週に半分ほど使いますから、それでま

た80件ほど対応できるというふうに考えてお
ります。

【堀江委員】 そうしますと、今、150件対応で
きていないという概算の数字で言えば、その対

応については佐賀との協定の部分が戻ってくる

という言い方はおかしいですかね、コロナ前に

戻ってくるという運航状況を見ると、新年度、

まだ予算上は新たに整備するための予算であっ

ても、新年度はその状況が改善されるというこ

とで理解をいたしました。予算の確保と同時に、

そういう運航の部分の、県民の命をどう守るか、

ドクターヘリをどう活用するかということで、

ぜひまた尽力いただきたいと思っております。

もう一つ、同じく福祉保健部の横長60ページ
ですが、これもちょっとサイドブックスで発信
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したいと思いますが、病院企業団助成費です。

病院企業団がこの予算上に出る時には、細か

く医師の数含めて様々に数字が出ていたんです

が、もう今は大きく括ってしか出されない状況

で、これはそれとして理解をするんですけれど

も、この中の病院企業団財政助成費、これはも

ちろん様々な経費の増ということで理解をいた

すんですけれども、これが6,143万円、前年度に
比べて増えている。いいことだとは思うんです

けれども、この内容について説明をお願いでき

ますか。

【加藤医療政策課長】病院企業団への助成、繰

出金ですけれども、これは国が繰出基準を決め

ておりまして、政策的医療で不採算の部分につ

いて各自治体がそこを補塡するということでご

ざいます。例えば救急医療とか高額医療、高度

な医療機械を使うんだけれども不採算、そうい

った部分の赤字、そこの部分だけの赤字補塡に

なりますので、繰出金が増えるということは病

院の政策医療の部分の赤字が増えたというふう

に直結しているということでございます。

【堀江委員】とりあえず、ここで止めます。次、

またお願いします。

【山下分科会長】ほかに予算議案について質疑

はありませんか。

【山田委員】まず、福祉の方にお尋ねしたいと

思います。

今回、新規事業で上げられています児童発達

支援センター等機能強化事業費、これが、県が

指定をする中核的な療育施設で10施設とあり
ますが、これで県下一円カバーができるのか。

この10施設についてまずお尋ねをしたいと思
います。

【藤井障害福祉課企画監】お尋ねがありました

児童発達支援センターの強化事業でございます

が、県内に13か所、児童発達支援センターがご
ざいまして、今回、対象としているのは10か所
でございます。まず、県下の13か所に加えまし
て、離島地区に児童発達支援センターがないん

ですが、地域の障害児通所事業所で支援スキル

があるところが3か所、五島市と新上五島町、
壱岐市がございますので、そこを3つ加えてお
ります。それで16ですが、それから長崎市、佐
世保市につきましては、市の方が児童発達支援

センターの指定と指導の権限を持っております

ので、市の分については各市と協議の上、県の

事業からは除外としております。

【山田委員】中核市の長崎市と佐世保市は除外

しているということでありますが、私が事前に

いただいていた資料を見ますと、県北で言うと

佐々町、平戸市、松浦市に施設がない。今回の

中核施設がない中で、中核市の佐世保市は独自

にやってくださいということであって、これは

佐世保市とかに、同様の事業を行っていてエリ

アカバーをしてもらうという考え方なのか、そ

のあたりをちょっとお聞かせください。

【藤井障害福祉課企画監】今回の事業の両市の

状況でございますが、長崎市に関しましては来

年度からの実施予定と聞いておりますが、佐世

保市に関しましては2つのセンターとの協議が
整っていないということから、引き続き協議を

するということになっております。市で実施を

される場合については、管内の市町につきまし

ても同じように指導をしていただくようにした

いと考えております。

【山田委員】長崎市は協議が整って来年からと

いうことであって、佐世保市は県北管内の各市

町との協議をしていただいて、みたいな感じで

いいんですか。県としては、佐世保市に、中核

市なんだからやってくださいというお願いなの
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かどうなのか、そのあたりを。

【藤井障害福祉課企画監】佐世保市の状況でご

ざいますが、佐世保市にあります2か所の児童
発達支援センター、「すぎのこ園」と「さんり

んしゃ」でございますが、そちらとの事業実施

にかかる協議が整っていないという状況でござ

います。

【山田委員】そもそも論として、まだ佐世保市

内での協議が整っていない中、平戸市、松浦市、

佐々町は同様の施設がない中で、ここのことに

関しても、先ほど来、堀江委員からもあったよ

うに、提供のサービスに差があってはいけない

中では、やはりここもしっかりとやっていただ

きたいと思います。

佐世保市にももちろん協議をしっかり進めて

いただきたいと思いますが、そのあたりの助言、

アドバイスとか、何かお手伝いができることは

していただいて進めていただきたいと思います。

次に、誰ひとり取り残さないがん対策事業費

でお尋ねしたいと思っております。

まず、平成20年にがん対策推進条例というの
が議員提案でできましたが、以後、長い歳月を

もってしても、この検診率というものが一切上

がってこない。全国の順位も悪いままでありま

す。そういった中で、課題として今回、若い方々

がWebとかの予約があれば予約をしてくれる
ようなことを言われていたかと思います。

そういった中で、そういう世代に対して、そ

ういう要望というか、調査をしたのかどうか、

そのあたりを教えてください。

【加藤医療政策課長】がんの検診率の増進のた

めに一般の企業と、24社と協力協定を結んでお
りまして、その企業の一つがアンケート調査を

していただきました。

まず、がんの検診の状況ですけれども、がん

の検診は市町の検診と職域の検診と人間ドック

とあるんですけれども、受診率の順位は全国40
位以下ということで非常に低い。ただし、市町

だけの検診を見た時に、全国上位から中位とい

うことで、市町の検診は比較的高いということ

であれば、職域の検診が長崎県は低いんだと、

そこがターゲットだというふうに考えていると

ころです。協定企業がアンケートをとっていた

だきましたけれども、職域の検診を行ってない

という回答が4割を超えているということで、
職場での検診が行われてない事業所が多く、特

に小規模の事業所が行われてないという状況で

ございました。

「市町の検診を知っているか」という問いに

対して、女性は20代以降が検診の対象なんです
けれども、女性の20代は65％が市町の検診を知
らない、男性は40歳からなんですけれども、40
代の58％が知らない、6割が市町の検診を知ら
ないという状況でございました。

そういったことで職域のがんの検診を受けら

れない方を市町の検診に向かわせるというのが

一つの大きな有効的な施策というふうに考えて

おります。

もう一つ、「がん検診を受けやすくなる制度

変更について」というお尋ねをした時に、特に

20代、30代の女性の4割の方がSNSとかインタ
ーネットで予約ができるようにしてほしいとい

うようなことがアンケートでございました。

それと先進県の事例として、愛媛県が既に導

入されているんですけれども、そこでWebの検
診を入れた時に2％上がったということがあり
ましたので、今回、そういったWebによる予約
を導入しようというふうにしております。

現在は、市町ががん検診を委託している健康

事業団は電話での予約になっていますので、よ
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り検診に行きやすくなるというふうに考えてお

ります。

【山田委員】職域の方のがん検診が進んでいな

いことが本県の率を下げているという答弁だっ

たかと思います。割合で言うと、市町がやって

いる国保、多くは国保の方とかがされる市町の

検診がそこにあって、企業に働く方々があると

思うんですけれども、率で言うとどっちが高い

んですか、人数の割合で言うと。

【加藤医療政策課長】市町検診と職域の検診の

割合ですが、手元に資料がないんですけれども、

市町検診の方が多いのではないかというふうに

思っております。データがありましたら、改め

てご報告したいと思います。

【山田委員】市町の方で言うと市町別の検診率

だと高いんですという話だったですよね。そう

したら、この職域の方で受けられない方たちを

市町の方に振り分けていけば上がるということ

で、愛媛県で結果が出ているということであり

ますので、そこは期待をしていきたいとは思い

ます。

では、しっかりと、まずはがん検診を受けて

いただくことから、3人の1人ががんで亡くなっ
ている、本当に全がん時代と言われているよう

な時代でありますので、まず検診を受けていた

だくことで元気に暮らすことができる、そうい

う状況でありますので、ぜひとも進めていただ

きたいと思います。

次、依存症及び家族が抱える多様な問題、課

題に対して適切な支援、治療が受けられる体制

の整備に要する経費として1,623万4,000円が
計上されております。この中身について伺いた

いと思います。

【藤井障害福祉課企画監】依存症の事業費、県

の取組でございますが、依存症の専門医療機関

ですとか、治療拠点機関として配置しておりま

して、そういった医療機関が地域のネットワー

クづくりの事業をすることで、県内どこにいて

も同じような治療が提供できるような取組をし

ております。

それに加えまして、IR推進課に計上しており
ました事業を、今回、IRの不採択を受けて福祉
保健部の方に付けておりまして、その事業とし

て県北地域において医療資源とか相談支援が少

ないものですから、そこに対して「長崎ダルク」

という回復支援の施設を持っていらっしゃるス

キルの高い団体に委託をしまして、県北での相

談支援をしております。それを引き続き、来年

度についても県北地区で実施をしたいと思って

います。

それに加えまして、九州・山口の依存症のネ

ットワークづくりを構築しておりまして、各県

での取組を共有したり、もしくはe－ラーニング
の人材育成をしたりという事業をしておりまし

て、それについても引き続き実施をする予定と

しております。

【山田委員】 IRの先日の集中審査の際に、そ
のことをお願いしておりました。IRはこのよう
な形にはなってしまいましたが、県北地区にお

いて、ギャンブルに関わらず全ての依存症でか

なり、今、そういう相談支援体制ができていた

中だったので、予算をそのまま障害福祉課で引

き継いでいただき、継続できることを本当に非

常にありがたく思っておりますし、このIRに関
わって、依存症対策で九州・山口をネットワー

クした、もうそういう体制ができていたので、

その体制も活かしていただいた上で、e－ラーニ
ングとか、様々なことをやっていただくという

ことでありますので、非常にありがたく応援を

させていただきたいと思っております。
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次にもう一点、透析患者の送迎支援等で予算

が計上されております。この内容について伺い

たいと思います。

【佐藤障害福祉課長】この透析患者の通院支援

の充実に向けた経費でございますけれども、現

在、透析患者への送迎支援を行っている通院介

護支援センター3団体へ運営費の一部の助成を
しておりますけれども、来年はここの支援のあ

り方について、透析患者の送迎状況の実態調査、

あと関係機関等での検討会について意見を聞き

ながら、さらなる通院支援の充実に向けた取組

を行いたいと考えております。

【山田委員】 透析患者の方は、週3回、半日か
けて透析をされる方ですので、お体がきつくて、

なかなか自分で運転できない方もいらっしゃる

と思いますので、こういった形で進めていただ

くことを期待したいと思っております。

一方、北陸での震災があって、特に一番命に

直結するのが、私はこの透析患者さんかなと思

っております。週3回できなければ、本当に命
にかかわってくる。災害時の、今回も金沢の方

に集団で移動されたり、いろいろされていたよ

うでありますが、ぜひこれを機会に、担当課は

障害福祉課と福祉保健課になるようであります

が、それぞれの病院でも災害時の対策でどのよ

うにするかという取り決めをされていると思う

んですが、そこはしっかり関わっていただいて、

この県民の命をしっかり守っていただきたいと

思います。

こども政策局にいきたいと思います。

次に、児童心理治療施設高機能強化多機能モ

デル事業費について伺いたいと思っております。

今、発達障害の子どもさんが増えてきて、県

下には長崎市のハートセンター、諫早市のこど

も医療福祉センター、佐世保市のこども発達セ

ンターとありますが、それぞれ6か月以上待ち
とか、そういった状況が続いています。それぞ

れの受診待ちの状況をまずお聞かせください。

【藤井障害福祉課企画監】県内の発達障害の専

門医療機関の受診待ちの状況でございますが、

県下全域で約700名程度でございます。こども
医療福祉センターで約120名程度、長崎ハート
センターで約400名程度、佐世保のこども発達
支援センターで約180名程度、合計で約700名程
度でございます。

【山田委員】今、これは受診待ちの人の数を教

えていただいたのかなと思いましたが、月的に

はどんな感じですか。

【藤井障害福祉課企画監】 待機の期間ですが、

こども医療福祉センターで約5か月、長崎ハー
トセンターで約11か月、佐世保こども発達セン
ターで約8か月となっております。
【山田委員】 小さな子どもの1か月、2か月、3
か月は非常に大きくて、こういった中、本当に

県下、これはもう長い課題ではありますが、抱

えております。

そういった中で、今回、大村市の椿の森学園

の方で初診待ちの児童とか、その保護者に対し

て心理的な専門職による支援をしていただくと

いうことでありますが、こちらでどのような体

制を考えているのかを伺いたいと思います。

【川村こども家庭課長】この事業につきまして

は、委員が今おっしゃったとおり児童心理治療

施設、大村椿の森学園の方に委託をしてやって

いこうかと思っております。

体制としましては、心理士を2名、それと精
神保健福祉士1名、作業療法士1名、専門職とし
てはこの4名を雇いまして、機関的には心理士
が常駐する形にはなるんですけれども、精神保

健福祉士と作業療法士につきましては週何回と
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か、月何回的な感じで対応するような形で考え

ております。

一応委託ということで、こういった専門職を

雇いまして事業を運営してもらうということを

考えております。

【山田委員】今の人員体制についてはわかりま

した。大体年間でどれくらいを考えているのか。

それと、なかなか受診できない、長崎のハー

トセンターにあっては11か月ということで、保
護者の方がすごく不安を持たれていると思いま

すが、そういった方々がじかに行けるのかどう

か。そもそも、市町の健診等でちょっと何かあ

った子だけが行けるのか。どういうふうな形で

ここにたどり着くような仕組みを考えているの

か、お聞かせください。

【川村こども家庭課長】まず、年間どのくらい

できるのかということですけれども、今のメン

バーで実際やっていく中で、年間でいきますと

延べ900回程度の相談に対応できるかというこ
とで想定しております。

中身的には、お一人につきまして、まず初期

面接、それとその次のステップとして心理の検

査、それからフィードバックをするような形で

お一人大体3回ぐらいということで想定します
と、300人ぐらいということになります。
ただ、来年度につきましては、まず、国の方

から事業の募集通知等がありまして、それから

事業を申請しまして、実際にやるのは秋ぐらい

になりますので、それ以降ですから300件から
半分ぐらいになるのかなと想定しております。

それと、直に行けるかということですけれど

も、基本的にはこの事業につきましては対象を、

まず通所としまして保護者と児童、これにつき

ましては市町からの紹介という形で考えており

ます。

その他に訪問支援も考えておりまして、これ

は幼稚園とか学校の方に訪問して支援をする。

その他、里親とか児童養護施設、こういったと

ころからの相談にも対応できるようにしたいと

思っております。

市町からの相談につきましては、委員も先ほ

どおっしゃった健診とかで不安等があった場合

に、市町の方が判断をして上げるんですけれど

も、その仕組みについては、市町の方とも、今

後話をしまして、どういった形で上げてもらう

かということなど制度を構築していきたいと考

えております。

【山田委員】 様々、待機待ち、受診待ちの子ど

もたちが多くいる中で、これに限らず、いろん

な事業を組んでいただいているのは理解をして

おりますが、これも何年来変わらなくて、どっ

ちかというと悪くなっているような感じすらし

ております。

福祉保健部として、もともとこういう発達障

害とかを診る先生が少ないのも根本的問題とし

てあるんですが、しっかりと長崎大学とか、今

もやっていただいているとは思いますが、ぜひ

ともこの解決のため、特に発達に不安を持って

いる子どもをもつ保護者も不安でしょうし、そ

の子たちも、いち早く支援があれば、また子ど

もたちの今後の育ち、学びも変わってくると思

いますので、ぜひともそこは本当に抜本的な問

題、いろいろずっと課題が解決できない中では

いますが、ぜひともそこをしっかり対応してい

ただくようにお願いをして、私も一旦終わりま

す。

【山下分科会長】 ほかにございませんか。

【川崎委員】まず、福祉保健部で長崎健康革命

プロジェクト4,611万8,000円についてお尋ね
いたします。
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まず、健康ながさき21評価結果、これが悪化
傾向ということからの強化というふうに理解を

しておりますが、まず、原因をどう分析をして

いるのかお尋ねいたします。

【鶴田国保・健康増進課企画監】健康ながさき

21評価結果が悪化傾向というところで、どう原
因を分析しているかというお尋ねでございまし

た。こちらにつきましては、まず、食塩や野菜

の摂取量、あと運動習慣がある人の割合が悪化

したという結果が出ております。

こちらにつきましては、令和3年度の長崎県
健康栄養調査結果で、まず食塩摂取量ですけれ

ども、1日当たりの摂取量が目標8グラム未満に
対しまして、どの年代も目標を達しておらず、

特に男性は84％の方が8グラム以上となってい
たところでございます。

野菜摂取量は、1日当たりの摂取量の目標が
350グラム以上でございましたけれども、234.4
グラムと100グラム以上不足していることがわ
かったところでございます。

この調査におきましては、ご自身の食生活に

ついてもお尋ねしたところでございまして、そ

の結果、食生活が「大変よい」「大体よい」と

の回答が66％ございまして、その中でも主食、
主菜、副菜がそろうように心がけている人の割

合が62.5％であったり、野菜を多く摂るように
心がけているとしている方とか、薄味を心がけ

ているという方も多くございまして、そこが実

際の数値がよくない一方で、野菜を食べている

と、塩分は控えているという認識を持つ人が多

くおられるのではないかというところで、そこ

の矛盾というところを原因として考えていると

ころでございます。

あと運動でございますけれども、こちらは日

頃運動やスポーツをしている人の割合というと

ころで、男性は目標40％に対しまして28.1％、
女性は30％に対しまして21.6％という結果で
ございました。こちらにつきましては、令和3
年度の調査ということで、新型コロナの感染拡

大の影響もあったとは考えられますけれども、

スポーツ庁の方でスポーツの実施状況に関する

世論調査というのも行っておりまして、ここで

も運動習慣者の割合が20歳以上で27.2％と低
い状況になっておりました。そこの理由としま

しては、「仕事や家事が忙しい」「面倒くさい」

「高齢だから」とか、そういった理由が挙げら

れていたところでございまして、全国的なとこ

ろではございますけれども、傾向としては本県

においても当てはまるのではないかというふう

に分析しております。

【川崎委員】それを踏まえて、新年度どう強化

をされるかお尋ねいたします。

【鶴田国保・健康増進課企画監】新年度強化す

る施策でございます。

まず、今の結果を踏まえまして食事と運動を

テーマとして強化をしていきたいと考えている

ところでございます。

まず、食事に関しましては、野菜摂取量の減

少が深刻であった20代をターゲットにいたし
まして、大学生などのアイデアを活かしたヘル

シー弁当を開発いたしまして、県内のスーパー

で販売するほか、コンビニエンスストアとも連

携いたしまして、減塩・野菜摂取促進キャンペ

ーンを実施する予定でございます。

運動に関する取組でございますけれども、来

年度はＶ・ファーレン長崎、長崎ヴェルカと連

携いたしまして周知啓発を行うほか、アプリ活

用による運動の習慣化を推進するために、新た

に運動体験型イベントやウォーキングイベント

を開催することとしております。
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さらに、アプリのポイントのページでサービ

スをご提供いただいております協力店の拡大を

図るために、期間中に協力店でアプリポイント

を使ってサービスを受けた方に抽選で県産品が

当たるキャンペーンを実施することとしており

ます。

【川崎委員】 その健康アプリ「歩こーで！」で

すが、今、強化については確認いたしました。

ぜひお取り組みいただきたいのと、ぜひご検討

いただきたいんですが、マイナカードの保険証

連携というところから随分時間もたって、まだ

まだ利用者が少ないというのは課題だとは思う

んですが、恐らく病院とか調剤で薬等の情報が

見られるようになっていまして、ぜひこの健康

づくりアプリ「歩こーで！」、この中でひとつ

包括した形で情報を確認しながら利用を高めて

いく、そんなことができないのか、お尋ねをい

たします。

【鶴田国保・健康増進課企画監】「歩こーで！」

におけるPHRとの連携につきましては、国の方
でも患者自身が蓄積された記録を適宜スマート

フォンで見返すようにできるようになれば、治

療継続、行動変容につながると期待されている

ところでございます。

そして、国においては、安心・安全に利活用

ができるように環境整備が進められておりまし

て、実際PHRの利活用に向けた実証事業を実施
されているところでございまして、この中では

医療機関での活用を推進するということと、商

業施設など日常生活での活用によって新たなサ

ービスの創出が加速化できるかというところを

今実証されているところでございまして、県と

いたしましても、アプリの連携を含めてどのよ

うな活用ができるのか、まずはこれらの国の動

きを注視してまいりたいと考えております。

【川崎委員】健康づくりアプリを長崎が導入を

し、推進をして、一方では国が追いかけるよう

な形で、国が逆に健康アプリみたいなものをつ

くってやってくれれば一番楽なんでしょうけれ

ども、それはいつになるかわかりませんが、要

はあっちを見、こっちを見というようなことよ

りは、できれば少しまとめた形で利便性を高め

ていただければと思いますので、ご検討をよろ

しくお願いします。

次に、精神障害者社会参加促進事業費451万
7,000円についてお尋ねします。
まず、精神障害者の方と様々意見交換をする

中、やはりピアサポートについての支援をやっ

ていただきたいという声も多くいただいており

まして、今回、それもテーマとして上がってい

るかと思います。

まず、現況についてお尋ねいたします。

【藤井障害福祉課企画監】お尋ねのありました

ピアサポートでございますが、障害のある方ご

自身が、自らの体験に基づきましてほかの障害

のある方の相談相手になったりとか、もしくは

社会参加とか、地域での生活の支援をする活動

でございまして、現在、本県で精神障害のある

方でピアサポーターとして登録されている方、

34名でございます。
【川崎委員】 34名という方が多いのか少ない
のか、要望として上がってきているということ

は、まだまだ十分じゃないんだろうというふう

に思っております。

外出ができないと、なかなかしづらいという

こともお声として聞いておりまして、まさにそ

ういったピアサポートの皆様が増えていけば、

外出の機会も多くなってくるんだろうと思って

います。このピアサポートの普及についてどう

取り組んでいかれるか、お尋ねいたします。
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【藤井障害福祉課企画監】ピアサポートの普及

でございますが、今、34名のピアサポーターに
つきまして、長崎こども・女性・障害者支援セ

ンターのホームページにおきまして、名前は伏

せた上で、病名とか自己PRで支援できることと
か、配慮が必要なことを公表しまして、その活

用といいますか、支援してほしいというのをホ

ームページ上で募集しているところでございま

す。

また、同じこども・女性・障害者支援センタ

ーにおきまして、市町とか保健所の支援者に対

して、ピアサポーターについての理解を深めて、

活用を促進するような研修をしているところで

ございまして、現在、県内では看護学生実習で

の講話とか、もしくは障害福祉サービス事業所

の研修会での講話ですとか、もしくは地域の自

立支援協議会に当事者として参加をしたりとい

う活動をしております。

【川崎委員】わかりました。普及に努めてくだ

さい。

それと精神障害者の皆様、その皆様たちに対

してですが、お声を聞くと偏見・差別が大変多

いということも伺います。理解促進にどう取り

組まれるかお尋ねいたします。

【藤井障害福祉課企画監】精神障害に関する理

解促進の取組でございますが、精神障害者を家

族に持つ団体でございます県の精神障害者家族

連合会に委託をしまして、県内各地において講

演会、当事者からのメッセージですとか、そう

いった取組をしておりまして、今年度でござい

ますが、長崎、県央、県南、県北の5か所でそ
ういった講演会等をしておりまして、参加者数

として合計172名参加をいただいております。
それ以外に、国の方で今、心のサポーターと

いうものの養成に力を入れております。どうい

うものかといいますと、メンタルヘルスの問題

を抱える方に対して寄り添って、傾聴を中心と

した支援者でございまして、そういった支援の

場がなくても、そういった方を養成することで

精神障害に関する理解を深めるというものでご

ざいます。

国としまして、令和15年度までに全国で100
万人のサポーターを養成したいという大きな目

標を持っておりまして、県としてもモデル事業

に手を挙げ、今年度から事業をしております。

今年度の取組でございますが、各市町に希望

を取りまして、長崎市、大村市、島原市、雲仙

市、時津町の5市町におきまして心のサポータ
ーの養成、研修事業を実施しておりまして、今

年度238名養成をしているところでございます。
来年度以降につきましても、まだ実施をしてい

ない市町がありますし、来年度以降したいとい

う希望もありますので、随時県内市町での取組

をしていきたいと思っております。

【川崎委員】 例えば、動画を撮ってYouTube
で流すとか、なかなか研修会に参加できない人

にも、少し実態をわかっていただくような工夫

もしていただければと思います。

次に、こども政策局ですが、インターネット・

電子メディアの環境改善451万2,000円、事業が
2本計上されていますが、本事業で目指す成果
は何なのかをお尋ねいたします。

【黒島こども未来課長】インターネット・電子

メディアの環境改善についてお答えいたします。

今回、こどもまんなかメディアリテラシー向

上事業費という新規の取組、それから従前から

取り組んでおります地域・企業等との連携によ

るネットメディア環境改善事業と2本ございま
す。

従前から地域団体や企業などと連携しまして、
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青少年のメディア被害を防ぐためにフィルタリ

ングの普及ですとか、そういったところを目指

して活動してきております。そのためにメディ

ア環境改善について講習のできる指導員の養

成・派遣、あるいはフィルタリングの実践講座

等を取り組んでまいりました。

しかし、現状としまして、サイバー犯罪や

SNSに起因する犯罪の検挙数ですとか、被害者
数が非常に高い水準で推移しております。18歳
未満の被害も減少しておりませんし、例えば児

童ポルノにつきましても、SNS等がきっかけと
いう事案も多く、被疑者の年代別割合も10代が
一番多い。一方、被害者は中学生が最大である

など、メディア利用の低年齢化による問題が深

刻化しているという認識がございました。

そこで、子どもたちのメディア利用に関して、

これまで大人から講習をするとか、働きかける

といったような取組が多かったんですけれども、

今やメディアとのつき合い方は子どもの方が精

通している部分もあり、そういった子どもの声

を聞く意味も含めまして、子ども自身にメディ

アの安全性とリスクについて、兼ね合いを考え

ながら適切な使い方、あるいは規制について自

身で考えて、またそのあり方を地域や大人に発

信してもらいたいということで、こどもまんな

かメディアリテラシー向上事業費というものを

立てました。

こちらによりまして、子どもと家族を含めま

した大人の意識変容を図ってまいりたいと考え

ております。

【川崎委員】大変大事なことですので、お取組

をよろしくお願いします。

平成20年に制定されました「青少年が安全に
安心してインターネットを利用できる環境の整

備等に関する法律」、この努力義務として「保

護者は、青少年のインターネットを適切に活用

する能力の習得に努める」と。

先ほどもご説明がありましたように、まさに

家庭、家族というところが一つ大事なポイント

なんだろうと思っています。やはりインターネ

ットを自由に使える時間帯は家庭が多いように

私も思います。保護者の意識改革をはじめ、保

護者の方、家庭との連携、これも不可欠と考え

ますが、いま一度ご答弁をよろしくお願いしま

す。

【黒島こども未来課長】 委員ご指摘のとおり、

メディア利用につきましては、家庭内でルール

をつくっていく、そのために家族で話し合って

いただくというのが一番重要ではないかという

認識は従前から持っております。

今回、こどもまんなかメディアリテラシー向

上事業費につきましては、学校メディア宣言と

いうことで、例えば小学校であれば代表委員会、

中学校であれば生徒会、そういった場でメディ

アとのつき合い方について、子ども自身で考え

ていただくというのを一つ考えておりますが、

そういった取組について、教育委員会の方で作

成されますメディア等のネットモラルについて

の副教材の中にも活用できるようなページを入

れていただくように現在調整をしております。

その中には、例えば親御さんが、これまでも

取り組んできましたフィルタリング設定につい

て理解して取り組まれるかというようなところ

で、親御さんもチェックしていただくような欄

も設けるなど、家庭においても子どもと話し合

ってメディアの利用について、ルールであると

か、保護者の意識づけも図ってまいりたいと考

えております。

【川崎委員】ぜひ家庭でのこういった意識改革

ということにも力を入れてください。
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そこで、ひとつぜひ検討いただきたいんです

が、先ほどフィルタリングの話がありました。

こういった新しい技術の活用はどんどん取り入

れるべきだというふうに思います。

加害、被害、どちらも低年齢化ということで

ありましたが、SNSを通じて知り合った相手、
こういった人たちに不適切な画像を送って、そ

こから犯罪が起こるというようなことがよく言

われています。

そこで、これは愛知県ですけれども、愛知県

警が大学と民間企業の皆様にお願いしてアプリ

を開発されたそうです。親子ともにこのアプリ

をインストールすると、不適切な画像を撮影し

た際にAIが判断をして子どもには注意喚起を
すると。親にはその通知が届くと。このような

ことから被害を未然に防止をする、そういった

アプリ、これが今活用されているということで

す。それで犯罪を減らす抑止力になりますし、

親子の対話を促進すると。子どもが加害者にな

ることも予防ができると。

学校も一人1台パソコンになっていますので、
学習用パソコンに入れると学校での不適切な行

動も抑止できるという効果があるようですので、

ぜひこれは調査してご検討ください。よろしく

お願いします。

最後に、地域で産業でみんなで応援「結婚・

子育て」推進事業費についてお尋ねいたします。

一般質問でも、子育て支援も非常に大事であ

りますが、その手前の結婚についても力を入れ

るべきということで部長もご答弁をしていただ

いたところでありますが、次年度強化する施策

について、いま一度確認をしたいと思います。

【黒島こども未来課長】地域で産業でみんなで

応援「結婚・子育て」推進事業についてお答え

いたします。

こちらは、昨年度は「未来を照らす長崎結婚

子育て推進事業」としておりましたけれども、

従前から地域とか民間企業と連携しまして、結

婚や子育てを応援する機運の醸成に取り組んで

まいりました。「結婚・子育て応援宣言企業」

といった宣言企業を増やす取組として、企業コ

ーディネーターの活動を行ったり、あるいは地

域コーディネーターということで地域団体など

と連携した結婚支援の取組や周知啓発に努めて

まいりましたけれども、こういったご協力くだ

さる企業、団体に、より主体的な取組を促して

まいりたいと考えております。

特に、例えば業種ごとに非常に従事者の男女

比率が偏っているとか、なかなか出会いがない

とか、非常に業種ごとの結婚支援に関する課題

も聞こえてまいりますので、そういった課題に

ついて、まずはヒアリングをして、それに対応

するような、例えば周知啓発ですとか、あるい

はイベントの開催の工夫ですとか、そういった

取組に、ぜひ連携、協力をいただきたいと考え

ております。

また、そのほか、これまでもライフデザイン

について考えていただく機会を、中高生などを

対象にセミナー等を行ってきたところですけれ

ども、こちらにもこういった企業等に協力いた

だいて、例えば新入社員ですとか、そういった

若い方たちに改めてご自身のライフデザインに

ついて考えていただく。そういった中で例えば

結婚や子育てについて、自分ごととして一度考

えていただくといったような取組にも協力を促

したいと考えております。

その他情報発信等もより効果的なやり方で、

例えば県外に対しても行っていくなど、取組を

強化してまいりたいと考えております。

【川崎委員】岡山県の奈義町というところが非
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常にユニークな取組をやっておられて、2015年
からということですけれども、同窓会の開催に

支援をしているというのを記事で見ました。意

外なことに、これはネットの調査だと思うんで

すけど、同窓会で再会した後に交際したことが

あるというのが15％ぐらい、交際まで至らなく
ても仲良くなったことがある方が30％、かなり
高い確率だなというふうに思っています。振り

返ったら、私も高校のクラスメートが2組結婚
しましたね。多分同窓会なんですよ。だから、

結構高い確率、ある意味自分が同じところで育

ったままなんだというところもあって、信用、

例えばSNSとかで知り合って、どこの誰かわか
らないというような不安から考えると、信用度

は非常に高まっていくというところが背景にあ

るんだろうと思っています。その岡山県の奈義

町がスタートして、今度岡山県が取り組んだと

いう記事を見ました。こういったところも検討、

研究をしていただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。

【黒島こども未来課長】委員から今、情報提供

いただきました岡山県の取組でございますけれ

ども、ご指摘のとおり奈義町など、県内の市町

で先行して同窓会の開催に対して一定補助をす

るというような取組があったものに対し、新た

に令和6年度から市町に対して同窓会の開催へ
の支援の半分を補助するといったような取組を

される予定ということを伺っております。

ご指摘のように同窓会に参加することで、も

ともと知っている仲ということで、一から関係

を築くであるとか、背景について警戒する余地

も少ないということで、一定効果的ではないか

ということでの岡山県の取組かと理解しており

ます。

こういった取組は参考にぜひさせていただき

たいと思いますけれども、現時点では、同窓会

といった場合に、未婚者に限るといったような

開催も難しいとか、あるいは逆に結婚支援とい

うのが見えてきた場合に参加しづらいといった

方もあろうかとか、あるいは補助をすることに

よって同窓会の開催数が伸びていくかどうかと

いったような推移というのも、先行される岡山

県の様子等も見てまいりたいと思います。地域

活性化の取組としての側面もあろうかと思いま

すので、例えば市町などに情報提供するとか、

そういった活用について考えてまいりたいと思

います。

【山下分科会長】 ほかにありませんか。

【坂口委員】私からは、こども政策局に伺いた

いと思いますが、まず、こども場所等官民連携

プロジェクトについてです。

これは補足の説明資料をいただいております

が、全体構想をまず策定して、こども場所の定

義等を行って、ロードマップ等を作成されると

いうことですが、この全体構想の策定というこ

とは、何かこの分に特化したような計画とかを

作成される予定があるのかどうか伺います。

【黒島こども未来課長】こども場所等官民連携

プロジェクト事業におきまして、全体構想策定

についてのお尋ねでございます。

この事業につきましては、今年度策定しまし

た「新しい長崎県づくりのビジョン」において、

概ね10年後のありたい姿として、「こども時間」
の増加ですとか、「こども場所」の充実という

ものを掲げております。

今回の事業は、概ね10年後に「こども場所」
を充実していくということに向けて、次年度に

おきましては、まずは市町や関係団体、企業等

につきまして、こういった「こども場所」、非

常に指すところが広うございます。対象となる
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子ども、ひいては若者まで、年齢や置かれた状

況、あるいは地域によって、現在の状況やニー

ズも異なってこようと思います。そういった現

状とニーズについての調査から始めたいと考え

ております。

実際にこういった必要性につきましては、

我々も実際に高校生とお話ししたり、あるいは

地域で声かけ運動をされている支援者の方から

も、なかなか子どもの姿を地域で見ないとか、

勉強できる場所がないとか、そういった声もい

ただいていて必要性を感じているんですけれど

も、そういったところに県としてはどういった

ようなことができるのか。場所をつくっていく

主体としては、例えば市町であるとか、あるい

は民間団体が先行されている部分が非常にござ

いますので、県に求められている役割について

はどうかというのも、こういった若者の意見も

含めて広く聞いた上で整理をしたいと考えてお

ります。

具体的に何をする、こうするというものを積

み上げた計画というよりは、そういった現状を

まとめたものと県の役割整理について、10年後
の実現に向けて、このようにまずは取り組んで

いくといったようなところを明らかにしたいと

いうことで考えております。

【坂口委員】まず、次年度についてはそういっ

た課題の整理とか状況の整理、調査からという

ご答弁だったかと思いますが、今回、予算要求

額が4,132万9,000円要求されていて、実際の予
算獲得額が2,800万1,000円ということで、
1,000万円強減額といったことになっておりま
すが、その辺の事業に与える影響なんかはない

のかどうか、伺いたいと思います。

【黒島こども未来課長】今回の資料として要求

状況と計上状況を提出しておりますけれども、

要求段階よりもやや小さめの予算になっており

ますが、こちらに関しては関与する人員体制と

いいますか、先ほど説明でも申し上げたとおり、

市町とつながりのある長崎県青少年育成県民会

議との連携を考えておりますが、そちらでこの

事業に携わられる新しい人の確保を考えており

まして、その人件費等について、必要額の精査

を行った結果でございます。

体制については実施できるだけのものを確保

できたと思っておりますので、しっかりと推進

してまいります。

【坂口委員】この中でこども食堂への支援とい

うものも含まれておりますが、先日、「ながさ

き子ども食堂ネットワーク」という民間の団体

が主催する研修会というか、勉強会に参加をさ

せていただいたんですが、私もその参加するま

では、こども食堂というのは経済的に困窮した

ような子どもたちが集まる場所かなと思ってお

ったんですが、実際そうではなくて、成長の過

程でちょっと難のあるお子さんとか、あるいは

高齢者、障害のある方、地域で少し孤独な方と

か、そういった方が集まる場所であったり、そ

れから熊本、石川では地域の防災の拠点にもな

っているということで、子どもの集まる場所だ

けではないんだなというのを、その名称と実際

の機能のいい意味での乖離が結構あるんだなと

いうことを認識しました。

地域づくりの方で地域運営組織というものが

進められていますが、これも予算が減額になっ

たりとかする中で、こども未来課の方でどこま

で所管として広げられるかわからないんですが、

ぜひそういった視点を持って、関わる主体だけ

じゃなくて、対象となる主体、範囲も少し広げ

て考えていただければと思いますので、この点

は要望にとどめたいと思います。
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もう一点が、先ほど議論になりました婚活支

援なんですけれども、「ながさきで家族になろ

う」事業とか、あるいは市町少子化対策促進事

業ですか、これは国の予算なんでしょうけれど

も、あと結婚・子育て推進事業ということで、

合計1億7,000万円ぐらい予算が計上されてい
るかと思います。

例えば、「ながさきで家族になろう」事業で

あれば、去年の決算の事務事業評価であれば達

成度が65％ということで、ちょっと低いのかな
とも思いますが、事務事業レベルではある一定

の成果指標達成度なんかが出てくるんですが、

いざ政策的なレベルで見ると、本県の出生率が

1.5ということで、希望の2.08に近づけていかな
いといけないと。ある程度目標が明確な中で、

結婚の数がピークより4分の1になっていたり
とか、50歳以上の未婚者が男性で言うと4人に1
人とか、女性では5人に1人とか、こういう現状
がある中で、これをどう改善していくかと。そ

ういう政策的なレベルでの成果指標というか、

そういったところが少し見えにくいのかなと、

私的には思っておりますので、その点をどのよ

うにお考えか、お聞かせいただければと思いま

す。

【黒島こども未来課長】今、ご指摘いただきま

した成果指標、まさに目標とするところは、現

在、長崎県総合計画、令和7年時点で合計特殊
出生率1.93と掲げております。これは県民の希
望出生率が2.08といったものを踏まえた数字で
す。

結婚支援事業もその施策の一つとして、そう

いったものの達成に向けて考えていかないとい

けないということで、現在、結婚支援事業の一

つの成果指標として、毎年の結婚、県の事業に

よる成婚数150組と掲げておりますのも、この

2.08の達成を意識したものになっております。
ご指摘のように昨年度ですと、年間の成婚数

98組ということで、十分な目標達成には至って
いないところですし、合計特殊出生率について

も昨年は1.57というところでございます。
結婚、妊娠・出産、子育てには非常に個人の

判断、個人の決断に関わってくるもので、複合

的にいろんな要素が絡まってまいります。ただ、

希望どおりに結婚するとか、子どもをもつとい

った希望をかなえるための施策は、結婚支援と

子育て支援の両輪で我々としては取り組んでい

かなければならないと思っております。

全体の背景としては、若い世代の所得の確保、

あるいは雇用の安定が大前提として必要である

と、国もこども未来戦略、昨年12月に策定した
ところでございます。そういったところで、な

かなかこども政策局だけとか、県だけの力で達

成できない部分もあろうかと思いますけれども、

庁内連携、あるいは市町や民間との連携、国へ

の要望等を挟んで全体的な推進が必要と考えて

おります。

【坂口委員】私の指摘としては、少し何ですか

ね、出生率の1.5から1.98、それから2.08とか、
そういった課題は結構明白な中で、事務事業と

か、あるいは施策レベルではある程度実績とか

見えるんですが、いざそこからぽんと飛んで出

生率とかになると、そこを複合的にと言われて

しまうと、ちょっと検証のしようもなくなって

しまうなという感がありますので、その辺一定

整理をまたしていただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。

【山下分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【畑島委員】私の方からこども政策局に対して

1点ご質問させていただきます。
不妊治療助成についてお伺いさせていただき
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ます。予算案として1,283万円ですか、不妊治療
費が計上されておりますけれども、こちらの国

と県との財源の負担の割合というのを教えてい

ただけますでしょうか。

【川村こども家庭課長】不妊治療助成につきま

しては、全て一般財源になっております。

【畑島委員】県の単独事業だという理解でよろ

しいですか。それであればお聞きしたいんです

けれども、お隣の佐賀県や福岡県は類似のよう

な不妊治療のサポートを行っていますでしょう

か。

【川村こども家庭課長】すみません、他県の状

況まで今持ち合わせておりませんので、後ほど

またお伝えさせていただければと思います。

【畑島委員】 後ほどで大丈夫です。

そしたら、また重ねて質問させていただきま

す。こちら、先進医療に対して5万円の補助が
されるといったようなものかなと思いますけれ

ども、この先進医療、長崎県内で受けられる医

療施設は何か所ございますか。

【川村こども家庭課長】長崎県内では、先進医

療につきましては1か所ございます。
【畑島委員】私もさっき、ホームページを調べ

させていただきましたら、長崎県内でその先進

医療を受けられる施設が長崎市内に1か所とい
ったところかなと思っております。

一方で、この助成自体は佐賀や福岡、そうし

た医療施設での不妊治療を受ける方も対象にな

るというふうに理解しています。

ただ一方で、県内で施設が1か所しかないと、
長崎市内に1か所しかないということになりま
すと、その先進医療を受けようとする長崎県民

の方々は、かなり移動を伴うことになってしま

うのかなというふうに思っております。

また、不妊治療というのが、一回行けば終わ

るというわけではなくて、かなり時間を要して、

長期にわたって足しげく通って対応していかな

いといけないというふうになりますと、当然普

段の仕事との兼ね合いといったところもありま

すし、また交通費の負担というのもその都度そ

の都度生じてしまうような形になってしまうか

と思います。

その中でこの先進医療に対する助成、大変い

いとは思うんですけれども、ユーザー側の目線

に立ちますと、こちらの先進医療部分というよ

りも、むしろ交通費の負担の方が大きくなって

しまっている可能性というのもあるのかなと思

いますし、また、県外に行くにしても同様です

ね。そうした形で言うと、果たして、せっかく

県の単独予算で補助されている中で、これが本

当に効果的なものになっているのかといったと

ころが気になっているんですけれども、この事

業以外も含めて、不妊治療に対して、もしほか

でカバーされているよとか、ほかでも手当てさ

れているいうところを含めて、どうお考えにな

ってこの事業を計上しているのかというところ

をもう少し教えていただけますでしょうか。

【川村こども家庭課長】まず、不妊治療につき

ましては、令和4年度から保険診療が適用され
ることになりまして、そこの実際保険適用外の

部分の先進医療につきまして、自己負担部分に

ついてを5万円の範囲内で助成しましょうとい
うことで県単の方でさせていただいております。

交通費等につきましては、なかなかそこまで

は今のところは困難かなということで考えてい

るところです。

先進医療ができるところが、さらにまた県内

でも増えていけばいいかと思うんですけれども、

そこについては機器の導入とか、専門のスタッ

フのスキルアップとか、そういった問題もあり
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ますので、今後、そこにつきましてはどういっ

た形で広げることができるかということを研究

はいたしますけれども、今の状況ではなかなか

困難かなと考えております。

【畑島委員】恐らく医療施設を増やすといった

ところを県だけで対応するというのは当然限界

があり、民間側の協力も必要だと思いますし、

また、全てを県だけでやれと言っているんじゃ

なくて、市町と連携して、当然その距離に応じ

て、地域地域の特性があるのであれば、その市

町と連携しながら、どこまで県でカバーして、

どこを市町がカバーしてもらって、民間として

どうしてもらうかといったところまで含めて対

応は必要かなと思いますが、もう少し研究して

ほしいなという気持ちがございます。

冒頭、ちょっとお聞きした近隣県の状況とい

ったところをお聞きしましたのも、やはり私も

子育て世代でございますが、子育てをしやすい

場所に住みたい、働きたいというふうに考えま

した時に、例えば今回、長崎県としては先進医

療の部分に5万円といった形で補助しています
けれども、お隣の佐賀県で例えば6万円補助し
ており、福岡県の方で7万円補助しているので
あれば、こうした手厚いサポートを著しくして

いる地域に住みたいなというモチベーションで、

住む場所であったり、働く場所を選ぶ時に、著

しく施策効果は下がると思うんですよね。そう

したところで、しっかり近隣県よりも長崎が住

みよい、子育てしやすい県にしていこうという

のであれば、やはりそこは地域間競争もあると

思いますので、まさにそうしたところも意識し

ながら、せっかく県としてやるのであれば、最

大限政策効果が発揮されるような方法、やり方

といったものを引き続き研究していっていただ

きたいと思います。

私からは以上です。

【山下分科会長】 ほかにございませんか。

【中村(泰)委員】 お疲れさまでございます。
まず、こども政策局にお聞きします。児童心

理治療施設高度化多機能モデル事業、先ほども

ございましたけれども、初診待ちを改善するた

めの事業だというふうにも理解をいたしており

まして、確認ですけれども、初診待ちを、なる

べくそれは短い方がいいというところで、この

事業を進めることでどれぐらいの初診待ちにも

っていこうとされているのか。もし、その展望

がありましたらお尋ねいたします。

【川村こども家庭課長】委員お尋ねのお話です

けれども、まず、初診待ちは、先ほどお話があ

りましたけれども、今の期間としましては大体

半年以上の待ちとなっております。今回の事業

につきましては、初診待ちを短縮するのではな

く、その待ち時間の間に要支援にある児童に対

して支援を行うという事業の構築になっており

ます。ですから、直接の短縮につながるという

ことはないのかなと考えております。

【中村(泰)委員】 私の質問の仕方がよくなかっ
たんですけれども、要は、もちろん初診、最初

の例えばハートセンターとかの初診を受けるタ

イミングというのは変わらないと思うんですけ

れども、先に相談をすることで、要はそのタイ

ミングがどれだけ先に話せるのかというところ

でのお尋ねでした。わかりますか。

【川村こども家庭課長】 失礼いたしました。

基本的には、イメージで申し上げますと、例

えば1歳半健診とか3歳児健診などで、発達の特
性等そういった可能性がある児童がいた場合に、

通常であれば半年ぐらい初診までかかってしま

うことになるんですけれども、そこで実際にそ

の子に対して市町の方が早めに支援が必要とい
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うことであれば、そうした計画書を上げていた

だくことで今回の事業の方に乗せるような形を

考えておりますので、期間的には待ち時間内で

すので、早ければ1か月、2か月ぐらいでは対応
できるのではないかと考えております。

【中村(泰)委員】 なかなか明確にどれくらい、

半年だったものが1か月、2か月時点で話ができ
るとか、そこはまだ確定じゃないとは思うんで

すけれども、いずれにしても早めに相談ができ

るといったものだと思いますので、そこをなる

べく短く、先に話ができるようにしていただけ

ればと思います。

続きまして、介護生産性向上総合相談センタ

ー事業費です。もう一つ、介護現場デジタル改

革推進事業費、こちらは長寿社会課ですけれど

も、1,436万2,000円の方が介護ロボットとICT
ということ、もう一つのデジタル改革推進費の

方が3億円というところがあるんです。この違
いが、ロボットとICTというところなんでしょ
うけれども、どちらもICTが入っていまして、
この違いを簡単でいいのでご説明いただけない

でしょうか。

【中村長寿社会課長】この名称につきましては、

国の方でも若干定義というのは様々ありまして、

基本的には介護ロボット・ICTの導入のことを
テクノロジーの導入だとか、デジタル改革推進

と申し上げておりますので、介護ロボット・ICT
という場合は、個別のそういう機器とかを指す

ような形ですので、基本的には同じような定義

だと捉えていただいて構いません。

【中村(泰)委員】 要は、国の補助金にひもづい
たものというところでこういった分け方をされ

ているということで理解をいたしました。

介護ロボットですけれども、この数年導入が

進められてきていると。コロナの影響もありま

すし、テクノロジーの進化でこういったものが

進んできていると思うんですけれども、実際ど

れぐらいの介護事業者がこういったものを使用

されてニーズがあるのかというところなんです

けれども、なかなか数字で言うことは難しいと

思うんですが、そこの見解をお尋ねいたします。

【中村長寿社会課長】 我々の直近の調査では、

大体全事業者の4割程度のところで既に導入が
進んでいるということですので、それから期間

が経過していますので、もう少し進んでいるか

なというふうには思っております。

【中村(泰)委員】 4割ぐらいというところであ
れば、かなり進んでいると思いますし、なかな

か抵抗がある事業者もいらっしゃると思うんで

すけれども、県のご努力で徐々に進んでいって

いるということでございます。

一つICTで県内の企業が開発をされて進めて
おられますが、中々言いにくいところがあるの

かもしれないんですけれども、こういった事業

に県内の企業の技術が活かされているのか、ど

ういったところの技術なのか、そのあたりにつ

いてお尋ねいたします。

【中村長寿社会課長】先ほど、最初の質問で言

葉の定義の話がありましたが、介護ロボットと

いう場合は基本的に、いわゆる介護現場で働く

方の身体介助とか、あるいはセンサーだとか、

夜間の見守りとか、そうした機器という意味合

いで、ICTという場合がいわゆるソフトウエア
ですね、事務処理とか計算事務に使うようなソ

フトだとかを指しているということですが、多

くのICTがソフトウエアになりますけれども、
基本的に全国版のパッケージソフトが多いとい

う認識でありまして、本県で自主開発されたソ

フトウエアとか、あるいは介護ロボットもそう

ですけれども、どれくらいあるか調べてはいな
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いんですが、我々の感覚では全国的な有名な企

業、全国展開されているベンダーが多いという

のが我々の認識でございます。

【中村(泰)委員】 県内の方も、社名は中々言い
にくいんですけれども、ICTのソフトウエアを
開発されて、自分の事業所で使っていらっしゃ

る方もいますので、ぜひとも県内の企業のそう

いった取組をほかの事業者にも反映いただけれ

ばと思います。

もう一つ、生活困窮者自立支援事業の機能強

化事業費ですけれども、コロナ特例貸付けを借

りられた方のフォローアップということでござ

います。コロナの中で補助金を多く得られた方

が、補助金を含めて緊急小口ですけれども、実

際、何といいますか、どんな状況にあるのかと

いうか、例えば借りたものを返すことができな

いような状況になってきているのかとか、しっ

かりと仕事に復帰できているのかとか、そうい

ったところについて、現状の認識をお尋ねいた

します。

【野田福祉保健課企画監】まず、コロナの特例

貸付けの償還状況からお答えいたします。

コロナの特例貸付け、実際件数が多うござい

ます。債権管理も大変な業務となっております

が、毎月県社協から償還免除の状況について件

数と金額のご報告をいただいております。

貸付けは全部で2万8,414件、約107億円ござ
いましたが、そのうち償還免除の決定を行った

ものは、本年1月末現在で約1万2,000件、約43
億7,000万円となっており、全体の約43％とな
っております。

大まかな割合でございますが、償還実行中の

ものが約2割、また連絡がつかないとかで未応
答の方が2割弱おられるというふうな状況でご
ざいます。

【中村(泰)委員】 償還免除が40％、償還中が2
割、連絡がつかない方が2割もいらっしゃると
いうことで、大まかなご答弁をいただきました。

これはすみません、先に確認をすべきだった

んですけれども、フォローアップということな

んですけれども、これは基本的に償還をしてい

くための計画を立てていくとか、そういったと

ころの相談かとは思うんですけれども、具体的

にお話をいただけないでしょうか。

【野田福祉保健課企画監】委員からお話があっ

た、償還をしていくための支援というよりも、

逆に償還がなかなか難しくて、例えば償還免除

になった方とか、生活が苦しいという状況の方

を自立させていくためのフォローアップ支援と

いうことで、生活困窮者自立相談支援機関の方

がメインとなって支援を行っているという状況

でございます。

【中村(泰)委員】 どちらかというと、償還免除
になった方ですね、本当に生活に困っていらっ

しゃる方の支援ということで理解をいたしたと

ころでございます。

なかなか連絡がつかなくて、償還ができない

方が2割もいらっしゃるということでした。こ
の事業費の内容とは、直接的な関係はないのか

もしれないんですけれども、その連絡がつかな

い、償還しなければならないけれども、償還を

されてない方に対して、今後どのように対応さ

れるのかお尋ねいたします。

【野田福祉保健課企画監】そうですね、生活が

苦しい方は、仕事がなかなか定着せず、お住ま

いも転々とする場合が多うございますので、や

はり一定数連絡がつかない方がいるのはやむを

得ないのかなと思っております。

一応12か月たったら、償還免除となるという
規定もあるんですけれども、単に12か月経過し
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たからといって、簡単に免除ということにはな

らないと聞いております。なかなかそこの連絡

がつかない方を今後どうするかというところは

明確に決まってなくて、他県とも足並みをそろ

えて検討していく問題だと思っております。

【中村(泰)委員】 最後のお尋ねですけれども、

地域で産業でみんなで応援「結婚・子育て」推

進事業費ですけれども、こちらはこれまでも同

じような取組をされてきたとは思うんですけれ

ども、新年度、大きくどこが変わっていくのか。

額もそれなりの額が付いていますけれども、特

に主だったことについてご答弁をお願いいたし

ます。

【黒島こども未来課長】地域で産業でみんなで

応援「結婚・子育て」推進事業につきまして、

先ほど少し申し上げましたとおり、従前事業を

引き継いだような取組にはなっております。こ

れまでも地域コーディネーターですとか、企業

コーディネーターを配置しまして、企業や地域

団体等と連携した取組、あるいは市町と連携し

た取組を推進するために活動してまいりました。

次年度大きく変わるところというのは、経費

的なところが大きく積まれたというよりも、こ

れまで協力をお願いして、結婚・子育て応援企

業宣言といったようなものに手を挙げてくださ

った団体等に、より具体的な取組をお願いでき

ないかというところで働きかけをしようと考え

ております。それについては、これまでは県が

準備します、例えば啓発、あるいは情報をまい

ていただくとか、周知に協力いただくとか、そ

ういった取組が多かったんですけれども、むし

ろご自身の従業員に対して、キャリアについて

考えていただく機会を一緒に設けさせていただ

いたり、あるいは独身者の出会いのためのイベ

ントを一緒に開催してくださるところもあろう

かと思います。

業界によって、先ほどもちょっと申し上げた

ような課題、業界特有の課題があるというとこ

ろも少し見えてまいりましたので、そういうと

ころに関しては課題に応じた、例えば男女の比

率の偏りであるとか、あるいは産業自体のイメ

ージが、結婚して大変じゃないだろうかという

ような懸念があるとか、そういった声にどうい

ったような形で例えば適したようなイベント、

マッチングの機会を提供するのか、あるいはあ

らかじめその産業について、ちょっとイメージ

アップを図るような取組であるとか、一緒に考

えていただいて取組を促していきたいと考えて

おります。

【山下分科会長】それでは、午前中の審査はこ

れにてとどめ、しばらく休憩いたします。

― 午後 零時 １分 休憩 ―

― 午後 零時 １分 再開 ―

【山下分科会長】 再開します。

【川村こども家庭課長】申し訳ありません。先

ほど畑島委員の方からお尋ねがありました他県

の先進医療の状況なんですけれども、令和5年4
月1日時点での紹介になるんですけれども、本
県を含めて20都道府県が対象となっておりま
す。九州に限りますと、本県を含めて6県が先
進医療の助成を行っているところであります。

【山下分科会長】改めまして、午前中の審査は

これにてとどめ、しばらく休憩いたします。

午後は1時30分から再開いたします。

― 午後 零時 ２分 休憩 ―

― 午後 １時２８分 再開 ―

【山下分科会長】それでは、会議を再開します。

午前中に引き続き、こども政策局を含む福祉
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保健部の審査を行います。

ほかに質疑はありませんか。

【宅島委員】こども家庭課の予算の中で、児童

虐待総合対策事業1億4,668万6,000円計上され
ておりますが、本当にテレビのニュースや新聞

を見ると、毎日のように子どもへの虐待事件が

発生をしている状況であります。その中で、長

崎県においても1件でも減らしたいという思い
で取り組んでおられると思いますけれども、令

和5年、最新の実績でいいんですけれども、児
童に対する虐待の児童相談所に入った件数とか、

虐待の認知件数を、わかれば教えてください。

【川村こども家庭課長】 令和4年の実績が最新
値になりますけれども、虐待に関する相談対応

件数につきましては、令和4年が1,084件という
相談件数になっております。

【宅島委員】相談件数が1,084件ということで、
県警とも連携しながら、実際虐待の件数という

か、虐待の認知ということになると思うんです

けれども、その認知件数についてはわかります

か。

【川村こども家庭課長】 虐待件数の1,084件の
うち、警察等関係機関からつながれたといった、

警察からの経路になっておりますものが692件
ございます。

【宅島委員】 692件が警察を含めたところの虐
待認知ということで理解をいたしました。

とにかく24時間体制で相談体制を敷いてい
ただいていることに大変感謝いたしますし、本

当にこういったことが毎年増えているという状

況だと思います。今から先、どんどんこういう

案件が減っていくように、ぜひ取り組んでいた

だきたいと思います。

それと、その下の里親育成支援事業2,955万
9,000円、里親育成センターへ里親制度の周知啓

発、アセスメント、里親の各種研修、マッチン

グ、市町村連携事業を一体的に委託するとなっ

ているんですが、この委託先はどこになるのか

教えてください。

【川村こども家庭課長】これは、里親育成セン

ターすくすくというところに業務を委託してや

っていただいております。

【宅島委員】そこは何名ぐらいの体制になって

いるんでしょうか。

【川村こども家庭課長】 体制につきましては、

専任職員が4名おります。里親トレーナー、そ
れと事務職員、令和4年度からは市町連携のコ
ーディネーターという方を新たに追加して4名
体制で当たらせていただいております。

【宅島委員】 わかりました。

それと、DV被害者自立支援事業費1,686万
3,000円ですけれども、これは主にというか、ほ
とんど男性から女性に対してのDVだと認識し
ているんですが、このDVの認知件数は何件ぐら
いありますか。

【川村こども家庭課長】 相談件数が、長崎、佐

世保両支援センターに寄せられている相談が令

和4年実績で3,110件、そのうちDVに関する相
談が2,084件ということで、大体率にすると
67％ぐらいの比率になっております。
【宅島委員】 かなり子どもの虐待に比べて3倍
ぐらいの相談件数、また、約3倍ぐらいのDVの
被害を受けられているというような現状があり

ますので、しっかりここの予算も、今回はこれ

くらいでしょうけれども、きちっと減っていく

ような対策を取っていただきたいと思います。

私も4～5年前ですか、一般質問で1 8 9
いちはやく

の相

談体制をもっと強くやるべきだということで厚

生労働省が作っておられるポスター等々をどん

どん活用して、多くのところに掲示をして、と
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にかく何かあればそこに電話をかけていただく

ようなことを強く推進していただきたいという

ことを申し上げておりましたけれども、やはり

県が独自でポスターを作らなくても、そういっ

た厚生労働省のポスターがあるので、ぜひそこ

を活用していただいて、厚生労働省にかけ合っ

てポスターを多く長崎県に配付してもらうとか、

そういった工夫をしながら周知徹底を図ってい

ただきたいと思いますけれども、局長、いかが

でしょうか。

【浦こども政策局長】ただいま、児童虐待並び

にDV防止のお話がありました。こういった問題
に関して相談件数が年々増加しているというこ

とで、相談件数が増加すること自体は決してよ

いことではございませんが、こうした警察等を

含めた通告や通報の増加によりまして救われた

命があるということもまた事実だというふうに

考えております。

この間、法整備、あるいは関係要領等の改正

が進んで、こうした通報、あるいは通告が非常

にしやすい環境も整ってきたかと思いますし、

ただいまご指摘があったように家族、あるいは

夫婦だけの問題ではなくて、やはり親戚、ある

いは地域全体で見守っていくことが必要だと思

っていますので、ただいまご提案のあったこと

も含めて、国とも協議しながら、よりよい施策

に努めてまいりたいと考えております。

【宅島委員】 どうぞよろしくお願いします。

あと一点、出産・子育て応援交付金事業費、

妊娠期から出産、子育てまで一貫して身近で相

談に応じ、様々なニーズに応じた必要な支援に

つなぐ伴走型相談支援の充実ということで、補

助率は国が2分の1、県がまたその2分の1、市町
が2分の1ということで、出産応援ギフト5万円
相当、子育て応援ギフト5万円相当とあるんで

すけれども、この支給方法についてはどんな方

法を考えておられますか。

【川村こども家庭課長】出産・子育て応援交付

金につきましては、今、実態といたしましては

現金、それと市町によりましてはデジタル通貨

にしているところもありまして、例えば大村で

あれば、デジタル化に向けて市として取り組ん

でおりますので、そういったことの活用という

ことで、市町によってまちまちな状況でありま

す。

ただ、国の方からデジタル化等の動きとかと

いうことも今出てきておりますので、そこは国

の今後の動向を見ながら検討していきたいとい

うふうに考えております。

【宅島委員】 出産応援ギフト5万円相当という
のは、今、出産をされて、例えば何か月以内に

申請してくださいというところがあるんでしょ

うか。

【川村こども家庭課長】私が認識している感じ

では、遡って申請もできるとは思っております

けれども、どのくらいの期間までにやればいい

かというのは、今、私の方でまだ把握しており

ません。申し訳ありません。

【宅島委員】そこら辺もぜひ県として、各基礎

自治体としっかり話し合いをしながら、早急に

申請をしていただくような周知徹底をぜひ心が

けていただきたいと思いますし、その下の子育

て応援ギフト5万円相当についても、これは出
産をされた後の応援ということであるでしょう

から、これについても申請をしていただくよう

なことをしっかり話し合いをしていただきたい

と思います。

以上で終わります。

【山下分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【清川委員】 私の方からも1点質問させていた
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だきます。

先ほど堀江委員からも質問がございましたド

クターヘリの運営についてお尋ねいたします。

今回、予算が計上されておりますが、この中

で燃料基地の設備をするとお聞きしております

が、その詳細についてお尋ねいたします。

【加藤医療政策課長】新年度に予定しておりま

す工事については、ドクターヘリの基地が長崎

医療センターにあり、現在1機体制というとこ
ろでの給油量です。2機体制になった場合、給
油の量が多くなるということで、それが国の規

則に定める量を超えるものですから、それに対

応するメーターを付けたり、そういう設備の改

修が必要ということで、来年度改修作業をする

ということでございます。

【清川委員】 ただいまのドクターヘリと

RIMCASですか、この2機体制で今後やってい
くということですが、2機とも長崎医療センタ
ーの方に待機させるということでいいのですか。

【加藤医療政策課長】 現在、1機目のドクター
ヘリは長崎医療センターに駐機をしております。

RIMCASというのは病院企業団が所有をして
おりまして、長崎空港内に基地があるんですけ

れども、そのRIMCASを使わない日につきまし
ては、そのヘリコプターを朝から長崎医療セン

ターの方にもってきて2機体制にするというよ
うな運用をするように考えております。

【清川委員】 それと、先ほどのご答弁の中で、

150件程度は出動中で対応できなかったという
ようなご答弁がございました。この出動できな

かったことに対して、何かほかの対策を講じら

れたのか、お尋ねをいたします。

【加藤医療政策課長】長崎県のドクターヘリで

対応できなかった場合に備えて、佐賀県との相

互応援協定というのを結んでおりまして、長崎

県が対応できない時に佐賀県が、佐賀県が対応

できない時に長崎県がということで、相互に補

完をするような形で、一定佐賀県のドクターヘ

リで補っていただいております。そこでも補い

きれなかった場合は、救急車搬送になってしま

うということになります。

【清川委員】私も五島で五島中央病院の前を行

き来するんですけれども、週に2～3回程度はド
クターヘリが離着陸して、また1日のうちに、
今日は3回目だよねというような時もございま
す。非常にこのドクターヘリというのは島民に

とって命を守る、そして救急搬送にお役に立っ

ている非常にありがたいものだというふうに思

っております。

一方では、ドクターヘリは明るい時間じゃな

いと飛べない。夜になるとやはり海上自衛隊の

ヘリを活用していただいている。あるいは、天

候不順の時には出動できないという時もありま

す。そういった中でも必死になって自衛隊の

方々に頑張っていただいていること、非常にあ

りがたく思っております。今後も、この五島医

療を守っていく上でも、こういった施策を講じ

ていただくことを切にお願いをいたしまして、

私の質問にかえさせていただきます。

【山下分科会長】 ほかにありませんか。

【堀江委員】先生という言葉は辞退させていた

だきますので、委員長、議事録の対処方よろし

くお願いいたします。

私は、どうしても5点質疑をしたいというふ
うに思います。

福祉保健部の横長67ページ、これを発信いた
します。長崎県ケアラー支援条例推進体制構築

事業費の1,269万円、これは2年目の事業ですけ
れども、具体的には主な事業の71ページに広報
啓発、それから人材の育成、取組の支援、窓口
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の設置ということで事業の説明があるんですが、

質問したいのは、2年目なんですけれども、前
年度と比べて521万円予算が減っているという
こと、それはどうしてかということと同時に、

2年目に入りましたので、本年度のいろんな状
況を踏まえて、特に2年目でここに力を入れる
とか、こういうふうにしたいということでの事

業の上での令和6年度の取組について、併せて
答弁を求めます。

【山口長寿社会課企画監】長崎県ケアラー支援

条例推進体制構築事業費についてのお尋ねです。

まず、令和5年度と比較して事業費が521万
6,000円の減となっているということでのご質
問だったと思います。令和5年度の事業につき
ましては、事業内容が主に条例制定にかかる広

報啓発、ケアラー支援推進計画策定に向けた実

態調査等の事業を実施しております。そのため、

事業費は1,790万7,000円計上しておりました。
令和6年度につきましては、令和5年度で計画

が策定されましたので、事業内容が異なってお

ります。

令和6年度につきましては、県民等がケアラ
ーの問題を理解して、ケアラーが孤立しないよ

う社会全体で支える機運を醸成するために制定

された長崎県ケアラー支援条例に定める取組に

ついて実施していくことにしております。

主な取組として、条例に定めのある「広報啓

発」、「早期発見対応ツールの作成及び支援を

担う人材の育成」、「事業者及び民間支援団体

等による取組の推進」、「ケアラー支援に関す

る総合案内窓口の設置」、この4点について取
り組むこととしております。

先ほどお尋ねのあった減の理由としては、事

業の内容が令和5年度と令和6年度で変わって
きているということで、今回はこちらの1,269

万1,000円という予算を計上させてもらってお
ります。

特に、令和5年度に大きい事業費だったのが
実態調査ということで、ケアラーの実態調査を

ケアラーご本人や支援機関、ヤングケアラーの

方を、小・中学校の対象者に行い、その予算額

が1,045万6,000円ということで、この事業費が
一番大きかったということで、令和6年度はそ
れを実施しないということで額が減少しており

ます。

【堀江委員】 平たく言えば、1年目である令和
5年度については、実態調査が主な事業という
ことでその予算が大きかったと。令和6年度は
事業の概要に書いてありますように実態調査を

踏まえた上で種々の事業をやりますということ

と理解をいたしました。

いずれにいたしましても、この問題が定着し、

当該ケアラーのサポートが実際に進んでいくよ

うに、令和6年度はさらに努力していただきた
いということをあえて申し上げたいと思います。

続きまして横長資料の77ページですけれど
も、これは障害福祉課です。職員給与費の中で

障害福祉課こども医療福祉センターの職員の数

が121名、これは昨年度と比較しますと6人増え
ているんですね。私はいいことだと思うんです

が、事業との兼ね合いで、福祉部の予算で2人
か、それぐらい増えるというのはよくあるんで

すけれども、6人も増えるということは事業と
の兼ね合いでどうなのかということもこの機会

に教えていただきたいと思います。

【佐藤障害福祉課長】 申し訳ありません。今、

手元にその数字がありませんので、後ほど確認

をして答弁させていただきたいと思います。

【堀江委員】珍しいですね、説明ができないな

んて。わかりました。予算審議ですから、数も
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含めて出るというふうに思うんですけれど、そ

れは了といたしますので、急ぎませんから教え

ていただきたいと思います。

次に、同じく障害福祉課ですけれども、児童

思春期・大人の発達障害等専門知識を持つ精神

科医等育成事業費の1,073万円について質問し
たいと思います。

これは、昨年度までは児童思春期診療強化事

業ということで、衣替えだと思うんですが、い

わゆる児童思春期という年代として限定された

部分を、大人の発達障害等専門知識を持つ精神

科医ということで、年代的には広く見て、今回、

令和6年度はやりますよというふうに理解をい
たしました。

ですが、これは1,926万円、私の認識が間違い
なければ、予算が減っているんですよね。どう

してなのかということを教えてください。

【藤井障害福祉課企画監】お尋ねのありました

児童思春期の事業でございますが、今年度は確

かに、今年度までなんですが、児童思春期診療

強化事業として3,000万円の事業をしておりま
した。これにつきまして、長崎大学病院の精神

神経科が事業主体でございまして、今年度まで

の事業と事業の内容も変えましたし、補助のや

り方といいますか、補助の主体を変えておりま

す。

経過からお話しますと、平成28年度に、それ
まで平成26年の佐世保女子高生の事件等、児童
生徒による事件が複数ありましたものですから、

長崎大学病院の中に児童思春期に発症するよう

な精神疾患を専門的に診療する、こどもの心の

サポート医を養成するような専門講座を立ち上

げたいという意向がありまして、その際に県の

方に寄付講座の要望がございました。

寄付講座となりますと、なかなか県のグリッ

プといいますか、事業の把握ができないもので

すから、寄付講座の意味合いが強い補助事業と

しまして、講座の運営にかかる人件費も含んだ

補助として、これまで3,000万円の事業をしてお
りました。この事業に関しましては、以前から

今年度限りという話をしておりまして、来年度

以降の事業を検討する中で、新たな事業に対応

するような組み立てをしたいと、長大病院の方

から話がありまして、これまで育成してきたサ

ポート医の継続的なフォローアップもするんで

すが、主な事業としましては、サポート医が診

療しておりますが、児童の成長に応じて、出口

対策としまして、地域のかかりつけ医の精神科

医師に引き継ぎをしないと、なかなか新たな患

者は診られないという課題がありましたもので

すから、サポート医の養成ではなくて、地域の

かかりつけ医に対して、精神疾患とか大人の発

達障害の知識を持つ医師を増やすという事業を

するようにしております。

年間の研修参加目標としては160名を目指し
ておりまして、これまでサポート医が52名でし
たので、より児童思春期にまつわる診療のすそ

野を広げるような取組としてしたいと考えてい

ます。

そういったこともありまして、補助のやり方

についても実費の補助といいますか、研修にか

かる講師の謝金とか会場費とか、そういったも

のを実費にかかる補助として、補助金を変更と

いいますか、やり方を変えてするものでござい

ます。

【堀江委員】 説明、理解をいたしました。

私は、児童思春期診療強化事業の衣替えかと

いうふうに、もうこれがなくなったので、そう

いう理解をしたんですけれども、全く違う事業

を今回新たに始めるということで、予算もある
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意味比較してはいけないような感じの事業とい

うことで理解いたしましたが、いずれにしまし

ても、専門知識を持つ精神科医ということでは、

県民からも望まれている、待たれているところ

でありますので、ぜひよろしくお願いをしたい

と思います。

第1号議案の最後にいたします。
これは原爆被爆者対策費の長崎被爆体験者支

援事業費の1億9,225万円について質問したい
と思います。

被爆者のこうした援護費の減というのは、ど

うしても被爆者は増にはなりません。減になる

ので、その点については人数が減るということ

で理解をいたしますけれども、特に、長崎被爆

体験者支援事業費が前年度に比べて1億1,581
万円の減、この内容について説明をお願いでき

ますか。

【林田原爆被爆者援護課長】被爆体験者支援事

業につきましては、本年度から一部のがんが助

成の対象となるなど、事業が拡充されたところ

でございます。また、本年度の予算を積算する

に当たりましては、事業拡充後の事業費を正確

に見込むことが難しかったということがござい

まして、若干余裕をもって算定して計上させて

いただいたところではあるんですが、来年度に

つきましては、本年度の実績から、より正確な

見込みができるということで、それに基づいて

積算した結果、減になったものでございます。

【堀江委員】より実態に近づけたというか、直

近の実績に基づいて予算を組んで、結果として

前年度に比べて1億1,581万円の減という理解
をいたしました。

令和6年度、新年度にあっては、長崎の被爆
地域外で黒い雨等に遭った者の救済及び長崎の

被爆体験者事業の充実につきましては、担当課

としても常々努力をされているということだと

は思いますけれども、令和6年度の取組につい
てお示しいただきたいと思います。

【林田原爆被爆者援護課長】 黒い雨に遭った

方々の救済についてのご質問かと思います。

今現在、国の方で、長崎でも被爆直後に雨が

降ったことを証明する資料ということで調査を

していただいております。一つが平和祈念館に

おける被爆体験記の調査につきましては、先般、

2月末をもって読み込み自体が終了したという
ふうに聞いておりまして、今後、分析の作業に

移られるものと考えております。

ABCCの調査につきましても、引き続き国の
方で調査を継続されていると聞いておりますの

で、その調査を早急に終えていただくように、

引き続き要望してまいりたいと思っております。

【堀江委員】後で八者協の説明があると思って

おりますので、ご苦労かと思いますが、ぜひ被

爆体験者の思いに応える施策充実のためにお願

いをしたいというふうに思っております。

最後に第13号議案、国保特別会計について質
問したいと思います。

これは横長101ページになるんですけれども、
なかなか特別会計の国保の部分は横長だけでは

わからないので、ここを私としては通知をした

いと思います。

これは2月の概要説明の特別会計の基本的な
枠組みということで図式なんですけれども、こ

れは国保特別会計が県でもたれるとなった時に、

最初は特別会計の添付資料として出されました。

しかし、その後、これが廃止されるというか、

もう付けないということになった時に、いやい

や、特別会計だけじゃわからないので、この図

式はぜひ残してほしいということで、今は概要

説明の中で残っています。



令和６年２月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（３月７日）

- 139 -

これは2016年11月定例会、文教厚生委員会で
国保都道府県化について審査をいたした時があ

ります。その時に、国保・健康増進課長は、当

時、国保特別会計についてこのように説明しま

した。「県では、県全体の医療費等にかかる支

出を見込みます。そして、国等の公費にかかる

収入の見込みを立てて、それを差し引いた額を

国保事業納付金ということでそれぞれの市町に

割り振りをしまして市町に納めていただくとい

う仕組みに変わってまいります」ということで、

どのように国保の仕組みが変わるかということ

をその時の議会で説明したんです。

そこで質問ですけれども、今回、国保特別会

計の全体の規模としては、1,533億円ということ
で、当初、部長が説明したとおりなんですけれ

ども、これは前年度と比べますと、予算規模と

して9億円余りの増になっているんですけれど
も、るる細かい点はいいんですが、その規模と

して、国保特別会計が9億円前年度と比べて大
きくなっているというのをどのように見たらい

いのか、簡単な説明を求めます。

【川内野国保・健康増進課長】国保特別会計の

予算額の前年度との比較についてのご質問だっ

たかと思います。

前年度に比べまして9億1,000万円ほど増額
となっておりますけれども、その主な要因とい

たしましては、医療給付費、いわゆる医療費の

支払いに要する費用が前年度に比べまして15
億6,800万円ほど増える見込みがあります。主な
理由としてはそうなんですけれども、あと減額

となる費用等もあり、相殺いたしまして9億
1,000万円ほどの増額となっております。
【堀江委員】いろいろと県がどう見込むかとい

うことで国保の財政規模は違っていくと思うん

ですが、いずれにいたしましても、内容につい

ては私もいろいろと勉強していきたいというふ

うに思っております。

終わります。

【佐藤障害福祉課長】先ほど、堀江委員から質

問があった件で回答できていませんでしたので

回答させていただきたいと思います。

先ほどの121名、6名増の分ですけれども、障
害福祉課、本庁が2名増、こども医療福祉セン
ターが2名増、あと欠員の分でのプラス2名とい
うことで6名ということになっております。
以上でございます。

【山下分科会長】 ほかにございませんか。

【山田委員】私の方からも2点させていただき
たいと思います。

午前中質疑があっていました不妊治療費の一

部助成に要する経費について伺いたいと思って

おります。

昨年の4月、令和4年の4月から保険適用とな
りまして、以前より議会の方で質疑をしており

ました。かえって負担増となる世帯があるとい

うことに対して、今回このような形で助成制度

を新設していただいたことは高く評価をしてい

るところであります。

それで、新たに開始をした不妊治療費助成事

業、先進医療の部分、この分の実績についてま

ずお尋ねをしたいと思います。

【川村こども家庭課長】不妊治療費の助成事業

ですけれども、4月1日以降に開始をした治療を
対象に10月から受付を開始しておりまして、2
月末現在で152件の申請があっております。
【山田委員】 4月の分ですね、10月受付だけれ
ども、遡って支給をしていただいているという

ふうに理解をいたします。この152件でありま
すが、この152件の人たちはこの5万円の助成を
受けてできたと思っておりますが、もともと保
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険適用になる前は、この不妊治療に関しては県

の単独で約1億円という金額を支出しておりま
した。このことから言えることは、いつも思っ

ておりましたが、県内にそれだけ子どもさんを

ほしいと切実に願う方々がいらっしゃるという

大きな数字、7,000億円のうち1億円であります
から、とても大きな数字であります。

そういった中で考えますと、午前中、畑島委

員の質疑の中でもあったと思うんですけれども、

この5万円というのが多いのか少ないのかとい
うことを考えていくべきではないかと思ってお

ります。

今回の事業費で言うと1,283万5,000円、昔の
1億円に比べると大分額が小さくなっていると
いうふうに理解をしております。多くの方が保

険適用でいろんな治療をされている部分もある

かもしれませんが、やはりもう少し、九州の他

県によっては10万円を出しているような県も
あります。ぜひとも、そこは今後検討いただき

たい。

そして、先ほど来から話があっているように、

長崎市の1施設でしかこの治療ができておりま
せん。その医療の機械が高かったり、医療人材

の問題もあると思いますけれども、県民の皆さ

んが受けやすい環境整備に向けてこのことは取

り組んでいただきたいと思っております。

私が住む県北地域においては、隣接する佐賀

県の方に治療に行っている方が多くいらっしゃ

って、佐賀県で治療した分もちゃんとこうやっ

て対象になっているということは理解をしてお

りますが、課長として、今後、この不妊治療の

先進医療部分に対する助成についてどのような

考え方があるのかお尋ねしたいと思います。

【川村こども家庭課長】医療費につきましては、

委員も先ほどおっしゃったとおり、令和4年4月

から保険の対象となっておりますので、今回、

先進医療の部分につきまして補助をするという

ことで、今年度から実施をしております。

その中で対象の人数といたしましては、これ

までの県内の医療の実績等から踏まえて、大体

288名ぐらいということで見込んでおりました。
現在まで152名ということで、実績が上がって
おりますので、まだまだ周知する必要はあるか

なということで、Ｘ等でも発信をするなど、今、

そういったことに努めております。

今後の拡充等につきましては、まずは今の制

度で実績をしっかり見ていった上で、他県との

状況等も見ながら、引き続き検討していきたい

と考えております。

【山田委員】対象になり得る人たちがまだ利用

されてないよという数字も今明らかになったよ

うでありますので、ぜひ周知を徹底していただ

きたいと思います。

次に、もう一点質問したいと思います。

保育人材の確保についてであります。いろん

な事業が計上されているようでありますが、そ

れぞれ端的にご説明をいただければと思います。

【黒島こども未来課長】保育士人材確保等事業

につきまして、横長資料に3,683万3,000円とい
うことで内訳として上げております。こちら、

保育士等就職面談会、それから保育士・保育所

支援センター、「保いっぷ」と称しております

が、こちらの運営、それから保育の質の向上の

ための研修ですとか、保育士等キャリアアップ

研修、保育士の修学資金貸付等に関する経費を

合計しまして3,683万3,000円計上していると
ころでございます。

【山田委員】その中で、まず保育士修学資金貸

付金についてです。以前も何度も質疑をしてお

りますが、近年希望する人の数が多くて、でも
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その対象数が絞られてという状況が続いたかと

思いますが、近年の状況をちょっと教えていた

だければと思います。

【山下分科会長】 暫時休憩いたします。

― 午後 ２時 ５分 休憩 ―

― 午後 ２時 ５分 再開 ―

【山下分科会長】 会議を再開します。

【黒島こども未来課長】 修学資金貸付ですが、

申請者数は、例えば令和2年におきましては103
名の申請に対して決定が86名、令和3年が98名
に対して71名の決定、令和4年は93名に対して
63名の決定、令和5年は94名の申請に対して82
名の決定、令和5年に関しては十分な原資を国
から配分いただいておりまして、決定から漏れ

た方というのは、成績基準でありますとか、あ

るいは家庭の財政状況での基準を満たさなかっ

た方のみとなっております。

【山田委員】 令和5年のご説明を受けました。
そのような内容であれば理解をするところであ

ります。令和6年もたっぷりとした原資がある
かどうかはわかりませんが、しっかりですね。

以前の数字を見ると、やはり希望する人たちが

受けられない状況が続いたので、すごく心配を

しておりましたが、たっぷりとした原資をいた

だけるようであれば、ぜひお願いしたい。

継続して、就職して5年間定着していただく
という方、若い女性の保育士さんが定着すると

いうことは、当然人口減少問題、この対策にも

有効であるし、男性も女性も問わず、誰もが安

心して働くことができるのは保育士さんがいら

っしゃるおかげだと思っておりますので、ぜひ

ともしっかりと取り組んでいただきたいと思い

ます。

もう一点「保いっぷ」について伺いたいと思

っております。ここは求人・求職をマッチング

したりするところと理解をしておりますが、も

う何年間か経過していると思いますが、ここで

の実績を教えていただきたいと思っております。

【黒島こども未来課長】保育士・保育所支援セ

ンターは平成25年に開設をいたしまして、令和
4年度までの実績でございますが、累計として
求職の登録者が381名ございました。それに対
して求人の登録は1,858名でございます。このう
ち、マッチングして就職につながったのは229
名でございました。

令和5年度につきましては、1月末の数字でご
ざいますが、求職者登録が16名、求人登録は146
名ございまして、実績としての就職者数は13名
となっております。

【山田委員】 平成25年から令和4年までの分で
は、求職の方が361名、求人で1,858名だったと
いうことでありますが、思ったより求職の数字

がちょっと少ないのかなという感じがいたしま

す。

令和5年もそうではありますが、今やっぱり
民間のサイトとかでされるお話もよく聞いてい

ます。平成25年からだから、まあまあそれなり
に長くされているかなと思います。もっと周知

が、保育園側にも希望する潜在保育士にもまだ

この情報が十分届いていない部分もあるのかな

と思いますので、しっかりと情報を届けていた

だきたいと思っております。

今、保育士の不足、年度初めにはもちろん保

育士の不足がない中でスタートすると思います

が、年半ばぐらいになると出てくると思います。

どんな感じですか、今、保育士の不足状況とい

うのはどういう理解をしたらよろしいですか。

【黒島こども未来課長】 1月に調査をしており
まして、私立の保育所ですとか、認定こども園
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に対してのアンケート調査を行います。1年前
になってしまうんですけれども、令和3年10月
から令和4年の9月までの1年間といったところ
で募集した人数に対して採用できなかった人数

というのをお尋ねしております。

そちらで合わせて88名が採用できなかった
ということで、それぐらいの不足感があるもの

だと認識しております。

【山田委員】わかりました。単年度にもなるの

かもしれませんけれども、潜在保育士さんの登

録数というのは、自分がそこで就職していかな

い限りずっと残っていると思うんですけれども、

総トータル数みたいなものがあるんですか。一

応ずっと登録はしているよというような数とい

うのは何かあるんですか。

【黒島こども未来課長】保育士の登録者数とい

うことですか、潜在保育士として。

そうですね、一度潜在保育士の確保の検討に

当たりまして、少し前になるんですけれども、

令和元年度に把握をしようとしました。県内の

登録者数が当時2万1,973人おりまして、そのう
ち県内の保育施設に1万1,359人が勤務してお
られたと。それを除くと1万614人ということだ
ったんですけれども、やや高齢になられている

から、当時60歳以上ということで除外をしまし
て、そのほか県外に既に住所地を移されている

方ですとか、住所の不明になっている方、そう

いったものを除いたところで約7,900人が潜在
保育士であったろうと把握をしております。

今現在の保育士登録者数がやや増えてはおり

ますけれども、恐らく同数程度の潜在保育士が

いるものと把握しています。

【山田委員】ぜひとも保育士確保、潜在保育士

の方々が再び保育園で働いていただけるような

環境、情報をお届けし、環境をつくっていただ

くことをお願いして終わります。

【山下分科会長】 ほかにありませんか。

【川崎委員】福祉の職業体験「キッザケアなが

さき」883万6,000円についてお尋ねいたします。
総括質疑でもあっていましたし、資料も拝見

していましたので大体理解しています。細かい

点で恐縮ですけれども、体験職種として介護福

祉士、看護師、理学療法士、作業療法士、管理

栄養士、調理師、6職種が選択をされて、参加
人数が600名となっています。この600名は、開
催場所が長崎市と佐世保市の2か所で、県内の
小・中学生が対象ということでしたが、この6
職種に600名がどの程度配分されるのかお尋ね
いたします。

【中村長寿社会課長】今決まっていることに関

して言えば、6職種について専用ブースをそれ
ぞれ設置してもらおうかなと思っておりまして、

そこに何名来ていただくかというのは、今のと

ころ全くの白紙でございまして、今後、申し込

み方法とか、そういうことを検討する中で、あ

るいは当日の混雑状況等を踏まえて、そこでの

差配ということになろうかと思っていますので、

現在、どの職種に何人という配分の仕方はして

いない状況でございます。

【川崎委員】体験ブースですから、実際の施設

に行ってということではないということですよ

ね。ですから、いくつかやろうと思えば体験も、

ひょっとしたら可能なんだろうと思いますが、

できれば一番不足している職種を多く経験して

もらった方がいいんじゃないかと思うんですけ

れども、いかがでしょうか。

【中村長寿社会課長】この事業を先行して実施

している県があり、あと県内でも介護施設にお

いて、実際こういった取組をしたところ、かな

り好評だったということで、今回予算化に至っ
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たわけでございます。

その先進県等で行われた中では、調理師に関

しては行われていなかったということで、我々

が初めての試みで、実は我々も現場の方からい

ろいろご意見をお聞きする中で、調理師という

のがかなり足りないというお話を聞いておりま

すので、対象としたところでございますので、

さきほど全くの白紙と申しましたが、そういっ

た混雑状況を含んで、しっかりバランスの取れ

た配分になるよう取り組んでまいりたいと思っ

ております。

【川崎委員】 事業の狙いとして、将来、就職に

つながっていくような形で事業を進めて、でき

れば継続性をもってやっていただきたいと思い

ます。

次に、これも質疑があっていましたが、透析

患者の送迎支援事業費についてお尋ねいたしま

ます。3団体に支援をしているということであ
りました。少し具体的に、どういった事業にど

の程度支援をされているのかお尋ねいたします。

【佐藤障害福祉課長】透析患者の支援について

でございますけれども、ほほえみ3団体の方に
運営に要する経費といたしまして、県からは補

助金としまして41万円、それぞれの市の方から
50万円を助成しているところでございます。
【川崎委員】運営費ですから、送迎に直接関わ

ることプラス事務費とかも入っているんでしょ

うね。わかりました。

次年度、予算を336万円付けて、検討会やア
ンケート調査をする経費ということであります

が、要は充実してないので充実させるという前

提の調査と認識をいたします。よって、次の次

の令和7年度、現在よりも必ず充実させる、そ
ういう認識でよろしいか、確認をいたします。

【佐藤障害福祉課長】来年度は、先ほど委員か

らもありましたとおり、実態調査と検討会とい

うことで、この中で透析患者への支援というの

は何が不足しているか等含めて検討いたしまし

て、必要な支援の充実に向けて取り組んでまい

りたいと考えております。

【川崎委員】 よろしくお願いします。

次に、障害者施策で横長の79ページ、障害者
一般就労工賃向上支援事業費455万9,000円に
ついてお尋ねいたします。

まず、官公需の状況ですが、平成25年4月に
「障害者優先調達推進法」、これがスタートい

たしました。県においても目標額を設定して、

それに取り組んでいくということになっている

と思います。随分期間も、もう10年以上なって
いるとは思いますが、まず、直近の状況として

令和4年度の調達目標と実績、そして今年度、
まだ途中かもしれませんが、目標額とその進捗

についてお尋ねいたします。

【佐藤障害福祉課長】官公需の分でございます

けれども、これにつきましては県で毎年度、障

害者の就労施設等からの物品等の調達等を策定

して目標を設定しております。

令和4年度の目標額が3,340万円に対して、実
績の方は2,885万円ということで、目標には及ん
でおりませんでした。進捗としましては、令和

2年度で3,549万9,000円と目標値を200万円ほ
ど上回っておりますけれども、令和3年度に落
ち込みまして、令和4年度は少し回復傾向とい
う状況でございます。

今年度の途中の進捗状況でございますけれど

も、現在の発注金額としては約2,000万円という
ところでございます。

【川崎委員】なかなか目標に、もうちょっとと

いうところで到達してないなと思うんです。何

とか到達して工賃向上に取り組んでいただきた
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いと思っているんですが。

数年前、過去に同じような質問をさせてもら

った時に、全く発注していない部があったんで

すよ。これは各部局が満遍なく、そういった思

いに立って、幾らかでも取り組めば到達できそ

うな感じなんですが、今現在どうでしょうか。

各部局、満遍なくそういった発注が生じている

のかお尋ねいたします。

【佐藤障害福祉課長】昨年度で言いますと、全

ての部局の方で発注があっているところでござ

います。今年度は、まだ途中ですので、幾つか

まだ発注があっていないというところがござい

ます。

【川崎委員】ぜひ意識改革を図っていただいて、

目標までもうちょっとじゃないですか。少し頑

張って工夫をしていただければと思います。

次に、障害者の方の工賃の目標、現在の推移

について確認をいたします。

【佐藤障害福祉課長】工賃の関係でございます

けれども、県では19年度から障害者の工賃倍増
計画を策定いたしまして、24年度から障害者の
工賃向上の計画を策定して、4期の計画の期間
中でございます。

工賃は少しずつ伸びてきている状況でござい

ますけれども、令和4年度は今の段階でまだ速
報値ということで、県の方が1万9,342円という
ところで、目標は1万9,600円ということですの
で、ちょっと及ばない状況ではございますけれ

ども、前年度からの実績は上回っている状況で、

過去最高というところになっていますけれども、

まだ令和4年度についても全国の集計等、まだ
出ておりませんので、その辺は速報値というこ

とになっております。

【川崎委員】額の達成についても、先ほどの官

公需、どうするかというところで大きく左右さ

れるかと思いますので、ぜひ意識改革をもって

取り組んでいただきたいと思います。

最後に予算議案で、先ほど来、不妊治療のこ

とで質問があっていますが、補足してお尋ねし

ます。

申請件数が152件という説明が先ほどありま
したが、結果、出産に結びついた数、実績、ど

う表現すればいいか、いわゆる出産数はどうで

しょうか。

【川村こども家庭課長】お尋ねの先進医療から

出産に結びついたケースですけれども、まだ始

まったばかりで、そこの検証はまだ行えており

ません。もともとが不妊治療の部分につきまし

ては、個人情報の関係とかもありまして、なか

なか計ることが難しいのかなというふうに我々

としては認識しているところです。

【川崎委員】そうですね、個人情報の壁もあろ

うかと思いますが、報道とかを見ると、非常に

成功率が低いというようなこともあって、そう

いったことを考えるとかなりプレッシャー、当

事者の皆様は大変な思いをされているんだろう

というふうに思っていて、少しでも寄り添って

いただければと思っています。

その中の一つ、その手前といいますか、一番

最初にやるべきことなんだろうと思います。プ

レコンセプションについての取組は現在どうな

っているのか、お尋ねいたします。

【川村こども家庭課長】プレコンセプションケ

アの県の取組といたしまして、これまで妊娠や

妊孕性についてわかりやすく説明をした冊子、

これを作成いたしまして、県内の高校生、3年
女子生徒に配付をしておりました。新たに今年

度からは、プレコンセプションケアの説明を加

えるとともに、男子生徒へも配付を行ったとこ

ろであります。
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そのほかに、保健所の保健師が学校に出向い

て健康教育を行うなど、早い時期から妊娠・出

産に関する正しい知識が得られるように今取り

組んでいるところであります。

【川崎委員】正しい知識を習得してもらうとい

うことは大事でしょうね、仕組みも含めてです

ね。今朝は、地元紙の一面は悲しい報道が載っ

ていましたね。ああいうことも、こういった教

育があれば、すぐにでも回避できるのかなと思

いますので、よろしくお願いします。

最後に、不妊治療を行うに当たって、やはり

職場の皆様の理解も非常に大事なんだろうと思

っています。やはりどうしても休んで行かなき

ゃいけない時もあるでしょう。急にそれも休ま

ないといけないという時もあるやに聞いていま

す。そう考えると、職場の皆様に理解を求めて

いく、増進を図っていくということが重要かと

思いますが、その点について、どういった取組

をされているのかお尋ねをいたします。

【川村こども家庭課長】なかなか県としまして

取り組むということが難しく、今の段階ではま

だ行えてないですけれども、まず、厚労省、国

の方の取組によりますと、不妊治療と仕事が両

立できずに16％の方が離職をしておりまして、
不妊治療を受けながらも働き続けられる職場環

境の整備というのが求められているということ

を国の方でも言われております。

こうした中、国の方では人事担当者向けのオ

ンラインセミナー、それと休暇制度を導入した

企業への助成などをされているようです。

県の方といたしましては、取組といたしまし

て、昨年度、不妊治療と仕事の両立をテーマに

したオンラインセミナーを開催いたしておりま

す。それとともに、LINEを活用した不妊に関
する相談窓口において、仕事との両立や職場へ

の伝え方などの相談にこれまでも相談者の方に

対応してきているような状況であります。

【山下分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【清川委員】 発言の訂正をお願いいします。

先ほど、私の発言の中で「航空自衛隊」と申

しましたが、「海上自衛隊」の誤りでした。訂

正、よろしくお願いいたします。

【山下分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、予算議案に対する討論を行います。

討論はありませんか。

【堀江委員】 第13号議案「令和6年度長崎県国
民健康保険特別会計予算について」、これまで

県内自治体は、法定外の一般会計繰入れなどを

行い、高すぎる国保税を引き下げる取組をして

きました。

国保都道府県化が県内保険税の統一、各自治

体の一般会計繰入れをなくすことを導入の目的

にしていることは、過去の委員会審議で明らか

になっています。

結局は、県民への徴収強化、さらには医療費

抑制等へ向かわざるを得なくなり、県民にとっ

ては必要な医療を受けられないことにつながり

ます。

国保都道府県化に反対の立場であり、予算に

ついても反対の態度をとらせていただきます。

【山下分科会長】ほかに討論がないようですの

で、これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

まず、第13号議案について採決を行います。
第13号議案は、原案のとおり可決することに
賛成の委員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

【山下分科会長】 起立多数。
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よって、第13号議案は、原案のとおり可決す
べきものと決定されました。

次に、その他の議案について採決いたします。

第1号議案のうち関係部分、第2号議案、第59
号議案のうち関係部分及び第69号議案は、原案
のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山下分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、議案は原案のとおりそれぞれ可決す

べきものと決定されました。

【山下委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

福祉保健部長より総括説明を求めます。

【新田福祉保健部長】予算決算委員会・分科会

でご説明いたしました予算議案の部分を除く福

祉保健部関係の議案につきましてご説明をさせ

ていただきます。

「文教厚生委員会関係議案説明資料」の福祉

保健部をお開きください。

今回ご審議をお願いしておりますのは、第17
号議案「長崎県手数料条例の一部を改正する条

例」、第24号議案「長崎県病院及び診療所の人
員、施設等の基準に関する条例の一部を改正す

る条例」、第25号議案「長崎県医学修学資金等
貸与条例の一部を改正する条例」、第26号議案
「長崎県指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正

する条例」、第27号議案「長崎県指定介護療養
型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関す

る条例を廃止する条例」、第28号議案「長崎県
手話言語条例」、第29号議案「長崎県指定通所
支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関

する条例等の一部を改正する条例」のうち関係

部分、第51号議案「長崎県福祉保健総合計画の

変更について」の8件でございます。
議案の内容につきましてご説明させていただ

きます。

第17号議案「長崎県手数料条例の一部を改正
する条例」につきましては、「介護サービスの

基盤強化ための介護保険法等の一部を改正する

法律」により、廃止が決まった指定介護療養型

医療施設の経過措置期間が終了するため、所要

の改正をしようとするものでございます。

第24号議案「長崎県病院及び診療所の人員、
施設等の基準に関する条例の一部を改正する条

例」につきましては、「医療法施行規則の一部

を改正する省令」の公布に伴い、所要の改正を

しようとするものでございます。

第25号議案「長崎県医学修学資金等の貸与条
例の一部を改正する条例」につきましては、医

学修学資金等の貸与を受けている者が将来医師

として勤務する医療機関の変更等を行うため、

所要の改正をしようとするものでございます。

第26号議案「長崎県指定居宅サービス等の事
業の人員、設備及び運営の基準に関する条例等

の一部を改正する条例」につきましては、「指

定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準等の一部を改正する省令」の公布

に伴い、所要の改正をしようとするものでござ

います。

第27号議案「長崎県指定居宅介護療養型医療
施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例

を廃止する条例」につきましては、「介護サー

ビスの基盤強化のための介護保険法等の一部を

改正する法律」により、廃止が決まった指定介

護療養型医療施設の経過措置期間が終了するた

め、関係条例を廃止しようとするものでござい

ます。

第28号議案「長崎県手話言語条例」につきま
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しては、言語としての手話の認識の普及、手話

の取得の機会の確保、その他の手話を使用しや

すい環境の整備を図り、ろう者を含むすべての

県民が共生することのできる地域社会を実現す

ることを目的として、必要な事項を定めようと

するものでございます。

第29号議案「長崎県指定通所支援の事業等の
人員、設備及び運営の基準に関する条例等の一

部を改正する条例」のうち関係部分につきまし

ては、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事

業等の人員、設備及び運営の基準等の一部を改

正する内閣府令」等の公布に伴い、所要の改正

をしようとするものでございます。

第51号議案「長崎県福祉保健総合計画の変更
について」につきましては、長崎県の保健・医

療・介護・福祉施策を総合的・体系的に進める

ために令和3年3月に策定いたしました第5期長
崎県福祉保健総合計画について、上位計画であ

る「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ

2025」の変更等との整合を図るため、所要の改
正をしようとするものでございます。

次に、議案外の報告事項についてご説明をさ

せていただきます。

（和解及び損害賠償の額の決定について）

これは、長崎こども・女性・障害者支援セン

ターが保護していた児童が、法人所有の施設に

損害を与えた事案1件につき、損害賠償金合計
8,800円を支払うため、去る1月29日付けで専決
処分をさせていただいたものでございます。

次に、議案外の主な所管事項について説明い

たします。

6ページ中段をご覧ください。
（福祉保健部関係各種計画の策定について）

福祉保健部では、令和6年度を始期とする各
種計画に取り組むこととしております。

各計画の策定に当たりましては、先の11月定
例県議会文教厚生委員会において素案に対する

ご意見をいただきました後、パブリックコメン

トや関係団体等からの意見聴取を行い、各計画

案を取りまとめました。

今後、県議会のご意見を踏まえ、本年度中に

計画を策定するとともに、その実現に向け、各

種施策の充実に努めてまいります。

なお、詳細につきましては、後ほど、各担当

課長から補足説明をさせていただきたいと存じ

ます。

その他の所管事項につきましては、4ページ
から、（令和6年能登半島地震に対する支援に
ついて）、5ページ中段（介護保険事業者に対
する行政処分について）、5ページ下段（なが
さきピース文化祭2025の開催準備について）、
「文教厚生委員会関係議案説明資料（追加1）」
の2ページ上段（脳卒中・心臓病等の予防及び
医療提供体制に関する協力協定の締結につい

て）、同資料2ページ下段（令和6年度の組織改
正について）で、その内容は記載のとおりでご

ざいます。

以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【山下委員長】次に、こども政策局長より総括

説明を求めます。

【浦こども政策局長】「文教厚生委員会関係議

案説明資料」のこども政策局の2ページをお開
きください。

予算決算委員会・分科会でご説明いたしまし

た予算議案の部分を除きますこども政策局関係

の議案につきましてご説明いたします。

今回ご審議をお願いいたしておりますのは、
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第29号議案「長崎県指定通所支援の事業等の人
員、設備及び運営の基準に関する条例等の一部

を改正する条例」のうち関係部分、第30号議案
「長崎県婦人保護施設設置条例等の一部を改正

する条例」、第52号議案「第四期長崎県教育振
興基本計画について」のうち関係部分の3件で
あります。

議案の内容につきましてご説明いたします。

第29号議案のうち関係部分及び第30号議案
については、困難な問題を抱える女性への支援

に関する法律の施行に伴い、所要の改正をしよ

うとするものであります。

第52号議案のうち関係部分については、現在
の第三期長崎県教育振興基本計画が今年度末に

終期を迎えることから、新たに令和6年度から5
年間の本県教育の振興に向けた基本的な方向性

や主要な施策等を計画として定めるため、議会

の議決を得ようとするものであります。

続いて、議案外の所管事項についてご説明い

たします。

3ページをご覧ください。
（子育てを応援する機運の醸成について）

去る2月1日、「『やさしさ』を考える鑑賞会」
と題し、県民一人ひとりが子育て家庭に対して

行うちょっとした声かけや行動「ちょコロねっ

こ」について考えていただくための動画を

YouTubeにて公開しております。
知事自ら子育てを応援しているというメッセ

ージを県民の皆様にお伝えするとともに、子ど

も施策を県政の基軸に据える本県の姿勢を県内

外に強力にアピールするものとなっております。

今後、各種イベント・講座などにより、動画

の活用を図るとともに、こうした広報啓発を通

じ、「ココロねっこ運動」の具体化による子育

てにやさしい社会づくりを目指してまいります。

（結婚支援事業の推進について）

長崎県婚活サポートセンター「あいたか」に

おいて、「お見合いシステム」をリニューアル

し、会員の皆様にとってさらに利用しやすく、

より多くの出会いの機会を提供できるシステム

となりました。

またこれに併せて、「あいたか」ホームペー

ジについてもリニューアルを行い、出会い応援

イベントの開催など、結婚支援にかかる情報の

発信体制を強化したところです。

現在、リニューアルを記念し、新規会員の登

録料を半額にするキャンペーンを実施しており、

テレビ局とのタイアップCМ等により、さらな
る会員の確保を図っております。

今後も、独身の方が望む出会いを提供できる

環境づくりに努めるとともに、社会全体で結婚

を応援する機運を醸成することにより、一人で

も多くの方が結婚の希望を叶えられるようサポ

ートしてまいります。

続いて4ページをご覧ください。
（小児慢性特定疾病児童等への支援について）

去る11月1日、小児慢性特定疾病児童等及び
そのご家族や関係者からの相談に応じ、自立に

向けた支援を行う「小児慢性特定疾病児童等自

立支援員」を長崎県医療的ケア児支援センター

内に配置いたしました。

引き続き、小児慢性特定疾病児童等の自立が

円滑に進むよう、各地域の支援者や関係機関と

連携を図り、児童やご家族等の状況に応じた切

れ目のない支援を行ってまいります。

（困難な問題を抱える女性への支援について）

女性をめぐる問題は、性暴力・性犯罪被害な

ど複雑化、多様化しており、こうした様々な問

題を抱える女性を支援するため、「困難な問題

を抱える女性への支援に関する法律」が制定さ
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れ、都道府県において、基本計画の策定が義務

付けられており、現在策定に向け準備を進めて

いるところでございます。

策定に際しては、まず、市町や関係団体に対

し実態調査を行い、その結果等を踏まえ、現在、

関係各課で構成するワーキング会議において、

必要な施策の検討を進めているところでありま

す。

本県においては、DV対策に特化した取組とし
て、民間団体との協働により、子どもの学習支

援など、きめ細やかな支援を行う「長崎モデル」

を推進しており、こうした取組も参考としなが

ら、訪問・巡回や居場所の提供に加え、インタ

ーネットを活用した支援など、関係機関と連携

のうえ、部局横断によるきめ細やかな支援策に

ついて検討してまいります。

（長崎県子育て条例行動計画の策定について）

長崎県子育て条例に関する取組を総合的かつ

計画的に進めるために策定した「長崎県子育て

条例行動計画」につきましては、令和6年度末
に計画期間の終期を迎えるため、令和7年度か
ら11年度までを計画期間として新たな計画を
策定することとしております。

策定にあたっては、こども基本法に基づく計

画としての新たな視点を加えつつ、本県におけ

る少子化の現状や具体的施策等を整理のうえ、

県議会及び長崎県子育て条例推進協議会のほか、

こども等のご意見もお伺いしながら、令和6年
度中の策定を目指して取り組んでまいります。

以上をもちまして、こども政策局関係の説明

を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山下委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ２時４０分 休憩 ―

― 午後 ２時４０分 再開 ―

【山下委員長】 委員会を再開します。

次に、医療人材対策室長より補足説明を求め

ます。

【峰松医療人材対策室長】 第25号議案「長崎
県医学修学資金等貸与条例の一部を改正する条

例」につきまして、補足して説明をさせていた

だきます。

文教厚生委員会説明資料の5ページをお願い
いたします。

まず、この条例でございますけれども、将来

医師として県内の離島・へき地の医療機関等に

勤務することを誓約いただきました医学生に対

し、医学修学資金を貸与することによって、医

師が不足する地域の医師を確保することを目的

に貸与、それから返還免除の要件、そういった

ものを規定している条例でございますが、今回、

条例を改正する趣旨につきましては、要旨1の
とおり、将来医師として勤務していただく医療

機関の変更を行おうもとするものでございます。

その内容につきまして、2に記載しておりま
す。まず、現行の条例におきましては、県が修

学資金を貸与している医学部生が、将来医師と

して勤務する医療機関につきまして、長崎県病

院企業団、それから知事が指定する離島におけ

る市町の医療機関、または県と規定しておりま

すけれども、これに基づきまして、現行は病院

企業団のうち、離島の企業団病院に優先的に配

置をしております。

今回、後ほどご説明をいたします医師確保計

画にも関連いたしますけれども、県内二次医療

圏ごとの医師数を比較いたしますと、これまで

の取組により、離島の医師数につきましては一
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定の充足が図られつつあるということから、今

後は引き続き離島の医師を維持しながら、本土

へき地の地域などへも医師を配置していくこと

を検討しており、一つ目の「・」のとおり、離

島における市町立の医療機関を医師の確保を図

るべき医療機関に改めるものでございます。

また、医学修学資金の返還債務を免除するの

に必要な勤務期間につきまして、必要な全体の

勤務期間のうち、その2分の1以上の期間を規則
で定める辺地の医療機関に勤務するという規定

をしておりますけれども、「・」の一つ目の説

明と同じ趣旨で、今後は辺地以外の地域で医師

確保を特に図るべき医療機関にも配置していく

ことを検討しておりますことから、2つ目に記
載のとおり、辺地医療機関を医師確保推進重点

医療機関に改めるものでございます。

また、この内容の施行日につきましては、3
のとおり、令和6年4月1日を予定しております。
第25号議案の補足説明は以上でございます。
よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山下委員長】次に、長寿社会課長より補足説

明を求めます。

【中村長寿社会課長】 説明資料では3ページか
ら8ページにまたがっておりますので、別途補
足説明資料を添付させていただいております。

17号及び27号については、先ほど説明があり
ました指定介護療養型医療施設関係ですので、

一括して説明させていただきます。

概要のところに記載のとおり、既に法改正に

より廃止が決まっている指定介護療養型医療施

設、6年間の経過措置が今般、年度末で終了す
るために、（1）の長崎県手数料条例における
関係部分を削除することと、あと長崎県指定介

護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準

に関する条例を廃止いたします。

施行日は4月1日となります。
施設の概要については、その他に記載してお

ります。

次に、第26号議案、6ページでございますが、
こちらも別途補足説明資料を付けておりますの

で、そちらで説明をさせていただきます。

概要につきまして、今回、3年ごとの介護報
酬の改定がありまして、それに伴い基準が来年

度から変更されます。国の基準の改正があって

おります。

県は、これに伴い、条例で介護施設や介護サ

ービスの基準を定めておりますので、その関係

部分を改正いたします。

改正部分は、大きな2番目に記載のとおり、
介護保険法関係5本、老人福祉法関係2本、社会
福祉法関係1本でございます。
概要は、大きな3番目で、医療機関の具体的

な役割を緊急時の医療ニーズに対する定めの義

務化と、施設の生産性向上に関する委員会の設

置の義務づけ、それから管理者の兼務の範囲を

同一敷地内以外でも可能であることを明確にさ

せていただいております。

施行日は4月1日ですけれども、今回、診療報
酬との同時改定になりまして、関係が深い部分

については6月1日となっております。
以上でございます。

【山下委員長】次に、障害福祉課長より補足説

明を求めます。

【佐藤障害福祉課長】障害福祉課の方から関係

条例の概要説明をさせていただきます。

第28号議案「長崎県手話言語条例」の概要に
つきましてご説明いたします。通知する資料を

ご覧ください。

はじめに、本条例を制定する趣旨でございま
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すが、手話を取り巻く現状等を踏まえ、手話の

認識の普及及び手話を使用しやすい環境整備を

図ることで、ろう者を含めたすべての県民が共

生することのできる地域社会の実現を目指し、

制定しようとするものであります。

条例案につきましては、昨年9月の文教厚生
委員会において、素案を報告させていただいて

おり、その後、県議会やパブリックコメントの

ご意見を踏まえ、長崎県手話言語施策推進協議

会にて最終案のとりまとめを行いました。

素案からの主な修正点でございますが、手話

の歴史の部分において、誤解を与えるような表

現が含まれておりましたので修正を行ったほか、

理解しやすいシンプルな表現へ修正を行ってお

ります。

条例制定後も長崎県手話言語施策推進協議会

のご意見をお伺いしながら、手話の普及啓発や

ろう者への支援体制の整備に取り組んでいくこ

ととしております。

条例内容につきましては、資料記載のとおり

でございます。

次に、第29号議案「長崎県指定通所支援の事
業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例

等の一部を改正する条例」の概要につきまして

ご説明いたします。通知する資料をご覧くださ

い。

まず、1の概要でございますが、この改正条
例は、指定通所支援や障害福祉サービス等の人

員、設備及び運営に関する基準等を改正する省

令が令和6年4月1日から施行されることに伴い、
2に記載の各条例につきまして、改正省令で定
める内容に基づき改正しようとするものであり

ます。

改正する条例は2に記載のとおり、合計7本で
あります。

3の改正内容のとおり、3年に1度の令和6年度
障害福祉サービス等報酬改定等に伴う改正であ

り、障害児関係は（1）に、障害者関係は（2）
に記載のとおりでございます。

なお、4のとおり、施行日は令和6年4月1日で
ありますが、新たなサービスである就労選択支

援事業に関する規定については、令和7年10月1
日付けの施行を予定しております。

以上をもちまして、補足説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【山下委員長】次に、福祉保健課企画監より補

足説明を求めます。

【野田福祉保健課企画監】 第51号議案「長崎
県福祉保健総合計画の変更について」補足して

説明いたします。

資料につきましては、文教厚生委員会説明資

料13ページをご覧ください。
今回、上位計画である県総合計画並びに関連

する計画である県子育て条例行動計画について、

昨年の定例県議会において変更を行っているこ

とから、関係部分について整合を図るための変

更でございます。

具体的な内容は、以下、記載しておりますが、

施策内容の変更が2件で、1件目は、子どもや子
育て家庭への支援の施策に高校生世代への医療

費助成制度について追加を行うものです。

14ページをご覧ください。
2件目は、離島・へき地医療の確保の施策に

遠隔医療の推進について追加を行うものでござ

います。

次に、数値目標の変更が2件ございます。
1件目について、現行の子育て世帯包括支援

センター設置市町数については、既に県内21市
町に設置され、目標値を達成したことから、新
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たな目標を設定するものであります。

15ページをご覧ください。
ココロねっこ運動登録団体数については、現

時点において、令和7年度の最終目標を達成で
きる見込みであるため、最終目標を上方修正す

るものであります。

説明は以上でございます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山下委員長】次に、こども家庭課長より補足

説明を求めます。

【川村こども家庭課長】 第29号議案及び第30
号議案「長崎県婦人保護施設設置条例等の一部

を改正する条例」について、補足説明させてい

ただきます。

お送りします条例改正についてをご覧くださ

い。

婦人保護事業につきましては、売春防止法に

基づいて実施しているところでありますが、こ

の間、DV防止法やストーカー規制法が制定され
るなど、女性を取り巻く環境は多様化、複雑化

し、売春防止法を根拠とすることに制度的に限

界があることから、売春防止法から切り離した

ものであります。

改正内容につきましては、名称変更のほか、

非常災害や事業継続計画等策定の義務化、職員

配置基準、居室面積の基準、居室定員等の改正

を行います。

このほか、法改正に伴う運用部分の改正とな

っております。

この条例の施行日は、法律の施行日と合わせ

令和6年4月1日としております。
補足説明は以上でございます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山下委員長】以上で説明が終わりましたので、

質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】 まず、第26号議案、第29号議案
について質疑をいたします。

第26号議案で、これは補足説明資料がわかり
やすいのでここを発信しますが、この中の（3）
管理者が兼務できる事業所の範囲について、同

一敷地内以外でも可能であることを明確化。こ

れまでは同一敷地内ということで管理者は仕事

をするとなっていたんですが、以外でも可能に

なった。これが同じように、今度は第27号議案
ですけれども、これは補足説明ではこのことは

わかりません。これがわかるのは議会運営委員

会の資料です。議運で出された資料の中に同じ

ように管理者が兼務できる事業所の範囲につい

て、同一敷地内におけるほかの事業所等ではな

くても差し支えない旨を明確化ということで、

要は何が言いたいかというと、いろいろ改正が

あるんですけれども、第26号と第29号議案で管
理者が同一敷地内で限定されるメリット、デメ

リット、それから兼務できるメリット、デメリ

ットをどう考えているか、見解を求めます。

【中村長寿社会課長】今まで同一敷地内という

縛りがあったのは、あくまで管理者として施設

の職員だとか、あるいは入居者に対して、最高

責任者として目が行き届くという認識のもとに

同一敷地内という形での物理的な制限を加えら

れていたというものと認識しております。

今回、我々も介護報酬改定の議論に参加した

わけでございますけれども、一方で人材の確保

というのが非常に地方においても深刻になって

いる中で、実際の現場の業務実態から勘案して、

管理者においては敷地内という限定を置かずと

も兼務が可能であるという部分が一定見受けら
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れるというところがあるということですので、

昨今の人材確保の困難性との比較の中からこう

いった取り決め、同一敷地内というところを省

くというふうな形の議論になったというふうに

理解しているところでございます。

【堀江委員】管理者は、同一敷地内がこれはベ

ターですよね。例えば長崎市内で通所、入居い

ろんな施設の中で管理者がいるというのと、今

度は、例えばの話ですけれども、諫早市にそう

いう系列の施設があって、これも兼ねられるよ

というのが今度の条例改正になるわけですけれ

ども、そこには利用実態、大体そこそこの施設

はケアマネージャーが兼ねるとか、いろんな状

況で兼務している、管理者だけというのは現場

としては少なくて、それぞれの施設で兼務して

いるんですけれども、そうであっても、やはり

安全・安心ということを考えた場合に、同一敷

地内と、それ以外でもできるよということでは、

サービスの質の低下、この点についてはどう見

解をお持ちですか。

【中村長寿社会課長】 昨今のコロナ禍を受け、

実はテレワークという観点が一つあって、実態

として昨年の9月頃、テレワークに関する基準
というのが先行して厚労省の方から出たところ

でございますが、その中では、例えば何か事件・

事故が起きた時に、テレワークされている管理

者、それは管理者のテレワークを認める通知だ

ったんですけれども、その管理者が至急駆けつ

けられるような範囲においてテレワークを認め

るというお話がございました。

ですので、今回、実はまだ国の方からこの管

理者の兼務に関する詳細な通知が出ていないん

ですけれども、基本的には各自治体で決めるロ

ーカルルールになろうかと思いますが、我々と

してはそういったテレワークの基準等を踏まえ

て、物理的に何か事件・事故があって、管理者、

ぜひ来てくださいと言われた時に、緊急で駆け

つけられる範囲内における兼務を認めるのがま

ず第一かなというふうに思っておりますし、さ

っきおっしゃったサービスの提供に支障を与え

るという部分は、もちろん申請があった時点で

しっかり我々として聞き取りを行って、実際、

我々も監査指導課、あるいは我々としてもほか

の課とのやり取りの中で施設の状況を聞く機会

もありますので、そういった部分についてはし

っかり認識して取り組んでまいりたいと思って

いるところでございます。

【堀江委員】 いわば兼務できるとなった時に、

駆けつける範囲内において、いわば条件をつけ

て運用しますと、その方向もありますというこ

とですけれども、そういう方向はあっても、今

の時点では明確にこういう条件をつけますとい

うところまでは言ってないんですよね。そうで

あれば、駆けつける範囲内においてというふう

な運用についての縛りをつけた上で条例改正を

提案するというのは、もう時期的にはこれは間

に合わないんですよね。最後にそのことだけ教

えてください。

【中村長寿社会課長】その点に関して、実はこ

ういった条例、あるいは規則に書いてない部分

で、我々が一定の任意の感覚的な部分とか、あ

るいはさっき申し上げた通知に基づく部分で、

事業者さんと適切なやり取りの中で、ある程度

の基準を守りつつ対応している部分というのは

一定ありまして、今回、そこを県内の事業者で

差別化、あるいはえこひいきという言い方はち

ょっと悪いかもしれませんが、そういったこと

はないような、一定の基準を守りつつも、そう

いった状況に応じてしっかり話をお聞きしなが

らやっていく、ローカルルールという形で、我々、
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運用指導としてやってまいりたいと思っている

ところでございます。

【堀江委員】 次にいきます。もう一つ、第30
号議案の長崎県婦人保護施設設置条例の一部を

改正する条例、これは先ほど課長が説明しまし

たように、売春防止法ではなくて、「困難な問

題を抱える女性の支援に関する法律」が2022年
に国会で成立したので、それによって今回変え

ますよということなんですが、それはそれとし

て、私はこの根拠法の改正というのは、非常に

女性の権利向上からすると一歩前進というふう

に私は思っています。やはりきちんと、これま

では婦人保護事業については根拠とするのは売

春防止法しかなかったんだけれども、困難な問

題を抱える女性の支援に関する法律というのが

明確にできて、いわゆる婦人保護事業の公的位

置づけを明確にするとともに、財政支援も含め

て、これは支援する現場から長年望まれた法案

の成立だというふうに思っています。

そういう意味では、根拠となる法律が変わっ

たということは、私は大きな意義があるという

ふうに思っているんですけれども、この機会に

根拠法が変わったということについての認識を

どのようにお持ちかどうか、教えてください。

【川村こども家庭課長】まず、先ほど説明させ

ていただきましたけれども、女性をめぐる課題

につきましては、性暴力とか性犯罪被害、家庭

関係の破綻、はたまた生活困窮、そういった複

雑化、多様化してきている状況にあります。

こうしたことから売春防止法から脱却させて、

今回新たに「困難女性支援法」というものが制

定されたものであると我々は認識しております。

女性であることによりまして、性的な被害、

予期せぬ妊娠、不安定な就労、経済困窮など、

社会経済的な困窮に陥りやすい状況にあるとい

うことを前提に支援策を検討していく必要があ

ると考えております。

本県では、局長説明でもございましたけれど

も、DV対策に特化しました取組として、民間団
体との協働によって、被害者本人のみならず、

子どもの学習支援など、きめ細かな支援を行う

「長崎モデル」というものを推進しているとこ

ろであります。

今後、令和7年に計画策定を進めてまいりま
すので、こうした取組も参考にしながら、きめ

細かな支援策についてしっかり検討していきた

いというふうに考えております。

【堀江委員】 最後にしますが、第17号と第27
号議案、この問題について一つ質疑をしたいと

思いますが、これは補足説明であるように、今

月、介護療養型施設、これは「老人病院」とい

う言葉が過去ありましたけれども、療養病床は

今月末で廃止となりますと。だから、そのため

に2つの条例は廃止に合わせるのでというふう
な条例改正だと理解をいたします。

問題は、私はこの経緯だというふうに思って

います。2006年の医療保険制度改正まで遡りま
す。この時、介護療養病床を2011年までに廃止
をするとなりました。でも、できませんでした。

そして、2017年までに廃止をするとなったけれ
ども、これもできなかった。2018年3月、文教
厚生委員会で、当時の長寿社会課長は次のよう

に答弁しました。「平成29年、2017年末に廃止
予定であった介護療養病床についても、廃止期

間を6年間延長し、その6年間の間に新たな対応
をしていただくということになっております」、

この6年間が今月の3月末ということになりま
す。

国は、医療と介護をはっきり分けましょうと

したんだけれども、現場ではそうはなりません。
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介護療養病床で看取りもするし、痰の吸引もす

るし、医療措置もしなければならない。

それでも療養病床を廃止する方向は変えずに、

6年前に県民が聞きなれない「介護医療院」と
いうのを新たにつくって、そちらに転換してく

ださいとなった。

そこで質問します。療養病床だったところは、

全てこの6年間に介護医療院に転換できたので
しょうか。療養病床が当時何床あって、現在介

護医療院が幾つあって、全部で何床なのか、こ

れは数字の上で把握ができていますか。

【中村長寿社会課長】 平成30年4月時点ですね、
今回の6年間ということで、平成30年4月時点で
申しますと、介護療養病床は40医療機関、574
床ございました。これが令和5年、現在の時点
で10医療機関、143床に減っております。
一方、先ほどご指摘がありました当時の平成

30年の改革で創設された介護医療院ですけれ
ども、今年2月末時点で14施設、596床整備され
ているところでございます。

介護医療院ですけれども、実態として介護療

養病床からの転換があったというのは、県管轄

の部分で割合を調べますと約4分の1というと
ころで、介護療養病床の中には廃止されたり、

一般病床に転換されたり、そういうところが多

うございます。

【堀江委員】 介護医療院は14施設、596床です
ね。そうしますと、療養病床はなくなりますか

ら、療養病床というのはありません。けれども、

残っているのが10病院143床ということですか。
この人たちはどうなるんですか。143床の県民
の皆さんの行き場はどういうふうになるのかと

いうのを把握しておられますか。

【中村長寿社会課長】 これまで、平成30年か
ら断続的に介護療養病床は減少してきたわけで

すが、医療が継続的に必要な方、重度の医療が

必要な方は医療機関の病床へ行かれる。介護医

療院という平成30年に創設された仕組みは、も
う実態としては介護療養病床に極めて近い医療

の体制をとっているところで、一方で生活施設

として、例えばレクリエーションができるよう

な内部の構造にしなさいという形で、一定病床

から生活の施設を少し強調した施設体系になっ

ていますが、かなり介護療養病床に近いものか

なと思っております。

先ほど申し上げたとおり、介護医療院が一定、

当時の介護療養病床分の受け皿として整備され

てきているところですから、ずっと介護療養病

床でこれまでおられた方については、こういっ

た介護医療院、あるいは一般病床等に行かれて

いるというふうに認識をしているところでござ

います。

【堀江委員】 終わります。

【山下委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山下委員長】それでは、質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

【堀江委員】 まず、第26号と第29号議案、こ
の2つにつきましては、法の改正による条例改
正と理解をしていますが、管理者が兼務できる

ということは、サービスの質の低下もぬぐえな

いと私は思います。管理者の兼務についてはサ

ービスの質の低下になることも予想されること

から条例改正には反対をいたします。

もう一つ、第17号と第27号議案ですけれども、
介護医療院は、慢性期病棟、療養病床削減のた

めの新たな受け皿との理解をしています。

今、答弁がありましたように、私の情報の中
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でも介護医療院に転換できずに療養病床を削減

したという事案も仄聞しております。

療養病床削減には反対の立場ですので、第17
号議案、第27号議案には反対いたしますので、
よろしくお願いいたします。

【山下委員長】ほかに討論がないようですので、

これをもって討論を終了します。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

まず、第17号議案について採決を行います。
第17号議案は、原案のとおり可決することに

賛成の委員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

【山下委員長】 起立多数。

よって、第17号議案は、原案のとおり可決す
べきものと決定されました。

次に、第26号議案について採決いたします。
第26号議案は、原案のとおり可決することに

賛成の委員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

【山下委員長】 起立多数。

よって、第26号議案は、原案のとおり可決す
べきものと決定されました。

次に、第27号議案について採決いたします。
第27号議案は、原案のとおり可決することに

賛成の委員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

【山下委員長】 起立多数。

よって、第27号議案は、原案のとおり可決す
べきものと決定されました。

次に、第29号議案について採決いたします。
第29号議案は、原案のとおり可決することに

賛成の委員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

【山下委員長】 起立多数。

よって、第29号議案は、原案のとおり可決す
べきものと決定されました。

次に、その他の議案について採決いたします。

第24号議案、第25号議案、第28号議案、第30
号議案、第51号議案及び第52号議案のうち関係
部分について、原案のとおり可決することにご

異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山下委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、議案は原案のとおりそれぞれ可決す

べきものと決定されました。

これからしばらく休憩いたします。

再開を15時20分とさせていただきます。

― 午後 ３時 ６分 休憩 ―

― 午後 ３時２０分 再開 ―

【山下委員長】 委員会を再開します。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について説明を

求めます。

【安藝福祉保健課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本委員会に提出いた

しました福祉保健部関係の資料につきまして、

令和5年11月から令和6年1月分の実績をご説明
いたします。

福祉保健部政策等決議資料の2ページをお開
きください。

補助金内示一覧表でございますが、県が箇所

づけを行って実施する個別事業に関し、市町並

びに直接・間接の補助事業者に対し内示を行っ

た補助金につきまして、直接補助金は2ページ
から19ページに記載のとおりであり、計93件で
ございます。

間接補助金は20ページから22ページに記載
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のとおり、計20件でございます。
1,000万円以上の契約案件につきましては、今

回は該当ございません。

次に、23ページをお開きください。
知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

県議会議長宛にも同様の要望が行われたものは、

長崎県身体障害者福祉協会連合会からの1件で
あり、それに対する県の対応は資料23ページか
ら32ページに記載のとおりであります。
次に、33ページをお開きください。
附属機関等会議結果につきましては、長崎県

福祉保健審議会、福祉保健総合計画専門分科会

など計22件となっており、その内容につきまし
ては資料35ページから56ページに記載のとお
りであります。

以上で報告を終わります。

【黒島こども未来課長】「政策等決定過程の透

明性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡

充に関する決議」に基づき、本委員会に提出い

たしましたこども政策局関係資料についてご説

明いたします。

資料2ページをお開きください。
知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

昨年11月から本年1月までに県議会議長宛にも
同様の要望が行われたものについての県の対応

状況を記載しております。長崎県私立中学高等

学校協会ほか5団体及び長崎県保育協会からの
要望書2件となっており、それに対する県の対
応状況は2ページから6ページに記載のとおり
でございます。

続きまして7ページをご覧ください。
附属機関等会議結果について、昨年11月から

本年1月までの実績は1件あり、その内容につい
ては8ページに記載のとおりでございます。
以上で報告を終わります。

【山下委員長】次に、医療政策課長より補足説

明を求めます。

【加藤医療政策課長】 「第8次長崎県医療計画
（案）」の概要につきまして、ご説明をさせて

いただきます。

計画のポイントについて説明をいたします。

3枚目の横長の「第8次長崎県医療計画案概
要」をご覧ください。

右側に記載をしておりますが、1点目は、超
高齢社会、人口減少社会における持続可能な医

療体制の構築です。地域の実情を踏まえた効率

的、効果的な病床機能の分化・連携の促進や、

疾病予防、介護予防まで含めた体制の充実に努

めてまいります。

2点目は、新興感染症発生・蔓延時や災害時
等に備えた医療体制の整備です。令和元年度に

発生した新型コロナウイルス感染症への対応を

踏まえ、医療機関の役割等に応じた協定締結等

を通じて、新興感染症及び通常医療が両立でき

る体制の確保を行うほか、災害時においても必

要な医療を提供できる体制の構築を図ります。

3点目は、医療従事者の効果的な確保です。
医師や薬剤師など、偏在の状況等を踏まえた確

保対策や資質向上等に取り組んでまいります。

4点目は、他の計画との整合性の確保です。
介護保険事業支援計画など、他の計画との整合

性の確保を図りつつ、取組を推進してまいりま

す。

最後が具体的な指標の設定による政策循環の

強化です。データに基づいた現状の分析、課題

の把握や具体的な指標を用いた進捗強化により、

必要に応じて評価・見直しを行うPDCAの取組
を進めてまいります。

当計画につきましては、最終的に県医療審議

会へ諮問し、その答申を受けて3月末に策定す
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る予定としております。

以上、医療計画に関する補足説明を終わらせ

ていただきます。

次に、「第4期長崎県がん対策推進計画（案）」
の概要につきましてご説明をさせていただきま

す。

4の計画のポイントについてご説明いたしま
す。

まず、1点目ですが、（1）から（9）のとお
り、予防できるがんへの対策強化、がん医療の

質の更なる向上、さらに相談支援体制の充実な

ど、がんの予防からがんとの共生まで分野ごと

の施策に取り組んでまいります。

2点目は、（3）のとおり、拠点病院、推進病
院と離島中核病院との連携強化を図り、がん医

療の提供体制を推進します。

3点目は、（2）及び（7）のとおり、職域に
おけるがん検診体制や治療との両立支援体制、

小児AYA世代、高齢者までのライフステージに
応じた支援体制を強化します。

そのほかは資料に記載のとおりでございます。

以上、がん対策推進計画に関する補足説明を

終わらせていただきます。

次に、「第2期長崎県循環器病対策推進計画
（案）」の概要につきまして、ご説明させてい

ただきます。

4の計画のポイントについてご説明いたしま
す。

1点目は、（1）及び（2）のとおり、循環器
病の予防や正しい知識の普及啓発、保健、医療

及び福祉にかかるサービスの提供体制の充実な

ど、急性期、回復期及び慢性期まで継続した対

策に取り組んでまいります。

2点目は、（3）のとおり感染症拡大や災害等
の有事を見据えた循環器病対策を検討すること

としております。

そのほかは、資料記載のとおりでございます。

以上、医療政策課からの補足説明を終わらせ

ていただきます。

【山下委員長】次に、感染症対策室長より補足

説明を求めます。

【長谷川感染症対策室長】「次期長崎県感染症

予防計画」の概要につきましてご説明をさせて

いただきます。

今回の改定では、次の感染症危機に対し、平

時からの備えを確実に推進するため、保健医療

提供体制にかかる記載を充実させるとともに、

必要な体制の確保にかかる数値的な目標を明記

しております。

本計画のポイントについてご説明いたします。

1点目は、県や関係機関で構成する長崎県感
染症対策委員会を感染症法に基づく連携協議会

に位置づけ、平時から関係者間で対策等を協議

し、連携を強化することとしています。

2点目に、医療機関や民間の検査機関などと
平時から協定を締結し、有事の際に確実に稼働

する医療提供体制を構築することとしています。

3点目に、自宅療養者の家庭内感染や医療機
関の逼迫を防ぐため、宿泊施設との協定締結や、

体調不良時に適切に医療につなげられるよう、

健康観察体制の確保を行うこととしております。

4点目として、地域における感染症対策の中
核となる保健所について、平時のうちから有事

に備えた体制整備を行うこととしております。

その他、本計画の体制につきましては、資料

記載のとおりでございます。

以上、簡単ではございますが、感染症対策室

からの補足説明を終わらせていただきます。

【山下委員長】次に、医療人材対策室長より補

足説明を求めます。
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【峰松医療人材対策室長】私の方から「長崎県

医師確保計画（案）」の概要につきまして、ご

説明させていただきます。通知する資料をご覧

ください。

ポイントのみご説明をさせていただきます。

まず、本県の状況でございますけれども、国

が算出いたしました医師の偏在指標で比較いた

しますと、本県は全国8位の医師多数県、二次
医療圏別で見ますと、長崎、佐世保・県北、県

央、壱岐の4つの医療圏が医師多数区域、医師
少数区域はなく、県内で指標の数値が最も低い

医療圏は、県南医療圏となっております。

そこで、これを踏まえました医師確保方針の

うち、主なものでございますけれども、（3）
の「・」の1つ目、離島の4つの医療圏につきま
しては、離島の医療体制を維持するために、引

き続き県の養成医の派遣を継続し医師数を維持

する。2つ目ですけれども、県内で最も医師偏
在指標が低い県南医療圏につきましては、新た

に県養成医の派遣により医師の確保を図ってい

くこと、としております。

次のページをご覧ください。

中段に記載しております産科、小児科の医師

につきましては、それぞれの医師の増加を図り、

医療計画の内容に沿って周産期医療ネットワー

クや地域小児科センターなどの体制の維持を図

ることとしております。

なお、本計画につきましては、先般11月議会
の後、パブリックコメント等を実施し、その意

見等を反映したものを今回お示ししております。

パブコメ等の結果につきましては、5に記載
のとおり、今後のスケジュールにつきましては

6に記載のとおりでございます。
以上、簡単ではございますけれども、補足説

明を終わらせていただきます。

【山下委員長】次に、薬務行政室長より補足説

明を求めます。

【斉宮薬務行政室長】 薬務行政室からは、「長

崎県薬剤師確保計画」の概要につきましてご説

明させていただきます。

資料をご覧ください。

策定の背景でございますけれども、厚生労働

省は、令和3年度に公表した薬剤師の養成及び
資質向上等に関する検討会の取りまとめにおい

て、薬剤師の確保に課題があるとの指摘を受け、

昨年6月、都道府県が対策を進める指針として
薬剤師確保計画ガイドラインを発出しました。

本指針を端緒として、県内の薬剤師偏在指標、

就業状況等を踏まえ、本県の特性に応じた確保

対策を推進することを目的として計画を策定す

るものであります。

次に、薬剤師確保の方針と確保のための施策

について、簡潔にご説明いたします。

県では、薬局薬剤師、病院薬剤師の業態ごと、

県内医療圏ごとの偏在状況に応じて施策を講じ

ていくこととしております。

内容としましては、県内薬局、病院等の魅力

に関する情報発信や、県内薬剤師定着に向けた

取組の実施、また中高生・保護者向けへの薬学

部進学に関する情報発信、また、国の基金事業

等を活用し、県内就職を促すための制度につい

て検討していくこととしております。

その他、計画の体制等につきましては、資料

記載のとおりでございます。

以上、簡単でございますが、薬務行政室から

の補足説明を終わらせていただきます。

【山下委員長】 次に、国保・健康増進課長より

補足説明を求めます。

【川内野国保・健康増進課長】 私からは4つの
計画等についてご説明いたします。
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まず、「第3期長崎県国民健康保険運営方針
（案）」の概要についてでございます。通知す

る資料をご覧ください。

この方針は、国民健康保険法に基づき、都道

府県が策定するものであり、財政運営や資格管

理、保険給付といった国保の事務について、県

と市町が共通認識のもとに実施するための運営

方針となります。

本方針の期間は、令和6年度から令和11年度
までの6年間であり、3年ごとに検証、見直しを
行うこととなっております。

本方針のポイントについて、簡潔にご説明い

たします。

1点目に、令和11年度の市町国保の医療費は
1,224億円となり、一人当たり保険料は令和5年
度と比較して約8％増加し、8万9,040円となる
ことが見込まれます。そのため、引き続き、医

療費適正化や予防健康づくり事業を推進してい

くこととしております。

2点目に、保険料水準の統一の第一段階とし
て、令和6年度から国保事業費納付金の算定に
各市町の医療費水準を反映しないことといたし

ます。ただし、医療費水準が低い市町にとって

は、急激な保険料負担の増加につながるため、

その影響を抑えるとともに、全ての市町の医療

費適正化の取組を加速させる仕組みとして、医

療費水準の県内格差が一定以下になるまでイン

センティブを導入することとしております。

なお、本方針は、先の11月議会にて素案をお
示しした後、パブリックコメントを実施し、そ

の意見等を反映したものをお示ししております。

続きまして、「長崎県医療費適正化計画第4
期（案）」の概要につきましてご説明いたしま

す。通知する資料をご覧ください。

本計画は、高齢者の医療の確保に関する法律

に基づき策定するものであり、誰もが安心して

医療を受けることができる国民皆保険制度を堅

持していくために、今後、医療費が過度に増大

しないようにしていくとともに、良質かつ適切

な医療を効果的に提供する体制の確保を図るこ

とを目的としております。

本計画の期間につきましては、令和6年度か
ら11年度までの6年間となっております。
本計画のポイントについて、簡潔にご説明い

たします。

まず、1点目、計画の目標と取組ですが、住
民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供

の推進を図るため、特定健診などの項目ごとに

定めました目標の達成に向けて、各種取組を進

めていくこととしております。

2点目、計画期間における医療費等の見込み
につきましては、国から提供のあった医療費適

正化計画推計ツールで機械的に試算した結果、

本県の令和11年度の医療費は6,395億円になる
ことが見込まれますが、本計画に掲げる目標を

達成した場合には、6,345億円となり、医療費適
正化の効果額として50億円を見込んでおりま
す。

なお、本計画は、先の11月議会にて素案をお
示した後、パブリックコメントを実施し、その

意見等を反映したものをお示ししております。

続きまして、「長崎県健康増進計画（健康な

がさき21（第3次））（案）」の概要について
ご説明いたします。通知する資料をご覧くださ

い。

本計画は、健康増進法に基づき策定するもの

で、全ての県民がいつまでも健康で心豊かに活

躍できる社会の実現を基本理念として、健康寿

命を延伸することを目標としております。

本計画の期間につきましては、令和6年度か
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ら17年度までの12年間としており、中間年であ
る令和11年度において中間評価を行うことと
しております。

本計画のポイントについて、簡潔にご説明い

たします。

計画の基本的な方向性として、健康寿命の延

伸を最終目標とし、その実現のため、個人の行

動と健康状態の改善、社会環境の質の向上、ラ

イフコースアプローチを踏まえた健康づくりに

沿って生活習慣の改善や生活習慣病の予防、社

会とのつながりや心の健康の維持向上などの取

組を進めていくこととしております。

なお、本計画は、先の11月議会にて素案をお
示した後、パブリックコメントを実施し、その

意見等を反映したものをお示ししております。

続きまして、長崎県歯・口腔の健康づくり推

進計画「歯なまるスマイルプラン3（案）」に
つきましてご説明いたします。通知する資料を

ご覧ください。

本計画は、歯科口腔保健の推進に関する法律

及び長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例に基

づき策定するもので、県民の歯科疾患の発症を

予防し、健康寿命の延伸と健康格差の縮小に寄

与するため、社会全体で支え合う環境が整備さ

れるよう、本県の歯科保健施策の充実を図って

いくことを目的にしております。

本計画の期間につきましては、令和6年度か
ら11年度までの6年間としております。
資料には、中間年にて見直しとありますが、

この部分は誤りですので、削除をお願いいたし

ます。

本計画のポイントについて、簡潔にご説明い

たします。

計画の基本的な方向性として、（1）から（3）
に記載のとおり、歯科健診の充実などを図るこ

ととし、具体的には国の基本的事項に示された

（4）に記載のＡからＦの6つの施策事項に沿っ
た取組を進め、むし歯や歯周病の予防のほか、

県内の歯科口腔保健体制の環境整備などを推進

していくこととしております。

なお、本計画は、先の11月議会にて素案をお
示した後、パブリックコメントを実施し、その

意見等を反映したものをお示ししております。

説明は以上でございます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山下委員長】次に、長寿社会課長より補足説

明を求めます。

【中村長寿社会課長】 補足説明資料は11の1か
ら3で、11の1に基づいて説明をさせていただき
ます。

「老人福祉計画」、「介護保険事業支援計画」

及び「介護給付適正化計画」でございます。

この計画につきましては、介護保険計画とい

たしまして、市町も同時に策定し、今後3年間
の介護サービスの供給量と介護保険料が決定さ

れます。それを県として取りまとめた上で、今

後の県としての施策の方向性を示す計画となっ

ております。

前回の11月議会の素案からの変更点は、2ペ
ージ目に詳細を記載しております。その他のと

ころです。

現在、最終の市町からの見込みを取りまとめ

ております。現時点での最新の情報でございま

して、施設整備、介護保険料、介護職員の見通

しを変更させていただいております。

9期の一人当たり介護保険料基準額の県内の
平均額は、8期より23円減の6,231円、また、3
年後の令和8年度に必要となる介護職員数は3
万50人と見込んでおりまして、現在と比較して
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大体1,491人確保が必要ということになってお
ります。詳細につきましては、記載のとおりで

ございます。

続いて、「長崎県ケアラー支援推進計画」、

12の1と2でございます。12の1に基づいて説明
をさせていただきます。

本計画、令和6年から12年まで7年間の計画と
して、ケアラー支援条例に基づいて作成をいた

します。4月1日からでございます。
令和7年度には、上位計画である「長崎県福

祉保健総合計画」の改定に合わせて、中間見直

しをする予定でございます。

計画では、条例に基づいて、多分野連携して

取り組む、県全体で総合的に取り組む施策を記

載しております。広報啓発、人材の育成、それ

から実施体制の整備、そして民間支援団体への

支援の推進という形で構成させておりますので、

今後ともケアラーの抱える多様な課題に、県、

事業者、市町が一体として取り組んでまいりた

いと考えております。

以上でございます。

【山下委員長】次に、障害福祉課長より補足説

明を求めます。

【佐藤障害福祉課長】 私からは4項目について
ご説明させていただきます。

まず、「障害者基本計画（第5次）」の概要
についてご説明させていただきます。通知する

資料をご覧ください。

本計画は、障害者基本法第11条第2項に規定
する都道府県障害者計画として策定するもので、

障害の有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地

域で、自立した生活を送り、互いに優しく接し

合うことができる社会環境の中で、社会を構成

する一員としてともに地域を支え合い、あらゆ

る社会活動に参加することができる平和な共生

社会の実現を目指すことを目的としております。

また、本計画の期間は、令和6年度から10年
度までの5年間としております。
本計画のポイントについて、計画の各分野に

共通する横断的な視点として、資料の5、計画
のポイントのとおり、5つの基本的視点を定め
ております。

なお、本計画は、先の11月議会にて素案をお
示した後、パブリックコメントや長崎県障害者

施策推進協議会での意見等を反映したものをお

示ししております。

素案からの主な変更点は、資料2ページ上段、
7に記載のとおりです。
そのほか、資料記載のとおりでございます。

続きまして、「第7期長崎県障害福祉計画」、
「第3期長崎県障害児福祉計画」の概要につい
てご説明いたします。通知する資料をご覧くだ

さい。

本計画は、障害者総合支援法、児童福祉法及

び国の基本指針に基づいて作成するもので、障

害福祉サービス等の提供体制の整備、自立支援

給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保

することを目的としております。

また、本計画の期間は、令和6年度から8年度
までの3年間としております。
本計画のポイントとしましては、今後3年間

における県内の障害福祉サービスの見込みを定

め、サービス提供にかかる具体的な体制づくり

のための重点施策を設定することでございます。

なお、本計画は、先の11月議会に素案をお示
した後、パブリックコメントを実施し、その意

見等を反映したものをお示ししております。

素案からの主な変更点は、概要説明資料7に
掲載のとおりでございます。

その他、本計画の体制等については資料記載
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のとおりでございます。

続きまして、「第2期長崎県アルコール健康
障害対策推進計画」の概要についてご説明いた

します。通知する資料をご覧ください。

本計画は、アルコール健康障害対策基本法第

14条第1項の規定に基づいて作成するものであ
り、アルコール健康障害の発生、進行及び再発

の予防並びに当事者及びその家族等への支援の

充実により、誰もが健康で安心して暮らすこと

のできる社会の実現を目指すことを目的として

おります。

また、本計画の期間は、令和6年度から令和
17年度までの12年間としており、11月議会の際
には、令和6年から令和10年までの5年間と説明
しておりましたが、健康ながさき21及び各種計
画と整合性を図るため、計画期間を12年間に変
更しております。

本計画のポイントについて簡潔にご説明いた

します。

第1期計画では、毎日飲酒する人の割合、生
活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人

の割合が、男性は目標値を達成したものの、女

性は達成できなかったことから、女性の飲酒問

題に関する総合的な取組を重点施策として取り

組むこととしております。

本計画のポイントについては以上になります。

その他、本計画策定にかかる体制等について

は、資料記載のとおりでございます。

最後に、「ながさきピース文化祭2025の実施
計画」についてご説明いたします。通知する資

料をご覧ください。

本計画は、ながさきピース文化祭2025基本構
想を基に、基本方針、事業別計画、広報計画な

ど、文化祭の全般的な計画をまとめたものであ

ります。

本計画については、令和6年5月に開催する予
定の県実行委員会総会にお諮りした後、8月に
は国の実行委員会に本計画を提出し、承認をい

ただく予定にしております。

まず、本計画の構成については、事業別計画、

広報PR計画、受入態勢になっており、事業別計
画の内訳は（1）県実行委員会及び県主催事業、
（2）市町実行委員会及び文化団体主催事業、
（3）その他事業となっております。
次に、事業別計画についてですが、全国障害

者芸術文化祭の県実行委員会主催事業として、

障害のある人の文化芸術活動の発表の場を創出

することにより、障害に対する理解を深め、障

害のある人の自立と社会参加の促進につながる

事業として、障害者作品展、障害者芸術祭など

の5事業を計画しております。
その他、本計画の詳細につきましては、資料

記載のとおりでございます。

以上、障害福祉課からの補足説明を終わらせ

ていただきます。

【山下委員長】次に、原爆被爆者援護課長より

補足説明を求めます。

【林田原爆被爆者援護課長】広島・長崎原爆被

爆者援護対策促進協議会、いわゆる八者協にお

いて、来年度実施する要望の長崎県素案につい

てご説明をいたします。

原爆被爆者援護課補足説明資料の1ページを
ご覧ください。

要望の概要を記載しております。

八者協は、原爆被爆者の援護対策の強化促進

を図ることを目的に、広島、長崎4県市の知事、
市長並びに議長の8者によって構成し、例年7月
中に政府や国会等に対して要望活動を行ってお

ります。

今後、4県市において要望書を取りまとめて
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まいりますが、本県といたしましては、今回お

示ししております素案に委員会でのご意見等を

反映させたものを、本県案として提案したいと

考えております。

続きまして、要望文の内容について、本年度

の要望から変更した主なところをご説明いたし

ます。

資料飛びまして9ページをご覧ください。
左側に今回お示しする素案、右側に本年度実

施した要望内容を記載し、変更した箇所を朱書

きにしております。

要望項目の第5、黒い雨体験者等の幅広い救
済になります。この項目で要望する内容としま

しては、3点ございまして、1つ目が広島、長崎
で黒い雨等に遭った方々の救済、2つ目が長崎
における被爆体験者事業の拡充、3つ目が第1種
健康診断特例区域等の検証に関する検討会にお

ける早期の結論となっております。

これら3点の要望内容自体は、本年度から変
更ございませんが、本県としての優先度を考慮

し、記載の順番を入れ替えたほか、表題も変更

しております。

その他の変更箇所については資料記載のとお

りでございます。

要望内容の概要は以上でございますが、今後、

4県市がそれぞれ案を持ち寄り、合意されたも
のが要望文として決定されるため、本県の提案

が反映されない場合もございます。

また、要望を行うまでの間に情勢が変化し、

内容を修正する必要が生じる場合もございます

ので、その点につきましてもご了承賜りますよ

うお願いいたします。

以上で説明を終わらせていただきます。

【山下委員長】 ありがとうございました。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山下委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事項について質問はありませんか。

【中山委員】知事の公約であります合計特殊出

生率2の進捗状況についてお尋ねしたいと思い
ますが、平成27年に統計課が発表した長崎県の
暮らしやすさ指数、100指数ありましたけれど
も、総合的には長崎県が1位ということで少々
話題になりましたし、その時、子育てしやすい

まちということでは全国で第6位という形であ
りましたし、合計特殊出生率はその時は3位だ
ったと実は覚えているわけであります。

そういうことで、長崎県民の人間性もあると

思いますけれども、子育てしやすい県であるこ

とは間違いないと実は考えているところであり

ます。

それを受けて2年前でしたか、39歳の大石知
事が当選するやいなや、子ども政策を一丁目一

番地にやっていこうということで、その中で合

計特殊出生率2を目指すということでありまし
たので、大変期待をしていたわけでありますし、

今もしているわけであります。私も過去一般質

問を知事に2回やらせていただいたところであ
りますが、なかなか見えてこないわけですよね。

そこで、この少子化に歯止めをかけるという

決意があるのかという問題と、併せて公約であ

る合計特殊出生率2の実現を目指して取り組ん
でいるのか、改めてこども政策局長にお尋ねし

たいと思います。

【浦こども政策局長】 少子化につきましては、

常々言われておりますように、様々な複雑な要
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因が絡み合っての結果だというふうに受け止め

ておりますし、そこの対策のためには分野横断

で包括的に取り組んでいくことが重要だと考え

ております。

昨年から、国の方でも少子化対策についての

動きが強まってきておりまして、ご承知のとお

り次元の異なる少子化対策ということで「こど

も未来戦略」というのが昨年末に決定されまし

た。その中でも、若年人口が急減する今後6～7
年の取組が、少子化傾向を反転するかどうかの

ラストチャンスというふうにも記載されており

ますし、また、これまでの取組を加速させなが

ら、さらに社会の意識や構造の改革を強く進め

ないといけないということもうたわれておりま

すので、私どももそういった国の考え、あるい

は施策と連動しながら、しっかり少子化対策を

進めていきたいと考えております。

また、出生率2の観点については、これは先
般知事も答弁いたしたとおりでございますけれ

ども、長崎県の希望出生率2.08を目指すという
中で、現在、総合計画の中でも令和7年の目標
が1.93というふうに掲げておりますので、まず
はこの目標についてしっかり取り組んでいくと

いうふうなことで考えております。

【中山委員】そういう取組の状態についてはわ

かるんですよ。私が聞いたのは、改めて歯止め

をかけるという強い意志のもとに、局長として

職員と共有して仕事をしているのか、その決意

の問題を聞いているんですよ。

【浦こども政策局長】ただいま答弁いたしまし

たように、少子化対策はもう待ったなしの喫緊

の最重要課題だというふうに私としては捉えて

おります。

長崎県内の出生率の状況を見ますと、直近の

令和4年が1.57ということで、総合計画に掲げる

目標には若干届いていない状況でございます。

これについては真摯に受け止めて、今後とも施

策の充実を図っていくことが必要であるという

ことで、こういった考えについては常々こども

政策局の中でも共有して、職員とともに少子化

の克服を目指して取り組んでいるという状況で

ございます。

【中山委員】やはり私が不満なのは、公約を張

った以上は、いつまでに2を達成するのかとい
うことについて、全く言及しませんよね。令和

7年度に1.93と言うけれども、令和4年度に1.57
で、これは達成できないでしょう、はっきり言

って。達成できないものを目標だ、目標だと言

うけれども、それじゃ1.93を令和7年度に達成で
きますか。どう思いますか。今の段階で答えて

くださいよ。

【浦こども政策局長】ただいまご指摘がありま

したとおり総合計画の進捗で申し上げますと、

令和4年の目標が1.82となっているところが
1.57ということで、非常に厳しい状況であると
いうことは認識をしております。

現時点で総合計画の目標の達成ができるのか

できないのかというご質問に対しては、現時点

ではお答えはしかねますけれども、非常に厳し

い状況であるということは理解しておりますの

で、引き続き関連施策の充実強化を図っていく

必要があるというふうに考えております。

【中山委員】 ぜひ、言い訳じゃなくて、これは

知事が当選する前に決定したもので、総合計画

は中村知事が決めて作ったじゃないですか。本

人は2.0を目指すと言っているわけだから、そこ
をいつまでですかということについてもぜひ、

またやらないといかんと思いますから、知事と

協議をして、未来大国10年先と言っていたけれ
ども、それまでにやれるのかどうか。とりあえ
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ず目指す年月を、ひとつよくよく協議していた

だくことを要望しておきたいと思います。

それと、私は衝撃を受けているんですよね。

というのは、韓国の失敗例、要するに当然知っ

ていると思うけれども、出生数が前年度比7.7％
減の23万人まで落ちているわけよね、8年間で
ね。

それで、2つ私がびっくりしているのは、一
つは、韓国政府は4年ごとに少子化対策の基本
計画を策定して、出産・育児支援など約15年間
で31兆円投資した結果として、前年度比7.7％減
って23万人に落ちた。この事実は、率直に学ぶ
べき点があろうと私は思っているわけです。

それを受けて、要するに尹大統領は閣議決定

して、「少子化の根本原因の分析、従来の政策

を再構築しなければならない。政策の抜本的な

見直しを指示した」とあるんですよ。これをど

うとるかという感じで、私はやはり韓国と日本

は一緒にはできんと思うけれども、方向性とい

うのは似ているんだと思っているんですよ、共

通する部分がある。

そこで、私なりに考えたのは、従来の、これ

までの基礎データ、ここを再検討、再分析する

必要があるんじゃないかというのが一つ。

もう一つが、これまでの事業の分析・検証が

十分だったのかと。それを受けて時代に合わせ

た新しい調査方法というか、第三者を入れて調

査方法を開発する必要があるんじゃないか。

少なくとも、この3つをもう一回きちんとし
てやらんばいかんとじゃないかと、私はそうい

うふうに受け止めているわけでありまして、そ

ういう意味からして、今日は時間の都合があり

ますので、一つだけ質問したいと思いますけれ

ども、先ほどいった希望出生率の2.08、これは
いつだったのか。2.08、これはいつ調査されて、

どういう内容だったのか、これがわかりますか。

【黒島こども未来課長】県民の希望出生率でご

ざいますけれども、平成26年に総合戦略を策定
するに当たって、人口ビジョンというものを策

定しております。それに先立つ調査を、こちら

は企画部の方が実施しておりまして、各市町に

広範囲な調査を行いまして、結婚を希望する率

であるとか、結婚した後にどのぐらいの子ども

数を望まれるかと、そういったアンケート調査

を基に算出された数字と承知しております。

【中山委員】 それからするとね、もう10年た
っていますよ。昔の100年と変わらないです、
今からの10年というのは。今、もう一回やると、
恐らく2.08になるのかどうかわかりませんよ、
これは。これを含めて一回、ぜひ調査方法も含

めてきちんと検証する必要があるんじゃないか

ということを指摘しておきますので、ぜひやっ

ていただきたい。

それと、保育士等の処遇改善推進事業費2億
2,000万円程度、これも受益者の働きがいとか、
離職防止につながるだろうという話でしたけれ

ども、その効果が実質的受益者、保育士がこれ

を受けて、離職防止につながっているのかどう

か。これをぜひ保育士から検証してくださいよ。

それともう一つ、児童手当の拡充、第三子か

ら3万円。第三子からすれば1年間36万円ぐらい
あるんだけれども、生活についてはある程度ゆ

とりができるかもしれんけれども、これがどう

いう効果を発揮しているのかということを併せ

てね。

もう一つ聞いてもらいたいのは、3人子ども
がいるでしょう。どうして3人産むことができ
たのか。現在、3人目産めとるわけだから。だ
から、その辺を少し、この際、市町を対象にし

ていただいてぜひ調べてほしいというのが一つ。
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それともう一つ考えているのは、県が少子化

対策として、こども政策局としては結婚と子育

てが両輪であったという話をしましたよね。そ

れに関する21市町がどういう形で予算計上し
ているのか。その辺をひとつ検証していただい

て、その中で私なりにもう一回分析をして、6
月、9月に議会がありますから、それに合わせ
て少し深掘りして、少しでも歯止めがかかるよ

うに、そして公約の2が実現できるように一汗
かかんばいかんと考えておりますので、どうか

よろしくお願いして、とりあえず今日は質問を

終わります。

【山下委員長】ほかに議案外の質問はありませ

んか。

【川崎委員】まずは、国の制度だからと思うん

ですけれども、県の認識をと思います。

介護報酬の来年度の改定で、訪問介護の基本

報酬が下がるということが非常に課題になって

います。なり手不足が叫ばれる中、また、国全

体で賃上げの流れをつくろうとする中において、

なかなか理解しがたいところであるんですが、

時代に逆行する制度と考えますけれども、その

背景が何かということをつかんでおられればご

説明いただきたいと思います。

【中村長寿社会課長】国においては、明確に背

景や理由を説明したことはないと思いますが、

一番考えられるのは、介護事業所の経営実態調

査というのを毎年やっているんですけれども、

通常介護報酬がマイナス改定になる場合は、そ

の前年度の決算が当該サービスでプラスだった

という時に少しマイナス改定になる傾向がござ

いました。

今回、特養など施設系サービスはマイナスの

利益率となったところですが、訪問介護はプラ

ス7.8％であって、その前年度もプラスというこ

とで、連続したプラスが続いていた状況でした

ので、今回、訪問介護だけがマイナス改定に至

ったという経緯ではないかというふうに我々と

しては考えているところでございます。

【川崎委員】ずっと全体的に上げていこうとい

う、そもそもそう高くないということがあるわ

けで、こういうことを県にいろいろ言っても難

しいとは思いますが、そこは注視をしていただ

いて、ここでやる気がなくなってしまうような

ことがあっても、また大変かと思いますので、

先ほどのせっかくキッザケアながさき事業をや

ろうとしている中において、こういうのが、ま

だ先の話かもわかりませんが、展望が描けない

ということは残念でなりませんので、ぜひ注視

をしていただきたいと思います。

次に、母子手帳の動きをお尋ねいたします。

デジタル化が今言われていまして、この動きに

ついてつかんでいる情報をお知らせていただけ

ばと思います。

【川村こども家庭課長】母子手帳のデジタル化

についてですけれども、現在、母子手帳のデジ

タル化として、民間の母子健康手帳アプリ「母

子モ」を導入している市町が5市町ございます。
県内21市町で構成される長崎県市町村行政振
興協議会では、今年度からDX推進と住民の利便
性向上に向けまして、この電子母子手帳「母子

モ」の共同化事業を進めているところでありま

す。

一方で、国の動きといたしまして、デジタル

庁が中心となって、令和8年度以降にマイナポ
ータルと母子健康手帳アプリを連携させること

で、健診や予防接種の予約等が行える医療助成、

予防接種、母子保健分野等でのマイナンバーカ

ードを活用したデジタル化等の推進も進められ

ております。
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市町からは、今年度の導入にあたりまして、

母子手帳アプリの法的な位置づけをはじめ、シ

ステムの構築等の進捗など、国の動きを踏まえ

た上で検討を進めていく必要があると伺ってい

るところでございます。

【川崎委員】 DXについてはもう全く異論はな
いんですが、一方では手書きの温かみといいま

すか、母親、保護者の方のそういった思いがつ

づられているというのは、その時は当然赤ちゃ

んはわかりませんが、成人になって見返す時に

はぐっとくるものがあって、そういったところ

がDXとはちょっとかみ合わないといったらお
かしいな、なかなかそこが伝わらないようなと

ころがあろうかと思っていて、悩ましいなと思

っています。

ぜひデジタル化を否定するわけではありませ

んが、一方では後々の記念になるようなものと

いうことを考えると、何か工夫が必要じゃない

かというふうに思いますので、引き続きこれも

追いかけていきながら、また確認をしていきた

いと思います。

その母子手帳を補完する「リトルベビーハン

ドブック」というものを今年度から導入してい

ただいていると思います。低出生体重児の方の

母子手帳の補助的なものと認識をいたしており

ます。現在の配備先について、まずお尋ねいた

します。

【川村こども家庭課長】現在の配置先ですけれ

ども、県内のNICU、新生児の集中治療室を有
する医療機関が4か所ございまして、具体的に
申し上げますと長崎大学病院、長崎みなとメデ

ィカルセンター、国立長崎医療センター、佐世

保市総合医療センター、それと市町の母子保健

の担当窓口、これらに設置をしております。

併せまして、県のホームページ等にも掲載を

しておりまして、そこからダウンロードするこ

とも可能となっております。

【川崎委員】 4か所、そしてダウンロードも可
能ということでしたので、手軽に手に入るもの

と承知いたしておりますが、そうしますと必要

とされる方については、きちんと手元にきてい

るというような理解でよろしいか、その活用状

況について確認いたします。

【川村こども家庭課長】 作成当初に500部印刷
して設置していたんですけれども、既にNICU
を退院している子どもがいる保護者からも欲し

いという要望等も寄せられまして、実は急遽増

刷したという経緯もあります。

そういったことでありますので、今後もまた

しっかり利用促進できるように活用を進めてい

きたいと思っております。

【川崎委員】まさに、利用したい人には必ず届

くようにお願いをしたいと思います。さっきち

ょっと申し上げましたけれども、これはデジタ

ル化を逆にしないほうがいいもので、本当に母

子手帳にはない思いをずっと書きつづっていく

というところに非常に意味があると私は思って

いますので、ここは紙のままでぜひ進めていた

だければと思っております。

次、ヘルプマーク等カードについてお尋ねい

たします。これも導入してから数年経つという

ふうに思いますが、まだ普及度合いが長崎県は

弱いなというふうに思っていて、必要な人にき

ちんと行き渡っているのかと懸念をしているわ

けでありますが、どのように推進をしていこう

とされているのか、お尋ねをいたします。

【佐藤障害福祉課長】ヘルプマークにつきまし

ては、外見からわかりにくい配慮を必要とする

方に対して、周囲の方々の援助を促すことを目

的としております。
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本県では、平成30年6月からヘルプマークの
配布を始め、その総数は令和5年12月時点で
8,544枚となっており、各市町や保健所等の窓口
において希望される方への速やかな配付に努め

ているところでございます。

ただ、一方で令和3年度の県政の世論調査結
果では、ヘルプマークを知らないと回答した方

が全体の5割強を占めておりまして、まだ認知
度が高いとは言えない状況でございます。

ヘルプマークを着用しやすい環境をつくるた

めに、援助する人、援助が必要な人の双方にヘ

ルプマークの有用性をご理解いただくことが重

要と考えておりますので、県の広報誌とか、県

庁のデジタルサイネージを活用した、援助を必

要とする方への配慮をお願いする啓発活動を取

り組んでいるところでございます。

また、県内の高校PTAの研修会においても、
チラシ等の配布はしているところでございます。

今後も引き続き、援助や配慮を必要としてい

る方々が直接サービスを受ける機会の多い公共

交通機関や商工団体等とも連携して、さらなる

普及啓発活動に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

【川崎委員】これは少し普及啓発のポスターや

チラシ等、力を入れてほしいと思います。都市

部に行くと、かなり貼っています。今おっしゃ

った公共交通機関のところ、車内、そしてホー

ムドアのところとかにかなり貼っています。そ

ういった意味でいけば、きちんと利用したい人、

そして、それはそういった意味を持っているだ

ということを双方理解して初めて機能すると思

いますので、ぜひ引き続き力を入れていただき

たいと思います。

最後に移動CT車についてお尋ねいたします。
2020年の4月、香焼工場に停泊中のコスタ・ア

トランチカ号でコロナの集団感染が発生した時

に、自衛隊から借り受けて移動CT車が活躍をし
て、本当に一人も命を落とすことなく帰国して

いただいたと。そういった実績から、すぐに県

も検討していただいて、移動CT車、非常に立派
なものを導入していただいたというふうに思い

ますが、2021年2月より稼働していると思いま
す。丸3年経過をいたしました。現在の利用状
況についてお尋ねいたします。

【加藤医療政策課長】 移動CT車でございます
けれども、これはコロナの交付金を活用しまし

て、健康事業団に補助をして導入していただい

たというものでございます。

この3年間の実績ですけれども、コロナでの
トリアージ検査のために長崎大学病院へ移動

CT車を派遣したり、あとは事業所での健診でも
活用されているという状況でございます。

さらに、日本医療研究開発機構が、CTによる
肺がん検診の実用化を目指した試験を県内で実

施しておりまして、その協力も行っているとい

うふうに健康事業団の方からお聞きしていると

ころでございます。

【川崎委員】 コロナも5類になって、まだ侮れ
ませんが、随分平時になってきたわけですから、

先ほども説明があったように、ぜひ肺がんの早

期発見に力を入れていただきたいというふうに

思っています。私も視察させていただきました

が、極めてすばらしいマシンで、レントゲンで

わからない微細ながんのもとといいますか、そ

れを発見できるというすばらしいマシンであり

ますので、ぜひそこは活用していただいて、県

民の命を守っていただきたいと思います。

以上です。

【山下委員長】ほかに議案外の質問はありませ

んか。
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【中村(俊)委員】 私からは、先の県政一般質問
で時間が足りずに質疑できなかった項目につい

て、この場をお借りして1点お伺いをいたしま
す。

障害者就業・生活支援にも関わりますか、発

達障害者への切れ目のない支援という点で、障

害者の雇用については、民間においても発達障

害や特性がある方々が活躍できる環境づくりを

行う動きが活発化をしてきている中で、対象者

に対する支援の輪を広げていくことが重要であ

ろうというふうに考えております。

また、高校、大学卒業間際で進路が決まらな

かったり、中途退学となるなど、家庭で抱え込

んでしまうケースもあるやに聞いておりまして、

発達障害の方々に働き手として活躍をしてもら

うためには、雇用につながる仕組みづくりが必

要と考えるわけですが、そのような方々が就労

支援としてどのような取組を行っているのか、

お伺いいたします。

【佐藤障害福祉課長】障害のある方につきまし

ては、働き手として活躍してもらうように、県

では県内7か所、先ほどもお話がございました
が、障害者就業・生活支援センターを指定しま

して、就業に向けた支援を実施しているところ

でございます。

センターでは、就職に向けた準備から就職活

動、職場定着への相談、支援に加え、日常生活

の自己管理、生活設計等に関する助言を行うほ

か、事業主に対し障害特性を踏まえ、雇用管理

についての助言を行うなど、様々な関係機関と

連携した支援に取り組んでいるところでござい

ます。

【中村(俊)委員】 本件につきましては、重要な
ことは障害者の方々に雇用先が確保されて、そ

の仕事に生きがいを見出していただいて長く働

ける、活躍できる環境づくりであろうというふ

うに考えております。

雇用労働政策課においても事業主をはじめと

した県民の理解を深め、障害者雇用の促進を図

るための優良事業所の表彰や研修会、国と連携

した障害者就職面接会も実施しているとお伺い

をしております。ぜひ障害者支援に関しまして

は、これに関わる他部局とも意思の疎通、情報

交換など、連携、水平展開を図っていただきま

して、切れ目のない支援、取組に努めていただ

きますよう、よろしくお願いいたします。

それから、もう一点だけ。今日午前中に、発

達障害児の診断ですね、ハートセンターで受診

待ちが400名ほどいらっしゃると、期間にして
11か月というお話があっておりました。この件
については、私も以前から、もちろん認識をし

ておりまして、小学校の話で恐縮なんですが、

例えば小学校でも在学中、あるいは小学1年生、
就学前に発達障害について診察を受けたいとさ

れる方が多くおられます。

しかしながら、なぜかこういった方々がハー

トセンターしか選択肢がないように考えている

方も一部いらっしゃいまして、そういう方々か

らご相談の連絡をいただきます。やはりこれは

一つ一つしっかり対処していかないと、例えば

特別支援学級で学ばなければいけないのか、あ

るいは通常学級でも学ぶことができるのかとい

うところで、非常に判断が、学校現場もそうで

すけれども、保護者の方、当事者のお子さんの

気持ちも大切にしながらですけれども、そこの

判断が非常に難しいというふうにもなってきま

すし、ある意味では放課後デイサービスの利用

にも一定影響が出てくるものだというふうに思

っています。

長崎県のホームページで確認したところ、当
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然こちらの方に診断が可能となる各機関という

ことで13市町のリスト、一覧がございました。
私は普段からいろいろと検索することで慣れて

いるというのもあるんですけれども、保護者の

中にはその欲しい情報になかなかリーチできな

い方も当然いらっしゃいますし、どこの相談窓

口にご連絡をされたのかは、私も確認は取って

おりませんけれども、ひょっとしたら相談した

時にハートセンターを勧められて、それ以外の

ところをなかなか教えていただけなかったのか

なというふうにも推察をしますけれども、この

点について何か県の見解があればよろしくお願

いします。

【藤井障害福祉課企画監】民間の医療機関にお

きまして、発達障害の診療ができる機関でござ

いますが、こども医療福祉センターに設置され

ました発達障害者の支援センター「しおさい」

のホームページに、発達障害の診療を行ってい

る医療機関リストを公表しておりまして、掲載

機関は58機関ございまして、県下全域にありま
すので、こども政策局とも連携しながら、そう

いったところの情報がすぐキャッチできるよう

な仕組みを考えていきたいと思っております。

【山下委員長】ほかに議案外の質疑はありませ

んか。

【山田委員】 私から3点伺いたいと思います。
まず、妊孕性についてです。全国調査により

ますと、不妊の心配をしたことがある夫婦が3
組に1組以上、不妊の検査や治療について経験
がある夫婦が4.4組に1組となっている中で、増
加傾向にありますが、妊孕性などの妊娠に関す

る正しい知識がまだまだ不十分であるように感

じております。

不妊治療は、できるだけ若いうちから始めた

方が効果が高いと言われていることから、子ど

もを望む方々が希望どおり妊娠・出産するため

に、早い段階から男女ともに妊娠・出産に関す

る知識を持ち、自分自身の体の健康管理を行う

プレコンセプションケアが大切だと考えており

ます。

県は、今どのように取り組んでいるのかをお

尋ねいたします。

【川村こども家庭課長】早い段階から妊娠・出

産に関する知識を持っていただいて、ライフプ

ランに応じた健康管理を意識することで、健康

を増進する、それと望む方については妊娠・出

産への適切な準備ができる、そういうふうにな

るために、委員おっしゃいましたプレコンセプ

ションケアは大切な取組だということで認識し

ております。

県の取組といたしまして、これまで妊娠や妊

孕性についてわかりやすく説明した冊子を作成

しております。先ほど申し上げましたけれども、

県内の高校3年生、女子生徒に配付をしており
ましたが、今年度からは男子生徒にも配付をす

るということで取り組んでおります。

来年度は、九州各県との広域連携等の事業に

おいて、プレコンセプションケアに関するシン

ポジウムも開催予定としておりますので、今後

ともプレコンセプションケアという考え方をよ

り意識しながら、妊娠・出産に関する普及啓発

にしっかり取り組んでいきたいと考えておりま

す。

【山田委員】ちょっと古い話かもしれませんけ

れども、この世に生まれてきている子どもの15
人のうちの一人は不妊治療で生まれてきている

というほど、今、本当に不妊治療が非常に多く

なっています。

高校生男女に配付していただくということで

したが、若年化をしている、こういった事案、
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望まない妊娠とかを含めると、結構若いうちか

らということが多いので、ぜひ自分たちの大事

な体のことを考える機会というものは、中学生

のうちから始めていただきたいと思いますので、

そこを希望したいと思っております。

もう一点、他の自治体では夫婦で一緒に検査

を受けた場合の費用助成や卵子の数を検査する

際の費用助成なども行っておりますが、長崎県

でも同様の事業に取り組む考えがあるのか、伺

います。

【川村こども家庭課長】まず、プレコンセプシ

ョンケアにつきましては、今は高校生について

は3年生ということで、新たに社会に出ていっ
たりとか、進学するという一つの契機というこ

とでこの時期に取り組んでおります。さらに、

対象年齢を下げるかということにつきましては、

また関係機関ともよく話をしまして、検討して

いきたいと思います。

それと、費用助成の話ですけれども、先行自

治体の取組内容や成果などについて、まずはし

っかり情報収集をしたいと思っておりますので、

それからまたしっかり考えていきたいというふ

うには思っております。

【山田委員】次に、予期せぬ妊娠について伺い

たいと思います。昨年の春にも、長崎市の下水

処理場から赤ちゃんの遺体が発見されるという

痛ましい事件が起き、大変胸を痛めました。

そして、本日の毎日新聞にも、生後0日、虐
待死176人という記事が載っておりました。こ
の176人のうち、165人の母親が加害者となりま
した。そして、この176人の母親が医療機関外
で全て出産をしている。今は、妊娠にかかる費

用が無料になっている中でもこのような実態が

ある。このことからわかることは、明らかに、

妊娠してしまったけれども、誰にも、相手の人

にも相談できなかった。家族にも相談できなか

った。病院も受診できなかった。そういった方々

が多くいるということだと思っております。

やはり妊娠や出産に対しての女性の負担が大

きいということが明らかだと思っております。

こういったことがないように、一方で、子ど

もが、先ほどの不妊治療の話になりますが、子

どもを切実に願う方々が多くいらっしゃる中に

おいてこのようなことが起きています。ぜひと

も、自分では産み育てることができない方もい

らっしゃるでしょうけれども、望む方もいらっ

しゃるので、里親とか養子縁組とか、もっとも

っと充実をさせていただきたいと思いますが、

まず、この妊娠をした母親を、このようなこと

をさせないための手だてとして、県としてこの

ような予期せぬ妊娠で困った妊婦に対して、安

心して相談ができる体制、周知啓発とかをどの

ように考えているか。もちろん妊娠SOSとか、
いろんなものをやっていただいていると思って

おりますが、このような本当に厳しい現実の中

においてどのようなことを取り組んでいくのか

を伺いたいと思います。

【川村こども家庭課長】まず第一には、委員も

今おっしゃいましたけれども、予期せぬ妊娠の

相談窓口といたしまして妊娠SOS、これを設置
しておりますので、ここで孤立や貧困などの総

合的な問題を抱えたケースも含めて多くの相談

に対応している状況であります。

まず、ここの妊娠SOS、この存在をしっかり
知っていただくということが必要でありますの

で、これまでの高校や医療機関、そういった関

係団体に加えまして、さらにまた周知方法を検

討いたしまして、例えば公共交通機関とか、あ

と若者が集まるネットカフェとか、カラオケボ

ックス、こういったところにも周知をするよう
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な形で多くの若者の目にとまるような形で広報

の強化を図っているところであります。

【山田委員】ぜひ、必要な人にしっかりとこう

いう制度があることが届くように、あらゆると

ころで周知をしていただきたいと思っておりま

す。

そして、相談に来られた方が、秘密保持とい

うか、ある程度その人が守られるような体制を、

学生なら学校とか家族とかと連携してもらうと

か、様々支援をいただきたいと思っております。

次に、ヤングケアラーについて伺いたいと思

います。ヤングケアラー支援の中で、推進計画

の策定に当たって、児童生徒や学校に対して実

態調査を行って公表していただいておりますが、

この調査によってどのような実態が見えたのか、

改めて教えていただければと思います。

【川村こども家庭課長】 まず、今回、県内の小

学校6年生、それと中学校2年生、高校2年生、
約3万人を対象に、委員がおっしゃったアンケ
ート調査、実態調査を行いました。

調査結果を少し申し上げますと、例えば「家

族の中にあなたがお世話している人がいます

か」と、そういった質問に対しまして、回答が

小学生で4.5％、中高生で3.6％、こういった結
果が出ております。これは全国と比べると低い

数字になっておりますけれども、聞き方とか、

そこで一概にはかることはできないんですけれ

ども、都市部に比べますと、やっぱり家族とい

うのが少し機能されているのかなというふうに

感じたりもしているところです。

それと、お世話について相談したことがある

割合が2割程度にとどまっておりまして、これ
がどういった理由かということで聞いたところ、

相談するほどの悩みではないというのが一番多

かったことはありますけれども、相談しても何

も変わらないとか、そういった回答も一定あり

ました。相談につながっていないケースもある

のかなというふうに把握したところであります。

ヤングケアラーの認知度についても、まだま

だというところもございますので、そういった

ところを今後、念頭に置きまして、専門家等の

意見も聞きながら、しっかりと支援計画を作り

まして、反映させていきたいというふうに思っ

ております。

【山田委員】 まず、近年、数年来取り組んでい

だいていることなので、その子どもたちが自分

がヤングケアラーになっているか、なっていな

いかというのも、学校を通していろいろやって

いただいているところだと思うんですが、まだ

ちょっと相談するまでもないというふうに自分

で思ってしまっている、自分で切ってしまって

いる子どもたちもいるので、教育委員会と連携

していただいて、しっかり必要な支援にとどく

ように、実際、この何年間の中で福祉の方とつ

ながって子どもの負担が軽減された事例もあり

ますので、その辺をしっかり言っていただくの

と、毎年の調査を教育委員会と連携して行って

いただきたいと思います。

このような実態を踏まえて、令和6年度はど
のような対策を考えているのかを伺いたいと思

います。

【川村こども家庭課長】今回いたしました調査

につきましては、市町、それと市町教育委員会、

そういったところとも情報を共有しております。

そこで連携していきたいと考えております。

来年度につきましては、まず、ケアラー支援

推進計画に基づいて、国の動きというのもずっ

と動きがあっておりますので、そういったこと

も踏まえながら、まず市町や学校等、関係機関

との連携した対応というのをしっかりと検討し
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ていきたいと思っております。

ケアラーに関する具体的な取組としては、や

っぱり委員もさっきおっしゃいました子どもに

知っていただくということが必要かなというこ

とでありまして、例えばヤングケアラーの啓発

を漫画的なものにしたりとかして、子どもさん

にもわかってもらうといった工夫をした取組を

やっていきたいと考えて予算を確保していると

ころであります。

【山下委員長】ほかに議案外の質問はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山下委員長】ほかに質問がないようですので、

こども政策局を含む福祉保健部関係の審査結果

について整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時２８分 休憩 ―

― 午後 ４時２９分 再開 ―

【山下委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、こども政策局を含む福祉

保健部関係の審査を終了いたします。

引き続き委員間討議を行います。

理事者退席のため、しばらく休憩します。

大変お疲れさまでした。

― 午後 ４時３０分 休憩 ―

― 午後 ４時３１分 再開 ―

【山下委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について協議したいと思

いますので、しばらく休憩します。

― 午後 ４時３２分 休憩 ―

― 午後 ４時３３分 再開 ―

【山下委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について何かご意見はあ

りませんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【山下委員長】それでは、正副委員長にご一任

願いたいと存じます。

以上をもちまして、文教厚生委員会及び予算

決算委員会文教厚生分科会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

― 午後 ４時３４分 閉会 ―
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１　議　　案

審査結果

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（関係
分）

原 案 可 決

長崎県手数料条例の一部を改正する条例 原 案 可 決

長崎県病院及び診療所の人員、施設等の基準に関する条
例の一部を改正する条例

原 案 可 決

長崎県医学修学資金等貸与条例の一部を改正する条例 原 案 可 決

長崎県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営
の基準に関する条例等の一部を改正する条例

原 案 可 決

長崎県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の
基準に関する条例を廃止する条例

原 案 可 決

長崎県手話言語条例 原 案 可 決

長崎県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基
準に関する条例等の一部を改正する条例

原 案 可 決

長崎県婦人保護施設設置条例等の一部を改正する条例 原 案 可 決

長崎県公立学校情報機器整備基金条例 原 案 可 決

市町村立学校県費負担教職員定数条例及び県立学校職員
定数条例の一部を改正する条例

原 案 可 決

長崎県公立大学法人の中期目標〔第４期〕の一部変更に
ついて

原 案 可 決

長崎県公立大学法人定款の一部変更について 原 案 可 決

長崎県福祉保健総合計画の変更について 原 案 可 決
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第 29 号 議 案
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第 32 号 議 案
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　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
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